
105 

 
 

 
 
 
 

明明治治大大学学ににおおけけるる研研究究費費等等にに関関すするる  

使使用用ママニニュュアアルル（（２２００２２６６年年度度））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明 治 大 学 

２０２６年４月改訂 

明

治

大

学

明
治
大
学
に
お
け
る
研
究
費
等
に
関
す
る
使
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
２
０
２
６
年
度
）



1 

学学校校法法人人明明治治大大学学倫倫理理憲憲章章  

  

２０２５年１０月９日制定 

 

学校法人明治大学¹は、これまで建学の精神「権利自由、独立自治」に基づき、私立学校として

の自主性を重んじ、発展してきました。また、公共の教育・研究機関であることを自覚し、社会

からの信頼を得られるよう、誠実さと責任感を持って健全に活動し続けています。 

本法人では、これら自主、公共、誠実、責任の４つを倫理基準として、本法人を構成する者²の

倫理観を涵養するための基準ならびに行動規範を定めます。 

  

倫倫理理基基準準    

１ 建学の精神の下、自律した教育・研究機関としての役割を果たします。 

２ 人権を尊重するとともに、社会貢献に努めます。 

３ 法令校規等の規律を遵守し、公明正大に事業を展開します。 

４ 「前へ」の精神を堅持し、本学の使命を全うします。 

 

 

 

1 以下、「本法人」という。 

2 教職員等本法人に雇用等されている者、役員・評議員。 
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明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範  

 
２０２５年３月５日理事会承認 

 
明治大学（以下「本大学」という。）は、「明治大学社会連携ポリシー（２００４年１０月２６日

理事会承認）」のほか、学術研究の信頼性及び公平性を確保するとともに、研究活動を行う機関と

しての社会的な責任を果たすため、本大学において研究活動を行うすべての者（以下「研究者」

という。）を対象として、以下のとおり明治大学研究者行動規範（以下「行動規範」という。）を定

める。 
研究者は、行動規範に定める事項を遵守し、学術研究の適切なマネジメントに努めるとともに、

広く社会の発展に寄与するよう努めなければならない。 
 
１１  学学術術研研究究ににおおけけるる不不正正行行為為のの防防止止等等 

研究者は、自らの研究活動の立案、計画、申請、実施、報告等の過程において、研究データ、

資（試）料等の管理・保存等に関し、厳密な取扱いを徹底して、捏造、改ざん、盗用等の不正行

為を行わないことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するよう努めなければならない。 
２２  研研究究費費のの適適正正管管理理及及びび使使用用  

研究者は、研究費の源泉が、学費のほか、国・地方公共団体等から交付される補助金・助成

金及び企業等から負託されたものであることを常に認識して、研究費ごとに定められた条件、

ルール等を遵守し、その適正な管理・運営及び公正かつ効率的な使用に努めなければならない。 
３３  人人権権のの尊尊重重及及びび個個人人情情報報のの保保護護  

研究者は、本大学におけるすべての研究活動において人権を尊重するとともに、研究過程に

おいて入手した個人情報の保護に努めなければならない。 
４４  研研究究成成果果のの公公開開・・説説明明  

研究者は、上記３に反しない範囲で、研究成果を積極的に公開するとともに、研究活動の透

明性を確保するため、当該研究の学術的・社会的意義について説明する義務を負うものとする。 
５５  学学術術研研究究のの適適切切ななママネネジジメメンントト  

研究者は、研究データ、資（試）料等の適切な取扱い並びに法令・校規等に基づく管理・保存

について責任を有するとともに、円滑な研究の遂行に努めなければならない。 
６６  利利益益相相反反へへのの適適切切なな対対応応  

研究者は、自らの研究行動について、利益相反の発生に十分に注意し、「明治大学利益相反ポ

リシー（２００５年１月１１日理事会承認）」に基づき、利益相反による弊害が生じないよう努

めなければならない。 
７７  研研究究のの健健全全性性・・公公正正性性（（研研究究イインンテテググリリテティィ））確確保保にに向向けけたた取取りり組組みみ  

研究者は、研究の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対し、自らの研究活動の透明性

を確保するため、説明責任の重要性を認識し、所属機関等に対する必要情報の適切な報告など、

研究インテグリティ確保に向けた自発的な取り組みに努めなければならない。 
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学学校校法法人人明明治治大大学学行行動動規規範範  

 

２０２５年１０月９日制定 

 

本行動規範は、学校法人明治大学倫理憲章および倫理基準を実践するための行動や視点を示し

たものです。 

学校法人明治大学³を構成する者⁴は、本法人および本法人が設置する学校⁵が公共の教育・研

究機関の役割を担っていること、自らもその教育・研究機関に従事していることを、常に自覚し

て行動します。 

 

１１  建建学学のの精精神神のの重重視視    

(1) 教育・研究等本学におけるすべての活動において、自らの行動に責任を持って、その役割 

を果たします。 

(2) 学生・生徒に、本学の建学の精神・理念を伝え、それを実践する力を育むとともに、成長

する様子を温かく見守り、丁寧かつ熱心に接します。 

２２  人人権権尊尊重重とと社社会会貢貢献献    

(1) 多様な背景や価値観、意見を尊重し、コミュニケーションを通じて、相互の理解を深めま 

す。  

(2) 本学における活動を通じて、社会との連携および社会への貢献に努めます。 

３３  公公明明正正大大なな職職務務遂遂行行    

(1) 自らの責務を理解し、法令校規等を遵守し、良心に従い真摯に職務を遂行します。 

(2) 職務遂行に際しては、透明で合理的な手続きを遵守することで、ステークホルダーとの信 

頼関係を築きます。 

４４  自自己己研研鑽鑽とと持持続続的的改改革革    

(1) 社会の進化、人類の進歩のため、共創・学際的研究、革新的な研究を推進・支援するとと 

もに教育に還元します。 

(2) 常に他者とのコミュニケーション、協働および連帯を意識し、同心協力して、不断に人間

性を高めることにより、本学ならびに広く社会の発展に寄与します。 

 

 

3 以下、「本法人」という。 

4 教職員等本法人に雇用等されている者、役員・評議員。 

5 明治大学および明治大学付属明治高等学校・明治中学校。以下、本法人および本法人が設置する学校を総称し

て「本学」という 
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明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範  

 
２０２５年３月５日理事会承認 

 
明治大学（以下「本大学」という。）は、「明治大学社会連携ポリシー（２００４年１０月２６日

理事会承認）」のほか、学術研究の信頼性及び公平性を確保するとともに、研究活動を行う機関と

しての社会的な責任を果たすため、本大学において研究活動を行うすべての者（以下「研究者」

という。）を対象として、以下のとおり明治大学研究者行動規範（以下「行動規範」という。）を定

める。 
研究者は、行動規範に定める事項を遵守し、学術研究の適切なマネジメントに努めるとともに、

広く社会の発展に寄与するよう努めなければならない。 
 
１１  学学術術研研究究ににおおけけるる不不正正行行為為のの防防止止等等 

研究者は、自らの研究活動の立案、計画、申請、実施、報告等の過程において、研究データ、

資（試）料等の管理・保存等に関し、厳密な取扱いを徹底して、捏造、改ざん、盗用等の不正行

為を行わないことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するよう努めなければならない。 
２２  研研究究費費のの適適正正管管理理及及びび使使用用  

研究者は、研究費の源泉が、学費のほか、国・地方公共団体等から交付される補助金・助成

金及び企業等から負託されたものであることを常に認識して、研究費ごとに定められた条件、

ルール等を遵守し、その適正な管理・運営及び公正かつ効率的な使用に努めなければならない。 
３３  人人権権のの尊尊重重及及びび個個人人情情報報のの保保護護  

研究者は、本大学におけるすべての研究活動において人権を尊重するとともに、研究過程に

おいて入手した個人情報の保護に努めなければならない。 
４４  研研究究成成果果のの公公開開・・説説明明  

研究者は、上記３に反しない範囲で、研究成果を積極的に公開するとともに、研究活動の透

明性を確保するため、当該研究の学術的・社会的意義について説明する義務を負うものとする。 
５５  学学術術研研究究のの適適切切ななママネネジジメメンントト  

研究者は、研究データ、資（試）料等の適切な取扱い並びに法令・校規等に基づく管理・保存

について責任を有するとともに、円滑な研究の遂行に努めなければならない。 
６６  利利益益相相反反へへのの適適切切なな対対応応  

研究者は、自らの研究行動について、利益相反の発生に十分に注意し、「明治大学利益相反ポ

リシー（２００５年１月１１日理事会承認）」に基づき、利益相反による弊害が生じないよう努

めなければならない。 
７７  研研究究のの健健全全性性・・公公正正性性（（研研究究イインンテテググリリテティィ））確確保保にに向向けけたた取取りり組組みみ  

研究者は、研究の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対し、自らの研究活動の透明性

を確保するため、説明責任の重要性を認識し、所属機関等に対する必要情報の適切な報告など、

研究インテグリティ確保に向けた自発的な取り組みに努めなければならない。 

2 

学学校校法法人人明明治治大大学学行行動動規規範範  

 

２０２５年１０月９日制定 

 

本行動規範は、学校法人明治大学倫理憲章および倫理基準を実践するための行動や視点を示し

たものです。 

学校法人明治大学³を構成する者⁴は、本法人および本法人が設置する学校⁵が公共の教育・研

究機関の役割を担っていること、自らもその教育・研究機関に従事していることを、常に自覚し

て行動します。 

 

１１  建建学学のの精精神神のの重重視視    

(1) 教育・研究等本学におけるすべての活動において、自らの行動に責任を持って、その役割 

を果たします。 

(2) 学生・生徒に、本学の建学の精神・理念を伝え、それを実践する力を育むとともに、成長

する様子を温かく見守り、丁寧かつ熱心に接します。 

２２  人人権権尊尊重重とと社社会会貢貢献献    

(1) 多様な背景や価値観、意見を尊重し、コミュニケーションを通じて、相互の理解を深めま 

す。  

(2) 本学における活動を通じて、社会との連携および社会への貢献に努めます。 

３３  公公明明正正大大なな職職務務遂遂行行    

(1) 自らの責務を理解し、法令校規等を遵守し、良心に従い真摯に職務を遂行します。 

(2) 職務遂行に際しては、透明で合理的な手続きを遵守することで、ステークホルダーとの信 

頼関係を築きます。 

４４  自自己己研研鑽鑽とと持持続続的的改改革革    

(1) 社会の進化、人類の進歩のため、共創・学際的研究、革新的な研究を推進・支援するとと 

もに教育に還元します。 

(2) 常に他者とのコミュニケーション、協働および連帯を意識し、同心協力して、不断に人間

性を高めることにより、本学ならびに広く社会の発展に寄与します。 

 

 

3 以下、「本法人」という。 

4 教職員等本法人に雇用等されている者、役員・評議員。 

5 明治大学および明治大学付属明治高等学校・明治中学校。以下、本法人および本法人が設置する学校を総称し

て「本学」という 

  

  

  

  

  

  

3



5 

務分担の実態と職務分掌に関わる規定の間に乖離が生じないよう、不断に見直します。 

(4) 研究不正告発等の取扱い及び研究不正調査及び懲戒に関する運用の透明化 

公的研究費の不正使用に係る調査並びに懲戒については規程に従い、その運用にあたって

は明確かつ透明性をもって実施します。研究費の不正使用等に関する通報に対して適切に対

応できるよう受付窓口を設置します。 

３３  不不正正をを発発生生ささせせるる要要因因のの把把握握とと研研究究費費不不正正防防止止計計画画のの策策定定・・遂遂行行  

内部監査及びモニタリングにより、不正発生要因を定期的に調査・把握します。その結果

を受けて、毎年度、研究費不正防止計画を策定・遂行します。類似事例の再発防止を徹底す

る等、PDCAサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。 

４４  研研究究費費のの適適正正なな運運営営・・管管理理活活動動  

(1)  予算執行状況の定期的な把握及び検証 

研究者及び事務部門において、予算計画の把握、執行状況の定期的な確認を行うことによ

り、特定の時期に偏ることのない適正な予算執行を推進します。 

(2)  発注・予算執行状況の把握 

発注段階において支出財源を特定し、予算執行の状況を遅滞なく把握します。予算執行状

況を分析し特定業者との関係に留意する等の不正発生のリスクの最小化に努めます。 

(3)  発注・納品・検収・管理業務に関わるチェック体制の強化 

物品及び役務の発注から検品・検収にかかる体制について、当事者以外によるチェックが 

有効に機能するよう、検品室の検品（納品確認）を通じて不正取引の防止を徹底します。ま 

た、特殊な役務や成果物のない機器の保守・点検等に対する検収を着実に実施することとと 

もに、換金性の高い物品の適切な管理を推進します。 

あわせて、不正な取引を防止するため、取引業者に対して、誓約書等の提出を通じ、不正 

対策に関する方針及びルールの理解を徹底します。 

(4)  非常勤雇用者及び出張旅費に関わる管理 

非常勤雇用者の勤務事実を確認し、適正な雇用管理を行います。研究出張については出張 

計画の実行状況を全学的に確認できる管理体制を構築し、二重払い等を防止します。 

(5)  部局等責任者による改善 

部局等責任者は、部局の研究費の執行状況を検証し、必要に応じ改善策を講じます。 

５５  情情報報発発信信・・共共有有化化のの推推進進  

公的研究費の使用ルール等について本大学内外からの相談を受け付ける相談窓口を置きま 

す。また、公的研究費の不正使用への取組に関する本大学の方針等について、学内で周知する 

とともに学外に公開します。 

６６  モモニニタタリリンンググ及及びび効効果果的的なな監監査査  

不正防止計画推進部署が証憑点検等を行い、監査室が不正発生リスクに対する重点的な監査 

（リスクアプローチ監査）を定期的に行うことから不正発生要因を分析し、統括管理責任者及

び不正防止計画推進部署が策定する「研究不正防止計画」にフィードバックします。不正発生

リスクの最小化に向け、組織的に牽制機能を高めます。 

以 上 
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２０２２年４月１日 

 

最 高 管 理 責 任 者 

（ 学 長 ） 

 

明明治治大大学学ににおおけけるる公公的的研研究究費費等等のの不不正正使使用用防防止止にに関関すするる基基本本方方針針  

 

明治大学（以下「本大学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン(実施基準)」(平成１９年２月１５日文部科学大臣決定(令和３年２月１日改正)) 及び「研

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成２６年８月２６日文部科学大臣

決定)を踏まえ、最高管理責任者である学長として、「明治大学における公的研究費等の不正使用

防止に関する基本方針」を定めます。本方針の下で統括管理責任者である副学長（研究担当）が

「不正防止計画」を策定し、その着実な遂行を通じて、研究機関としての責務を果たします。 

 

１１  機機関関内内のの責責任任体体制制のの明明確確化化  

公的研究費等の運営・管理を適切に行うために、責任体制を明確に定め、これを公表します。 

(1) 本大学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営について総括的責任及び権限を有す 

る者として「最高管理責任者」を置き、学長をもって充てます。 

(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の管理・運営について本大学全体を統括する者として「統 

括管理責任者」を置き、副学長（研究担当）をもって充てます。 

(3) 部局等における実質的な責任と権限を持つ者として「部局等責任者」を置き、当該部局の

長である各学部長、各大学院長、各機構長、付属高中校長及び人事部長をもって充てます。

部局等責任者は、「コンプライアンス推進責任者」「研究倫理教育責任者」を兼ね、①部局

等における研究費の不正使用防止策の遂行、②コンプライアンス教育の実施及び受講状況の

管理、③定期的な啓発活動の実施、④研究者への必要に応じた指導を行います。また研究倫

理教育責任者は、研究倫理教育を実施し、その受講状況を管理します。 

(4) 部局等責任者は、その役割の実効性を確保する観点から、学科・専攻、研究科等の単位で

必要に応じて「部局等副責任者」を任命します。 

２２  適適正正なな運運営営・・管管理理のの基基盤盤ととななるる環環境境のの整整備備  

(1)  コンプライアンス教育・啓発活動及び研究倫理教育の実施 

公的研究費等使用にあたっての責務・ルール等について、コンプライアンス教育や啓発活

動を通じて学内に周知します。さらに研究倫理教育を全ての研究者等を対象に実施すること

により、研究活動における不正防止への意識向上を図ります。 

(2)  ルールの明確化・統一化 

公的研究費等を適正に運用するための統一ルールとして、「明治大学における研究費等に

関する使用マニュアル」を定め、全ての構成員に周知徹底します。例外的な処理によって、

運用実態との乖離が生じないよう、毎年度、同マニュアルの見直しを行います。 

(3) 職務権限の明確化 

公的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。業
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務分担の実態と職務分掌に関わる規定の間に乖離が生じないよう、不断に見直します。 

(4) 研究不正告発等の取扱い及び研究不正調査及び懲戒に関する運用の透明化 

公的研究費の不正使用に係る調査並びに懲戒については規程に従い、その運用にあたって

は明確かつ透明性をもって実施します。研究費の不正使用等に関する通報に対して適切に対

応できるよう受付窓口を設置します。 

３３  不不正正をを発発生生ささせせるる要要因因のの把把握握とと研研究究費費不不正正防防止止計計画画のの策策定定・・遂遂行行  

内部監査及びモニタリングにより、不正発生要因を定期的に調査・把握します。その結果

を受けて、毎年度、研究費不正防止計画を策定・遂行します。類似事例の再発防止を徹底す

る等、PDCAサイクルに基づいた不正防止計画を推進します。 

４４  研研究究費費のの適適正正なな運運営営・・管管理理活活動動  

(1)  予算執行状況の定期的な把握及び検証 

研究者及び事務部門において、予算計画の把握、執行状況の定期的な確認を行うことによ

り、特定の時期に偏ることのない適正な予算執行を推進します。 

(2)  発注・予算執行状況の把握 

発注段階において支出財源を特定し、予算執行の状況を遅滞なく把握します。予算執行状

況を分析し特定業者との関係に留意する等の不正発生のリスクの最小化に努めます。 

(3)  発注・納品・検収・管理業務に関わるチェック体制の強化 

物品及び役務の発注から検品・検収にかかる体制について、当事者以外によるチェックが 

有効に機能するよう、検品室の検品（納品確認）を通じて不正取引の防止を徹底します。ま 

た、特殊な役務や成果物のない機器の保守・点検等に対する検収を着実に実施することとと 

もに、換金性の高い物品の適切な管理を推進します。 

あわせて、不正な取引を防止するため、取引業者に対して、誓約書等の提出を通じ、不正 

対策に関する方針及びルールの理解を徹底します。 

(4)  非常勤雇用者及び出張旅費に関わる管理 

非常勤雇用者の勤務事実を確認し、適正な雇用管理を行います。研究出張については出張 

計画の実行状況を全学的に確認できる管理体制を構築し、二重払い等を防止します。 

(5)  部局等責任者による改善 

部局等責任者は、部局の研究費の執行状況を検証し、必要に応じ改善策を講じます。 

５５  情情報報発発信信・・共共有有化化のの推推進進  

公的研究費の使用ルール等について本大学内外からの相談を受け付ける相談窓口を置きま 

す。また、公的研究費の不正使用への取組に関する本大学の方針等について、学内で周知する 

とともに学外に公開します。 

６６  モモニニタタリリンンググ及及びび効効果果的的なな監監査査  

不正防止計画推進部署が証憑点検等を行い、監査室が不正発生リスクに対する重点的な監査 

（リスクアプローチ監査）を定期的に行うことから不正発生要因を分析し、統括管理責任者及

び不正防止計画推進部署が策定する「研究不正防止計画」にフィードバックします。不正発生

リスクの最小化に向け、組織的に牽制機能を高めます。 

以 上 
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２０２２年４月１日 

 

最 高 管 理 責 任 者 

（ 学 長 ） 

 

明明治治大大学学ににおおけけるる公公的的研研究究費費等等のの不不正正使使用用防防止止にに関関すするる基基本本方方針針  

 

明治大学（以下「本大学」という。）は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン(実施基準)」(平成１９年２月１５日文部科学大臣決定(令和３年２月１日改正)) 及び「研

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成２６年８月２６日文部科学大臣

決定)を踏まえ、最高管理責任者である学長として、「明治大学における公的研究費等の不正使用

防止に関する基本方針」を定めます。本方針の下で統括管理責任者である副学長（研究担当）が

「不正防止計画」を策定し、その着実な遂行を通じて、研究機関としての責務を果たします。 

 

１１  機機関関内内のの責責任任体体制制のの明明確確化化  

公的研究費等の運営・管理を適切に行うために、責任体制を明確に定め、これを公表します。 

(1) 本大学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営について総括的責任及び権限を有す 

る者として「最高管理責任者」を置き、学長をもって充てます。 

(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の管理・運営について本大学全体を統括する者として「統 

括管理責任者」を置き、副学長（研究担当）をもって充てます。 

(3) 部局等における実質的な責任と権限を持つ者として「部局等責任者」を置き、当該部局の

長である各学部長、各大学院長、各機構長、付属高中校長及び人事部長をもって充てます。

部局等責任者は、「コンプライアンス推進責任者」「研究倫理教育責任者」を兼ね、①部局

等における研究費の不正使用防止策の遂行、②コンプライアンス教育の実施及び受講状況の

管理、③定期的な啓発活動の実施、④研究者への必要に応じた指導を行います。また研究倫

理教育責任者は、研究倫理教育を実施し、その受講状況を管理します。 

(4) 部局等責任者は、その役割の実効性を確保する観点から、学科・専攻、研究科等の単位で

必要に応じて「部局等副責任者」を任命します。 

２２  適適正正なな運運営営・・管管理理のの基基盤盤ととななるる環環境境のの整整備備  

(1)  コンプライアンス教育・啓発活動及び研究倫理教育の実施 

公的研究費等使用にあたっての責務・ルール等について、コンプライアンス教育や啓発活

動を通じて学内に周知します。さらに研究倫理教育を全ての研究者等を対象に実施すること

により、研究活動における不正防止への意識向上を図ります。 

(2)  ルールの明確化・統一化 

公的研究費等を適正に運用するための統一ルールとして、「明治大学における研究費等に

関する使用マニュアル」を定め、全ての構成員に周知徹底します。例外的な処理によって、

運用実態との乖離が生じないよう、毎年度、同マニュアルの見直しを行います。 

(3) 職務権限の明確化 

公的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を定め、理解の共有を図ります。業
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研研究究出出張張のの旅旅費費 

１ 研究出張旅費申請の手順 ／ ２ 研究出張の承認と申請書類 56 

３ 出張旅費の申請可能な範囲 56 

４ 国内３１㎞未満の出張 ／ ５ 国内３１㎞以上の出張 57・58 

６ 海外出張 59 

7



9 

  
 

掲掲載載  
ペペーージジ  

変変更更点点  変変更更内内容容  

1、2 

学校法人明治大学倫理憲章及

び学校法人明治大学行動規範

を掲載 

2025 年 10 月 9 日の制定を受け、冒頭に追加しました。 

23 研究費執行の各種期限 

年度末にまとめて証憑書類が提出される事例が多発して

いるため、上半期の提出期限を新たに設けました。 

※ 特定の時期への執行の偏りは、過去に内部監査で指

摘を受け、文部科学省来訪時にも言及を受けています。 

24、25 
特定個人研究費の使途範囲を

拡大 
掲載ページの表のとおり、使途範囲を見直しました。 

58、59、

60 

研究出張旅費支給基準の改正

（交通費） 

(1) 国内出張 

鉄道賃について、乗車距離を問わず、指定席特急料 

金を支給します。 

(2) 海外出張（航空賃） 

○ビジネスクラスの利用について 

教授・准教授：エコノミークラスに加えて、飛行距 

離を問わずビジネスクラスも利用を可とします。 

（専任講師・助教は条件を満たす場合、ビジネス 

クラスを利用できます） 

※※  航航空空会会社社のの割割引引制制度度ななどど経経済済的的かかつつ合合理理的的なな方方法法をを  

選選択択ししてて、、安安価価にに購購入入ししててくくだだささいい。。  

※※  公公的的研研究究費費等等ににおおいいてて、、拠拠出出機機関関側側でで航航空空賃賃のの利利用用  

ククララススのの定定めめががああるる場場合合ははそそのの定定めめにに従従っっててくくだだささ  

いい。。  

58、60 
研究出張旅費支給基準の改正

（宿泊費） 

１泊あたりの規定上限額の改正 

国内出張・・・1199,,000000 円円 

海外出張・・・地域により、2222,,550000 円円又又はは 3355,,000000 円円  

 

【【重重要要】】22002266年年度度のの特特例例措措置置  

海外出張において、本学が指定する旅行業者（＊）を

通じた請求書による手配に限り、上記の規定上限額に収

まらないことが示された場合に、上限額を超えた宿泊費

実費を支給します。手続方法は別途配布する特例措置の

案内又は Oh-o!Meiji にてご確認ください。 
※※  特特例例措措置置のの適適用用にに際際しし、、所所定定のの理理由由書書のの提提出出はは不不  

要要でですす。。  

＊指定の旅行業者（本学と法人契約の締結があるもの） 

・株式会社明大サポート 

・株式会社エイチ・アイ・エス 

57、58、

60 

研究出張旅費支給基準の改正

（調査活動費） 

従来の「日当」を「調査活動費」に変更し、また支給額

を資格等によらず、一律同額支給とします。 

国内出張・・・一律 33,,880000 円円  

海外出張・・・一律 77,,220000 円円 

73 アルバイトの使用について 

(1) 最低賃金改定上げ幅を鑑みて、時給基準を変更 

一般：1,400 円 専門分野：1,800 円に変更しました。 

(2) 社会保険（健康保険・厚生年金）、雇用保険加入の条 

件を追記しました。 

今今年年度度のの主主なな変変更更点点      

8 

研研究究費費等等のの使使用用ににああたたっってて  

 

明治大学では、科研費をはじめとする公的研究費及び公的資金を原資とする助成金等について、

適正な運営と管理を、責任をもって遂行しております。 

また、学納金を主な財源とする学内研究費につきましても、国庫助成を受けていることから、

公的研究費と同等に取り扱う必要があります。 

本誌「明治大学における研究費等に関する使用マニュアル」（以下「本本ママニニュュアアルル」）は、研研究究

費費等等のの適適正正なな使使用用をを確確保保すするるたためめのの基基本本的的ななルルーールルを示すものとなります。 

研究費等をご使用いただく際には、以下の点にご留意の上、本マニュアルをご確認ください。 

なお、監査等に備え、支出内容について担当事務室から照会をする場合がありますので、その

際はご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１１  「「明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範」」とと「「明明治治大大学学公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項」」  

「明治大学研究者行動規範」（p3）を遵守してください。 

「明治大学 公的研究費不正防止に向けた計画及び実施事項」（p12）の遂行に努めてください。 
 
 

２２  研研究究費費のの使使途途範範囲囲  

原則として以下が研究費の使途範囲です。 

ただし、一部の研究費では範囲外となるケースがありますので、本マニュアルにおける、主

な研究費制度の使途範囲・留意事項（p24～30）にてご確認ください。 

(1) 研究の遂行に直接必要な経費 

(2) 研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費  

(3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件 
 
 

３３  研研究究費費のの使使途途及及びび研研究究成成果果ににつついいててのの説説明明責責任任  

研究費は、国の補助金や学納金等、国民・学生・保護者の皆様の負担で成り立っており、そ 

のため、研究者は研究費の使途及び研究成果について、広く社会に対して説明責任を負ってい

ます。専門性が高い内容であっても、容易に理解いただけるよう、丁寧かつ平易な説明を心が

けてください。 
 
 

４４  研研究究費費とと給給与与所所得得のの関関係係  

  研究費はその公共性・公益性に鑑み、「国税庁長官通達」（p96）において大学が直接支出すべ

き経費とされており、研究の遂行に必要な経費は、研究者個人の「給与所得」には該当せず、

課税対象外とされています。 

ただし、研究計画に照らして、上記「２ 研究費の使途範囲」に該当しない支出につきまし

ては、給与所得として課税対象となる可能性がありますので、ご留意ください。  

8
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掲掲載載  
ペペーージジ  

変変更更点点  変変更更内内容容  

1、2 

学校法人明治大学倫理憲章及

び学校法人明治大学行動規範

を掲載 

2025 年 10 月 9 日の制定を受け、冒頭に追加しました。 

23 研究費執行の各種期限 

年度末にまとめて証憑書類が提出される事例が多発して

いるため、上半期の提出期限を新たに設けました。 

※ 特定の時期への執行の偏りは、過去に内部監査で指

摘を受け、文部科学省来訪時にも言及を受けています。 

24、25 
特定個人研究費の使途範囲を

拡大 
掲載ページの表のとおり、使途範囲を見直しました。 

58、59、

60 

研究出張旅費支給基準の改正

（交通費） 

(1) 国内出張 

鉄道賃について、乗車距離を問わず、指定席特急料 

金を支給します。 

(2) 海外出張（航空賃） 

○ビジネスクラスの利用について 

教授・准教授：エコノミークラスに加えて、飛行距 

離を問わずビジネスクラスも利用を可とします。 

（専任講師・助教は条件を満たす場合、ビジネス 

クラスを利用できます） 

※※  航航空空会会社社のの割割引引制制度度ななどど経経済済的的かかつつ合合理理的的なな方方法法をを  

選選択択ししてて、、安安価価にに購購入入ししててくくだだささいい。。  

※※  公公的的研研究究費費等等ににおおいいてて、、拠拠出出機機関関側側でで航航空空賃賃のの利利用用  

ククララススのの定定めめががああるる場場合合ははそそのの定定めめにに従従っっててくくだだささ  

いい。。  

58、60 
研究出張旅費支給基準の改正

（宿泊費） 

１泊あたりの規定上限額の改正 

国内出張・・・1199,,000000 円円 

海外出張・・・地域により、2222,,550000 円円又又はは 3355,,000000 円円  

 

【【重重要要】】22002266年年度度のの特特例例措措置置  

海外出張において、本学が指定する旅行業者（＊）を

通じた請求書による手配に限り、上記の規定上限額に収

まらないことが示された場合に、上限額を超えた宿泊費

実費を支給します。手続方法は別途配布する特例措置の

案内又は Oh-o!Meiji にてご確認ください。 
※※  特特例例措措置置のの適適用用にに際際しし、、所所定定のの理理由由書書のの提提出出はは不不  

要要でですす。。  

＊指定の旅行業者（本学と法人契約の締結があるもの） 

・株式会社明大サポート 

・株式会社エイチ・アイ・エス 

57、58、

60 

研究出張旅費支給基準の改正

（調査活動費） 

従来の「日当」を「調査活動費」に変更し、また支給額

を資格等によらず、一律同額支給とします。 

国内出張・・・一律 33,,880000 円円  

海外出張・・・一律 77,,220000 円円 

73 アルバイトの使用について 

(1) 最低賃金改定上げ幅を鑑みて、時給基準を変更 

一般：1,400 円 専門分野：1,800 円に変更しました。 

(2) 社会保険（健康保険・厚生年金）、雇用保険加入の条 

件を追記しました。 

今今年年度度のの主主なな変変更更点点      

8 

研研究究費費等等のの使使用用ににああたたっってて  

 

明治大学では、科研費をはじめとする公的研究費及び公的資金を原資とする助成金等について、

適正な運営と管理を、責任をもって遂行しております。 

また、学納金を主な財源とする学内研究費につきましても、国庫助成を受けていることから、

公的研究費と同等に取り扱う必要があります。 

本誌「明治大学における研究費等に関する使用マニュアル」（以下「本本ママニニュュアアルル」）は、研研究究

費費等等のの適適正正なな使使用用をを確確保保すするるたためめのの基基本本的的ななルルーールルを示すものとなります。 

研究費等をご使用いただく際には、以下の点にご留意の上、本マニュアルをご確認ください。 

なお、監査等に備え、支出内容について担当事務室から照会をする場合がありますので、その

際はご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１１  「「明明治治大大学学研研究究者者行行動動規規範範」」とと「「明明治治大大学学公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項」」  

「明治大学研究者行動規範」（p3）を遵守してください。 

「明治大学 公的研究費不正防止に向けた計画及び実施事項」（p12）の遂行に努めてください。 
 
 

２２  研研究究費費のの使使途途範範囲囲  

原則として以下が研究費の使途範囲です。 

ただし、一部の研究費では範囲外となるケースがありますので、本マニュアルにおける、主

な研究費制度の使途範囲・留意事項（p24～30）にてご確認ください。 

(1) 研究の遂行に直接必要な経費 

(2) 研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費  

(3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件 
 
 

３３  研研究究費費のの使使途途及及びび研研究究成成果果ににつついいててのの説説明明責責任任  

研究費は、国の補助金や学納金等、国民・学生・保護者の皆様の負担で成り立っており、そ 

のため、研究者は研究費の使途及び研究成果について、広く社会に対して説明責任を負ってい

ます。専門性が高い内容であっても、容易に理解いただけるよう、丁寧かつ平易な説明を心が

けてください。 
 
 

４４  研研究究費費とと給給与与所所得得のの関関係係  

  研究費はその公共性・公益性に鑑み、「国税庁長官通達」（p96）において大学が直接支出すべ

き経費とされており、研究の遂行に必要な経費は、研究者個人の「給与所得」には該当せず、

課税対象外とされています。 

ただし、研究計画に照らして、上記「２ 研究費の使途範囲」に該当しない支出につきまし

ては、給与所得として課税対象となる可能性がありますので、ご留意ください。  

9
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掲掲載載  
ペペーージジ 

変変更更点点 変変更更内内容容 

68、69、

75、77、

82 

「特定受託事業者に係る取 

引の適正化等に関する法律 」 

（通称：フリーランス保護新

法）への対応について 

謝金及び業務委託の取引において、相手先より同法律に

定める特定受託事業者に該当する旨の申告があった場

合、取引条件通知書の提供が必要となりました。 

※ 関連の申請書において、相手先が「特定受託事業

者」に該当する場合の申告欄を設けます。 

※ 取引条件通知書（メール送付可）のひな型は、別途

提供します。 

77～81 謝金支払基準について 
「研究費における謝金支払基準」を制定し、基準額等の

見直しを行いました。 

84～90 招聘旅費支払基準について 
「研究招聘旅費支払基準」を制定し、支払方法を見直す

とともに、海外への招聘について定めました。 
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明治大学は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動にお

ける不正行為への対応等に関するガイドライン」の要請に基づき、次の取組みを行っています。 

１１  責責任任体体制制のの確確立立  

「明治大学における研究費の適正管理に関する規程」（p97）により責任体制を明確に定め、公的

研究費等の適正管理に取り組んでいます。 
役役職職  職職名名・・役役割割  

最高管理責任者 
学 長－本学全体の研究活動を統括し、研究費の管理・運営の総括

的責任及び権限を有します。 

統括管理責任者 

副学長（研究担当）－最高管理責任者を補佐し、部局等責任者を通

じて、研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及

び研究倫理教育を統括します。 

部局等責任者（コンプラ

イアンス推進責任者・研

究倫理教育責任者） 

各学部長、各大学院長、研究・知財戦略機構長、国際連携機構長、

社会連携機構長、明治高等学校・中学校長、人事部長－部局等にお

ける研究の管理・運営並びにコンプライアンス教育・啓発活動及び

研究倫理教育について実質的な責任と権限を有します。 

２２  研研究究不不正正行行為為のの早早期期発発見見及及びびそそのの是是正正ののたためめのの窓窓口口のの設設置置  

「研究活動の不正行為にかかわる通報処理に関する規程」（p99）等を制定し、研究不正行為に関 

わる通報・相談、調査方法等について定め、また、以下の窓口を設けています。 

不不正正行行為為ににかかかかわわるる相相談談窓窓口口  

研究倫理オフィス 
電話：03-3296-4550・4551  FAX：03-3295-3070 

E-mail：munw@mics.meiji.ac.jp  

不不正正行行為為ににかかかかわわるる受受付付窓窓口口  

弁護士法人名川・岡村法律事務所 

電話：03-5405-3060     FAX：03-5405-0960 

E-mail：meiji_tsuho1881@nagawa-okamura.com 

担当弁護士：沖山延史弁護士、中島有紀弁護士 

受付時間：月～金 午前 10 時～午後 6 時 

３３  研研究究倫倫理理教教育育及及びびココンンププラライイアアンンスス教教育育のの受受講講  

全ての研究者等は定期的に受講し、受講後には誓約書の提出が必要です。未受講者は、研究費 

の執行が留保される場合があります。受講手続きは、所属学部等にお問い合わせください。 

（参考）研究倫理教育及びコンプライアンス教育について Web サイト 

https://www.meiji.ac.jp/osri/guideline/compliance.html 

４４  検検品品・・検検収収体体制制のの整整備備、、登登録録業業者者のの誓誓約約書書提提出出のの義義務務化化  

検品室で検品を行い、発注と検品・検収を分けています。特殊な役務の検収は、本マニュアル 

及び「公的資金における検品マニュアル」に示し、また「明治大学における研究費にて購入し 

た換金性の高い物品の適切な管理に関する申合せ」（p109）を行っております。研究費の適正 
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７７  研研究究不不正正防防止止計計画画及及びびココンンププラライイアアンンスス教教育育・・啓啓発発活活動動のの推推進進  
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ます。 

文文部部科科学学省省ガガイイドドラライインンへへのの対対応応            
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掲掲載載  
ペペーージジ 

変変更更点点 変変更更内内容容 

68、69、

75、77、

82 

「特定受託事業者に係る取 

引の適正化等に関する法律 」 

（通称：フリーランス保護新

法）への対応について 

謝金及び業務委託の取引において、相手先より同法律に

定める特定受託事業者に該当する旨の申告があった場

合、取引条件通知書の提供が必要となりました。 

※ 関連の申請書において、相手先が「特定受託事業

者」に該当する場合の申告欄を設けます。 

※ 取引条件通知書（メール送付可）のひな型は、別途

提供します。 

77～81 謝金支払基準について 
「研究費における謝金支払基準」を制定し、基準額等の

見直しを行いました。 

84～90 招聘旅費支払基準について 
「研究招聘旅費支払基準」を制定し、支払方法を見直す

とともに、海外への招聘について定めました。 
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２０２６年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者  

   副学長（研究担当）  

 
２２００２２６６年年度度  明明治治大大学学  公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項  

  

１ 機関内の責任体制の明確化  

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 非効率業務や形骸化し

た管理体制 
○ 責任者の認識不足、実

績の未把握、報告の不

徹底 

職職務務権権限限とと責責任任のの明明確確化化  

業務が非効率になったり、決裁が形骸

化したりしないよう、職務権限や責任

が実態と乖離していないか、定期的に

確認する。 

1. 最高管理責任者のもとで、統括管理

責任者は、部局等責任者から各部局

の実施状況の報告を求める。 

2. 統括管理責任者は不正防止計画推

進部署と定期的に協議をする。 

２ 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 研究におけるコンプラ

イアンスの理解不足 
○ 研究費は公金であると

の認識の欠如 
 

不不正正をを許許ささなないい組組織織風風土土、、意意識識向向上上  

研究費の適正使用を責務とし、研究費

の不正を許さない風土を構築する。 
研究費は公金であり、機関が管理する

ものとの認識を深める。 

1. コンプライアンス教育の受講率

100％を継続する。 

2. コンプライアンス啓発活動を対象

者別に４半期１回程度実施する。 

3. 非常勤雇用者に対するコンプライ

アンス教育を強化する。 

○ 不明瞭な基準・ルール 
○ 例外処理の常態化 
○ 研究者による立替払い

の増加 
◆ 2025 年度内部監査 

提言 

ルルーールルのの明明確確化化・・統統一一化化  

「研究費マニュアル」でルールを周知

し、ルールと運用の乖離を防止する。 
研研究究者者がが支支払払いいにに関関与与ししなないい仕仕組組みみ  

研究者が支払いに関与しない仕組み

を整備するため、請求書払いを推進

し、購買システム等を導入する。 

4. 「研究費マニュアル」を定期的に見

直し、基準やルールを明確化する。 

5. 研究者が支払いに関与しない環境

を整備するため、請求書払いを進

め、立替払いを抑制する。 

6. 「購買システム」や「研究費システ

ム」の導入を検討する。 

３ 不正発生要因の把握と研究費不正防止計画の策定・実行 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正リ

スク要因の見過ごし 
○ 研究活動で生じている

問題や課題等、不正発

生要因の未把握 

監監査査ににおおけけるる不不正正発発生生要要因因のの分分析析  

発注から検収に至る過程や出張先確

認等の研究活動の実態を監査するこ

とから、不正発生要因を分析する。 

研研究究者者ととのの意意見見交交換換  

課題を把握することで、未然に不正を

防止し、かつ制度改善に生かす。 

1. 内部監査時の研究者ヒアリング、出

張先確認、業者帳票突合等から不正

発生リスクを検討する。 

2. 不正発生要因に重点化した不正防

止計画を策定する。 

3. 最高管理責任者自ら率先し、研究不

正防止に努める姿勢を示す。 

４ 研究費の適正な運営・管理活動 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 特定時期への予算執行

の偏り 
研研究究予予算算のの執執行行状状況況のの管管理理  

研究者自身及び事務部門の双方で予

算執行状況を確認する。 
発発注注段段階階ににおおけけるる支支出出財財源源のの特特定定  

予算執行を遅滞なく把握できるよう

発注段階で支出財源を確定する。 

1. 研究費執行状況 Web照会システムに

より、研究者自身が研究費の執行状

況を管理する。 

2. 特定時期に予算執行が偏らないよ

う、事務局から研究課題の計画的な

進捗を促す通知を送る。 
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２０２６年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者  

   副学長（研究担当）  

 
２２００２２６６年年度度  明明治治大大学学  公公的的研研究究費費不不正正防防止止にに向向けけたた計計画画及及びび実実施施事事項項  

  

１ 機関内の責任体制の明確化  

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 非効率業務や形骸化し

た管理体制 
○ 責任者の認識不足、実

績の未把握、報告の不

徹底 

職職務務権権限限とと責責任任のの明明確確化化  

業務が非効率になったり、決裁が形骸

化したりしないよう、職務権限や責任

が実態と乖離していないか、定期的に

確認する。 

1. 最高管理責任者のもとで、統括管理

責任者は、部局等責任者から各部局

の実施状況の報告を求める。 

2. 統括管理責任者は不正防止計画推

進部署と定期的に協議をする。 

２ 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 研究におけるコンプラ

イアンスの理解不足 
○ 研究費は公金であると

の認識の欠如 
 

不不正正をを許許ささなないい組組織織風風土土、、意意識識向向上上  

研究費の適正使用を責務とし、研究費

の不正を許さない風土を構築する。 
研究費は公金であり、機関が管理する

ものとの認識を深める。 

1. コンプライアンス教育の受講率

100％を継続する。 

2. コンプライアンス啓発活動を対象

者別に４半期１回程度実施する。 

3. 非常勤雇用者に対するコンプライ

アンス教育を強化する。 

○ 不明瞭な基準・ルール 
○ 例外処理の常態化 
○ 研究者による立替払い

の増加 
◆ 2025 年度内部監査 

提言 

ルルーールルのの明明確確化化・・統統一一化化  

「研究費マニュアル」でルールを周知

し、ルールと運用の乖離を防止する。 
研研究究者者がが支支払払いいにに関関与与ししなないい仕仕組組みみ  

研究者が支払いに関与しない仕組み

を整備するため、請求書払いを推進

し、購買システム等を導入する。 

4. 「研究費マニュアル」を定期的に見

直し、基準やルールを明確化する。 

5. 研究者が支払いに関与しない環境

を整備するため、請求書払いを進

め、立替払いを抑制する。 

6. 「購買システム」や「研究費システ

ム」の導入を検討する。 

３ 不正発生要因の把握と研究費不正防止計画の策定・実行 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正リ

スク要因の見過ごし 
○ 研究活動で生じている

問題や課題等、不正発

生要因の未把握 

監監査査ににおおけけるる不不正正発発生生要要因因のの分分析析  

発注から検収に至る過程や出張先確

認等の研究活動の実態を監査するこ

とから、不正発生要因を分析する。 

研研究究者者ととのの意意見見交交換換  

課題を把握することで、未然に不正を

防止し、かつ制度改善に生かす。 

1. 内部監査時の研究者ヒアリング、出

張先確認、業者帳票突合等から不正

発生リスクを検討する。 

2. 不正発生要因に重点化した不正防

止計画を策定する。 

3. 最高管理責任者自ら率先し、研究不

正防止に努める姿勢を示す。 

４ 研究費の適正な運営・管理活動 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 特定時期への予算執行

の偏り 
研研究究予予算算のの執執行行状状況況のの管管理理  

研究者自身及び事務部門の双方で予

算執行状況を確認する。 
発発注注段段階階ににおおけけるる支支出出財財源源のの特特定定  

予算執行を遅滞なく把握できるよう

発注段階で支出財源を確定する。 

1. 研究費執行状況 Web照会システムに

より、研究者自身が研究費の執行状

況を管理する。 

2. 特定時期に予算執行が偏らないよ

う、事務局から研究課題の計画的な

進捗を促す通知を送る。 
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○ 取引業者との癒着 
○ 研究者による備品管理

が不十分 
○ 物品の管理状況が不整

合 

第第３３者者にによよるる発発注注・・納納品品チチェェッックク  

発注は原則事務部門で行い、実効性の

あるチェックが効く体制の下で、研究

費の適正執行を管理する。 

3. 発注は原則事務部門とし、一定の基

準下での発注は研究者が管理する。 

4. 検品室における納品点検及び内部

監査での現物確認を強化する。 

○ 非常勤雇用者の勤務管

理が研究室任せ 
非非常常勤勤雇雇用用者者のの勤勤務務管管理理  

事務部門が勤務実態を把握し、雇用管

理を適正に行う。 

5. 勤務報告書は事務部門で管理する。

また、勤務に基づく 1 ヵ月分の給与

支払いは翌月払いが原則となるよ

う、毎月勤務最終日の業務終了後速

やかに同報告書を提出するよう、研

究者に周知する。 

6. 勤務実態に沿った生産、業務委託時

の成果物を徹底する。 

○ 二重請求、カラ出張等

の意図的な不正 
◆ 2025 年度内部監査 

提言 

旅旅費費等等のの管管理理強強化化  

出張情報を事務部門で把握し、旅費の

不正受給はもとより、悪意のない誤受

給の防止に努める。 

7. 事務部門で二重払を防止する。 

8. 現地到着確認、宿泊先への監査を通

じてカラ出張を防止する。 

9. 必要書類を速やかに提出するよう、

不正防止の観点を踏まえ研究者に

周知する。 

10. 出張旅費の区分に合わせた適切な

経費支出について周知する。 

５ 情報発信・共有化の推進 
不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 過大な事務負担 
○ 曖昧な知識 
○ 相談窓口の認知不足 
 

研研究究費費シシスステテムムにによよるる事事務務効効率率化化  

研研究究費費執執行行のの相相談談窓窓口口  

研究費支出にあたって、随時、相談で

きる窓口を明確化し、悪意なき不正行

為を未然に防止する。 

1. 研究費システムの導入により支出、

調達等の事務処理を効率化する。 

2. 研究費及び不正相談の窓口を Webサ

イト等でより一層周知する。 

６ モニタリング及び効果的な監査 

不不正正発発生生要要因因  不不正正防防止止計計画画  実実施施事事項項  

○ 監査の形骸化、不正発

生要因の分析不足 
○ 不正の発生 
 

監監査査結結果果にに基基づづくく研研究究者者へへのの指指導導  

監査室は、常時、研究費不正使用を牽

制し、不備のある研究者を指導する。  

不不正正発発生生リリススククにに応応じじたた監監査査  

監査室は、研究者に不正発生リスクの

低減に資する監査結果を提示する。 

1. 研究部門及び財務部門は証憑を精

査し、監査室は研究費監査を行い、

研究者に適正使用を指導する。 
2. 監査室は不正発生要因ごとに抜き

打ちを含めた監査を行う。 
3. 監事は、研究不正防止について最高

管理責任者に意見をする。 
＜＜研研究究費費のの不不正正使使用用・・不不適適切切なな使使用用ににつついいてて＞＞  

一般的な不正行為、あるいは不適切な行為とされる事項です。原資や事案によって、違法行為（刑法、民

法など）、不適切行為、あるいは違法行為と不適切行為等が混在した行為など、様々なケースになり得る可

能性があり、個々には、大学管理者や司法による判断になります。 

○預預  けけ  金金：：  架空の業者取引によって、大学に研究費を支払わせて、業者に管理させること。 

○ププーールル金金：：  カラ出張等で得た不正な支払金を研究室等に戻させて管理すること。 

○私私的的流流用用：：  旅費に家族分を含めたり、研究目的の物品を自宅で日常使用したりすること。 

○架架空空請請求求（（カカララ謝謝金金））：：  実態の伴わない作業に謝金を請求し、不正に受給すること。 

○カカララ出出張張： 実態のない出張に旅費を請求し（旅行命令書の改ざん等）、不正に受給すること。 

○二二重重請請求求：：  旅費を二重に請求したり、謝金を重複した勤務時間で二重請求したりすること。 

○期期ずずれれ・・分分割割発発注注：：  納品年度を偽ったり、本来１つの調達を分割発注したりすること。 

【参考】ＪＳＴ「公的研究費の適正な執行について」  
https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/funds_pamph_for_researcher.pdf  
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２０２６年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者  

   副学長（研究担当）  

  

２２００２２６６年年度度  ココンンププラライイアアンンスス教教育育・・啓啓発発活活動動・・研研究究倫倫理理教教育育実実施施計計画画  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4月
～6月

7月
～9月

10月
～12月

1月
～3月

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
倫理審査委員会（ガイドライン報告、コンプラ

イアンス・研究倫理教育実施報告）

〇 倫理審査委員会（チェックリスト結果報告）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画協議）

〇 〇
研究・知財戦略機構会議

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 〇
学部長会

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画等検証等）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 新任教員研修会

eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
研究費使用説明会・教授会（不正事案共有・研

究費ルール説明）

〇
科研費申請説明会（不正事案共有・研究計画の

立て方・研究費ルール）

コンプライアンス教育 契約時説明（対面・動画等、教材配布等）

啓発活動 〇 〇 〇 〇 不正防止リーフレット（Web公開）

全ての大学院学
生・学部学生

研究倫理教育 〇 〇 〇 〇 eAPRIN（大学院）・学内資料通読（学部）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

啓発活動 〇 〇 〇 研究費マニュアル連絡会（年4回）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 〇 〇 〇 最高管理責任者・統括管理責任者連絡会

〇 監事及び監査部門との不正防止部門連絡会

対象者 区分
時期

内容等

内部統制・監査担
当者

随時

随時

啓発活動

関係役職者・コンプ
ライアンス推進責
任者

随時

随時

啓発活動

すべての研究者・
研究支援者

随時

研究倫理教育

随時

啓発活動

研究費の支給を受
ける者(学生アルバ
イト等)

随時

事務職員（研究費
管理・運用関係者）

随時

随時

14



15 

研研究究費費のの適適正正使使用用、、法法令令遵遵守守（（不不正正使使用用・・罰罰則則））等等ににつついいてて  
 

研究に必要な経費は、大学が経費を管理し、研究課題の達成に向けた研究計画に沿って支出す

ることで、研究者個人へ課税されることのない「研究費」として執行することができます。「研究

費」として執行するには、大学や研究者は、配分機関（文部科学省、ＪＳＴ等）かつ研究機関（大

学等）が定めるルールを守り、監査において説明責任の義務を果たす必要があります。 
大学は、研究者自身が意図しない不正使用を起こすことを防ぐため、研究費使用ルールを定め

て周知しています。研究費使用ルールは、研究者自身を守るための仕組みでもあることもご理解

いただき、適正執行にご協力ください。 
 

１１  近近年年のの主主なな不不正正使使用用事事案案のの例例  

研究分担者の不正であっても、研究代表者まで処分を受ける可能性があります。研究グルー 
プへの目配りをお願いします。 

公公表表年年月月  大大学学名名  不不正正のの種種別別  
機機関関にによよるる  

処処分分  

2024.09 慶應義塾大学 架空請求（カラ給与）、還流行為 諭旨退職 

2024.06 早稲田大学 カラ出張（旅費の不正請求・私的流用あり） 懲戒処分 

2024.05 東京大学 目的外使用（私的流用及び還流行為なし） 懲戒処分 

2024.03 富山県立大学 
不適切な経理手続 

（学生に虚偽のアルバイト出勤簿作成を指示） 
懲戒処分 

2024.01 愛知学院大学 不正受給（私的流用なし）、業績虚偽記載 論旨退職 

2023.11 法政大学 目的外使用（研究補助者の当該研究以外への従事） 懲戒処分 

 
２２  不不正正使使用用にに対対すするる罰罰則則等等  

研究費の不正使用・不正受給を行うと、研究費の返還や交付制限、応募制限（応募資格の喪

失・停止）や刑事罰が科せられることがあります。学内での研究者個人の処分だけでなく、関

係府省や配分機関から研究機関（大学等）も処分を受ける場合があり、社会的な信用を喪失し

ます。罰則などは案件ごとに判断されますが、代表的な措置は以下のとおりです。 
(1) 研究者に対する措置 

・不正が認定された研究者の氏名等を含む不正概要の配分機関や大学等による公開 
・大学からの懲戒処分 
・刑事罰（刑事告訴や民事訴訟等）等 

(2) 研究機関（大学等）への措置 

・機関及び研究者への研究費返還命令（加算金を含む措置有） 
・研究機関（機関に所属する研究者）への競争的研究費の応募制限 
・不正研究者、共謀研究者、責任者的立場にある研究者等への研究費申請制限 等 
・研究機関または同機関に所属する研究者全体への競争的研究費の応募・参画制限 

研究グループを組織している場合、その共同研究者・研究分担者の不正使用等について 
は研究代表者までもがペナルティを受ける可能性があります。研究代表者は自身の研究グ 
ループについて適切に管理監督・把握いただくようにお願いします。 
 

＜参考＞ 競争的研究費の適正執行に関する指針「研究費不正使用」の場合 
⚫ 私的流用を行った者 -------------------------------------------- １０年の申請及び参加制限 
⚫ 私的流用はなく不正した者 -------------------------------- １～５年の申請及び参加制限 
⚫ 善管注意義務違反（不正に関与していない研究資金管理者） ------------- 最大２年 

 
（参考）文部科学省 Web サイト  

研究機関における公的研究費の管理・監査 https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm 
不正使用を行った研究者に対する応募資格の制限の改正について  

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/03/26/1332428_1.pdf 
以 上 
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２０２６年４月１日 

 統 括 管 理 責 任 者  

   副学長（研究担当）  

  

２２００２２６６年年度度  ココンンププラライイアアンンスス教教育育・・啓啓発発活活動動・・研研究究倫倫理理教教育育実実施施計計画画  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4月
～6月

7月
～9月

10月
～12月

1月
～3月

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
倫理審査委員会（ガイドライン報告、コンプラ

イアンス・研究倫理教育実施報告）

〇 倫理審査委員会（チェックリスト結果報告）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画協議）

〇 〇
研究・知財戦略機構会議

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 〇
学部長会

（研究費ルール審議・報告および遵守徹底）

〇 倫理審査委員会（不正防止計画等検証等）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 新任教員研修会

eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇
研究費使用説明会・教授会（不正事案共有・研

究費ルール説明）

〇
科研費申請説明会（不正事案共有・研究計画の

立て方・研究費ルール）

コンプライアンス教育 契約時説明（対面・動画等、教材配布等）

啓発活動 〇 〇 〇 〇 不正防止リーフレット（Web公開）

全ての大学院学
生・学部学生

研究倫理教育 〇 〇 〇 〇 eAPRIN（大学院）・学内資料通読（学部）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

啓発活動 〇 〇 〇 研究費マニュアル連絡会（年4回）

コンプライアンス教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

研究倫理教育 eAPRIN・学内コンテンツ等による学習

〇 〇 〇 〇 最高管理責任者・統括管理責任者連絡会

〇 監事及び監査部門との不正防止部門連絡会

対象者 区分
時期

内容等

内部統制・監査担
当者

随時

随時

啓発活動

関係役職者・コンプ
ライアンス推進責
任者

随時

随時

啓発活動

すべての研究者・
研究支援者

随時

研究倫理教育

随時

啓発活動

研究費の支給を受
ける者(学生アルバ
イト等)

随時

事務職員（研究費
管理・運用関係者）

随時

随時

15



16 

以 上 
２０２６年度から、「学内教員・研究者用サイト」の閲覧には、ＩＤ及びパスワードの入力が必

要となります。ＩＩＤＤ及及びびパパススワワーードドはは OOhh--oo!!MMeeiijjiiのの「「おお知知ららせせ一一覧覧（（22002266年年 44月月 11日日掲掲載載））」」をを

ごご確確認認くくだだささいい（または、『Oh-o! Meijiポータル＞ファイルボックス＞30_部署ライブラリ＞08_

研究推進部＞10_研究知財事務室』からも確認できます。）。 

※ 客員研究員の方は個人メールにＩＤ及びパスワードの情報をお送りします。 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

学内教員・研究者用サイト 

 

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/index.html 

「ニュース」では、主に科研費申請情報

などを公開しています。 

WWeebbササイイトト（（学学内内教教員員・・研研究究者者用用））ののごご案案内内  

研究費を使用する際に必要な書類や記入例、

「学内フォーマット集」を公開しています。 
※書類を作成する際には最新版をご利用 

ください。 

本マニュアルを掲載しています。 

研究費の執行状況を Web

上で確認できます。 
※ ログイン方法は次ペ 

ージ掲載 

16
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以 上 
２０２６年度から、「学内教員・研究者用サイト」の閲覧には、ＩＤ及びパスワードの入力が必

要となります。ＩＩＤＤ及及びびパパススワワーードドはは OOhh--oo!!MMeeiijjiiのの「「おお知知ららせせ一一覧覧（（22002266年年 44月月 11 日日掲掲載載））」」をを

ごご確確認認くくだだささいい（または、『Oh-o! Meijiポータル＞ファイルボックス＞30_部署ライブラリ＞08_

研究推進部＞10_研究知財事務室』からも確認できます。）。 

※ 客員研究員の方は個人メールにＩＤ及びパスワードの情報をお送りします。 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

学内教員・研究者用サイト 

 

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/index.html 

「ニュース」では、主に科研費申請情報

などを公開しています。 

WWeebbササイイトト（（学学内内教教員員・・研研究究者者用用））ののごご案案内内  

研究費を使用する際に必要な書類や記入例、

「学内フォーマット集」を公開しています。 
※書類を作成する際には最新版をご利用 
ください。 

本マニュアルを掲載しています。 

研究費の執行状況を Web

上で確認できます。 
※ ログイン方法は次ペ 

ージ掲載 
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研究費の執行状況や残額を確認する場合は、執行状況 Web照会機能をご利用ください。 

１１  執執行行状状況況のの表表示示ののタタイイミミンンググとと留留意意事事項項  

 (1) 研究費担当事務室にて伝票入力した段階で、使途及び金額が表示されます。 

※「研究費支出願」の提出があっても、書類の不足等で伝票入力ができていない場合は表 

示されません。 

(2) 大学を通じて発注する場合や海外送金は、当初の概算金額から変更になる場合があります。 

(3) 支払先への振り込みが確定すると、支払済予算執行明細画面の「処理日」に日付が表示 

されます。 

 

２２  執執行行状状況況のの照照会会方方法法（（WWeebb照照会会のの操操作作手手順順））  

ブラウザを起動しＵＲＬを指定する方法か、ＱＲコードを読み込む方法のいずれかで照会し 

てください。 

(1) 予算執行状況照会へのアクセス及びログイン方法 

＜＜専専任任教教員員・・兼兼任任講講師師のの方方＞＞  

   

 

 

 

 

（ログイン画面） 

※ 教職員番号（ユーザＩＤ）又はパスワードをお忘れの場合は、所属学部等事務室に 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜＜客客員員研研究究員員のの方方＞＞  

（ログイン画面）※ＩＤ、パスワードは研究費担当事務室でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

専任教員・兼任講師用ＵＲＬ  

https://goweb.mind.meiji.ac.jp/zkweb/ 

客員研究員用ＵＲＬ  

https://goweb.mind.meiji.ac.jp/zkweb/loginGeneric/ 

研研究究費費執執行行状状況況のの照照会会  

17
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(2) メニューから「データ照会」→「予算執行照会」を選択し、「会計年度」を選択して検索を 

押す。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 選択した会計年度における、研究プロジェクトの「予算執行状況」が表示される。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年 

2026年 

◎◎研研究究ププロロジジェェククトトのの予予算算残残額額はは、、  

「「受受付付済済」」欄欄のの「「残残高高((＊＊))」」をを確確認認  

→＊受付済額＝研究費の支出申請のうち、

伝票起票まで進捗した金額が反映（保留・

確認作業中のものは未反映） 

◎◎支支払払済済（（研研究究費費のの支支出出申申請請ののううちち、、支支払払いいままでで完完

了了ししたたもものの））のの予予算算執執行行明明細細（（予予算算差差引引明明細細一一覧覧））をを

確確認認ししたたいい場場合合  

→当該研究プロジェクトの下図の赤丸部分をクリッ 
クすると、明細画面に遷移する。。 

2026.4.1～ 
特定個人研究費 
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(4) 予算差引明細一覧の見方は、次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理日 支払先への振り込み日です。 

伝票種別品名/摘要 研究費で購入した物品等の詳細です。 

処理 NO 伝票の番号です。 

使用者 研究代表者、研究分担者のうち、誰が使用したかが表示されます。 

相手先部署摘要 当該伝票の支払先です。 

執行額 当該伝票での執行金額です。 

※ 「学校法人明治大学調達規程」（以下「調達規程」という。）に則り、「調達願い」の提出をも 

って大学を通じて発注した案件は、依頼から納品までの段階を経るごとに表示される執行額が 

変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 
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(2) メニューから「データ照会」→「予算執行照会」を選択し、「会計年度」を選択して検索を 

押す。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 選択した会計年度における、研究プロジェクトの「予算執行状況」が表示される。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年 

2026年 

◎◎研研究究ププロロジジェェククトトのの予予算算残残額額はは、、  

「「受受付付済済」」欄欄のの「「残残高高((＊＊))」」をを確確認認  

→＊受付済額＝研究費の支出申請のうち、

伝票起票まで進捗した金額が反映（保留・

確認作業中のものは未反映） 

◎◎支支払払済済（（研研究究費費のの支支出出申申請請ののううちち、、支支払払いいままでで完完

了了ししたたもものの））のの予予算算執執行行明明細細（（予予算算差差引引明明細細一一覧覧））をを

確確認認ししたたいい場場合合  

→当該研究プロジェクトの下図の赤丸部分をクリッ 
クすると、明細画面に遷移する。。 

2026.4.1～ 
特定個人研究費 
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１１  学学内内研研究究費費（（公公的的資資金金やや明明治治大大学学のの学学納納金金をを原原資資ととすするる研研究究費費））  

研研究究費費のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

特定個人研究費 特定個人または特定研 

研究所研究費 
（社会科学研究所費・人文科学研究所費・科学技術研究所費） 

研究所略称＋種目名 

例）社研・個人研究 人文研・総合研究 

技研・重点研究  他 

大学院研究科共同研究費 （運営は大学院） 大学院共同 

新領域創成型研究・若手研究・特別推進研究 

（研究・知財戦略機構で募集） 
新領域・若手・特別推進 

特別推進研究インスティテュート インスティテュート 

研究クラスター（研究・知財戦略機構で募集） クラスター 

国際共同研究支援事業（研究・知財戦略機構で募集） 国際共同 

研究支援経費 

（間接経費等が措置される競争的資金に採択された研究者に配分さ 

れる研究費） 

研究支援 

研究改善費 

（PI 人件費支出制度により「PI の所属する研究組織等」に配分され

た研究費） 

研究改善 

２２  助助成成事事業業  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

文文部部科科学学省省  

共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金 共同利用・共同研究拠点補助金 

厚厚生生労労働働省省  

厚生労働科学研究費  厚労科研  

独独立立行行政政法法人人日日本本学学術術振振興興会会（（JJSSPPSS））  

科学研究費助成事業 科研費＋種目名   例：科研費・基盤（B）他 

各各助助成成財財団団かかららのの助助成成金金  

研究助成金 研究助成＋団体名   例：研究助成・○○財団 

３３  受受託託事事業業研研究究費費－－公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費等等（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ））  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

文文部部科科学学省省  

スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム 「富岳」成果創出加速プログラム 

農農林林水水産産省省  

委託プロジェクト研究  農水省＋プロジェクト研究名略称 

そそのの他他省省庁庁  

各種委託事業 省庁名＋委託 

国国立立研研究究開開発発法法人人日日本本医医療療研研究究開開発発機機構構（（AAMMEEDD））  

委託事業及び補助事業 AMED＋事業名略称等   例：AMED-LEAP 

国国立立研研究究開開発発法法人人科科学学技技術術振振興興機機構構（（JJSSTT））  

戦略的創造研究推進事業 CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL、ALCA、RISTEX 

研研究究費費等等一一覧覧（（「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」のの対対象象ととななるる主主なな研研究究費費等等））  
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１１  学学内内研研究究費費（（公公的的資資金金やや明明治治大大学学のの学学納納金金をを原原資資ととすするる研研究究費費））  

研研究究費費のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

特定個人研究費 特定個人または特定研 

研究所研究費 
（社会科学研究所費・人文科学研究所費・科学技術研究所費） 

研究所略称＋種目名 

例）社研・個人研究 人文研・総合研究 

技研・重点研究  他 

大学院研究科共同研究費 （運営は大学院） 大学院共同 

新領域創成型研究・若手研究・特別推進研究 

（研究・知財戦略機構で募集） 
新領域・若手・特別推進 

特別推進研究インスティテュート インスティテュート 

研究クラスター（研究・知財戦略機構で募集） クラスター 

国際共同研究支援事業（研究・知財戦略機構で募集） 国際共同 

研究支援経費 

（間接経費等が措置される競争的資金に採択された研究者に配分さ 

れる研究費） 

研究支援 

研究改善費 

（PI 人件費支出制度により「PI の所属する研究組織等」に配分され

た研究費） 

研究改善 

２２  助助成成事事業業  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

文文部部科科学学省省  

共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金 共同利用・共同研究拠点補助金 

厚厚生生労労働働省省  

厚生労働科学研究費  厚労科研  

独独立立行行政政法法人人日日本本学学術術振振興興会会（（JJSSPPSS））  

科学研究費助成事業 科研費＋種目名   例：科研費・基盤（B）他 

各各助助成成財財団団かかららのの助助成成金金  

研究助成金 研究助成＋団体名   例：研究助成・○○財団 

３３  受受託託事事業業研研究究費費－－公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費等等（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ））  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

文文部部科科学学省省  

スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム 「富岳」成果創出加速プログラム 

農農林林水水産産省省  

委託プロジェクト研究  農水省＋プロジェクト研究名略称 

そそのの他他省省庁庁  

各種委託事業 省庁名＋委託 

国国立立研研究究開開発発法法人人日日本本医医療療研研究究開開発発機機構構（（AAMMEEDD））  

委託事業及び補助事業 AMED＋事業名略称等   例：AMED-LEAP 

国国立立研研究究開開発発法法人人科科学学技技術術振振興興機機構構（（JJSSTT））  

戦略的創造研究推進事業 CREST、さきがけ、ERATO、ACCEL、ALCA、RISTEX 

研研究究費費等等一一覧覧（（「「研研究究費費使使用用ママニニュュアアルル」」のの対対象象ととななるる主主なな研研究究費費等等））  
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研究成果展開事業 A-STEP、COI 

ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット 

国国立立研研究究開開発発法法人人農農業業・・食食品品産産業業技技術術総総合合研研究究機機構構（（NNAARROO））  

「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業  生研センター  

国国立立研研究究開開発発法法人人新新エエネネルルギギーー・・産産業業技技術術総総合合開開発発機機構構（（NNEEDDOO））  

委託事業 NEDO＋委託事業名略称 例：NEDO 太陽エネルギー 

国国立立研研究究開開発発法法人人情情報報通通信信研研究究機機構構（（NNIICCTT））  

高度通信・放送研究開発委託研究 NICT 

独独立立行行政政法法人人環環境境再再生生保保全全機機構構（（EERRCCAA））  

環境研究総合推進費 環境推進費 
独独立立行行政政法法人人日日本本学学術術振振興興会会（（JJSSPPSS））  

二国間交流事業 二国間 

そそのの他他国国立立研研究究開開発発法法人人、、独独立立行行政政法法人人及及びび地地方方公公共共団団体体  

受託研究・共同研究 受託 or 共同＋団体名等 例：受託・○○県 

４４  受受託託事事業業研研究究費費－－企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託等等  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

企企業業等等かからら委委託託をを受受けけ、、明明治治大大学学とと契契約約をを締締結結ししてて行行うう受受託託研研究究費費  

企業等からの受託研究・共同研究 受託 or 共同＋企業名等 例：受託・○○薬品 

５５  指指定定寄寄付付研研究究費費－－企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの寄寄付付等等  

主主なな研研究究費費等等のの種種類類  略略称称名名そそのの他他  

研研究究者者をを指指定定ししたた、、明明治治大大学学へへのの寄寄付付金金  

学術研究奨励寄付金 寄付＋企業名等     例：寄付・○○商事 

６６  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費以以外外のの補補助助金金等等  

※研究費の取扱と異なる場合がございますので、経費については、研究費担当事務室に相談してください。 

  

 

 

上記研究費・経費等の運営・管理は、原則、研究代表者の所属するキャンパスにて担当して 

おります。研究費の使用にあたってご不明な点がありましたら、必ず事前に以下の研究費担当事

務室までお問い合わせください。 

 

キャンパス 事務室名 場所 電話番号 

駿河台キャンパス 研究知財事務室 グローバルフロント 6階 03-3296-4361・4476 

和泉キャンパス 研究知財事務室和泉分室 研究棟 1階 03-5300-1451・1452 

生田キャンパス 生田研究知財事務室 中央校舎 2階 044-934-7613・7720 

中野キャンパス 

中野教育研究支援事務室 低層棟 3階 03-5343-8052 

中野キャンパス事務室 

＜特定個人研究費＞ 

低層棟 3階 03-5343-8015 

※ 検品室の連絡先は p44をご参照ください。 

 

各各種種研研究究費費等等のの担担当当事事務務室室  
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本マニュアルは、研究費を中心に構成していますので、研究費以外の事業については適宜、読

み替えてご利用ください。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

原則として、以下が研究費の使途範囲です。研研究究課課題題にに直直接接係係るるここととがが説説明明ででききるるももののにに限限

らられれまますす。。 

(1) 当該研究を遂行するために直接必要な経費 

(2) 当該研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費 

（個別の制約により、この経費を使途範囲としない研究費があります） 

(3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件 

ソフトウェアなど、最小単位となる使用期間が複数年度にわたる場合は、事前に研究費担

当事務室にご相談ください。 

 

２２  留留意意事事項項  

(1)  ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証憑書類を必要としない 

請求書払いをご利用ください。 

(2) 研究費の配分機関等より個別の制約事項がある場合は、そちらが優先となります。 

 (3) 明治大学の研究費を使用する場合は、本マニュアルを適用します。 

他大学などの本学以外の研究機関所属研究者も、本学が運営・管理する研究費を使用する

場合は、本マニュアルが適用されます。 

(4) 本本ママニニュュアアルルにに掲掲載載さされれてていいるる、、すすべべててのの物物件件がが支支出出可可能能ででははあありりまませせんん。。  

本マニュアルに掲載のものでも、前記「１ 使途範囲」であることが確認できないものや

様々な法令や校規等によって、支出が制限されている物件があります。 

また、書類上の不明点がある場合、研究費担当事務室から問い合わせることがあります。 

 (5) 原原則則ととししてて、、複複数数のの研研究究費費をを合合算算ししてて使使用用すするるここととははででききまませせんん。。  

    ※ 合算できる事例 

研究支援経費同士[p26 2(4)]、研究改善費同士[p26 下段]、研究出張旅費[p62 (9)]を 

参照してください。 

※ 科研費等競争的研究費（公的研究費）に定める、複数の研究費制度による共用設備の購 

入を希望する場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

（6) 研究費の残額に自己資金を合算して購入できないものは次のとおりです。 

  ①研究用機器備品及び準備品（10 万円以上） ②アルバイト代・謝金 ③業者への請求書払い 

(7) 個人間取引（相手が事業者ではない、個人との売買等）について 

特別な理由がない限り、個人間取引はできません。 

(8) 前払い（入金後に商品が納品される）が必要となる請求書払いは、対応できません。 

(9) 本マニュアルに記載の金額は、指定のものを除き全て税込金額です。 

 (10) 次に掲げる決済手段を使用することはできません。 

・デビットカード 

・電子マネー（交通系 ICカードを除く） 

・バーコード決済及び QRコード決済（PayPay、楽天ペイ等） 

また、家電量販店等のポイント、マイレージ、クーポン、図書券、商品券等の金券類を利

用した場合は、当該相当額を研究費支出額から控除して処理します。 

※ 金券類を研究費で購入することはできません。  

※ 謝礼に図書券等をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。 

研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意事事項項  
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本マニュアルは、研究費を中心に構成していますので、研究費以外の事業については適宜、読

み替えてご利用ください。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

原則として、以下が研究費の使途範囲です。研研究究課課題題にに直直接接係係るるここととがが説説明明ででききるるももののにに限限

らられれまますす。。 

(1) 当該研究を遂行するために直接必要な経費 

(2) 当該研究成果のとりまとめ及び発信に必要な経費 

（個別の制約により、この経費を使途範囲としない研究費があります） 

(3) 当該年度（採択日または研究開始日以降）に発注・納品・支出・使用する物件 

ソフトウェアなど、最小単位となる使用期間が複数年度にわたる場合は、事前に研究費担

当事務室にご相談ください。 

 

２２  留留意意事事項項  

(1)  ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証憑書類を必要としない 

請求書払いをご利用ください。 

(2) 研究費の配分機関等より個別の制約事項がある場合は、そちらが優先となります。 

 (3) 明治大学の研究費を使用する場合は、本マニュアルを適用します。 

他大学などの本学以外の研究機関所属研究者も、本学が運営・管理する研究費を使用する

場合は、本マニュアルが適用されます。 

(4) 本本ママニニュュアアルルにに掲掲載載さされれてていいるる、、すすべべててのの物物件件がが支支出出可可能能ででははあありりまませせんん。。  

本マニュアルに掲載のものでも、前記「１ 使途範囲」であることが確認できないものや

様々な法令や校規等によって、支出が制限されている物件があります。 

また、書類上の不明点がある場合、研究費担当事務室から問い合わせることがあります。 

 (5) 原原則則ととししてて、、複複数数のの研研究究費費をを合合算算ししてて使使用用すするるここととははででききまませせんん。。  

    ※ 合算できる事例 

研究支援経費同士[p26 2(4)]、研究改善費同士[p26 下段]、研究出張旅費[p62 (9)]を 

参照してください。 

※ 科研費等競争的研究費（公的研究費）に定める、複数の研究費制度による共用設備の購 

入を希望する場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

（6) 研究費の残額に自己資金を合算して購入できないものは次のとおりです。 

  ①研究用機器備品及び準備品（10万円以上） ②アルバイト代・謝金 ③業者への請求書払い 

(7) 個人間取引（相手が事業者ではない、個人との売買等）について 

特別な理由がない限り、個人間取引はできません。 

(8) 前払い（入金後に商品が納品される）が必要となる請求書払いは、対応できません。 

(9) 本マニュアルに記載の金額は、指定のものを除き全て税込金額です。 

 (10) 次に掲げる決済手段を使用することはできません。 

・デビットカード 

・電子マネー（交通系 ICカードを除く） 

・バーコード決済及び QRコード決済（PayPay、楽天ペイ等） 

また、家電量販店等のポイント、マイレージ、クーポン、図書券、商品券等の金券類を利

用した場合は、当該相当額を研究費支出額から控除して処理します。 

※ 金券類を研究費で購入することはできません。  

※ 謝礼に図書券等をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。 

研研究究費費のの使使途途範範囲囲とと留留意意事事項項  
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（11） ポポイインントトややママイイレレーージジ等等はは貯貯めめなないいよよううににししててくくだだささいい。。 

研究費によっては、貯めた家電量販店ポイント分、または航空機マイレージ分などの金額 

を支出不可としているものがあります。 

(12) 「「居居住住者者」」「「非非居居住住者者」」のの定定義義ににごご注注意意くくだだささいい。。  

「居住者」「非居住者」の定義については、源泉徴収等が関わる所得税法上の区分と、安

全保障輸出管理上の区分があり、それぞれの定義が異なります。  

アルバイト[p72 2(6)]や謝金[p75 1]で支出の際は、ご注意ください。 

（13） 海外との取引（例：①海外への貨物（機材等）の輸出（送付・出張時の携行等）、②出張 

を含む海外での技術（情報）提供、③留学生の受入れ・送出し、④海外からの研究者等非 

居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者への技術（情 

報）提供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

詳細は学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

 

３３  【【重重要要】】研研究究費費執執行行のの各各種種期期限限        
 (1) 研研究究費費のの支支出出がが年年度度末末にに集集中中すするるここととののなないいよようう、、年年間間をを通通ししてて計計画画的的にに使使用用ししててくくだだ

ささいい。。機器備品や消耗品、コピーカードを年度末にまとめて購入するなど、合理性を欠く

場合は、支出が認められないことがあります。 

(2) 書書類類はは速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室へへごご提提出出くくだだささいい。。 

紛失等のトラブルを避けるため、申請書類は都度速やかにご提出ください。 

  (3) ２２００２２６６年年度度のの各各種種締締めめ切切りり（（予予定定）） 

例年、領収書等の証憑書類を溜め置き、年度末にまとめて提出をされる事例が多発して 

いるため、立替払いについて、上半期の提出期限を設けました（（下下表表※※11ををごご覧覧くくだだささいい））。 

証憑書類をまとめて提出することは、研究費の適正な執行に疑義が生じやすくなります。 

より良い研究活動を行っていただくためにも、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

 各各種種申申請請  期期限限  

【【請請求求書書払払いい】】証証憑憑書書類類のの提提出出期期限限  
支払い期日の属する月初め 2営業日以

内（月末払い） 

【【立立替替払払いい】】  証証憑憑書書類類のの提提出出期期限限（（※※11））  

（（領領収収書書のの日日付付がが 44//11～～99//3300のの場場合合））  
22002266 年年 1100 月月 3311 日日ままでで【締切厳守】  

 パソコン等の電子機器の購入 2026 年 10月上旬【目安】 

 謝金等報酬・アルバイト給与の請求         翌月上旬【年度末注意!】 

 大学を通して調達しなければいけないもの 2026 年 12月 11日【締切厳守】 

 研究費の執行期限 2027 年 2月 28日【締切厳守】 

証証憑憑書書類類のの提提出出期期限限終終了了  22002277 年年 33月月  33日日ままでで【締切厳守】 

(4) その他の注意事項  

  ① 報酬・アルバイト給与の請求は月の最終役務終了後、1週間以内を目安にご提出くだ 

さい。ただし、3月に業務が発生する場合は事前に研究費担当事務室にご相談くださ 

い。  

  ② 各種期限の日付は変更する場合があります。適宜、研究費担当事務室からの配布物等 

の案内でご確認ください。   
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研究費は制度毎に使途範囲・留意事項が異なりますので、以下をご確認ください。 

○学内研究費：  特定個人研究費、研究支援経費・研究改善費 

○助成事業 ：  科学研究費助成事業-科研費-、各助成団体からの研究助成金 

○受託事業研究費：公的資金、民間企業等の受託・共同研究費  

○指定寄付研究費：学術研究奨励寄付 

 

    

  

※※  特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたた物物品品はは、、全全てて検検品品不不要要でですす 

    特定個人研究費は、教員が個人で実施する、学術研究を助成するための研究費です。 

支出にあたっては、下記の使途範囲が優先されます。各物件の留意事項は、p46以降をご参照く

ださい。 

１１  使使途途範範囲囲  

   「研究費の使途範囲と留意事項」（p22）を踏まえた上で、下表「使途範囲表」に基づき、支出 

します。本本研研究究費費はは、、以以下下のの支支出出ににはは使使用用ででききまませせんん。。 

(1) 学生の指導に要する経費、授業の教材など教育目的の支出 

(2) 研究課題遂行に直接係わらない支出 

(3) 研究以前に基礎的に備え付けておくもの 

(4) 公私の区別がつきにくい物品 

  

２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表  ※※使使途途範範囲囲のの見見直直ししををししままししたた（（下下線線部部参参照照））  

支支出出科科目目  使使途途範範囲囲  支支出出ででききなないい主主なな例例  

研究用機器備品費 

3300 万万円円以以上上  

耐用年数１年以上 

「「大大学学をを通通じじてて発発注注すするるもものの」」 

 

 

 

準備品費 

1100 万万円円以以上上 3300万万円円未未満満 

耐用年数１年以上 

○研究室に設置する機器 

パソコン、プリンタ 

○直接研究に必要な機器 

デジタルカメラ、 

タブレット端末、 

ICレコーダー 

○その他研究に直接必要なもの 

（汎用性のないもの） 

○自宅に設置する機器 

 パソコン、プリンタ 

○コピー機 ○ビデオ装置 

○DVDプレーヤー 

○DVDレコーダー 

○デジタルビデオカメラ 

○テレビ ○ラジオ 

○電子手帳 ○ファクシミリ 

○シュレッダー 

○卓上製本機 ○什器類 

○携帯電話 ○スマートフォン 

その他の消耗品費 

○実験研究用材料、試薬等 

○研究用ソフト 

CD、DVD、PCソフト 

○インクカートリッジ 

○スキャナ（著作権法上の問題が生じな

いようご留意ください。） 

○写真用フィルム 

○CD、DVD等 ○USBメモリ 

○研究内容を記録するもの 

シャープペンシル ボールペン 

ノート ルーズリーフ 

○研究課題遂行に関するオンライ

ン会議に使用するもの 

スピーカー・イヤホン 

○衣類 

○運動用具 

○名刺 

○印章、朱肉 

主主なな研研究究費費制制度度のの使使途途範範囲囲・・留留意意事事項項      

学学内内研研究究費費：：特特定定個個人人研研究究費費  
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ウェブカメラ・マイク 

○本体と同時購入に限り支出でき

るもの 

別売のパソコンケース、バッグ等 

液晶画面保護フィルム（パソコン、

タブレット端末用） 

その他の消耗品費 

（図書・資料） 

○研究に直接必要な図書・資料・ 

電子書籍 

○学会誌費（学会年会費） 

○学会関連資料代（論文集、講演要旨） 

○直接研究に必要な事・辞典類 

(ソフトも含む） 

※p54参照 

○新聞 

○学術専門誌以外の雑誌 

修繕費 

○研究費で購入した機器備品、準備

品の修理 

（資産登録された物品の修理であるかを

確認するため、修理を希望する場合は

事前にご相談ください） 

○特定個人研究費の全額を修繕 

費として充当することは不可 

（研究計画の遂行における適切な資

金配分の観点によるもの） 

旅費交通費 

○研究調査出張 

（学会参加のみの出張は不可） 

○招聘旅費 

○学会出張旅費 

※p64参照 

○自動車の燃料代 

○高速道路利用料 

兼務職員人件費 
○直接研究・調査に必要なアルバイ

ト料 
 

支払手数料 

○大型計算機の使用料 

○通訳料 

○ILL等使用料（文献取寄代） 

○データベース使用料（電話料は認め

ない） 

○インターネット使用料 

印刷製本費 
○文献コピー代 

○論文別刷代（研究に必要なもの） 
  

郵便費 

運搬費 

○教育研究機関等への調査資料の

発送、返送 
 

３３  留留意意事事項項  

(1)  研研究究用用機機器器備備品品((3300 万万円円以以上上))はは大大学学でで発発注注ししななけけれればばななららなないい物物品品ののたためめ、、研研究究者者にによよ

るる発発注注ははででききまませせんん（調達規程による）。  

(2) 購入した物品の納品先は、検品室宛ではなく、大学または研究室としてください。特定個 

人研究費で購入した物品を自宅に持ち帰って恒常的に使用している場合、税務調査において、 

私物とみなされ所得税の課税対象となることがあります。購入した物品の恒常的な自宅使用 

及び自宅納品は行わないようにご留意ください。 

 (3) 研究費の残額に自己資金を合算して購入できないものは次のとおりです。 

   ①研究用機器備品及び準備品（10万円以上） ②アルバイト代・謝金 ③業者への請求書払い 

 (4) 以下の経費は支出できません。  

  ○学会参加のみの出張 ○学会等参加に伴う懇親会費 ○講演謝礼 

○会場の借用 ○臨時的な託児料 

(5) 「２ 使途範囲表」に記載がないが、研究遂行上必要となる物件を購入したい場合 

事前に研究費担当事務室へ相談の上、所定の理由書に必要とする理由を分かりやすく、具 

体的に記入してご提出ください。理由書の内容を確認し、研究遂行上必要な物件であると確 
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研究費は制度毎に使途範囲・留意事項が異なりますので、以下をご確認ください。 

○学内研究費：  特定個人研究費、研究支援経費・研究改善費 

○助成事業 ：  科学研究費助成事業-科研費-、各助成団体からの研究助成金 

○受託事業研究費：公的資金、民間企業等の受託・共同研究費  

○指定寄付研究費：学術研究奨励寄付 

 

    

  

※※  特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたた物物品品はは、、全全てて検検品品不不要要でですす 

    特定個人研究費は、教員が個人で実施する、学術研究を助成するための研究費です。 

支出にあたっては、下記の使途範囲が優先されます。各物件の留意事項は、p46以降をご参照く

ださい。 

１１  使使途途範範囲囲  

   「研究費の使途範囲と留意事項」（p22）を踏まえた上で、下表「使途範囲表」に基づき、支出 

します。本本研研究究費費はは、、以以下下のの支支出出ににはは使使用用ででききまませせんん。。 

(1) 学生の指導に要する経費、授業の教材など教育目的の支出 

(2) 研究課題遂行に直接係わらない支出 

(3) 研究以前に基礎的に備え付けておくもの 

(4) 公私の区別がつきにくい物品 

  

２２  特特定定個個人人研研究究費費使使途途範範囲囲表表  ※※使使途途範範囲囲のの見見直直ししををししままししたた（（下下線線部部参参照照））  

支支出出科科目目  使使途途範範囲囲  支支出出ででききなないい主主なな例例  

研究用機器備品費 

3300万万円円以以上上  

耐用年数１年以上 

「「大大学学をを通通じじてて発発注注すするるもものの」」 

 

 

 

準備品費 

1100万万円円以以上上 3300万万円円未未満満 

耐用年数１年以上 

○研究室に設置する機器 

パソコン、プリンタ 

○直接研究に必要な機器 

デジタルカメラ、 

タブレット端末、 

ICレコーダー 

○その他研究に直接必要なもの 

（汎用性のないもの） 

○自宅に設置する機器 

 パソコン、プリンタ 

○コピー機 ○ビデオ装置 

○DVDプレーヤー 

○DVDレコーダー 

○デジタルビデオカメラ 

○テレビ ○ラジオ 

○電子手帳 ○ファクシミリ 

○シュレッダー 

○卓上製本機 ○什器類 

○携帯電話 ○スマートフォン 

その他の消耗品費 

○実験研究用材料、試薬等 

○研究用ソフト 

CD、DVD、PCソフト 

○インクカートリッジ 

○スキャナ（著作権法上の問題が生じな

いようご留意ください。） 

○写真用フィルム 

○CD、DVD等 ○USBメモリ 

○研究内容を記録するもの 

シャープペンシル ボールペン 

ノート ルーズリーフ 

○研究課題遂行に関するオンライ

ン会議に使用するもの 

スピーカー・イヤホン 

○衣類 

○運動用具 

○名刺 

○印章、朱肉 

主主なな研研究究費費制制度度のの使使途途範範囲囲・・留留意意事事項項      

学学内内研研究究費費：：特特定定個個人人研研究究費費  
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認できた場合、特定個人研究費での支出が可能となります。 

(6) 在外研究員が特定個人研究費を使用する場合 

原則として立替払いとなります。大学から海外の業者への請求書払い(海外送金)はでき 

ません（在外研究員の旅費交通費算定基準は、p61 をご参照ください）。 

(7)  その他、不明点については、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

 

  
  

【【研研究究支支援援経経費費】】  

研究支援経費とは、間接経費が措置される競争的研究費等に採択された研究者に対して、研究

者の競争的研究費等の獲得の評価として獲得金額に応じて大学予算から配分する研究費です。研

究者又は研究者の所属する研究組織等の研究環境の改善や研究者の研究活動のより一層の促進に

向けたインセンティブとすることを目的としています。なお、研究支援経費の使途範囲等のルー

ルは以下のとおりです。 
１１  使使途途範範囲囲  

研究支援経費は p22「研究費の使途範囲と留意事項『１ 使途範囲』」に加え、以下(1)～(5)

が使途範囲となります。 

(1) 研究者、研究部門（学部、学科、専攻等）の研究環境改善のために必要なもの 

(2) 研究部門（学部、学科、専攻等）において共通的に使用されるもの 

(3) 研究課題の遂行に関連して間接的に必要なもの(直接経費での支出が妥当ではないもの) 

(4) 採択されている研究課題の応用等による研究活動の遂行に必要なもの 

(5) 間接経費を措置された研究課題の直接経費で支出できるもの 

２２  留留意意事事項項  

(1) 金額は本学で管理する間接経費の 50％を上限とします。  

(2) 購入した物品は大学に帰属します。 

(3) 金額の全部又は一部を翌年度に繰り越すことはできません。 

(4) 研究者に配分された研究支援経費が複数ある場合には、ご希望により研究支援経費同士を

統合することが可能です。事前に研究費担当事務室にご相談ください（他機関から配分を受

ける科研費分担金の研究支援経費が複数ある場合は、予め統合されます）。 

  

【【研研究究改改善善費費】】  

 研究改善費とは、「明治大学における PI人件費支出制度に関する規程」第５条の規定に基づ 

き、競争的研究費等の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者等（以下「PI（Principal 

 Investigator）」という。）の人件費を支出することに伴い、確保された財源より配分する研究 

費です。 

本学の研究力向上のため、研究者の処遇改善や、研究に集中できる環境整備を目的としてい

ます。研究改善費の配分先は①PI本人への褒賞金、②PI の所属する研究組織等、③PIの所属す

る学部等になります。 

使途範囲等の詳細は巻末記載の「明治大学における PI人件費支出制度による研究改善費の 

活用方針」・各年度に公開される「募集要項」をご参照ください。 

※ 「②PI の所属する研究組織等」に配分された研究改善費執行の運用方法については、 

上記「研究支援経費」に準じて取り扱います。配分された研究改善費が複数ある場合は、 

ご希望により合算使用が可能です。事前に研究費担当事務室にご相談ください。 
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科科研研費費をを受受けけ入入れれすするる研研究究代代表表者者・・研研究究分分担担者者はは、、必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  
本項目は、明治大学における科研費の執行と管理についての概概要要です。本マニュアルのほか、

以下の規定が文部科学省・日本学術振興会から公開されていますので、ご確認ください。 

・科研費使用ルール 

・科研費ハンドブック 

 

１１  使使途途範範囲囲  

科研費は、以下の範囲に使用することができます。 

  ・ 採択研究課題の遂行に直接必要な経費（物品の購入費、旅費、人件費・謝金等） 

 

ただし、採択研究課題に関わる場合であっても、支出が認められないケースがあります。 

代表的なものは、以下のとおりですが、これに限られません。 

【【科科研研費費かからら支支出出がが認認めめらられれなないいもものののの一一例例】】  

  ・ 建物等の施設に関する経費 

  ・ 採択研究課題の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

  ・ 研究代表者または研究分担者自身の人件費・謝金 

  ・ 外部の研究者や企業等を訪問する際の「手土産代」 ※謝金等の代わりとしても不可 

 

２２  留留意意事事項項 

((11))  研研究究費費使使用用ルルーールルのの周周知知義義務務  

   研究代表者・研究分担者は、自身の研究費管理を徹底するにあたり、科研費により旅費・

給与・謝金等の支給を受ける研究協力者、研究補助者、学生等に対しても本マニュアルの研

究費使用ルールを周知する責務があります。周知すべき事項は、以下のとおりです。 

  ・ 「研究費等の使用にあたって」 （p8） 

・ 「研究出張の旅費」  （p56〜65） 

  ・ 「アルバイトの使用」  （p71〜74） 

  ・ 「謝金」   （p75〜81） 

((22))  複複数数のの科科研研費費のの切切りり分分けけ  

同一の研究代表者・研究分担者に異なる研究種目・研究課題の科研費が同一年度に交付さ

れている場合であっても、それらは別々の事業として取り扱う必要があり、これらを合わせ

て使用することはできません。 

((33))  科科研研費費のの使使用用開開始始  

新規採択の研究課題は、初年度の内定通知日以降から使用できます。内定通知と審査結果

通知は異なります。審査結果通知により「採択」とされた場合でも、研究費を執行できるの

は内定通知日以降です。（審査結果通知で「採択」とされた場合に事前の準備を行うことは可

能ですが、必要な契約（物品の予約手配や研究協力者の雇用等）や経費の執行は内定通知日

以降から開始しなければなりません。） 

((44))  補補助助金金とと基基金金ににつついいてて  

   科研費の研究種目は、補助金と基金に区別され、以下のとおり使用ルールが異なります。 

 

補助金 

・ 年度ごとに交付決定されるため、年度ごとに研究費を使用する必要があります。 

・ 年度をまたぐ出張において、当該年度分を支出することはできますが、次年度に係る出

張の旅費を、前年度の補助金から支出することはできません。 

・ やむを得ない事由がある場合、「繰越」申請の手続きを行うことで次年度に科研費を繰越

助助成成事事業業：：科科学学研研究究費費助助成成事事業業--科科研研費費--  
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認できた場合、特定個人研究費での支出が可能となります。 

(6) 在外研究員が特定個人研究費を使用する場合 

原則として立替払いとなります。大学から海外の業者への請求書払い(海外送金)はでき 

ません（在外研究員の旅費交通費算定基準は、p61 をご参照ください）。 

(7)  その他、不明点については、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

 

  
  

【【研研究究支支援援経経費費】】  

研究支援経費とは、間接経費が措置される競争的研究費等に採択された研究者に対して、研究

者の競争的研究費等の獲得の評価として獲得金額に応じて大学予算から配分する研究費です。研

究者又は研究者の所属する研究組織等の研究環境の改善や研究者の研究活動のより一層の促進に

向けたインセンティブとすることを目的としています。なお、研究支援経費の使途範囲等のルー

ルは以下のとおりです。 
１１  使使途途範範囲囲  

研究支援経費は p22「研究費の使途範囲と留意事項『１ 使途範囲』」に加え、以下(1)～(5)

が使途範囲となります。 

(1) 研究者、研究部門（学部、学科、専攻等）の研究環境改善のために必要なもの 

(2) 研究部門（学部、学科、専攻等）において共通的に使用されるもの 

(3) 研究課題の遂行に関連して間接的に必要なもの(直接経費での支出が妥当ではないもの) 

(4) 採択されている研究課題の応用等による研究活動の遂行に必要なもの 

(5) 間接経費を措置された研究課題の直接経費で支出できるもの 

２２  留留意意事事項項  

(1) 金額は本学で管理する間接経費の 50％を上限とします。  

(2) 購入した物品は大学に帰属します。 

(3) 金額の全部又は一部を翌年度に繰り越すことはできません。 

(4) 研究者に配分された研究支援経費が複数ある場合には、ご希望により研究支援経費同士を

統合することが可能です。事前に研究費担当事務室にご相談ください（他機関から配分を受

ける科研費分担金の研究支援経費が複数ある場合は、予め統合されます）。 

  

【【研研究究改改善善費費】】  

 研究改善費とは、「明治大学における PI人件費支出制度に関する規程」第５条の規定に基づ 

き、競争的研究費等の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者等（以下「PI（Principal 

 Investigator）」という。）の人件費を支出することに伴い、確保された財源より配分する研究 

費です。 

本学の研究力向上のため、研究者の処遇改善や、研究に集中できる環境整備を目的としてい

ます。研究改善費の配分先は①PI本人への褒賞金、②PI の所属する研究組織等、③PIの所属す

る学部等になります。 

使途範囲等の詳細は巻末記載の「明治大学における PI人件費支出制度による研究改善費の 

活用方針」・各年度に公開される「募集要項」をご参照ください。 

※ 「②PIの所属する研究組織等」に配分された研究改善費執行の運用方法については、 

上記「研究支援経費」に準じて取り扱います。配分された研究改善費が複数ある場合は、 

ご希望により合算使用が可能です。事前に研究費担当事務室にご相談ください。 
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して使用することができます。 

・ 一定要件を満たす場合、手続きを経て「調整金」を活用した前倒し使用や次年度の使用

が可能です。 

基金 

・ 助成事業期間内であれば、年度の区切りにとらわれずに研究費を使用可能です。 

・ 助成事業期間内に限り事前の手続き不要で、当該年度までに残った研究費を引き続き次

年度に使用可能です。 

・ 年度をまたぐ支出については制約がないため、助成事業期間内であれば、例えば旅費を

年度の区切りによって分けて支出する必要はありません。 

((55))  使使用用内内訳訳のの変変更更（（費費目目間間流流用用））  

交付申請時の直接経費の各費目の使用内訳（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）は、そ

れぞれ一定の範囲内（直接経費の総額の５０％以内（総額の５０％の額が３００万円以下の

場合は３００万円まで））で事前の承認不要で変更して流用することができます。この範囲を

超えて変更して使用する場合は、事前に日本学術振興会への申請と承認が必要です。 

((66))  残残額額（（未未使使用用額額））ににつついいてて  

補助金については助成事業期間内の各年度末に、基金については助成事業期間終了時に研

究費に残額（未使用額）が生じた場合には、残額の多寡にかかわらず返還が命じられます。

返還については、日本学術振興会への報告後、額の確定後に手続きを行います。なお、残額

が生じ返還することにおいて、その後の科研費の新規応募や審査に不利益が生じることはあ

りません。 

((77))  内内部部監監査査  

研究機関における研究費の適正な管理・適正な使用の確保のため、内部監査を毎年度実施

します（科研費のほか、該当する競争的研究費含む）。内部監査の対象として選定された研究

課題の研究代表者または研究分担者は監査対応の上、ご協力ください。 

 

 

 

 各助成団体からの研究助成金とは、一般社団法人や公益財団法人など、民間の助成団体が公募

している研究助成事業に応募し、採択された教員が、助成元機関から受け入れる研究費をいいま

す。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

  以下の書類に使途範囲が定められておりますので、必ずご確認ください。 

   ・ 助成団体が定める公募要領、実施要領等 

   ・ 助成団体が締結を義務付けている契約 ※ある場合のみ 

 

２２  留留意意事事項項 

((11))  研研究究助助成成金金のの受受けけ入入れれ  

研究助成金は、原則として、預り金として受け入れます。ただし、助成元機関の定めによ

っては、研究助成金と称している場合であっても、以下の受入れを指定されるケースがあり

ます。この場合は該当する研究費の使途範囲・留意事項もあわせてご確認ください。 

   ・ 受託事業研究費  ※研究契約の締結あり 

   ・ 学術研究奨励寄付 

 

((22))  使使用用期期限限  

研究助成金の使用期限は、採択された研究期間内かつ大学の定める研究費支出願の提出期

限内です。 

助助成成事事業業：：各各助助成成団団体体かかららのの研研究究助助成成金金  
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受託事業研究費とは、教員が学外機関から委託を受け、又は学外機関と共同して行う研究の遂

行のために学外機関から受け入れる研究費をいいます。 

学外機関との間で委託研究契約又は共同研究契約（「研究契約」）を締結し、契約の対象となる

研究の内容とともに研究費の使途範囲・留意事項のルールを定めることとなります。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

((11))  公公的的資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費  

以下の書類に使途範囲が定められておりますので、必ずご確認ください。 

・ 研究契約 

・ 公的資金の交付元となる省庁等が指定する実施要領等 

※ 公的資金にもかかわらず、上記の書類に使途範囲の制限がない場合であって、(2)の

使途範囲を適用することに研究契約で合意しているときは、(2)を適用します。 

((22))  企企業業のの資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費  

企業と締結した研究契約に規定する研究課題の遂行に必要な範囲となります。 

※ 研究契約において特段の定めを合意した場合は、当該定めに従います。 

 

２２  留留意意事事項項  

((11))  検検品品ににつついいてて  以下のとおり、研究費の原資により異なります。  

原資 検品の要否 

公的資金を原資とする研究費 全品検品が必要 

企業の資金を原資とする研究費 ３万円未満の書籍以外の物品のみ、検品不要 

((22))  次次年年度度へへのの繰繰越越しし     

以下のとおり、研究費の原資により異なります（個別の制約事項がない場合に限る）。 

原資 繰越しの可否 

公的資金を原資とする研究費 配分機関や事業ルールによる 

企業の資金を原資とする研究費 ３年間（受入年度含む）まで使用可能 

((33))  消消費費税税相相当当額額のの計計上上 

国国内内のの学外機関から受け入れる受託事業研究費は、消費税込みで受け入れているため、当

該研究費から不課税取引を行った場合、本学がその消費税相当額を国に納付する義務が生じ

ます。これを受けて、不課税取引等が生じた場合、あわせて、消費税相当額を研究費から支

出します。 

【【  不不課課税税取取引引のの例例  】】  

・ 外国出張の航空運賃※１ ・ 研究支援者、アルバイト等の人件費※２ 

・ 外国出張の宿泊費、調査活動費 ・ 外国法人から購入した物品のうち非課税のもの 

・ 国際学会の参加費 ・ 大学内の施設使用料（セミナーハウス等） 

  ※１ 国内の空港施設使用料や旅行代理店の手数料は課税対象 

※２ 通勤手当は課税対象 

((44))  年年度度末末にに企企業業のの資資金金をを原原資資ととすするる研研究究費費をを受受けけ入入れれるる場場合合のの締締切切遵遵守守 

 企業の資金を原資とする受託事業研究費は、「研究費支出願」の締切日までに入金確認が

完了していない場合、年度内に支出の原資として使用できません。１２月末時点で受託事業

研究費の受入れが完了していない場合は、以下の担当部署にご連絡ください。 

キキャャンンパパスス  担担当当部部署署  連連絡絡先先（（EEmmaaiill））  

駿河台・和泉・中野（国際日本） 研究知財事務室 tlo@mics.meiji.ac.jp 
生田・中野（総合数理） 生田研究知財事務室 tlo-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

受受託託事事業業研研究究費費：：公公的的資資金金、、企企業業のの資資金金  

28 

して使用することができます。 

・ 一定要件を満たす場合、手続きを経て「調整金」を活用した前倒し使用や次年度の使用

が可能です。 

基金 

・ 助成事業期間内であれば、年度の区切りにとらわれずに研究費を使用可能です。 

・ 助成事業期間内に限り事前の手続き不要で、当該年度までに残った研究費を引き続き次

年度に使用可能です。 

・ 年度をまたぐ支出については制約がないため、助成事業期間内であれば、例えば旅費を

年度の区切りによって分けて支出する必要はありません。 

((55))  使使用用内内訳訳のの変変更更（（費費目目間間流流用用））  

交付申請時の直接経費の各費目の使用内訳（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）は、そ

れぞれ一定の範囲内（直接経費の総額の５０％以内（総額の５０％の額が３００万円以下の

場合は３００万円まで））で事前の承認不要で変更して流用することができます。この範囲を

超えて変更して使用する場合は、事前に日本学術振興会への申請と承認が必要です。 

((66))  残残額額（（未未使使用用額額））ににつついいてて  

補助金については助成事業期間内の各年度末に、基金については助成事業期間終了時に研

究費に残額（未使用額）が生じた場合には、残額の多寡にかかわらず返還が命じられます。

返還については、日本学術振興会への報告後、額の確定後に手続きを行います。なお、残額

が生じ返還することにおいて、その後の科研費の新規応募や審査に不利益が生じることはあ

りません。 

((77))  内内部部監監査査  

研究機関における研究費の適正な管理・適正な使用の確保のため、内部監査を毎年度実施

します（科研費のほか、該当する競争的研究費含む）。内部監査の対象として選定された研究

課題の研究代表者または研究分担者は監査対応の上、ご協力ください。 

 

 

 

 各助成団体からの研究助成金とは、一般社団法人や公益財団法人など、民間の助成団体が公募

している研究助成事業に応募し、採択された教員が、助成元機関から受け入れる研究費をいいま

す。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

  以下の書類に使途範囲が定められておりますので、必ずご確認ください。 

   ・ 助成団体が定める公募要領、実施要領等 

   ・ 助成団体が締結を義務付けている契約 ※ある場合のみ 

 

２２  留留意意事事項項 

((11))  研研究究助助成成金金のの受受けけ入入れれ  

研究助成金は、原則として、預り金として受け入れます。ただし、助成元機関の定めによ

っては、研究助成金と称している場合であっても、以下の受入れを指定されるケースがあり

ます。この場合は該当する研究費の使途範囲・留意事項もあわせてご確認ください。 

   ・ 受託事業研究費  ※研究契約の締結あり 

   ・ 学術研究奨励寄付 

 

((22))  使使用用期期限限  

研究助成金の使用期限は、採択された研究期間内かつ大学の定める研究費支出願の提出期

限内です。 

助助成成事事業業：：各各助助成成団団体体かかららのの研研究究助助成成金金  
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学術研究奨励寄付とは、法人又は個人が、特定の教員又は特定課題研究ユニットを指定した上

で、学術研究の奨励を目的として寄付として申し込む研究費をいいます。 

 指定を受けた教員又は特定課題研究ユニットの研究者は、自己の研究費として使用することが

可能となります。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

  学術研究奨励寄付申込書の「寄付の目的」に沿った研究の遂行に必要な範囲となります。 

 

２２  留留意意事事項項  

((11))  検検品品ににつついいてて  3万円未満の書籍以外の物品のみ、検品不要 

((22))  次次年年度度へへのの繰繰越越しし（個別の制約事項がない場合に限る） 

 ・ ３年間（受入年度含む）まで使用可能 

 ・ ３年間の経過時点で、10 万円以上の残額がある場合、引き続き３年間まで使用可能 

((33))  年年度度末末にに学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付をを受受けけ入入れれるる場場合合のの締締切切遵遵守守 

 学術研究奨励寄付は、「研究費支出願」の締切日までに入金確認が完了していない場合、

年度内に支出の原資として使用できません。年末時点で学術研究奨励寄付の受入れが完了し

ていない場合は、以下の担当部署にご連絡ください。 

キキャャンンパパスス  担担当当部部署署  連連絡絡先先（（EEmmaaiill））  

駿河台・和泉・中野（国際日本） 研究知財事務室 tlo@mics.meiji.ac.jp 

生田・中野（総合数理） 生田研究知財事務室 tlo-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

本マニュアルでは、研究者についての定義を以下のとおりとしています。 

種種別別  役役割割  

研究代表者 
当該研究の遂行（研究成果の取りまとめを含む。）に関してすべての責任を持

つ研究者のこと（1名） 

研究分担者 
当該研究において、研究遂行責任を分担して、研究代表者と共同で研究活動を

行う研究者のこと。 

研究協力者 
研究代表者、研究分担者以外の者で研究課題の遂行に当たり、協力を行う研究

者のこと。 

研究補助者 
研究課題の遂行に当たり、研究補助業務を行う者。研究代表者及び研究分担者

の指示を受けて業務に従事する者のこと。 

 

研研究究者者のの定定義義      

指指定定寄寄付付研研究究費費：：学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付  
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学術研究奨励寄付とは、法人又は個人が、特定の教員又は特定課題研究ユニットを指定した上

で、学術研究の奨励を目的として寄付として申し込む研究費をいいます。 

 指定を受けた教員又は特定課題研究ユニットの研究者は、自己の研究費として使用することが

可能となります。 

 

１１  使使途途範範囲囲  

  学術研究奨励寄付申込書の「寄付の目的」に沿った研究の遂行に必要な範囲となります。 

 

２２  留留意意事事項項  

((11))  検検品品ににつついいてて  3万円未満の書籍以外の物品のみ、検品不要 

((22))  次次年年度度へへのの繰繰越越しし（個別の制約事項がない場合に限る） 

 ・ ３年間（受入年度含む）まで使用可能 

 ・ ３年間の経過時点で、10万円以上の残額がある場合、引き続き３年間まで使用可能 

((33))  年年度度末末にに学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付をを受受けけ入入れれるる場場合合のの締締切切遵遵守守 

 学術研究奨励寄付は、「研究費支出願」の締切日までに入金確認が完了していない場合、

年度内に支出の原資として使用できません。年末時点で学術研究奨励寄付の受入れが完了し

ていない場合は、以下の担当部署にご連絡ください。 

キキャャンンパパスス  担担当当部部署署  連連絡絡先先（（EEmmaaiill））  

駿河台・和泉・中野（国際日本） 研究知財事務室 tlo@mics.meiji.ac.jp 

生田・中野（総合数理） 生田研究知財事務室 tlo-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

本マニュアルでは、研究者についての定義を以下のとおりとしています。 

種種別別  役役割割  

研究代表者 
当該研究の遂行（研究成果の取りまとめを含む。）に関してすべての責任を持

つ研究者のこと（1名） 

研究分担者 
当該研究において、研究遂行責任を分担して、研究代表者と共同で研究活動を

行う研究者のこと。 

研究協力者 
研究代表者、研究分担者以外の者で研究課題の遂行に当たり、協力を行う研究

者のこと。 

研究補助者 
研究課題の遂行に当たり、研究補助業務を行う者。研究代表者及び研究分担者

の指示を受けて業務に従事する者のこと。 

 

研研究究者者のの定定義義      

指指定定寄寄付付研研究究費費：：学学術術研研究究奨奨励励寄寄付付  
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以下の手順は研究知財事務室（和泉分室含む）、生田研究知財事務室、中野キャンパス事務室、

中野教育研究支援事務室で対応する研究費が対象です。その他の部署で対応する事業等について

は各担当事務室にご確認ください。 

※ 「研究費支出願」を研究費担当事務室へ提出後、振込まで原則３週間程度となります（請求

書払いを除く）。精査等に時間がかかる場合もありますので、予めご了承ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜請請求求書書払払いいをを推推奨奨ししまますす＞＞  

研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証憑書類を必要としない請求書

払いをご利用ください。（特に、研究出張・書籍購入・PC等物品購入・英文校閲料を支出の場合は、

研究費担当事務室へご相談ください。請求書払いに対応した取引先の紹介が可能な場合がありま

す）  

  

  

＜＜研研究究用用ククレレジジッットトカカーードド作作成成ののおお願願いい＞＞  

立替払いにおいて、クレジットカードを使用した場合、「クレジットカード利用明細書(原本)」

の提出が必要となることがあります。クレジットカードを私用と研究費用で共通に使用する場合、

カード会社発行の「クレジットカード利用明細書」には、私的な使用状況も記載されるため、予

め研研究究費費用用ののカカーードドをを別別途途作作成成さされれるるここととをを推推奨奨ししまますす。。  

研研究究費費支支出出のの手手順順      

準備

○○ 研研究究者者がが直直接接発発注注ででききるる金金額額、、物物件件ででああるるかかををごご確確認認くくだだささいい。。

金額等の条件で大学から発注しなければならない場合があります。

○○ 発発注注段段階階でで支支出出すするる研研究究費費をを特特定定しし、、予予算算執執行行状状況況のの把把握握ををししててくくだだささいい。。

研究費を計画的に執行しているか状況を把握しましょう。

○○ 必必要要書書類類ををごご確確認認くくだだささいい。。

支出に際して、ご提出いただく書類があります。

○○ 書書類類のの提提出出先先ををごご確確認認くくだだささいい。。

物品・書籍等は、原則検品・検収が必要です（特定個人研究費は検品不要）。

提出先が検品室か、研究費担当事務室かをご確認ください。

※ p32「早見表」、p46以降の各物件の注意をご参照ください。

申請

○○「「研研究究費費支支出出願願」」をを添添付付ししててくくだだささいい。。

様式は駿河台（和泉含）、生田、中野、各キャンパスで異なります。

本学ＨＰ「学内フォーマット集」で入手可能です。

研究費担当事務室、検品室（p44）でも配布しています。

○○ 支支出出すするる研研究究費費ごごととにに、、そそのの他他のの提提出出書書類類ととああわわせせてて、、検検品品室室やや研研究究費費担担当当事事

務務室室ににごご提提出出くくだだささいい。。

振込

○○ 請請求求書書でで請請求求ののああっったた会会社社やや事事業業所所

○○ 現現金金・・ククレレジジッットトカカーードドににてて立立替替ええたた本本人人

○○ アアルルババイイトト従従事事者者 等等
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特定個人研究費については、p24、25もあわせてご確認ください。 

 

【【注注意意事事項項】】  

１ 研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証拠書類を必要としない請請求求

書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

２ 研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・中野教育研究支援事務室以外で取

り扱う研究費等は 1回の発注額の合計が 30万円以上のものは、全て大学を通して発注しなけれ

ばなりません。 

３ 大学発注が必要なものは、研究者が直接発注をすることはできません。  

４ 各物件等の支出に関する詳細は「参照頁」欄のページをご一読ください。 

 品品名名  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

⑴⑴  

機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品  

（
耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
） 

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
な
ど 

1 件又は 1 組の金額 
30万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ  
③ 見積書 
④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)   

必
要 

検
品
室 

46 

1 件又は 1 組の
金額 

 
10万円以上 
30万円未満 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③ 見積書 

必
要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合 
は 2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・  
納納品品先先」」がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納

品品先先」」がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合 
は 2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43を確認 

 

⑵⑵  

消消
耗耗
品品  

実
験
用
材
料･

薬
品･

Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ 

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
な
ど 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 
※
２ 

1 件又は 1 組の
金額 
10万円未満 
※１ 
 
もしくは 
 
耐用年数 1 年
未満の物品 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③  見積書 

必
要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合 
は 2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」  
がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」  

がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合 
は 2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43を確認 

 

※1 ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1 件又は 1 組の金額にかか
わらず消耗品として扱います。 

※2 マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は p51 の情報メディア
部からの案内をご確認ください。 

⑶⑶  

什什
器器
類類  

実
験
室
の
実
験
台 

研
究
室
の
執
務
机 

執
務
椅
子
な
ど 

集合資産（少額重要資産）となる
場合 ※※支支出出不不可可 

大学が整備すべきもののため、研究費では購入で
きません。金額にかかわらず大学を通して発注し
ます。 

  

46 
集合資産（少額重要資産）となら
ない場合   
※※研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可  

提出書類は「(1)機器備品・準備品 (2)消耗品」
の欄をご参照ください。 
※ 必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟

事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するもの

と同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。 

 
検
品
室 

⑷⑷  

修修
繕繕
費費  

※
事
前
申
請
必
須 

機
器
の
修
繕 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見積書 

必
要 

検
品
室 

49 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書   
②納品書 
③請求書 
④修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

【立替払い】 
①領収書 
②修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

 

研研究究費費等等をを執執行行ででききるる主主ななもものの早早見見表表            
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⑸⑸  

書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌  

品品名名  11 冊冊又又はは 11 組組のの金金額額  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

書
籍
・
雑
誌 

論
文
集 

等 

特
定
個
人
以
外
の 

研
究
費 

60万円以上（固定資産） 
①製品カタログ   
②見積書(参考見積) 
③価格認定書(古書の場合のみ) 

必
要 

検
品
室 54 

10万円以上 60 万円未満 
(固定資産) 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金  
額額」」がが必必要要 

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「書書籍籍名名・・個個別別のの金金  

額額」」がが必必要要  
※ Web領収書の場合 

は p42、43 をご確認 
ください。 

 

10万円未満（消耗品）  

特定個人研究費で購入   

  

⑹⑹  

旅旅  

費費  

種種類類  提提出出書書類類  頁頁  

31㎞未満の国内出張 
①「近距離出張申請書」 
② 学会のプログラム等（写し可） 
  （学会等に参加する場合） 

56 

31 ㎞以上の国内
出張 

鉄道・バスを利用する場合 

①「研究出張旅費申請書(国内)」 
② 学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可） 
③「研究出張報告書」※特定個人は不要 
④ 現地到着証拠書類 ※特定個人は不要 

飛行機を利用する場合 

①「研究出張旅費申請書(国内)」 
② 学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可） 
③ 渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」 

及び「旅程表」 
④「研究出張報告書」※特定個人は不要 
⑤ 航空機搭乗券・半券 [搭乗したことがわかるもの]     

（往復） 

海外出張 

①「研究出張旅費申請書(海外)」 
② 学会のプログラム等 [学会等に参加の場合]（写し可） 
③ 渡航費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」 

及び「旅程表」 
④ 宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」 
  （宿泊費の実費請求を伴う場合に限る。） 
⑤ 宿泊の事実を示す書類 
⑥「研究出張報告書」※特定個人は不要 
⑦ 航空機搭乗券・半券又は搭乗証明書等（往復） 

招聘旅費 詳細は、p84～90 を参照してください。 84 

  

⑺⑺  
投投
稿稿
料料  

種種類類  提提出出書書類類  頁頁  

論文投稿料・掲載料 

①請求書又は領収書(払込請求書兼領収書でも可） 
②明細書(費用内訳、支払期日が明記されたもの) 
③投稿した論文の表紙等 
（タイトル・執筆者が明記されたもの） 

65 

  

⑻⑻  

学学
会会
費費  

種種類類  提提出出書書類類  頁頁  

学会等登録料 
学会等参加費     【立替払い】 

①領収書(払込請求書兼領収書でも可） 
②明細書(費用内訳が明記されたもの) 
③日程、登録料・参加費が記載された開催通知等 

66 学会等年会費     【立替払い】 
※ 特定個人･研究支援経費・科研費から支出可 

（受託研究・共同研究、学術研究奨励寄付金
でも支出可能な場合があります） 

①領収書(払込請求書兼領収書でも可） 
②請求通知やそれに代わるもの 

  

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金  

種種類類  価価額額・・金金額額等等  提提出出書書類類  頁頁  

研究推進員 
研究支援者 
※ 特定個人 

を除く 

給与・社会保険料 
(法人負担分)を 
研究費等から充当 

【雇用する】 
 ①申請書  
 ②推薦書 
 ③履歴書 
 ④学位証明書等 
 (採用希望の 1 ヶ月前まで） 

【退職する】 
①退職願 
（退職の 2 週間前まで） 

67 

アルバイト 
※ 事前登録必
須 

（一般）時給 1,400円上限 
（専門）時給 1,800円上限 

①「勤務実績報告書兼請求書」 
②「研究補助業務(アルバイト)に関する確認書」 
及び「誓約書」(事前登録時従事者が記入） 

71 

 

32 

 

 

特定個人研究費については、p24、25もあわせてご確認ください。 

 

【【注注意意事事項項】】  

１ 研究者の利便性の向上、経理上の透明性の確保のため、多くの証拠書類を必要としない請請求求

書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

２ 研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・中野教育研究支援事務室以外で取

り扱う研究費等は 1回の発注額の合計が 30万円以上のものは、全て大学を通して発注しなけれ

ばなりません。 

３ 大学発注が必要なものは、研究者が直接発注をすることはできません。  

４ 各物件等の支出に関する詳細は「参照頁」欄のページをご一読ください。 

 品品名名  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

⑴⑴  

機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品  

（
耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
） 

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
な
ど 

1 件又は 1 組の金額 
30万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ  
③ 見積書 
④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)   

必
要 

検
品
室 

46 

1 件又は 1 組の
金額 

 
10万円以上 
30万円未満 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③ 見積書 

必
要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合 
は 2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・  
納納品品先先」」がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納

品品先先」」がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合 
は 2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43を確認 

 

⑵⑵  

消消
耗耗
品品  

実
験
用
材
料･

薬
品･

Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ 

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
な
ど 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

※
２ 

1 件又は 1 組の
金額 
10万円未満 
※１ 
 
もしくは 
 
耐用年数 1 年
未満の物品 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③  見積書 

必
要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合 
は 2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」  
がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」  

がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合 
は 2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43を確認 

 

※1 ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1 件又は 1 組の金額にかか
わらず消耗品として扱います。 

※2 マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は p51 の情報メディア
部からの案内をご確認ください。 

⑶⑶  

什什
器器
類類  

実
験
室
の
実
験
台 

研
究
室
の
執
務
机 

執
務
椅
子
な
ど 

集合資産（少額重要資産）となる
場合 ※※支支出出不不可可 

大学が整備すべきもののため、研究費では購入で
きません。金額にかかわらず大学を通して発注し
ます。 

  

46 
集合資産（少額重要資産）となら
ない場合   
※※研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可  

提出書類は「(1)機器備品・準備品 (2)消耗品」
の欄をご参照ください。 
※ 必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟

事務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するもの

と同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。 

 
検
品
室 

⑷⑷  

修修
繕繕
費費  

※
事
前
申
請
必
須 

機
器
の
修
繕 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見積書 

必
要 

検
品
室 

49 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書   
②納品書 
③請求書 
④修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

【立替払い】 
①領収書 
②修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

 

研研究究費費等等をを執執行行ででききるる主主ななもものの早早見見表表            

33



34 

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金  

種種類類  取取引引相相手手  提提出出書書類類  
検検品品  
場場所所  

頁頁  

翻
訳
・
原
稿
作
成
等
（
成
果
物
が
著
作
物
や
二
次
的
著
作
物
の
場
合
） 

 
 

※
実
施
場
所
が
日
本
国
内
・
海
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
源
泉
徴
収
の
対
象
で
す 

個個人人((居居住住者者))  
源泉徴収税率 10.21% ①報酬・手数料支払依頼書 

②成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

78 

団団体体((内内国国法法人人))  
源泉徴収税率 0% 

業業者者((内内国国法法人人))  
源泉徴収税率 0% 

業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 
検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ居居住住者者））  
源泉徴収税率 10.21% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（内内国国法法人人））  

源泉徴収税率 0% 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

個個人人((非非居居住住者者))  
源泉徴収税率 20.42% ①報酬・手数料支払依頼書 

②領収書（日本に口座がなく立替えた場合） 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団団体体((外外国国法法人人))  

源泉徴収税率 20.42% 

業業者者((外外国国法法人人))  
源泉徴収税率 20.42% 

※業務委託に該当しますが、当該欄に記載します 
①「見積書・納品書・請求書」または「見積書・領収書」 
※ワード単価やページ単価、役務の内容が分かる書類をご提出く
ださい。 

②成果物（作業完了がわかる書類等） 

検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ非非居居住住者者））  
源泉徴収税率 20.42% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金  

種種類類  取取引引相相手手  提提出出書書類類  
検検品品  
場場所所  

頁頁  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
被
験
者
謝
礼
・
司
会
謝
金
・
手
話
通
訳 

個個人人((居居住住者者))  
【日本･海外での作業】 

源泉徴収税率 0% 

①報酬・手数料支払依頼書 
②成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

研
究
費
担
当
事
務
室 

79 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ居居住住者者））  

【日本･海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

個個人人((非非居居住住者者))  
【日本での作業】 

源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴取税率 0% 

①報酬・手数料支払依頼書 
②領収書（日本に口座がなく立替えた場合） 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ非非居居住住者者））  

【日本での作業】 
源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

34



34 

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金  

種種類類  取取引引相相手手  提提出出書書類類  
検検品品  
場場所所  

頁頁  

翻
訳
・
原
稿
作
成
等
（
成
果
物
が
著
作
物
や
二
次
的
著
作
物
の
場
合
） 

 
 

※
実
施
場
所
が
日
本
国
内
・
海
外
に
か
か
わ
ら
ず
、
源
泉
徴
収
の
対
象
で
す 

個個人人((居居住住者者))  
源泉徴収税率 10.21% ①報酬・手数料支払依頼書 

②成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

78 

団団体体((内内国国法法人人))  
源泉徴収税率 0% 

業業者者((内内国国法法人人))  
源泉徴収税率 0% 

業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 
検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ居居住住者者））  
源泉徴収税率 10.21% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（内内国国法法人人））  

源泉徴収税率 0% 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

個個人人((非非居居住住者者))  
源泉徴収税率 20.42% ①報酬・手数料支払依頼書 

②領収書（日本に口座がなく立替えた場合） 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団団体体((外外国国法法人人))  

源泉徴収税率 20.42% 

業業者者((外外国国法法人人))  
源泉徴収税率 20.42% 

※業務委託に該当しますが、当該欄に記載します 
①「見積書・納品書・請求書」または「見積書・領収書」 
※ワード単価やページ単価、役務の内容が分かる書類をご提出く
ださい。 

②成果物（作業完了がわかる書類等） 

検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ非非居居住住者者））  
源泉徴収税率 20.42% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金  

種種類類  取取引引相相手手  提提出出書書類類  
検検品品  
場場所所  

頁頁  

ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
・
被
験
者
謝
礼
・
司
会
謝
金
・
手
話
通
訳 

個個人人((居居住住者者))  
【日本･海外での作業】 

源泉徴収税率 0% 

①報酬・手数料支払依頼書 
②成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

研
究
費
担
当
事
務
室 

79 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ居居住住者者））  

【日本･海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

個個人人((非非居居住住者者))  
【日本での作業】 

源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴取税率 0% 

①報酬・手数料支払依頼書 
②領収書（日本に口座がなく立替えた場合） 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ非非居居住住者者））  

【日本での作業】 
源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知書（メール）の控え 
③成果物（アンケート、イベント等実施パンフレット） 
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⑽⑽  

業業
務務
委委
託託  

取取引引  
相相手手  

価価額額・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

業
者
へ
の
委
託 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず 
契約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
②見積書 
③仕様書（作業内容、期間、成果物等の業務委託内容が
わかるもの） 

必要 

検
品
室 

82 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
④仕様書（作業内容、期間、
成果物等の業務委託内容
が分かるもの） 

⑤成果物（又は作業完了報
告書） 

【立替払い】 
①見積書 
②納品書 
③領収書 
④仕様書（作業内容、期間、
成果物等の業務委託内容
が分かるもの） 

⑤成果物（又は作業完了報
告書） 

 

特
定
受
託
事
業
者
へ
の
委
託 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず 
契約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
②見積書 
③仕様書（作業内容、期間、成果物等の業務委託内容が
わかるもの） 

④特命理由書（様式自由） 

必要 

検
品
室 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

①見積書 
②納品書 
③請求書 
④領収書（やむを得ず立て替えた場合） 
⑤仕様書（作業内容、期間、成果物等の業務委託内容が
分かるもの） 

⑥取引条件通知書（メール）の控え 
⑦成果物（又は作業完了報告書） 

 

⑼⑼  

人人
件件
費費
・・
謝謝
金金 

種種類類 取取引引相相手手  提提出出書書類類 
検検品品  
場場所所  

頁頁 

英
文
校
閲
料
・
専
門
的
知
識
供
与
・
通
訳
・
講
演
謝
金
・
口
頭
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど 

（
講
演
謝
金
は
、
特
定
個
人
で
は
支
出
で
き
ま
せ
ん
） 

個個人人((居居住住者者))  
【日本･海外での作業】 
源泉徴収税率 10.21% ①報酬・手数料支払依頼書 

②成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

80 

団団体体((内内国国法法人人))  
【日本･海外での作業】 

源泉徴収税率 0% 

業業者者((内内国国法法人人))  
【日本･海外での作業】 

源泉徴収税率 0% 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ居居住住者者））  

【日本･海外での作業】 
源泉徴収税率 10.21% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知（メール）の控え 
③成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（内内国国法法人人））  

【日本･海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 
検
品
室 

個個人人((非非居居住住者者))  
団団体体((外外国国法法人人))  
【日本での作業】 

源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

①報酬・手数料支払依頼書 
②領収書（日本に口座がなく立替えた場合） 
③成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

業業者者((外外国国法法人人))  
【日本での作業】 

源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 
検
品
室 

特特定定受受託託事事業業者者  
（（個個人人かかつつ非非居居住住者者））  

【日本での作業】 
源泉徴収税率 20.42% 
【海外での作業】 
源泉徴収税率 0% 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 
業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う場合 
①報酬・手数料支払依頼書 
②取引条件通知（メール）の控え 
③成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 
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⑾⑾  

利利
用用
料料  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

データベースの利用料 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
(データベースの内容・利用期 
間の分かる書類） 

【立替払い】 
①見積書 
②納品書 
③領収書 
(データベースの内容・利用期 
間の分かる書類） 

  91 

⑿⑿  

ココ
ピピ
ーー
・・
印印
刷刷
製製
本本  

種種類類  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

資
料
の
コ
ピ
ー 

報
告
書
等
の
印
刷
製
本 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず 
契約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見本(原稿) 
③ 見積書 

必要 

 
 

91 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
④印刷物 
(特定個人は不要) 

【立替払い】 
①見積書 
②納品書 
③領収書 
④印刷物 
(特定個人は不要) 

 
 

検
品
室 

※
資
料
コ
ピ
ー
は
除
く 

⒀⒀  

郵郵
送送
料料
・・
運運
搬搬
費費  

価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

1 件の金額が 30万円以上の運搬費 
①「調達願い」 
② 見積書 

必要 

 

93 
1 件の金額が 30万円未満の 

郵送料・運搬費 

【請求書払い】 
①請求書・明細書 
②送付先・送付内容が分 
かる書類 

③発送控え(宅配取次店 
から発送した場合) 

【立替払い】 
①領収書・明細書 
②送付先・送付内容が分
かる書類 

③発送控え(宅配取次店 
から発送した場合) 

 

※※自自宅宅をを終終起起点点ととすするる郵郵送送・・運運搬搬費費はは対対象象外外  

⒁⒁  
貸貸
借借  

種種類類  価価額額・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

機
器
レ
ン
タ
ル 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契
約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 製品カタログ 
③ 見積書 

必要 

 94 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 

【立替払い】 
①領収書・明細書 
②納品書  
 (納品が確認できる書類 

 

会
場
の
借
用 

※
特
定
個
人
を
除
く 

学内会場の借用 
（目的が研究課題に関連した 

研究会等であり、参加費を 
徴収しない場合は無料） 

① 開催通知やチラシ・ポスター等 
② 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 
 ※ 事前にご相談ください。 

  94 

学外会場の借用 

【請求書払い】 
①目的、使用日時、使用 
者が明記された明細書 

②請求書 

【立替払い】 
①目的、使用日時、使用 
者が明記された明細書 

②領収書 

⒂⒂  

会会
議議
費費  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

会議等における弁当代 
※ 特定個人・研究所研究費を除く 

【請求書払い】 
①「会議費申請書」 
② 開催通知等 
③ 納品書・請求書 

【立替払い】 
①「会議費申請書」 
② 開催通知等 
③ 領収書・明細書 

  95 

⒃⒃  

臨臨
時時
的的
なな
託託
児児
料料  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

臨時的な託児料 
 ※ 科研費のみ支出可 
(出張に伴い発生する託児料と出張旅 
費は、整合性のとれた研究費である 
ことが必要) 

①領収書(請求書払い対応不可） 
 ②明細書(利用時間・金額等がわかるもの) 
 ③当該託児サービスであることが確認できる資料 
 ④理由書（臨時的な託児所の利用が必要である旨） 
 ⑤参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類 

  95 
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⑾⑾  

利利
用用
料料  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

データベースの利用料 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
(データベースの内容・利用期 
間の分かる書類） 

【立替払い】 
①見積書 
②納品書 
③領収書 
(データベースの内容・利用期 
間の分かる書類） 

  91 

⑿⑿  

ココ
ピピ
ーー
・・
印印
刷刷
製製
本本  

種種類類  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

資
料
の
コ
ピ
ー 

報
告
書
等
の
印
刷
製
本 

1 件の金額が 30 万円以上、 
もしくは金額にかかわらず 
契約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見本(原稿) 
③ 見積書 

必要 

 
 

91 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 
④印刷物 
(特定個人は不要) 

【立替払い】 
①見積書 
②納品書 
③領収書 
④印刷物 
(特定個人は不要) 

 
 

検
品
室 

※
資
料
コ
ピ
ー
は
除
く 

⒀⒀  

郵郵
送送
料料
・・
運運
搬搬
費費  

価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

1 件の金額が 30万円以上の運搬費 
①「調達願い」 
② 見積書 

必要 

 

93 
1 件の金額が 30万円未満の 

郵送料・運搬費 

【請求書払い】 
①請求書・明細書 
②送付先・送付内容が分 

かる書類 
③発送控え(宅配取次店 

から発送した場合) 

【立替払い】 
①領収書・明細書 
②送付先・送付内容が分

かる書類 
③発送控え(宅配取次店 

から発送した場合) 

 

※※自自宅宅をを終終起起点点ととすするる郵郵送送・・運運搬搬費費はは対対象象外外  

⒁⒁  

貸貸
借借  

種種類類  価価額額・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学
発発注注  

検検品品  
場場所所  

頁頁  

機
器
レ
ン
タ
ル 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契
約書の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 製品カタログ 
③ 見積書 

必要 

 94 

1 件の金額が 30万円未満で、 
契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書 
②納品書 
③請求書 

【立替払い】 
①領収書・明細書 
②納品書  
 (納品が確認できる書類 

 

会
場
の
借
用 

※
特
定
個
人
を
除
く 

学内会場の借用 
（目的が研究課題に関連した 
研究会等であり、参加費を 
徴収しない場合は無料） 

① 開催通知やチラシ・ポスター等 
② 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 
 ※ 事前にご相談ください。 

  94 

学外会場の借用 

【請求書払い】 
①目的、使用日時、使用 
者が明記された明細書 

②請求書 

【立替払い】 
①目的、使用日時、使用 

者が明記された明細書 
②領収書 

⒂⒂  

会会
議議
費費  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

会議等における弁当代 
※ 特定個人・研究所研究費を除く 

【請求書払い】 
①「会議費申請書」 
② 開催通知等 
③ 納品書・請求書 

【立替払い】 
①「会議費申請書」 
② 開催通知等 
③ 領収書・明細書 

  95 

⒃⒃  

臨臨
時時
的的
なな
託託
児児
料料  

種種類類  提提出出書書類類  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  頁頁  

臨時的な託児料 
 ※ 科研費のみ支出可 
(出張に伴い発生する託児料と出張旅 
費は、整合性のとれた研究費である 
ことが必要) 

①領収書(請求書払い対応不可） 
 ②明細書(利用時間・金額等がわかるもの) 
 ③当該託児サービスであることが確認できる資料 
 ④理由書（臨時的な託児所の利用が必要である旨） 
 ⑤参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類 

  95 

37 

 

研究費を執行する際は、以下の書類を提出してください。また、購入する物件・支出案件ごと

に「提出書類」を案内していますので、ご確認ください（p46以降） 

  ○○  研研究究費費支支出出願願（本学 HP「学内フォーマット集」からダウンロード） 

・駿河台（和泉含む）、生田、中野の各キャンパスで様式が異なります。 

・支出を申請する研究費ごとに作成してください。 

○○  本本学学所所定定様様式式のの申申請請書書類類（本学 HP「学内フォーマット集」からダウンロード） 

支出内容に応じて提出が必要です（「研究出張旅費申請書」、「報酬・手数料支払依頼書」等）   

・記入の際は消せるボールペン（フリクションペン等）は使用しないでください。 

・印鑑は朱肉印をご使用ください。 

○○  各各種種書書類類（請求書、領収書、納品書など） 

 ・大学会計上、各種書類について細かい指示がございますので、ご協力をお願いします。 

  

１１ 各各種種書書類類ににつついいてて（（請請求求書書、、領領収収書書、、納納品品書書ななどど））  

○必要な書類 △いずれかが必要 □要件等により必要 

提出書類 

 

 

 

 

支払方法 

見
積
書 

（
納
品
日
付
必
須
） 

納
品
書 

（
日
付
・
発
行
者
・
社
印
必
須
） 

請
求
書 

明
細
書 

 

ま
た
は 

Ｗ
ｅ
ｂ
発
注
画
面
の
コ
ピ
ー 

（
日
付
・
発
行
者
・
社
印
必
須
） 

レ
シ
ー
ト 

ま
た
は 

領
収
書 

明
細
書
（
原
本
） 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用 

Ａ
Ｔ
Ｍ
利
用
明
細
等 

請求書による業者払い □※1 ○ ○     

立替払い 

現  金   △ △ ○   

クレジットカード    ○ ○ ※2  

ＡＴＭによる振込   △ △ ○  ※2 

※１ 発注から納品・請求までに時間を要する案件については、見積書をご提出ください（見積金額 

と請求金額に差異がないかの確認を要するため）。 

※２ 領収書またはレシートの原本がない場合は必要となります（領収書の説明は p38 を参照）。 
 ※※３３  WWeebb 領領収収書書のの場場合合はは、、pp4422、、4433 ををごご確確認認くくだだささいい。。  

 

請請求求書書にによよるる業業者者払払いいのの場場合合  

見見積積書書  

(1) 物品名、個別の金額等、明細の記載が必要です。 

(2) 1 回の発注額の合計が 30万円以上の消耗品・準備品の場合は、2社見積りの提出が 

必要です。  

納納品品書書  

(1) 納品日の記載がないものは無効です。 

(2) 物品名、個別の金額等、明細の記載が必要です。  

請請求求書書  

(1) 発行日、発行者（会社名等）、社印がないもの、PDFや Web画面をプリントアウトした 

ものは無効です（発行元が電子請求書を原本としている場合は除く）。 

(2) 物品名、個別の金額等、明細の記載が必要です。 

(3) 宛名は、「明治大学 所属学部等 研究者氏名(フルネーム) 」としてください。 

※ 未払いがある場合、業者によってはそれ以降の発注を受け付けず、全学的に支障をき 

たしますので、速やかにご提出ください。 

明明細細書書、、WWeebb発発注注画画面面ココピピーー  

  請求書に明細の記載がない場合は提出が必要です。  

提提出出書書類類のの留留意意事事項項  

※3 
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立立替替払払いいのの場場合合  

領領収収書書（p40以降にイラストで詳しくご案内しています） 

(1) PPDDFFフファァイイルルににななっってていいるる領領収収書書やや、、WWeebb出出力力のの領領収収書書でで納納品品書書ががなないい場場合合はは、、ああわわせせ

ててククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））がが必必要要でですす（（同同ペペーージジ参参照照））。。  

(2) 物品名及び個別の金額（内訳）等の明細の記載が必要です。 

(3) 宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」としてください。 

(4) レシート（店頭レジで印刷・出力されるもの）は、「領収書」、「領収しました」と記載

があれば、社印・担当者印がなくても有効です。 

(5) 家電量販店のレシートは領収書兼明細書となり、手書きの「領収書」は不要です。 

(6) 無効となる領収書の例 

 ① ハサミで切るなど手を加えたレシート（加工せずにご提出ください） 

② 発行日、発行者（会社名等）、社印（または担当者印）がないもの（レシート除く） 

 

外外国国語語でで記記載載のの領領収収書書のの場場合合  

(1) 英語以外で記載された領収書（明細書）は、内容（下記（3）②の領収を意味する文言、

取引内容等）が分かるように和訳メモを付してご提出ください。 

(2) 上記「領収書」に記載する(2)、(3)、(6)①については、外国語で記載の領収書であっ

ても同様の取り扱いです。 

(3) 無効となる領収書の例 

① 発行日、発行元の名称及びサインがないもの 

② 現地の言語で「Paid」「Receipt」「Balance 0」「Cash」「Payment」と支払いを確認で

きる文言がない場合（文言があればレシートでも有効） 

明明細細書書、、WWeebb発発注注画画面面ココピピーー  

領収書に明細の記載がない場合は提出が必要です。  

領領収収書書がが【【無無効効】】等等のの場場合合にに提提出出がが必必要要なな代代替替ええ書書類類（（支支払払っったた証証明明ととななるる書書類類））  

以下の書類と、請求書または請求書に代わる書類（明細記載）等をあわせてご提出ください。 

ククレレジジッットトカカーードドをを利利用用ししたた場場合合・・・・・・クレジットカード利用明細書  

(1) 本人名義のクレジットカードで、支払いが 1回払いのものに限ります（×リボ払い）。 

  ※ フルネーム記載のないカード利用明細書の場合は、事前にお申し出ください。 

(2) 原則、家族カードを使用した支払いは受け付けできません。 

(3) 海外でクレジットカードを利用した場合 

領収書があっても、為替レート確認のため、クレジットカード利用明細書をご提出 

ください（利用明細がカード会社発行の原本の場合、コピーの提出でも可）。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

➡➡利利用用明明細細書書ががカカーードド会会社社発発行行のの紙紙原原本本のの場場合合 

 (1) クレジットカード利用明細書は切らずに支出に必要な部分を含めた全ページをご提 

出ください（切り離すと、正式な書類として取り扱いができません）。 

 (2) 返却希望の場合は、利用明細書（原本）を研究費担当事務室窓口でコピーをし、返 

却しますので、提出時にお申し出ください。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

➡➡WWeebb利利用用明明細細のの場場合合 

(1) 次次のの①①・・②②が確認できる Web利用明細表示画面のコピー（出力されたものすべて） 

をご提出ください（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してくださ 

い） 

① 本人「氏名」 ② 引落し「確定」 

(2) Web利用明細書の提出は 1回のみとし、最初に提出されたものを「原本」とみなしま
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す。複数研究費で同一の利用明細書を使用する場合は、最初に明細書を提出する時点

で、対象となる全ての対象研究費と支出対象箇所をお申し出ください（同じ Web 利用

明細を重複提出しないでください）。    

(3) Web利用明細が無効となる事例 

① PC 上で加工をしたもの（PDFファイルの編集により、PC上で金額や内容に黒塗りを

した等）。 

② Web 利用明細を１度プリントし、不要部分を加工（黒塗り等）した後、再度コピー

したもの。 

銀銀行行窓窓口口ややＡＡＴＴＭＭででのの振振込込（（領領収収書書のの発発行行がが省省略略さされれるる場場合合）） 

 窓口またはＡＴＭで発行されるご利用明細、払込請求書兼領収書等（原本） 

※ コピーは無効です。必ず原本をご提出ください。  

イインンタターーネネッットトババンンキキンンググをを利利用用ししたた振振込込（（本本人人口口座座にに限限るる）） 

本人名義の口座で、次次のの①①～～⑥⑥が確認できる、当該銀行の Web表示画面のコピーが必要で

す（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してください）。 

 ① 銀行名 ② 本人「氏名」③ 振込金額 ④ 振込先 ⑤ 振込日 

⑥ 「取引完了」・「手続済」等振込完了 

    ※ 「手続中」等画面で取引の完了が確認できないものは無効です。 

自自動動引引きき落落ととしし（（口口座座振振替替::本本人人口口座座にに限限るる））  

必ず本人名義の口座で、次次のの①①～～④④が確認できる通帳コピーをご提出ください。 

① 銀行名 ② 本人「氏名」 ③ 引落金額  ④ 引落日 

 ※銀行等と通帳のない契約をしている場合は、上記①～④が明記された自動引き落とし

（口座振替）の取引完了（確定）画面すべてが必要です（当該サイトに印刷ボタンがあ

る場合はそちらから印刷してください）。 

 

デデビビッットトカカーードド、、電電子子ママネネーー（（交交通通系系ＩＩＣＣカカーードドをを除除くく））及及びび各各種種ババーーココーードド・・ＱＱＲＲココーードド

決決済済（（PPaayyPPaayy、、楽楽天天ペペイイななどど））はは、、原原則則ととししてて使使用用をを認認めめまませせんん。。  

 出張の国や地域によって、やむを得ずデビットカードを使わざるを得ない場合は、必ず事

前に研究費担当事務室へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜＜海海外外通通貨貨ののレレーートト換換算算＞＞  

((11))  ククレレジジッットトカカーードド払払いいのの場場合合  

クレジットカード利用明細書に記載されたレートを使用します。 

((22))  現現金金払払いいのの場場合合  

① 両替時のレシートがない場合：大学で基準としている為替レート（領収書発行日） 

により算出します。 

② 通貨の両替をした場合：両替した金額内の支払いは両替時のレートを使用します。 

両替時のレシートをご提出ください。 

両替金額を超えた支払い分は、大学で基準としている為替 

レート（領収書発行日）により算出します。 
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立立替替払払いいのの場場合合  

領領収収書書（p40以降にイラストで詳しくご案内しています） 

(1) PPDDFFフファァイイルルににななっってていいるる領領収収書書やや、、WWeebb出出力力のの領領収収書書でで納納品品書書ががなないい場場合合はは、、ああわわせせ

ててククレレジジッットトカカーードド利利用用明明細細書書（（原原本本））がが必必要要でですす（（同同ペペーージジ参参照照））。。  

(2) 物品名及び個別の金額（内訳）等の明細の記載が必要です。 

(3) 宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」としてください。 

(4) レシート（店頭レジで印刷・出力されるもの）は、「領収書」、「領収しました」と記載

があれば、社印・担当者印がなくても有効です。 

(5) 家電量販店のレシートは領収書兼明細書となり、手書きの「領収書」は不要です。 

(6) 無効となる領収書の例 

 ① ハサミで切るなど手を加えたレシート（加工せずにご提出ください） 

② 発行日、発行者（会社名等）、社印（または担当者印）がないもの（レシート除く） 

 

外外国国語語でで記記載載のの領領収収書書のの場場合合  

(1) 英語以外で記載された領収書（明細書）は、内容（下記（3）②の領収を意味する文言、

取引内容等）が分かるように和訳メモを付してご提出ください。 

(2) 上記「領収書」に記載する(2)、(3)、(6)①については、外国語で記載の領収書であっ

ても同様の取り扱いです。 

(3) 無効となる領収書の例 

① 発行日、発行元の名称及びサインがないもの 

② 現地の言語で「Paid」「Receipt」「Balance 0」「Cash」「Payment」と支払いを確認で

きる文言がない場合（文言があればレシートでも有効） 

明明細細書書、、WWeebb発発注注画画面面ココピピーー  

領収書に明細の記載がない場合は提出が必要です。  

領領収収書書がが【【無無効効】】等等のの場場合合にに提提出出がが必必要要なな代代替替ええ書書類類（（支支払払っったた証証明明ととななるる書書類類））  

以下の書類と、請求書または請求書に代わる書類（明細記載）等をあわせてご提出ください。 

ククレレジジッットトカカーードドをを利利用用ししたた場場合合・・・・・・クレジットカード利用明細書  

(1) 本人名義のクレジットカードで、支払いが 1回払いのものに限ります（×リボ払い）。 

  ※ フルネーム記載のないカード利用明細書の場合は、事前にお申し出ください。 

(2) 原則、家族カードを使用した支払いは受け付けできません。 

(3) 海外でクレジットカードを利用した場合 

領収書があっても、為替レート確認のため、クレジットカード利用明細書をご提出 

ください（利用明細がカード会社発行の原本の場合、コピーの提出でも可）。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

➡➡利利用用明明細細書書ががカカーードド会会社社発発行行のの紙紙原原本本のの場場合合 

 (1) クレジットカード利用明細書は切らずに支出に必要な部分を含めた全ページをご提 

出ください（切り離すと、正式な書類として取り扱いができません）。 

 (2) 返却希望の場合は、利用明細書（原本）を研究費担当事務室窓口でコピーをし、返 

却しますので、提出時にお申し出ください。 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

➡➡WWeebb利利用用明明細細のの場場合合 

(1) 次次のの①①・・②②が確認できる Web利用明細表示画面のコピー（出力されたものすべて） 

をご提出ください（当該サイトに印刷ボタンがある場合はそちらから印刷してくださ 

い） 

① 本人「氏名」 ② 引落し「確定」 

(2) Web利用明細書の提出は 1回のみとし、最初に提出されたものを「原本」とみなしま
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２２  領領収収書書のの書書式式例例  

  

【【  ××  不不適適切切なな例例  】】  

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【  ◎◎  適適切切なな例例  】】  

                                            

  

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

領収書

明治大学
法法学学部部　　岸岸本本辰辰子子　　　　様様
件名　：　書籍代　　　　　　 オオーールルドドブブッッククスス　　メメイイジジ

下記のとおり領収致しました。 住　所　： 〒101-8301

よろしくご査収ください。 東京都千代田区神田駿河台1-1

\ ６，９６０円　　　　　　　　　 代　表　： 宮城浩子

消費税10％込 電　話　： 03-3296-4545
登録番号： Ｔ＋13桁の法人番号

書名 出版社 数量 金額

株とは何か-市場・投資・企業を読み解く- 1 1,760

行動経済学の理論と実証 1 4,950

小計(税込） 6,710

送料 250

合計 6,960

令和X年　X月　X日

宮
城

カカメメララののメメイイジジ
東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台11--11
電電話話：：　　0033--33229966--44554455
営営業業時時間間　　1100：：0000～～2200：：0000

20XX年X月X日（X）11：57

　　　　デジタルカメラ　他

（内消費税 \4,500）
合計 ¥49,500
お預り ¥49,500
おつり ¥0

ごご来来店店あありりががととううごござざいいままししたた
  hhttttppss::////wwwwww..**************** ..ccoo .. jjpp

MM

社社印印やや担担当当者者印印ががなないい  

購購入入物物品品のの名名称称・・数数量量そそれれぞぞれれ

のの金金額額ななどど詳詳細細のの記記載載ががなないい  

発発行行日日がが過過年年度度  

「「領領収収書書」」「「領領収収ししままししたた」」

ななどどのの記記載載ががなないい  

・・「「領領収収書書」」とと印印字字さされれてていいるる  
・・「「発発行行日日」」がが当当該該年年度度ののもものの  
・・明明治治大大学学、、所所属属学学部部等等、、購購入入者者氏氏名名のの  

記記載載ががああるる  
・・社社印印やや担担当当者者印印ががああるる  

購購入入物物品品のの名名称称、、数数量量、、金金額額等等明明細細がが

記記載載さされれてていいるる。。  
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２２  領領収収書書のの書書式式例例  

  

【【  ××  不不適適切切なな例例  】】  

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【【  ◎◎  適適切切なな例例  】】  

                                            

  

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

領収書

明治大学
法法学学部部　　岸岸本本辰辰子子　　　　様様
件名　：　書籍代　　　　　　 オオーールルドドブブッッククスス　　メメイイジジ

下記のとおり領収致しました。 住　所　： 〒101-8301

よろしくご査収ください。 東京都千代田区神田駿河台1-1

\ ６，９６０円　　　　　　　　　 代　表　： 宮城浩子

消費税10％込 電　話　： 03-3296-4545
登録番号： Ｔ＋13桁の法人番号

書名 出版社 数量 金額

株とは何か-市場・投資・企業を読み解く- 1 1,760

行動経済学の理論と実証 1 4,950

小計(税込） 6,710

送料 250

合計 6,960

令和X年　X月　X日

宮
城

カカメメララののメメイイジジ
東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台11--11
電電話話：：　　0033--33229966--44554455
営営業業時時間間　　1100：：0000～～2200：：0000

20XX年X月X日（X）11：57

　　　　デジタルカメラ　他

（内消費税 \4,500）
合計 ¥49,500
お預り ¥49,500
おつり ¥0

ごご来来店店あありりががととううごござざいいままししたた
  hhttttppss::////wwwwww..**************** ..ccoo .. jjpp

MM

社社印印やや担担当当者者印印ががなないい  

購購入入物物品品のの名名称称・・数数量量そそれれぞぞれれ

のの金金額額ななどど詳詳細細のの記記載載ががなないい  

発発行行日日がが過過年年度度  

「「領領収収書書」」「「領領収収ししままししたた」」

ななどどのの記記載載ががなないい  

・・「「領領収収書書」」とと印印字字さされれてていいるる  
・・「「発発行行日日」」がが当当該該年年度度ののもものの  
・・明明治治大大学学、、所所属属学学部部等等、、購購入入者者氏氏名名のの  

記記載載ががああるる  
・・社社印印やや担担当当者者印印ががああるる  

購購入入物物品品のの名名称称、、数数量量、、金金額額等等明明細細がが

記記載載さされれてていいるる。。  
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　領　　　収　　　書
発行日：

明治大学
法学部　岸本辰子　　様

金額 ￥'13,860（消費税10％込）

但 プリンター代(1台) ¥13,200

トナー代(1個) ¥660

上記正に領収いたしました。

株式会社 明治商事

〒１０１－８３０１

東京都千代田区神田駿河台1-1

 電　話　：　03-3296-4545
登録番号：Ｔ＋13桁の法人番号

20XX年　X月　X日

株式会社

明治商事・・発発行行元元のの記記載載ががああるる  

・・社社印印やや担担当当者者印印ががああるる  

・・イインンボボイイスス登登録録番番号号ががああるる。。  

購購入入物物品品のの名名称称、、数数量量、、金金額額等等明明細細がが記記載載ささ

れれてていいるる。。  

書書籍籍（（雑雑誌誌・・資資料料をを含含むむ））をを除除きき、、
「「明明大大ママーートト」」ででのの購購入入はは「「検検品品」」をを
同同時時にに行行ううここととががででききまますす。。  

購購入入物物品品のの名名称称、、数数量量、、

金金額額等等明明細細がが記記載載さされれてて

いいるる。。  

明明細細ななどど切切りり取取らられれてていいなないい  
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42 

３３  オオンンラライインンササイイトト（（主主にに AAmmaazzoonn））をを利利用用ししたた場場合合にに必必要要なな書書類類 

オンラインサイトから発行した Web領収書と共に、納品書をご提出ください。 

配送時に納品書等が同梱されていない場合は、納品書等の代わりとして Web 領収書の他にク

レジットカード利用明細書（原本）の提出が必要となります（ネットバンキング、ＡＴＭ、コ

ンビニ、代金引換はこの限りではありません）。また、オンラインサイト側のシステム変更によ

り、期中であっても、提出書類が変更となる場合があります。不明点は、研究費担当事務室に

お問い合わせください。 

【【以以下下  AAmmaazzoonn等等のの例例】】  

○必要な書類 △いずれかが必要  

 

提出書類  

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送時の同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
収
書
（
再
発
行
は
無
効
） 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
利
用
明
細
書
（
原
本
） 

納
品
書
（
原
本
） 

出
荷
明
細
書
（
原
本
） 

納
品
書
兼
領
収
書
（
原
本
） 

購
入
明
細
書
（
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
） 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等 

ま
た
は 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

クレジットカード 

同梱された納品書等が無い 
または無効な場合 

○ ○      

納品書が同梱の場合 ○  ○     

出荷明細書が同梱の場合 ○   ○    

納品書兼領収書が同梱の場合 ○    ○   

・ネットバンキング 
・ＡＴＭ 
・コンビニ 
・代金引換 

同梱された納品書等が無い 
または無効な場合 

△     △ ○ 

納品書が同梱の場合   ○    ○ 

出荷明細書が同梱の場合    ○   ○ 

 

 

参参考考：：AAmmaazzoonn  WWeebb領領収収書書出出力力方方法法（（22002266年年 44月月時時点点））  

 

 

 

 

 

 

  ＜＜書書類類ににつついいててのの注注意意事事項項＞＞  

※ 購入した物品の受領時に同梱されていた書類は全てご提出ください。 

※ 出出品品者者がが発発行行ししたた領領収収書書ががああるる場場合合ででもも、、WWeebb領領収収書書ををああわわせせててごご提提出出くくだだささいい。。  

WWeebb領領収収書書  

① 画面上に表示されたものを 1部のみプリントアウトし、ご提出ください。 

宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」をご記入くだ

さい。 

② クレジットカード払いの場合は、必ずご提出ください。 

③ 以以下下ののももののはは意意図図せせずず二二重重申申請請・・二二重重払払いいをを引引きき起起ここすす可可能能性性ががああるるたためめ、、

証証憑憑書書類類ととししてて無無効効でですす。。 

AAmmaazzoonn（（aammaazzoonn..ccoo..jjpp））WWeebb  ササイイトトのの

右右上上ににああるる「「注注文文履履歴歴」」をを選選択択  

対対象象案案件件のの右右端端ににああるる「「領領収収書書等等」」かからら  

「「印印刷刷可可能能なな注注文文概概要要」」をを選選択択すするるとと  

WWeebb 領領収収書書がが出出力力ででききまますす。。  

がが出出力力ででききまますす。。  
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３３  オオンンラライインンササイイトト（（主主にに AAmmaazzoonn））をを利利用用ししたた場場合合にに必必要要なな書書類類 

オンラインサイトから発行した Web領収書と共に、納品書をご提出ください。 

配送時に納品書等が同梱されていない場合は、納品書等の代わりとして Web 領収書の他にク

レジットカード利用明細書（原本）の提出が必要となります（ネットバンキング、ＡＴＭ、コ

ンビニ、代金引換はこの限りではありません）。また、オンラインサイト側のシステム変更によ

り、期中であっても、提出書類が変更となる場合があります。不明点は、研究費担当事務室に

お問い合わせください。 

【【以以下下  AAmmaazzoonn等等のの例例】】  

○必要な書類 △いずれかが必要  

 

提出書類  

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送時の同梱書類 

Ｗ
ｅ
ｂ
領
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再
発
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無
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） 

購
入
明
細
書
（
Ｗ
ｅ
ｂ
発
行
） 
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配
送
業
者
発
行
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収
書
等 

ま
た
は 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

クレジットカード 

同梱された納品書等が無い 
または無効な場合 

○ ○      

納品書が同梱の場合 ○  ○     

出荷明細書が同梱の場合 ○   ○    

納品書兼領収書が同梱の場合 ○    ○   

・ネットバンキング 
・ＡＴＭ 
・コンビニ 
・代金引換 

同梱された納品書等が無い 
または無効な場合 

△     △ ○ 

納品書が同梱の場合   ○    ○ 

出荷明細書が同梱の場合    ○   ○ 

 

 

参参考考：：AAmmaazzoonn  WWeebb領領収収書書出出力力方方法法（（22002266年年 44月月時時点点））  

 

 

 

 

 

 

  ＜＜書書類類ににつついいててのの注注意意事事項項＞＞  

※ 購入した物品の受領時に同梱されていた書類は全てご提出ください。 

※ 出出品品者者がが発発行行ししたた領領収収書書ががああるる場場合合ででもも、、WWeebb領領収収書書ををああわわせせててごご提提出出くくだだささいい。。  

WWeebb領領収収書書  

① 画面上に表示されたものを 1部のみプリントアウトし、ご提出ください。 

宛名は、「明治大学 所属学部等 購入者氏名(フルネーム)」をご記入くだ

さい。 

② クレジットカード払いの場合は、必ずご提出ください。 

③ 以以下下ののももののはは意意図図せせずず二二重重申申請請・・二二重重払払いいをを引引きき起起ここすす可可能能性性ががああるるたためめ、、

証証憑憑書書類類ととししてて無無効効でですす。。 

AAmmaazzoonn（（aammaazzoonn..ccoo..jjpp））WWeebb  ササイイトトのの

右右上上ににああるる「「注注文文履履歴歴」」をを選選択択  

対対象象案案件件のの右右端端ににああるる「「領領収収書書等等」」かからら  

「「印印刷刷可可能能なな注注文文概概要要」」をを選選択択すするるとと  

WWeebb 領領収収書書がが出出力力ででききまますす。。  

がが出出力力ででききまますす。。  
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  ・「再発行」の記載があるもの ・PDF化やスクリーンショットしたもの 

④ 一度に複数の商品を注文した場合、全ての商品の配送が完了してから出力

してください。未配送分がある場合、適切に出力されず証憑書類として無効と

なる恐れがあります。研究費の請求期日などに不都合がないようご留意いた

だき、配送に時間がかかりそうなものは発注を分けるなど適宜ご対応くださ

い。 

納納品品書書、、  

出出荷荷明明細細書書  等等  

① 商品に同梱されている紙原本のもので、コピーではないことが明らかな納

品書、明細書等（何度でも出力できる書類及びコピーは無効です。）。  

② 配送ラベルの内側にステッカー状に貼られている場合がありますので、必

ず取り出してご提出ください。 

③ 配送ラベルは、納品書代わりにはなりません。 

納納品品書書兼兼領領収収書書  Web領収書とあわせてご提出ください。 

配配送送業業者者発発行行のの  

領領収収書書  

代金引換の場合は配送業者から領収書が発行されます。必ず領収印の押印があ

ることをご確認ください。 

 

 

 

 

研究費の適正な運用・管理のため、研究費で支出した物件は、可能な限り検品・検収を行わな

ければなりません。また、ガイドライン等で要請された不正防止の観点から、明治大学では、研

究費担当事務室と業務を切り分けて、資産管理課、和泉キャンパス課、生田キャンパス課、中野

キャンパス事務室の下に「検品室」を設けて検品を行います。 

検品の具体的な手順や物品等を直接検品室に送付する際の留意事項等、詳しくは、別途配布す

る「公的資金における検品マニュアル」（管財部資産管理課発行）をご参照ください。 

  

１１  検検品品・・検検収収ととはは  

発注した物品が納品され、契約条項や仕様書に適合していることを確認することです。 

  

＜＜検検品品フフロローーのの一一例例＞＞ 

業者へ注文する場合、納品先を検品室宛てに指定すると、注文品の検品が行われた後に研

究者に納品されます。 

                           

                            注注文文                          納納品品  

  

                            納納品品                          検検品品  

  

                                  検検品品済済みみののおお知知ららせせ  

２２  検検品品・・検検収収のの要要否否及及びび実実施施  

((11))  検検品品不不要要なな研研究究費費  

特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入・・支支出出ししたたすすべべててのの物物件件はは検検品品不不要要でですす。。  

※ 納品先は大学または研究室としてください（（恒恒常常的的にに自自宅宅でで使使用用ししてていいるる物物品品等等はは、、

税税務務調調査査等等でで私私物物とと混混同同さされれかかねねなないいたためめ））。 

※ 検品室宛に納品しないようご注意ください。 

((22))  検検品品不不要要なな物物品品  

学術研究奨励寄付金、企業等からの受託研究、共同研究の経費で支出した、書籍・雑誌・

資料以外の 3万円未満の物品  

検検品品・・検検収収のの実実施施  

研研究究者者（（教教員員））  業業者者  検検品品室室  
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((33))  資資産産管管理理課課検検収収  

  200万円超の物件の場合、調達規程に基づき検収を行います。  

((44))  研研究究費費担担当当部部署署検検収収  

「報酬・支払手数料依頼書」にて支出する個人や、本業としない団体が行う校閲や翻訳等

の検収確認は、研究費担当部署で行います。 

((55))  検検品品室室にによよるる検検品品  

  上記(1)～(4)に該当しない研究費で購入した物品すべてについて、検品室にて検品を行い

ます。  

 

３３  検検品品室室にによよるる検検品品のの主主なな対対象象  

対対象象  詳詳細細ペペーージジ  

・パーソナルコンピュータ等の機器類 
・実験材料、薬品類、実験生物 
・ソフトウェア(ＣＤ－ＲＯＭ、ダウンロード版等)  

p46 

・機器の修理や修繕 p49 

・書籍・雑誌（定期購読含む）・資料等 
・電子書籍(ダウンロード版含む) 

p54 

・業務委託(本業とする企業等への依頼で謝金扱いでないもの) p82 

・報告書等の印刷製本（ポスター、チラシ、パンフレット等含む） p91 

 ※ 検品対象の主な提出書類・支出に関する留意事項については、早見表（p32）及び「詳細 

ページ」をご参照ください。 

 

４４  検検品品室室  

キキャャンンパパスス  場場所所  電電話話番番号号  所所管管  開開室室時時間間  

駿河台 研究棟 3階  03-3296-4643 資産管理課 ＜＜月月～～金金曜曜日日＞＞  

9：00～17：00 

※全キャンパス共通  

＜＜土土曜曜日日＞＞  

 9：00～12：30 

和泉・生田 

8：30～12：00  

中野 

9：00～12：00 

和 泉 研究棟 1階  03-5300-1028 和泉キャンパス課 

生 田 
東管理棟 2階 

（バス駐車場 2階） 
044-934-7177 生田キャンパス課 

中 野 低層棟 3階事務室内  03-5343-8121 
中野キャンパス事

務室 

※ 閉室及び夏季休業期間等の開室時間等詳細は「公的資金における検品マニュアル」参照 

  

５５  業業者者へへのの発発注注時時ににおおけけるる検検品品関関連連のの留留意意事事項項  

((11))  発発注注時時ににおおけけるる支支出出研研究究費費のの確確定定ににつついいてて  

① ガイドラインにおいて「発注段階での支出財源の特定、予算執行状況の把握」が求めら

れていることから、原則として支出する研究費を確定した上で発注してください。 
 ② 特に書籍については、現物に直接検品印を押印することから、必ず支出する研究費を確

定した上で発注してください（不確定の発注は検品要否の判断ができず、納品に支障を来

す恐れがあります）。 
((22))  請請求求書書・・納納品品書書・・領領収収書書のの宛宛名名ににつついいてて  

「明治大学 所属学部等 研究者氏名（フルネーム）研究費の略称名」としてください。 
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((33))  納納品品方方法法別別のの取取扱扱いいににつついいてて  

  ① 業者による直接納品 
検品室で検品を受けた後に研究室へ納品するよう、業者に依頼してください。 

（一部業者においては契約上、検品室担当者による納品の場合があります） 
 ② 配送による納品 

原則として納品先を検品室として発注し、配送手配するよう業者に依頼してください。 
ただし、例外的な物品（主な例：大量・大型物品、ソフトウェア、電子書籍、定期購読

物、実験用ガス、実験用試薬・試料等）については、「公的資金における検品マニュアル【例

外的な検品について】」をご参照ください。 
 

＜＜特特殊殊なな役役務務にに対対すするる検検品品・・検検収収ににつついいてて＞＞  

原則として、有形の成果物がある場合には当該成果物、有形の成果物がない場合は完了報告書・

作業報告書等にて検品を行います。 

○ データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成について 

業者が提出する「画像写真などが掲載された作業報告書」をもとに検品を行います。 

○ 機器の保守・点検について 

契約書に基づく実施となるため大学発注による業者選定を行い、「作業報告書」の記載内容（作 

業日時・場所・担当者名・作業内容等）をもとに検品を行います。 

なお、発注した仕様書等にある記載内容の詳細について、これらの知識を有する発注者以外 

の者が確認する場合があります。 

本学では、各キャンパスの検品室による検品と取扱部署長による検収を重ねて行うことでチ 

ェック体制を強化しています。 

 

明明大大ママーートトでではは、、購購入入とと同同時時にに検検品品がが行行ええまますす！！  

  書籍を除き、「明大マート」での購入は「検品」を同時に行うことができます。 

ご購入時に店頭にて研究費での購入である旨をお伝えください。店頭にて、領収書・請求

書等に押印する「引渡済」印をもって、検品と代えますので、改めて検品室で検品を受ける

必要はありません。 

ただし、検品したものが研究費から支出できるとは限りませんのでご留意ください。 
 

※ 駿河台・和泉及び生田キャンパスにおいては検品を業務委託しています。運営上必要な情

報を委託先業者に提供します。個人情報等は明治大学において厳重に管理します。 
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((33))  資資産産管管理理課課検検収収  

  200万円超の物件の場合、調達規程に基づき検収を行います。  

((44))  研研究究費費担担当当部部署署検検収収  

「報酬・支払手数料依頼書」にて支出する個人や、本業としない団体が行う校閲や翻訳等

の検収確認は、研究費担当部署で行います。 

((55))  検検品品室室にによよるる検検品品  

  上記(1)～(4)に該当しない研究費で購入した物品すべてについて、検品室にて検品を行い

ます。  

 

３３  検検品品室室にによよるる検検品品のの主主なな対対象象  

対対象象  詳詳細細ペペーージジ  

・パーソナルコンピュータ等の機器類 
・実験材料、薬品類、実験生物 
・ソフトウェア(ＣＤ－ＲＯＭ、ダウンロード版等)  

p46 

・機器の修理や修繕 p49 

・書籍・雑誌（定期購読含む）・資料等 
・電子書籍(ダウンロード版含む) 

p54 

・業務委託(本業とする企業等への依頼で謝金扱いでないもの) p82 

・報告書等の印刷製本（ポスター、チラシ、パンフレット等含む） p91 

 ※ 検品対象の主な提出書類・支出に関する留意事項については、早見表（p32）及び「詳細 

ページ」をご参照ください。 

 

４４  検検品品室室  

キキャャンンパパスス  場場所所  電電話話番番号号  所所管管  開開室室時時間間  

駿河台 研究棟 3階  03-3296-4643 資産管理課 ＜＜月月～～金金曜曜日日＞＞  

9：00～17：00 

※全キャンパス共通  

＜＜土土曜曜日日＞＞  

 9：00～12：30 

和泉・生田 

8：30～12：00  

中野 

9：00～12：00 

和 泉 研究棟 1階  03-5300-1028 和泉キャンパス課 

生 田 
東管理棟 2階 

（バス駐車場 2階） 
044-934-7177 生田キャンパス課 

中 野 低層棟 3階事務室内  03-5343-8121 
中野キャンパス事

務室 

※ 閉室及び夏季休業期間等の開室時間等詳細は「公的資金における検品マニュアル」参照 

  

５５  業業者者へへのの発発注注時時ににおおけけるる検検品品関関連連のの留留意意事事項項  

((11))  発発注注時時ににおおけけるる支支出出研研究究費費のの確確定定ににつついいてて  

① ガイドラインにおいて「発注段階での支出財源の特定、予算執行状況の把握」が求めら

れていることから、原則として支出する研究費を確定した上で発注してください。 
 ② 特に書籍については、現物に直接検品印を押印することから、必ず支出する研究費を確

定した上で発注してください（不確定の発注は検品要否の判断ができず、納品に支障を来

す恐れがあります）。 
((22))  請請求求書書・・納納品品書書・・領領収収書書のの宛宛名名ににつついいてて  

「明治大学 所属学部等 研究者氏名（フルネーム）研究費の略称名」としてください。 
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１１  検検品品 

研究費で購入した物品※１（学術研究奨励寄付金、企業・各種団体等からの受託研究・共同研

究、研究助成金の 3 万円未満の物品及び特定個人研究費で購入したものを除く）は、検品室に

おいて全品検品します。 

検品室への直接配送または、必要書類とともに検品室へご持参ください。検品室では「納品

書」、「請求書」（または「領収書」）に記載された内容と納品される物品の名称、数量に間違い

ないか確認します。詳しくは p43「検品・検収の実施」及び別途配布する「公的資金における検

品マニュアル」をご参照ください。 

 ※１ ダウンロード版ソフトウェアや電子書籍等、検品室へ納品されない物品についても検品の対 

象となります。検品方法については、別途配布する「公的資金における検品マニュアル」【例外 

的な検品について】をご参照ください。 

  

２２  提提出出書書類類（p37「1 各種書類について」をあわせてご参照ください） 

  品品名名  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  

発発注注  

検検品品  

場場所所  

⑴⑴  

機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品  

（
耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
） 

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
な
ど 

1 件又は 1 組の金額 
30万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ  
③ 見積書 
④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)   

必要 

検
品
室 

1 件又は 1 組
の金額 

 
10万円以上 
30万円未満 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③ 見積書 

必要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合は 
2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・  
納納品品先先」」がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納  

品品先先」」がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合は 
2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合、 
p42、43を確認 

 

⑵⑵  
消消
耗耗
品品  

実
験
用
材
料･

薬
品･

Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ 

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
な
ど 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

※
２ 

1 件又は 1 組
の金額 
10万円未満 
※１ 
 
もしくは 
 
耐用年数 1 年
未満の物品 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③  見積書 

必要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合は 
2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが  
必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが  

必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合は 
2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43確認 

 

※1 ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1 件又は 1 組の金額に
かかわらず消耗品として扱います。 

※2 マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は p51 の情報メデ 
ィア部からの案内をご確認ください。 

⑶⑶  

什什
器器
類類  

実
験
室
の
実
験
台 

研
究
室
の
執
務
机 

執
務
椅
子
な
ど 

集合資産（少額重要資産）となる
場合 ※※支支出出不不可可 

大学が整備すべきもののため、研究費では購入で
きません。金額にかかわらず大学を通して発注し
ます。 

  

集合資産（少額重要資産）となら
ない場合   
※※研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可  

提出書類は、(1)機器備品・準備品、(2)消耗品の
欄をご参照ください。 
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟事

務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するものと

同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。 

 
検
品
室 

⑷⑷  

修修
繕繕
費費  

※
事
前
申
請
必
須 

機
器
の
修
繕 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見積書 

必要 

検
品
室 1 件の金額が 30万円未で、 

契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書   
②納品書 
③請求書 
④修理完了報告書等 
（作業内容の分かる書類） 

【立替払い】 
①領収書 
②修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

 

物物品品のの購購入入  ※※書書籍籍等等ににつついいててはは pp5544へへ  物
品
の
購
入
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１１  検検品品 

研究費で購入した物品※１（学術研究奨励寄付金、企業・各種団体等からの受託研究・共同研

究、研究助成金の 3 万円未満の物品及び特定個人研究費で購入したものを除く）は、検品室に

おいて全品検品します。 

検品室への直接配送または、必要書類とともに検品室へご持参ください。検品室では「納品

書」、「請求書」（または「領収書」）に記載された内容と納品される物品の名称、数量に間違い

ないか確認します。詳しくは p43「検品・検収の実施」及び別途配布する「公的資金における検

品マニュアル」をご参照ください。 

 ※１ ダウンロード版ソフトウェアや電子書籍等、検品室へ納品されない物品についても検品の対 

象となります。検品方法については、別途配布する「公的資金における検品マニュアル」【例外 

的な検品について】をご参照ください。 

  

２２  提提出出書書類類（p37「1 各種書類について」をあわせてご参照ください） 

  品品名名  価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  
大大学学  

発発注注  

検検品品  

場場所所  

⑴⑴  

機機
器器
備備
品品
・・
準準
備備
品品  

（
耐
用
年
数
１
年
以
上
の
機
器
） 

Ｐ
Ｃ
・
実
験
装
置
な
ど 

1 件又は 1 組の金額 
30万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ  
③ 見積書 
④「機器備品寄贈届」(研究助成金のみ必要)   

必要 

検
品
室 

1 件又は 1 組
の金額 

 
10万円以上 
30万円未満 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③ 見積書 

必要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合は 
2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・  
納納品品先先」」がが必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番・・納納  

品品先先」」がが必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合は 
2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合、 
p42、43を確認 

 

⑵⑵  

消消
耗耗
品品  

実
験
用
材
料･

薬
品･

Ｐ
Ｃ
用
メ
モ
リ 

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
な
ど 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

※
２ 

1 件又は 1 組
の金額 
10万円未満 
※１ 
 
もしくは 
 
耐用年数 1 年
未満の物品 

1 回の発注額の 
合計 60 万円以上 

①「調達願い」 
② 製品カタログ   
③  見積書 

必要 

1 回の発注額の 
合計 60 万円未満 

【請求書払い】 
①見積書 
※1 回の発注額合計が 
30万円以上の場合は 
2 社以上 

②納品書 
③請求書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが  
必必要要  

【立替払い】 
①領収書・明細書 
「「メメーーカカーー名名・・型型番番」」がが  

必必要要  
※1 回の発注額合計が 

30万円以上の場合は 
2 社以上の見積書 

※Web 領収書の場合 
p42、43確認 

 

※1 ソフトウェア・実験動物・実験材料・実験用薬品等は、1 件又は 1 組の金額に
かかわらず消耗品として扱います。 

※2 マイクロソフト製品・アドビ製品の購入を検討している場合は p51 の情報メデ 
ィア部からの案内をご確認ください。 

⑶⑶  

什什
器器
類類  

実
験
室
の
実
験
台 

研
究
室
の
執
務
机 

執
務
椅
子
な
ど 

集合資産（少額重要資産）となる
場合 ※※支支出出不不可可 

大学が整備すべきもののため、研究費では購入で
きません。金額にかかわらず大学を通して発注し
ます。 

  

集合資産（少額重要資産）となら
ない場合   
※※研研究究支支援援経経費費ののみみ支支出出可可  

提出書類は、(1)機器備品・準備品、(2)消耗品の
欄をご参照ください。 
※必ず事前にご相談ください（駿河台及び和泉は、研究棟事

務室へお申し出ください）。対象は、大学で用意するものと

同程度の必要最低限の機能を満たすものとします。 

 
検
品
室 

⑷⑷  

修修
繕繕
費費  

※
事
前
申
請
必
須 

機
器
の
修
繕 

1 件の金額が 30万円以上、 
もしくは金額にかかわらず契約書
の締結が必要なもの 

①「調達願い」 
② 見積書 

必要 

検
品
室 1 件の金額が 30万円未で、 

契約書の締結が必要ないもの 

【請求書払い】 
①見積書   
②納品書 
③請求書 
④修理完了報告書等 
（作業内容の分かる書類） 

【立替払い】 
①領収書 
②修理完了報告書 
（作業内容の分かる書類） 

 

物物品品のの購購入入  ※※書書籍籍等等ににつついいててはは pp5544へへ  
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検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費等検品が不要な物品の書類や検品の際に提出できなかった書類は、

研究費担当事務室にご提出ください。 

※※  大大学学発発注注ににつついいてて  

  (1) 研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・中野教育研究支援事務室以 

外の担当事務室で取り扱う研究費等は、1回の発注額の合計が 30万円以上のものは全て 

大学を通して発注しなければなりません。 

(2) 大学発注が必要なものは研究者が直接発注をすることはできません。 

  

３３  留留意意事事項項 

(1) 特定個人研究費は使途範囲（p24、25）をご確認ください。 

  (2) 物品は、インターネット等で価格を比較検討した上で安価なものをご購入ください。 

 (3) 費目名称 

    

 

 

 

 

 

研究費で購入した「機器備品」（科研費の場合は「設備備品」）及び「準備品」の所有権は

大学に帰属するとともに、大学の資産として登録・管理されます。検品・検収終了後に登録

番号を付した「備品シール」が発行されますので、速やかに物品に貼付してください。 

(4)  機機器器備備品品（（3300万万円円以以上上））ににつついいてて  

① 機器備品は資産登録を要するため、研究費の残額に自己資金を合算して購入すること

はできません。 

② 機器備品で付帯工事が発生する場合は「調達願い」にその旨ご記載ください。 

③ 海外で納品されるものについては、科研費では購入できません。その他の研究費も原

則として購入できません。在外研究等により必要な場合には、必ず事前に研究費担当事

務室までご相談ください。 

④ 検検品品・・検検収収  

○ 200 万円以下の場合、検品室において全品検品します（特定個人研究費を除く）。 

詳細は p43「検品・検収の実施」をご参照ください。 

○ 200 万円超の場合、調達規程に基づき検収を行います。 

   ⑤ 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、下記の事態を防ぐため、業者へ見積り

を依頼する前に研究費担当事務室までご相談ください。 

○ 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

○ 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する

追加の支払いが生じた。 

  (5)  準準備備品品（（1100万万円円以以上上 3300 万万円円未未満満））ににつついいてて  

① 準備品は資産登録を要するため、研究費の残額に自己資金を合算して購入することは 

できません。 

② 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30 万円以上]の場合は「大学を通じて発

注しなければならないもの」となります。 

③ 設置場所について、書類提出時に「研究費支出願」に記入するか、または研究費担当

事務室にお知らせください。 

④ 資産登録に必要なため、提出する証憑書類等に「メーカー名・型番」を明記してくだ

               研究費 

1件 1組の金額 
科研費以外の研究費 科研費 

30万円以上 教育研究用機器備品 物品費-設備備品 

10万円以上 30万円未満 準備品 物品費-準備品 

10万円未満 消耗品 物品費-消耗品 

耐用年数が 1年未満の物品・ソフトウェア 消耗品 物品費-消耗品 

物
品
の
購
入
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さい。  

  (6)  消消耗耗品品（（1100万万円円未未満満））ににつついいてて  

① 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30万円以上]の場合は、「大学を通じて発

注しなければならないもの」となります。 

② 複数年版のソフトウェアなどの場合、年度ごとの按分支出になる場合があります。 

③ データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、p54「書籍」に準じて取扱います。 

④ マイクロソフト製品・アドビ製品・MATLAB 製品の購入については、p51 をご参照くだ

さい。 

  (7)  什什器器類類ににつついいてて（（研研究究支支援援経経費費ののみみ対対象象））  

① 購入対象が集合資産（少額重要資産）の場合は、研究費では購入できません。 

② 集合資産ではない什器類の購入を希望する場合は、必ず事前に研究費担当事務室へご 

相談ください。 

※ 什器類を追加購入したい場合、駿河台及び和泉キャンパスに関しては、研究棟事 

務室に申し出てください（建物構造上、キャンパス間の差異があるため）。 

※ 事前の相談なく購入した什器類が、大学で用意するものと同程度の物品ではない 

場合や、集合資産として扱う什器類の場合は、研究費から支出できません。 

(8)  法法令令にに基基づづくく管管理理・・対対応応をを要要すするる物物品品ににつついいてて  

薬品や機器の中には、法令に基づく対応（届出、報告、点検、検査等）が必要となる場合

がありますので、ご注意ください。 

＜＜生生田田キキャャンンパパスス（（生生田田安安全全管管理理セセンンタターー））＞＞  

以下の化学物質は入手や使用、貯蔵等をするにあたって、法令により様々な規制を受け

ます。使用前に関連法令及び管理の手引き（※）を確認し、不明な点等がある場合、又は

下線のある物品の購入を検討している場合は、事前に生田安全管理センターまでご連絡く

ださい。 

① 麻薬、向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法）、覚せい剤（覚せい剤取締法） 

② 特定毒物、毒物、劇物（毒物及び劇物取締法） 

③ 危険物（消防法） 

④ 有機溶剤、特定化学物質（労働安全衛生法（有機則・特化則）） 

※「管理の手引き」ＵＲＬ 

https://www.meiji.ac.jp/safety/chemical/6t5h7p00000ieq8t-att/kagakutebiki.pdf 

＜＜中中野野キキャャンンパパスス＞＞  

薬品、工作機器、放射線・レーザー発生装置、フロンを冷媒とする機器、ドローンの使 

用は、「実験・実習における安全の手引き」p25～27 をご確認ください。 

※「実験・実習における安全の手引き」ＵＲＬ 

https://www.meiji.ac.jp/nakano/guide/6t5h7p00001x6m4a-att/6t5h7p00003asc8z.pdf#page=29 

(9)  液液体体窒窒素素のの供供給給ににつついいてて（（生生田田ののみみ））  

生田キャンパスには液体窒素のタンクが設置されており、生田安全管理センターが、以 

下のとおり供給を行っております。料金、受け取り方、注意点その他の詳細については、 

ＵＲＬを参照してください。 

日 程：毎週月～土 及び 休日授業実施日（休暇期間はＵＲＬ参照） 

時 間：12：15～13：00 

場 所：東管理棟前（ＵＲＬに記載の地図参照） 

ＵＲＬ：https://www.meiji.ac.jp/safety/nitrogen/index.html → 

生田安全管理センター 

 生田キャンパス東管理棟２階 044－934-7974・7179 

  

物
品
の
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修理をする場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

 

１１  検検品品  ※※特特定定個個人人研研究究費費かからら修修繕繕費費をを支支出出すするる場場合合はは検検品品不不要要でですす  

修理も検品室にて検品が必要です。請求書・領収書等及び修理完了報告書等作業内容の分か

る書類を検品室へご持参ください。 

 

２２  提提出出書書類類（p37「1 各種書類について」をあわせてご参照ください） 

３３  留留意意事事項項  

(1) 30万円以上の修理について 

研究者が業者へ直接依頼することはできません。提出書類を参考に、調達課、和泉キャンパ

ス課、生田キャンパス課または中野キャンパス事務室で業者を選定して発注します。 

(2) 30万円未満の修理について 

業者を選定して修理を行ってください。業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を

心がけ、恣意的な選定を行わないようお願いします。 

 (3)  修繕費は機器等を購入した研究費から支出してください。修理時点で当該研究費がない場

合は（科研費で機器等を購入したが、研究期間が終了した等）、他研究費から修繕費を支出

できる場合があります。 

 (4) 修理のために海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。学内 

Web サイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

 

 

 

研究費で購入した物品は、購入金額と耐用年数によって、費目名称を定めます。それぞれの区

分・管理方法は以下のとおりです。修理・廃棄等の際に「備品シール」の記載事項が必要となり

ますので、「備品シール」が配布されましたら、速やかに物品の見やすい位置に貼付してください。 

ただし、研究費の拠出機関により個別の制約事項等がある場合は、そちらが優先となります。 

  

１１  大大学学管管理理台台帳帳にに登登録録しし、、管管理理すするる物物品品  

費費目目名名称称  教教育育研研究究用用機機器器備備品品  

科科研研費費名名称称：：物物品品費費（（設設備備備備品品））  

準準備備品品  

科科研研費費名名称称：：物物品品費費（（準準備備品品））  

購入金額 
30万円以上 

（2023 年度以前：20万円以上） 

10 万円以上 30万円未満 

（2023年度以前：5万円以上 20万円未満） 

管理 

台帳による登録番号を付した「備品シール」を貼付して管理します。 

台帳には、設置場所、金額等を記録しています。 

科研費購入物品も、全て大学が受贈し、大学が管理します。 

  

価価格格・・金金額額等等  提提出出書書類類  ※※必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

修修
繕繕
費費  

1件の金額が 30 万円以上、 

もしくは金額にかかわらず

契約書の締結が必要なもの 

 ①「調達願い」 

 ②見積書 
必
要 

検
品
室 1件の金額が 30 万円未満

で、契約書の締結が必要な

いもの 

【請求書払い】 

 ①見積書  ②納品書 

 ③請求書 

 ④修理完了報告書等 

 (作業内容の分かる書類) 

【立替払い】 

 ①領収書 

 ②修理完了報告書等     

(作業内容の分かる書類) 

  

物物品品のの管管理理・・廃廃棄棄  

物物品品のの修修理理  

48 

さい。  

  (6)  消消耗耗品品（（1100万万円円未未満満））ににつついいてて  

① 1回の発注額が 60万円以上[研究知財事務室（和泉分室を含む）・生田研究知財事務室・

中野教育研究支援事務室以外の担当事務室では 30万円以上]の場合は、「大学を通じて発

注しなければならないもの」となります。 

② 複数年版のソフトウェアなどの場合、年度ごとの按分支出になる場合があります。 

③ データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、p54「書籍」に準じて取扱います。 

④ マイクロソフト製品・アドビ製品・MATLAB 製品の購入については、p51 をご参照くだ

さい。 

  (7)  什什器器類類ににつついいてて（（研研究究支支援援経経費費ののみみ対対象象））  

① 購入対象が集合資産（少額重要資産）の場合は、研究費では購入できません。 

② 集合資産ではない什器類の購入を希望する場合は、必ず事前に研究費担当事務室へご 

相談ください。 

※ 什器類を追加購入したい場合、駿河台及び和泉キャンパスに関しては、研究棟事 

務室に申し出てください（建物構造上、キャンパス間の差異があるため）。 

※ 事前の相談なく購入した什器類が、大学で用意するものと同程度の物品ではない 

場合や、集合資産として扱う什器類の場合は、研究費から支出できません。 

(8)  法法令令にに基基づづくく管管理理・・対対応応をを要要すするる物物品品ににつついいてて  

薬品や機器の中には、法令に基づく対応（届出、報告、点検、検査等）が必要となる場合

がありますので、ご注意ください。 

＜＜生生田田キキャャンンパパスス（（生生田田安安全全管管理理セセンンタターー））＞＞  

以下の化学物質は入手や使用、貯蔵等をするにあたって、法令により様々な規制を受け

ます。使用前に関連法令及び管理の手引き（※）を確認し、不明な点等がある場合、又は

下線のある物品の購入を検討している場合は、事前に生田安全管理センターまでご連絡く

ださい。 

① 麻薬、向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法）、覚せい剤（覚せい剤取締法） 

② 特定毒物、毒物、劇物（毒物及び劇物取締法） 

③ 危険物（消防法） 

④ 有機溶剤、特定化学物質（労働安全衛生法（有機則・特化則）） 

※「管理の手引き」ＵＲＬ 

https://www.meiji.ac.jp/safety/chemical/6t5h7p00000ieq8t-att/kagakutebiki.pdf 

＜＜中中野野キキャャンンパパスス＞＞  

薬品、工作機器、放射線・レーザー発生装置、フロンを冷媒とする機器、ドローンの使 

用は、「実験・実習における安全の手引き」p25～27 をご確認ください。 

※「実験・実習における安全の手引き」ＵＲＬ 

https://www.meiji.ac.jp/nakano/guide/6t5h7p00001x6m4a-att/6t5h7p00003asc8z.pdf#page=29 

(9)  液液体体窒窒素素のの供供給給ににつついいてて（（生生田田ののみみ））  

生田キャンパスには液体窒素のタンクが設置されており、生田安全管理センターが、以 

下のとおり供給を行っております。料金、受け取り方、注意点その他の詳細については、 

ＵＲＬを参照してください。 

日 程：毎週月～土 及び 休日授業実施日（休暇期間はＵＲＬ参照） 

時 間：12：15～13：00 

場 所：東管理棟前（ＵＲＬに記載の地図参照） 

ＵＲＬ：https://www.meiji.ac.jp/safety/nitrogen/index.html → 

生田安全管理センター 

 生田キャンパス東管理棟２階 044－934-7974・7179 

  

物
品
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退職・機器の 

摩耗等による 

廃棄 ※ 

「機器備品・準備品廃棄申請書」に廃棄の理由を記入し、「備品シール」を同申請

書に貼付して、廃棄申請をしてください。 

＜様式の配布と申請場所＞ 

駿河台キャンパス：教務事務室または研究棟事務室 

和泉キャンパス ：和泉教務事務室 

生田キャンパス ：生田研究知財事務室（研究費で購入した機器） 

中野キャンパス ：中野キャンパス事務室 

なお、パソコンを廃棄するには、情報漏洩防止のために p53「２ パソコンを廃棄

する際の情報漏洩対策」のとおり、データ消去が必須です。 

他機関等 

への転出 

科研費等の公的研究費（直接経費）によって購入した物品を、新たに所属する研究

機関において引き続き使用する場合には、手続きが必要です。 

転出が決まりましたら、研究費担当事務室までご相談ください。学内での必要手続

きが完了後、物品を研究者に返還します。 

設置場所の 

変更（移管） 

学内で設置場所を変更する場合は、「機器備品・準備品移管請求書(上記各事務室

から受け取ってください）」を提出し、機器の移管申請をしてください。 

※ 「備品シール」が発行された物品は、廃棄手続きを行わなければ処分できません。 

  また、登録された物品は退職の際に、大学に返納する必要があります。 

 

２２  消消耗耗品品（（備備品品シシーールルがが発発行行さされれなないい物物品品））  

 研究者が適切に管理してください。 

物
品
の
修
理
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理
・
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情情報報メメデディィアア部部かかららののごご案案内内  

  

  １１  ソソフフトトウウェェアアのの利利用用  

((11))  ママイイククロロソソフフトト製製品品  

  

  

  

本学は、マイクロソフト社との間に EES契約を締結しています。 

この契約は、本学に所属する利用者(学生、教職員)に対して、非永続的なソフトウェアの 

使用ライセンスの発行を受けるもので、研究費で購入した大学所有・管理のパソコンに対 

しては、ネットワーク経由でソフトウェアを無料配布しています。(学内でのダウンロー 

ドのみ可) 

  

①①  対対象象ととななるるソソフフトトウウェェアア  

● Windows（アップグレードライセンス） 

● Office（Windows 版、Mac版）等 

②②  利利用用方方法法  

誓誓約約書書のの提提出出がが必必要要でですす。。「EESに基づくソフトウェア利用に関する誓約書」を記入 

の上、システム企画事務室へご提出ください。  

※ 詳細は以下をご覧ください。 

http://www.meiji.ac.jp/isc/msca/ 

※ 科研費、厚労科研費、環境推進費で購入した 10万円未満のパソコン、研究助成金で 

購入した 30 万円未満のパソコンに対して EESを適用する場合には、研究費担当事務室 

で大学への寄贈手続きをとる必要があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

情報メディア部システム企画事務室  03-3296-4413 

教教員員・・  

研研究究者者  

誓誓約約書書記記入入  

研究費 

担当事務室 資産確認 

 

誓誓約約書書提提出出  

システム

企画事務

室(駿河台) 

誓約書 

誓約書 

(確認印) 

ダウンロード用登録処理 

ダダウウンンロローートトﾞ゙  
情情報報受受領領  

誓約書 
誓約書コピー 

(ログイン ID・パスワードﾞ記載) 

ソソフフトトウウェェアアののダダウウンン

ロローードド、、イインンスストトーールル  

※資産登録手続き中の場合のみ 

※※誓誓約約書書提提出出かからら 33～～55日日程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  ③③  EEEESS 申申請請フフロローー 
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退職・機器の 

摩耗等による 

廃棄 ※ 

「機器備品・準備品廃棄申請書」に廃棄の理由を記入し、「備品シール」を同申請

書に貼付して、廃棄申請をしてください。 

＜様式の配布と申請場所＞ 

駿河台キャンパス：教務事務室または研究棟事務室 

和泉キャンパス ：和泉教務事務室 

生田キャンパス ：生田研究知財事務室（研究費で購入した機器） 

中野キャンパス ：中野キャンパス事務室 

なお、パソコンを廃棄するには、情報漏洩防止のために p53「２ パソコンを廃棄

する際の情報漏洩対策」のとおり、データ消去が必須です。 

他機関等 

への転出 

科研費等の公的研究費（直接経費）によって購入した物品を、新たに所属する研究

機関において引き続き使用する場合には、手続きが必要です。 

転出が決まりましたら、研究費担当事務室までご相談ください。学内での必要手続

きが完了後、物品を研究者に返還します。 

設置場所の 

変更（移管） 

学内で設置場所を変更する場合は、「機器備品・準備品移管請求書(上記各事務室

から受け取ってください）」を提出し、機器の移管申請をしてください。 

※ 「備品シール」が発行された物品は、廃棄手続きを行わなければ処分できません。 

  また、登録された物品は退職の際に、大学に返納する必要があります。 

 

２２  消消耗耗品品（（備備品品シシーールルがが発発行行さされれなないい物物品品））  

 研究者が適切に管理してください。 
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((22))  アアドドビビ製製品品  

  

  

  

  

  

  

研究費で購入した大学所有・管理のパソコンにインストールする、アドビ社製ソフトウ

ェアは、教育機関向けライセンスをインストールする必要があります。 

※ 大学所有・管理のパソコンに学生・教職員個人版をインストールすることは、アドビ

社ライセンス規約に違反しますのでご注意ください。 

  

  

  

①①  利利用用方方法法  

ラライイセセンンスス管管理理票票のの提提出出がが必必要要でですす。。  

アドビ製品のライセンスに Creative Cloud(年間利用ライセンス)があります。 

研究費で購入を希望する場合は、明大マート等販売店発行の「見積書」と、ライセンス

に応じた「ライセンス管理票」を研究費担当事務室へご提出ください。 

※ 購入する条件等は、利用者本人が販売店に確認してください。 

※ 詳細は以下をご覧ください。 

 https://www.meiji.ac.jp/isc/adobe/clp_top.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7707 

中野キャンパス  ： 中野キャンパス事務室 03-5343-8060 

※※書書類類提提出出かからら 11ヶヶ月月程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  

  

②②  CCrreeaattiivvee  CClloouudd 購購入入フフロローー  

教教員員・・  

研研究究者者  

情報基盤本部 

 

※問い合わせ 

先事務室 

明大サポー

ト等販売店 

研究費 

担当事務室 

見見積積依依頼頼  

見積 

 見積書 

書書類類送送付付  

 
・見積書・ 

・ライセンス管理票 

・誓約書（初回のみ) 

発注 

インストール情報

送付 

インストール 

情報 

ダダウウンンロローードド・・  

イインンスストトーールル  

ライセンス情報 

 ライセンス情報  

請求書等 

研究費から

支出 

（ライセンス 

管理票コピー） 

ライセンス管理票 

※※WWeebbでで

作作業業 
・・ラライイセセンンスス管管理理票票  
・・誓誓約約書書（（初初回回ののみみ））

記記入入  
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((33))  MMAATTLLAABB//SSiimmuulliinnkk 製製品品  

本学は、MathWorks社 Campus-Wide License契約を締結しています。これにより、本学 

専任教職員は、最新版の MATLAB 及び関連製品を、個別に購入することなく、ご利用いた 

だけます。インストールできる PCは、大学が所有・管理するもの、又は専任教職員本人 

が所有するものに限られます。（台数に制限はありません。） 

 

●●  利利用用方方法法  

利利用用申申込込書書のの提提出出がが必必要要でですす。。「MATLAB Campus-Wideライセンス利用申込書」を記入 

の上、システム企画事務室へご提出ください。 

※ 詳細は以下をご覧ください。 

https://www.meiji.ac.jp/isc/matlab/ 

 

 

２２  パパソソココンンをを廃廃棄棄すするる際際のの情情報報漏漏洩洩対対策策  

  

 

 

 

 

 

パソコンを廃棄する場合は、デデーータタをを完完全全にに消消去去ししててかからら廃廃棄棄してください。 

情情報報メメデディィアア部部でではは、、情報漏洩防止策として記記録録情情報報をを消消去去すするる装装置置をを備備ええてておおりり、、パパソソ  

ココンン廃廃棄棄時時ににごご利利用用いいたただだけけまますす。。記憶装置の種類によって利用できる消去装置が異なり

ます。 
※ 詳細は以下をご覧ください。  

https://www.meiji.ac.jp/isc/data-erase.html 
 

 

３３  そそのの他他  

 情報メディア部では「ソフトウェア管理規程」に基づき、大学が所有するパソコンを 

対象としてソフトウェア資産管理台帳の整備を行っております。 

  (1) パソコン･･･保証書コピー 

(2) ソフトウェア･･･シリアル番号がわかる書類コピー 

   上記書類を駿河台キャンパス システム企画事務室にご提出ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7702 

中野キャンパス  ： 中野サポートデスク 03-5343-8072 
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((22))  アアドドビビ製製品品  

  

  

  

  

  

  

研究費で購入した大学所有・管理のパソコンにインストールする、アドビ社製ソフトウ

ェアは、教育機関向けライセンスをインストールする必要があります。 

※ 大学所有・管理のパソコンに学生・教職員個人版をインストールすることは、アドビ

社ライセンス規約に違反しますのでご注意ください。 

  

  

  

①①  利利用用方方法法  

ラライイセセンンスス管管理理票票のの提提出出がが必必要要でですす。。  

アドビ製品のライセンスに Creative Cloud(年間利用ライセンス)があります。 

研究費で購入を希望する場合は、明大マート等販売店発行の「見積書」と、ライセンス

に応じた「ライセンス管理票」を研究費担当事務室へご提出ください。 

※ 購入する条件等は、利用者本人が販売店に確認してください。 

※ 詳細は以下をご覧ください。 

 https://www.meiji.ac.jp/isc/adobe/clp_top.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

【【おお問問いい合合わわせせ先先】】  

駿河台キャンパス ： システム企画事務室 03-3296-4413 

和泉キャンパス  ： 和泉メディア支援事務室 03-5300-1189 

生田キャンパス  ： 生田メディア支援事務室 044-934-7707 

中野キャンパス  ： 中野キャンパス事務室 03-5343-8060 

※※書書類類提提出出かからら 11ヶヶ月月程程度度ででイインンスストトーールル可可能能でですす。。  

  

②②  CCrreeaattiivvee  CClloouudd 購購入入フフロローー  

教教員員・・  

研研究究者者  

情報基盤本部 

 

※問い合わせ 

先事務室 

明大サポー

ト等販売店 

研究費 

担当事務室 

見見積積依依頼頼  

見積 

 見積書 

書書類類送送付付  

 
・見積書・ 

・ライセンス管理票 

・誓約書（初回のみ) 

発注 

インストール情報

送付 

インストール 

情報 

ダダウウンンロローードド・・  

イインンスストトーールル  

ライセンス情報 

 ライセンス情報  

請求書等 

研究費から

支出 

（ライセンス 

管理票コピー） 

ライセンス管理票 

※※WWeebbでで

作作業業 
・・ラライイセセンンスス管管理理票票  
・・誓誓約約書書（（初初回回ののみみ））

記記入入  
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１１  購購入入ででききなないい書書籍籍等等  

原則として、以下の書籍等は特定個人研究費を含め、支出できません（研究支援経費は一部 

購入可能） 

(1) 学術専門誌以外の雑誌（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (2) 新聞（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (3) 海外を含む旅行用各地ガイドブック類 

 (4) 授業用など研究以外に使用するもの 

 (5) 論文作成の手引き（研究課題に直接関連するものを除く）、汎用ソフトウェアのマニュア

ルなど自己研鑽に使用するもの 

  ※ 自著本の購入については、p55 をご確認ください。 

 

２２  検検品品  ※※特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののはは検検品品不不要要でですす  

書籍・雑誌等※は、検品室において全品検品します。検品の前に支出する研究費を決定し、請

求書・領収書に記載してください。支出する研究費が確認できない場合は検品できません。 

検品が必要な書籍等は、検品室へ直接配送（推奨）または、必要書類とともに検品室へご持

参ください。詳しくは p43「検品・検収の実施」及び別途配布する「公的資金における検品マニ

ュアル」をご参照ください。 

※ 検品室へ納品できない電子書籍等も検品の対象となります。 

検品方法については、別途配布する「公的資金における検品マニュアル【例外的な検品に 

ついて】」をご確認ください。 

  

３３  提提出出書書類類（p37「1 各種書類について」をあわせてご参照ください） 

      検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費で購入した書籍等の書類や検品の際に提出できなかった書類は、研

究費担当事務室にご提出ください。 

  11冊冊又又はは 11組組のの金金額額  提提出出書書類類  科科目目名名称称  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌  

特
定
個
人
以
外
の
研
究
費 

60万円以上 

（固定資産） 

 ①製品カタログ   

 ②見積書(参考見積) 

 ③価格認定書(古書の場合のみ) 

科研費：設備備品 

学外研究費：※1 参照 

学内研究費：図書支出 

（特定個人除く） 

必
要 

検
品
室 

 

10万円以上 

60万円未満 

 (固定資産) 
【請求書払い】 

 ①見積書 

 ②納品書 

 ③請求書 

「「書書籍籍名名・・個個別別

のの金金額額」」がが必必要要   

【立替払い】 

 ①領収書・明 

細書 

「「書書籍籍名名・・個個別別

のの金金額額」」がが必必要要 

※Web 領収書の場 

合は p42、43 を 

確認 

 
 

 

10万円未満 

 (消耗品) 
全研究費：消耗品  

 

 

特定個人研究費で 

購入 
消耗品  

 

 
 

 

※1 取得物品が本学に帰属する旨定められている学外研究費により購入した場合、固定資産と 

して登録します。 

 

 

 

 

  

書書籍籍・・学学術術雑雑誌誌のの購購入入・・管管理理・・返返還還      

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、

多多くくのの証証憑憑書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

書
籍
等
の
購
入
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４４  留留意意事事項項  

(1) 特定個人研究費は、p25 の内容を必ずご確認ください。 

(2) 自著本の購入については、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

献献本本をを希希望望すするる場場合合はは、、「「提提出出書書類類」」にに加加ええ、、次次のの書書類類がが必必要要でですす。。 
  

   ① 理由書（献本をする理由） 

   ② 献本先一覧（所属及び氏名） 

   ③ 作業完了届及び発送前の数量がわかる写真（発送を委託した場合） 

･･･ 特定個人研究費は不要 

   ④ 著作権使用料の計算書（著作権使用料が発生する場合） 

       著作権使用料を差し引いて研究費を支出します。 

ただし、購入時に著作権使用料が明確でない場合は、後日、著作権使用料を大学に戻入 

しなければなりません。 
 

※ 献本は購入冊数全数が検品対象です。発送を委託する場合は、発送前の数量がわかる

写真を撮影するよう、業者に依頼してください。 

※ 献本用書籍に検品印は押印しませんので、検品の際に献本用であることを検品室へお

申し出ください。 

 (3) 定期購読について 

購読期間をもとにした年度ごとの按分支出になります。必ず購読期間の分かる明細をご提 

出ください。当該年度内に納品され検品が行われたものが支出の対象（特定個人研究費は検 
品不要）です。 

(4) 1 冊または 1組の金額が 60 万円以上の場合 

研究者が直接発注することはできません。研究費担当事務室を通じて発注します。 

(5) データベースや映像・音楽データ等のコンテンツは、書籍に準じて取扱います。 

   

５５  書書籍籍等等のの管管理理  

固定資産となる書籍等は整理番号付番の上、大学の資産として登録します。書籍等には整理 

番号を付し、登録印を押印の上、背表紙に管理シールを貼付します。  

※ 大学の資産となるため、研究費の残額に自己資金を合算して購入することはできません。 

  

６６  書書籍籍等等のの返返還還  

(1) 固定資産は、研究者が廃棄することはできません。誤って他者へ譲渡する、処分をするこ 

とのないよう管理してください。 

  (2)  以下の場合には大学へご返還ください。 

① 研究期間終了後、不用になった場合 

② 本学の教員が本学を退職する場合 

③ 本学の研究者が本学の所属を失う、または他機関へ転出する場合 

(3) 科研費で購入された書籍等について、退職後、新たに所属する研究機関において使用する 

場合には、研究者に返還することができます（所定の手続きが必要です。） 

(4) 返還等手続きに関しては、研究費担当事務室へご相談ください。 
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１１  購購入入ででききなないい書書籍籍等等  

原則として、以下の書籍等は特定個人研究費を含め、支出できません（研究支援経費は一部 

購入可能） 

(1) 学術専門誌以外の雑誌（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (2) 新聞（研究課題に直接関連するものを除く） 

 (3) 海外を含む旅行用各地ガイドブック類 

 (4) 授業用など研究以外に使用するもの 

 (5) 論文作成の手引き（研究課題に直接関連するものを除く）、汎用ソフトウェアのマニュア

ルなど自己研鑽に使用するもの 

  ※ 自著本の購入については、p55をご確認ください。 

 

２２  検検品品  ※※特特定定個個人人研研究究費費でで購購入入ししたたももののはは検検品品不不要要でですす  

書籍・雑誌等※は、検品室において全品検品します。検品の前に支出する研究費を決定し、請

求書・領収書に記載してください。支出する研究費が確認できない場合は検品できません。 

検品が必要な書籍等は、検品室へ直接配送（推奨）または、必要書類とともに検品室へご持

参ください。詳しくは p43「検品・検収の実施」及び別途配布する「公的資金における検品マニ

ュアル」をご参照ください。 

※ 検品室へ納品できない電子書籍等も検品の対象となります。 

検品方法については、別途配布する「公的資金における検品マニュアル【例外的な検品に 

ついて】」をご確認ください。 

  

３３  提提出出書書類類（p37「1 各種書類について」をあわせてご参照ください） 

      検品のために提出された書類の原本は、原則として検品室を介して研究費担当事務室へ送付

されます。特定個人研究費で購入した書籍等の書類や検品の際に提出できなかった書類は、研

究費担当事務室にご提出ください。 

  11冊冊又又はは 11組組のの金金額額  提提出出書書類類  科科目目名名称称  
大大学学  
発発注注  

検検品品  
場場所所  

書書
籍籍
・・
雑雑
誌誌  

特
定
個
人
以
外
の
研
究
費 

60万円以上 

（固定資産） 

 ①製品カタログ   

 ②見積書(参考見積) 

 ③価格認定書(古書の場合のみ) 

科研費：設備備品 

学外研究費：※1 参照 

学内研究費：図書支出 

（特定個人除く） 

必
要 

検
品
室 

 

10万円以上 

60万円未満 

 (固定資産) 
【請求書払い】 

 ①見積書 

 ②納品書 

 ③請求書 

「「書書籍籍名名・・個個別別

のの金金額額」」がが必必要要   

【立替払い】 

 ①領収書・明 

細書 

「「書書籍籍名名・・個個別別

のの金金額額」」がが必必要要 

※Web 領収書の場 

合は p42、43 を 

確認 

 
 

 

10万円未満 

 (消耗品) 
全研究費：消耗品  

 

 

特定個人研究費で 

購入 
消耗品  

 

 
 

 

※1 取得物品が本学に帰属する旨定められている学外研究費により購入した場合、固定資産と 

して登録します。 

 

 

 

 

  

書書籍籍・・学学術術雑雑誌誌のの購購入入・・管管理理・・返返還還      

研研究究者者のの利利便便性性のの向向上上、、経経理理上上のの透透明明性性のの確確保保ののたためめ、、ややむむをを得得なないい場場合合をを除除きき、、

多多くくのの証証憑憑書書類類をを必必要要ととししなないい請請求求書書払払いいををごご利利用用くくだだささいい。。  

書
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１１  研研究究出出張張旅旅費費申申請請のの手手順順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 中野キャンパスでは、②→①→③→④の順になります。 

  

２２  研研究究出出張張のの承承認認とと申申請請書書類類  

 (1) 出張申請書を事前に所属学部等事務室等（中野は研究費担当事務室）に提出し、所属長等

の承認を受けてください。 

  ただし、近距離出張申請書は事後に速やかにご提出ください。 

 

(2) 出張の種類により以下の申請書をご使用ください。 

    ※ 出張距離は、出発地（勤務地または自宅最寄り駅）から目的地（目的先の最寄り駅）まで 

の移動距離です。 

 

３３  出出張張旅旅費費のの申申請請可可能能なな範範囲囲  

(1) 旅費は、交通費、宿泊費及び調査活動費です。 

※ 前前泊泊、、後後泊泊のの扱扱いいににつついいてて（（国国内内 3311kkmm未未満満のの出出張張はは対対象象外外）） 

    自宅を起点とし、往路について、朝 7時前に出発する場合は前泊を認めます。復路につい 

て、自宅への帰着が 22時以降となる場合は後泊を認めます。 

研究上、この条件外にて前泊・後泊が必要となる場合には、事前にご相談ください。 

(2) 学会参加のみの出張の場合、特定個人研究費から旅費の支給はできません。 

（ p25「特定個人研究費」『旅費交通費』をご参照ください） 

(3) 研究出張旅費は p22「１ 使途範囲」に以下が加わります。 

資資格格・・身身分分  必必要要なな承承認認印印  

① 本学の専任教員、特任教員、客員教員 各学部等所属長、機構長（機構所属教員） 

② ①以外の研究代表者 受入研究者または雇用されている研究費の研究代表者 

③ その他 研究代表者 

出出張張のの種種類類  必必要要なな申申請請書書  

① 国内 31km 未満の出張 近距離出張申請書 

② 国内 31km 以上の出張 研究出張旅費申請書（国内用） 

③ 海外出張 研究出張旅費申請書（海外用） 

①①   所所属属長長等等にに出出張張申申請請書書((下下記記２２参参照照))をを提提出出しし、、承承認認をを受受けけるる  

②②  研研究究費費支支出出願願、、出出張張申申請請書書、、そそのの他他必必要要書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  

④④  条条件件にに応応じじたた基基準準のの旅旅費費（（交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・調調査査活活動動費費））をを、、受受けけ取取るるべべきき  

本本人人ままたたはは業業者者にに振振込込  

ままたたはは業業者者にに振振込込  

研研究究出出張張のの旅旅費費  ※※  研研究究者者のの招招聘聘はは pp8844  

  

③③  出出張張報報告告書書、、現現地地証証明明等等事事後後書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  
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（研究費の拠出機関より個別の制約事項がある場合は、そちらが優先となります） 

  ① ゼミ引率等教育に関わる旅費は支出できません。 

   ② 学会等の参加のため出張を行い、その参加費も研究費から支出する場合は、一連の費用

として参加費と出張旅費は同じ研究費から支出しなければなりません。（国際学会参加渡航

費助成・学会出張旅費とは併用可） 

  ③ 知人宅（実家等）に滞在する場合は、宿泊費の支出ができません。また、宿泊費の代わ

りに手土産代等を支出することもできません。 

  ④ 研究協力者及び研究補助者は、出張申請の範囲に制限があります。 

    ○：申請可能 ※：条件付きで可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 研究代表者又は研究分担者の同行が原則です。 

ただし、研究代表者が同行できない理由があり、単独の出張であっても業務遂行に問 

題がない旨が明らかな場合は、単独での出張ができます。 

※2 研究代表者又は研究分担者の同行が原則です。 

ただし、やむを得ない理由がある場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

    ※3 事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

    【【注注意意事事項項】】  

    旅費は出張申請者へ振り込まれます。研究者同士の立替え合いは行わないでください。 

  

４４  国国内内 3311㎞㎞未未満満のの出出張張（p63「10 提出書類に関する留意事項」も参照） 

((11))  提提出出書書類類  

    ① 近距離出張申請書 

  ② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可） 

((22))  旅旅費費のの支支給給  

交交通通費費  出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支給します。 

（原則 IC料金にて計算し、通勤経路申請区間（定期券区間）を除く） 

調調査査活活動動費費  ● 支支給給額額  33,,880000 円円  
※ 大学の定める休日に限り、支給します。 

  ・日曜日 
  ・国の定める休日（休日授業実施日含む） 
  ・本大学創立記念日（1月 17日)、本大学創立記念祝日（11月 1日） 

  ・年末年始休日（12月 26日から翌年 1月 7日まで） 
(1) 調査活動費は現地での食事代や現地で移動する際の交通費などに充当する

ための費用です。  

(2) 調査活動費を減額または不要な場合は、その旨を研究費担当事務室にお知 

らせください。 

出出張張地地域域  

研研究究費費  

国国内内のの 3311㎞㎞  

未未満満のの地地域域  

国国内内のの 3311㎞㎞  

以以上上のの地地域域  
海海外外  

研究協力者 

研究補助者 

研究者 ○ ○ ○ 

本学助手 ○ ※1 ※1 

大学院生 ○ ※1 ※2 

学部生 ○ ※2 ※3 

56 

 

 

１１  研研究究出出張張旅旅費費申申請請のの手手順順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 中野キャンパスでは、②→①→③→④の順になります。 

  

２２  研研究究出出張張のの承承認認とと申申請請書書類類  

 (1) 出張申請書を事前に所属学部等事務室等（中野は研究費担当事務室）に提出し、所属長等

の承認を受けてください。 

  ただし、近距離出張申請書は事後に速やかにご提出ください。 

 

(2) 出張の種類により以下の申請書をご使用ください。 

    ※ 出張距離は、出発地（勤務地または自宅最寄り駅）から目的地（目的先の最寄り駅）まで 

の移動距離です。 

 

３３  出出張張旅旅費費のの申申請請可可能能なな範範囲囲  

(1) 旅費は、交通費、宿泊費及び調査活動費です。 

※ 前前泊泊、、後後泊泊のの扱扱いいににつついいてて（（国国内内 3311kkmm未未満満のの出出張張はは対対象象外外）） 

    自宅を起点とし、往路について、朝 7時前に出発する場合は前泊を認めます。復路につい 

て、自宅への帰着が 22時以降となる場合は後泊を認めます。 

研究上、この条件外にて前泊・後泊が必要となる場合には、事前にご相談ください。 

(2) 学会参加のみの出張の場合、特定個人研究費から旅費の支給はできません。 

（ p25「特定個人研究費」『旅費交通費』をご参照ください） 

(3) 研究出張旅費は p22「１ 使途範囲」に以下が加わります。 

資資格格・・身身分分  必必要要なな承承認認印印  

① 本学の専任教員、特任教員、客員教員 各学部等所属長、機構長（機構所属教員） 

② ①以外の研究代表者 受入研究者または雇用されている研究費の研究代表者 

③ その他 研究代表者 

出出張張のの種種類類  必必要要なな申申請請書書  

① 国内 31km 未満の出張 近距離出張申請書 

② 国内 31km 以上の出張 研究出張旅費申請書（国内用） 

③ 海外出張 研究出張旅費申請書（海外用） 

①①   所所属属長長等等にに出出張張申申請請書書((下下記記２２参参照照))をを提提出出しし、、承承認認をを受受けけるる  

②②  研研究究費費支支出出願願、、出出張張申申請請書書、、そそのの他他必必要要書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  

④④  条条件件にに応応じじたた基基準準のの旅旅費費（（交交通通費費・・宿宿泊泊費費・・調調査査活活動動費費））をを、、受受けけ取取るるべべきき  

本本人人ままたたはは業業者者にに振振込込  

ままたたはは業業者者にに振振込込  

研研究究出出張張のの旅旅費費  ※※  研研究究者者のの招招聘聘はは pp8844  

  

③③  出出張張報報告告書書、、現現地地証証明明等等事事後後書書類類をを研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  
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５５  国国内内 3311㎞㎞以以上上のの出出張張（p63「10 提出書類に関する留意事項」も参照）  

((11))  提提出出書書類類  

出出張張前前のの提提出出書書類類  出出張張後後のの提提出出書書類類  

① 研究出張旅費申請書（国内） 
② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等

（写し可） 
③ 航空機を利用する場合：航空運賃の「請求書・

見積書」または「領収書・明細書」及び「旅程表」

（請求書、領収書等に旅程の記載があれば不要）  

（特定個人研究費は以下の②のみ） 

① 研究出張報告書（速やかにご提出ください） 
② 航空機を利用の場合：航空機搭乗券・半券等

[搭乗したことがわかるもの]（往復） 
③ 航空機を利用していない場合： 

現地到着の証拠書類（詳細は p63 参照） 

((22))  旅旅費費のの支支給給  

交交通通費費  出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 
※通勤経路申請区間（定期券区間）を除く。原則 IC 料金にて計算し、途中下車可能区間

の乗車券や往復割引等を適用します。 

●●  鉄鉄道道賃賃（グリーン車等の追加料金は支給しません） 

特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急料金」を支給します。 

●●  航航空空賃賃 

(1) 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島への出張：エコノミークラス普通運賃を 

上限とした所要の料金を支給します。 

(2) 本州への出張：鉄道賃より経済的かつ合理的である場合に、エコノミークラス普通運 

賃を上限とした所要の料金を支給します。 

○原則として「普通席（エコノミークラス）」を利用してください 

航空機利用にあたっては、可能な限り「割引航空券」を利用してください。 

※ マイレージ等のポイントを航空券の購入に充てた場合、そのポイント利用分は支出 

対象外とします。 

 ○ＪＡＬ：クラス J の利用について 

同予約日における、同一搭乗日・同一便・同一料金プランの普通席（エコノミークラス）

の見積りより安価であることを証明できる場合に限り、支給対象となります。 

○ＪＡＬ：ファーストクラス、ＡＮＡ：ファーストクラス（プレミアムクラス）の利用に 

ついて 

 金金額額のの多多寡寡にによよららずず、、研研究究費費かからら支支出出ででききまませせんん。。  

●●  船船舶舶賃賃    

乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支給できます。 

宿宿泊泊費費  （（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす））  

● 規規定定上上限限額額 11 泊泊ああたたりり上上限限 1199,,000000 円円を、申請に基づき支給します。 

 (1) 客室区分はスタンダードクラスを原則とし、最上位の客室区分（スイートルーム等） 

は利用不可です。 

 (2) やむを得ず他者分への立替えを行った場合は、実費精算とします。 

(3) 研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額または 

ネット検索した金額等を出張申請書にご記入ください。 

調調査査  

活活動動費費  

●●  支支給給額額  33,,880000 円円（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日はは支支給給ででききまませせんん）） 

(1) 現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

(2) 船上調査についても、調査活動費を支給できます。 

(3) 研究拠点を海外におく研究者の調査活動費は p61「７ 在外研究員の旅費算定基準」 
に準じます。 

(4) 調査活動費を減額または不要な場合は、研究費担当事務室にお知らせください。  
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５５  国国内内 3311㎞㎞以以上上のの出出張張（p63「10 提出書類に関する留意事項」も参照）  

((11))  提提出出書書類類  

出出張張前前のの提提出出書書類類  出出張張後後のの提提出出書書類類  

① 研究出張旅費申請書（国内） 
② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等

（写し可） 
③ 航空機を利用する場合：航空運賃の「請求書・

見積書」または「領収書・明細書」及び「旅程表」

（請求書、領収書等に旅程の記載があれば不要）  

（特定個人研究費は以下の②のみ） 

① 研究出張報告書（速やかにご提出ください） 
② 航空機を利用の場合：航空機搭乗券・半券等

[搭乗したことがわかるもの]（往復） 
③ 航空機を利用していない場合： 

現地到着の証拠書類（詳細は p63 参照） 

((22))  旅旅費費のの支支給給  

交交通通費費  出発地を基点に経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 
※通勤経路申請区間（定期券区間）を除く。原則 IC 料金にて計算し、途中下車可能区間

の乗車券や往復割引等を適用します。 

●●  鉄鉄道道賃賃（グリーン車等の追加料金は支給しません） 

特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急料金」を支給します。 

●●  航航空空賃賃 

(1) 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島への出張：エコノミークラス普通運賃を 

上限とした所要の料金を支給します。 

(2) 本州への出張：鉄道賃より経済的かつ合理的である場合に、エコノミークラス普通運 

賃を上限とした所要の料金を支給します。 

○原則として「普通席（エコノミークラス）」を利用してください 

航空機利用にあたっては、可能な限り「割引航空券」を利用してください。 

※ マイレージ等のポイントを航空券の購入に充てた場合、そのポイント利用分は支出 

対象外とします。 

 ○ＪＡＬ：クラス J の利用について 

同予約日における、同一搭乗日・同一便・同一料金プランの普通席（エコノミークラス）

の見積りより安価であることを証明できる場合に限り、支給対象となります。 

○ＪＡＬ：ファーストクラス、ＡＮＡ：ファーストクラス（プレミアムクラス）の利用に 

ついて 

 金金額額のの多多寡寡にによよららずず、、研研究究費費かからら支支出出ででききまませせんん。。  

●●  船船舶舶賃賃    

乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支給できます。 

宿宿泊泊費費  （（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす））  

● 規規定定上上限限額額 11 泊泊ああたたりり上上限限 1199,,000000 円円を、申請に基づき支給します。 

 (1) 客室区分はスタンダードクラスを原則とし、最上位の客室区分（スイートルーム等） 

は利用不可です。 

 (2) やむを得ず他者分への立替えを行った場合は、実費精算とします。 

(3) 研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は、予約時の金額または 

ネット検索した金額等を出張申請書にご記入ください。 

調調査査  

活活動動費費  

●●  支支給給額額  33,,880000 円円（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日はは支支給給ででききまませせんん）） 

(1) 現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

(2) 船上調査についても、調査活動費を支給できます。 

(3) 研究拠点を海外におく研究者の調査活動費は p61「７ 在外研究員の旅費算定基準」 
に準じます。 

(4) 調査活動費を減額または不要な場合は、研究費担当事務室にお知らせください。  
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６６  海海外外出出張張（p63「10 提出書類に関する留意事項」も参照） 

((11))  提提出出書書類類  

出出張張前前のの提提出出書書類類  出出張張後後のの提提出出書書類類  

① 研究出張旅費申請書（海外） 
② 学会等に参加する場合：学会のプログラム等（写し可） 
③ 航空運賃の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」 
及び「旅程表」（請求書、領収書等に旅程記載があれば不要） 

④ 宿泊費の「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」（宿 
泊費の実費請求を伴う場合に限る。事後提出可） 

⑤ 安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシ 
ート等）：所属学部等事務室へ提出 

（特定個人研究費は以下①は不要） 
① 研究出張報告書（速やかにご提出ください） 
② 航空機搭乗券・半券、搭乗証明書等 
③ 宿泊費の実費請求を伴う場合： 

左記④参照 
④ 宿泊費の実費請求を伴わない場合： 

宿泊の事実を示す書類（p63参照） 

⑤ 現地で鉄道等を利用した場合： 
「請求書・見積書」又は「領収書・明細書」 

((22))  旅旅費費のの支支給給  

交交通通費費  ●●  国国内内運運賃賃  
空港まで（から）の経済的かつ合理的な経路を支給します。 

※ 原則 IC 料金にて計算し、通勤経路申請区間（定期券区間）を除く。ただし、海外出張に 
付随する国内の旅費について、成田・羽田等の国際空港を起点または終点とする移動に関 
わる費用について、原則として特別料金を支給します。 

※ 国内における宿泊費と調査活動費は、国内出張に準じます。 
●●  航航空空賃賃・・・下表のとおり 

※ 航航空空会会社社のの割割引引制制度度ななどど経経済済的的かかつつ合合理理的的なな方方法法をを選選択択ししてて、、安安価価にに購購入入すするるこことと。。 
※ 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、燃油特別付加運 

賃を含む。 
 教授・准教授 専任講師・助教 助手 

直線距離 

7,000 ㎞超 

（※1）参照 

エエココノノミミーーククララスス  

又又ははビビジジネネススククララススのの

実実費費（プレミアム・エコノ

ミーその他これらに相当す

るクラスを含む） 

エエココノノミミーーククララスス  

又又ははビビジジネネススククララススのの

実実費費（プレミアム・エコノ

ミーその他これらに相当す

るクラスを含む） 
エエココノノミミーー  

ククララススのの実実費費  

直線距離 

7,000 ㎞以下 

（※1）参照 

原原則則ととししててエエココノノミミーー

ククララススのの実実費費  

（※2）参照 

（（※※11））直直線線距距離離 77,,000000 ㎞㎞超超のの考考ええ方方（（以以下下、、事事例例））  

 
          区間 1                    区間 2                

 
          区間 1                    区間 2  

 

 

 

＜＜日日本本かからら 77,,000000 ㎞㎞未未満満のの目目安安＞＞  

  アジア全域（モルディブ除く）、ハワイ、オーストラリア北部などが挙げられます。 

  

出発地（日本） 研究用務地Ａ（フランクフルト） 研究用務地Ｂ（パリ） 

出出発発地地（（日日本本））かからら最最終終降降機機地地（（パパリリ））のの一一区区間間をを指指ししまますす  

区間１及び区間２の区間が、それぞれ 7,000 ㎞であるかは問いません。 

出発地（日本） 乗換地（香港） 研究用務地（パリ） 
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（（※※22））ビビジジネネススククララススのの実実費費がが支支出出可可能能なな場場合合（（専専任任講講師師、、助助教教））  

直線距離 7,000 ㎞以下であっても、下記のいずれかに該当する場合は、ビジネスクラス 

（プレミアム・エコノミーその他これらに相当するクラスを含む）の実費を支給します。 

 ((11))  健健康康上上のの理理由由  

所定の理由書にビジネスクラスの利用が相当である理由を記載し、航空券予約前に研究 

費担当事務室までご提出ください。理由書の記載内容により、利用可否を判断します。 

  ((22))  航航空空賃賃のの比比較較  

航空券予約時の見積取得を必須とし、「エコノミークラス＞ビジネスクラス」を証明で 

きる書類を事前にご提出ください。比較できる書類が事前に提出できない場合は、大学 

の定める方法によって算出したエコノミークラス料金をもって支出します。 

※※見見積積取取得得のの条条件件：：同同予予約約日日ににおおけけるる同同一一搭搭乗乗日日・・同同一一便便・・同同一一料料金金ププラランン  

●  船船舶舶、、鉄鉄道道賃賃実実費費 

種別が 2 等級ある場合は上級相当、3 等級以上の場合は、最上級から 1 つ下位の級相当の

実費とします。 

宿宿泊泊費費  （（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす））  

●●  規規定定上上限限額額（（11 泊泊ああたたりり））  

Ａ地域 シンガポール、大韓民国、香港を除くアジアの国・地域  2222,,550000 円円  

Ｂ地域 Ａ地域以外の国、地域                                3355,,000000 円円  

  ※ 各地域区分に属する国・地域の詳細は、「外務省ホームページ」によります。 

   （外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html） 

※ 下記「宿泊費の特例措置について」のケースを除き、上記規定額を上限として、申請 

に基づき支出します。研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は予約時 

の金額または現地支払時の金額を出張申請書に円通貨でご記入ください。 

※ やむを得ず他者分の立替えを行った場合は、実費精算とします。 

●●  規規定定上上限限額額をを超超ええてて、、実実費費をを支支出出すするる事事例例  

以下のケースで 1 泊あたりの規定上限額を超過する場合は、実費を支出します。 

手続方法の詳細は、別途配布する宿泊費特例措置の案内又は Oh-o!Meiji をご確認ください。 

① 国外開催の学会への参加に伴い、学会指定 

または推奨宿泊先を利用する場合 
所定の理理由由書書ををごご提提出出くくだだささいい 

② 本学指定業者（※※）の請求書による手配につ     

いて、規定上限額に収まらないことが業者から

示された場合 【【22002266 年年度度  新新・・特特例例措措置置】】 

所定の理理由由書書はは提提出出不不要要でですす 

※ 本学が指定する業者（本学と法人契約があるもの） 

株式会社明大サポート、株式会社エイチ・アイ・エス 

調調査査  

活活動動費費  

● 支支給給額額  77,,220000 円円（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日はは支支給給ででききまませせんん））  

(1) 現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

  ※ 現地交通費は調査活動費から支出するものですが、別途研究費から支出せざるを得な

い場合は、領収書（内容がわかる明細書含）が必要です。 

(2) 在外研究員は p61「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準じます。 

  ※ 在外研究員以外で、研究拠点を海外におく研究者が日本へ渡航する場合の出張旅費は

海外出張に準じ、日本に帰国後に国内出張を行う場合は国内出張に準じます。 

(3) 調査活動費を減額または不要な場合は、その旨を研究費担当事務室にお知らせください。 
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７７  在在外外研研究究員員のの旅旅費費算算定定基基準準  

国内出張：「４ 国内 31㎞未満の出張」「５ 国内 31㎞以上の出張」の基準 

海外出張：「６ 海外出張」の基準 

 在外研究員 
在外研究員／研究拠点
を海外におく研究者 

       

在外研究赴任先を 
起点とする出張 

日本への一時帰国の移動 
（研究目的の一時帰国） 日本への一時帰国中に

実施する国内出張 
赴任先国内 

その他の
外国 

自宅以外に宿泊 自宅に宿泊 

申請書書式 研究出張旅費申請書（（海海外外））を使用 
研究出張旅費申請書 

（（国国内内））を使用 

交通費 

海海外外出出張張にに準準ずずるる  

領収書必須 

（実費支給） 

海海外外出出張張にに準準ずずるる  

海外現地交通費・航空券代金： 

領収書必須（実費支給） 

国内鉄道・バス運賃： 

申請に基づき大学が算定 国国内内出出張張にに準準ずずるる  

出張距離により、いず

れかを参照 

 

国内 31 ㎞未満の出張 

又は 

国内 31 ㎞以上の出張 

宿泊費 
海海外外出出張張にに準準ずずるる  

提出書類等は p59・60・

63 を参照 

国国内内出出張張にに準準ずずるる  

宿泊先確認のため

領収書、または宿

泊施設利用証明が

必須 

（上上限限 1199,,000000 円円） 

支支給給ししなないい  

調査 

活動費 

（研究費※） 

国国内内出出張張にに

準準ずずるる  

距離が 31km

以上に限る 

海海外外出出張張

にに準準ずずるる  
支支給給ししなないい  

※ 在外研究赴任先での研究出張(赴任先国内及びその他の外国)においては、原則として研究 

費からその調査活動費を支給します。 

本学の在外研究員制度を利用し、在外にて研究を行っている期間中に、やむを得ず一時帰 

国する場合は、理由にかかわらず必ず事前に「在外研究一時帰国願」を所属学部等事務室に 

提出し、教授会等の承認を受けてください。詳細は「在外研究の手引き」をご確認ください。 

  

８８  レレンンタタカカーー、、タタククシシーーのの利利用用  

(1) やむを得ない理由に限り、支出できます。支出を希望する場合は事情・状況等を事前に研 

究費担当事務室へ相談の上、理由書をご提出ください。 

(例) ○最寄り駅から目的地への公共交通機関がない。 

○公共交通機関の本数が少なく、予定時間内に目的を果たすことができない、等 

  (2) 支出が認められた場合は、必要書類としてその「見積書・納品書・請求書（要社判）」また 

は「明細が分かる書類・領収書または請求書（要社判）」を加えてご提出ください。 

(3) レンタカー利用時に追加加入する任意保険（給付金が発生するもの）は、支出できません。 

  

９９  そそのの他他のの留留意意事事項項  

(1) 他研究機関所属の研究者であっても、本学が運営・管理する研究費を使用して出張する場 

合は、本マニュアルのルールが適用されます。 

(2)  複数の研究者が同じ旅程にて研究出張を行う場合でも、旅費の手配は各自で行い、原則と 

して研究者同士での立替えは行わないでください（複数名での申込みが安価である、至急 

支払う必要があるなど、合理的な理由がある場合は、事前にご相談ください）。 

(3) パパッッククププラランンのの利利用用（交通費及び宿泊費を個別で発注するより、安価な場合のみ利用可） 

○請求書、納品書、見積書、領収書は、パックプランの内訳（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭 
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（（※※22））ビビジジネネススククララススのの実実費費がが支支出出可可能能なな場場合合（（専専任任講講師師、、助助教教））  

直線距離 7,000 ㎞以下であっても、下記のいずれかに該当する場合は、ビジネスクラス 

（プレミアム・エコノミーその他これらに相当するクラスを含む）の実費を支給します。 

 ((11))  健健康康上上のの理理由由  

所定の理由書にビジネスクラスの利用が相当である理由を記載し、航空券予約前に研究 

費担当事務室までご提出ください。理由書の記載内容により、利用可否を判断します。 

  ((22))  航航空空賃賃のの比比較較  

航空券予約時の見積取得を必須とし、「エコノミークラス＞ビジネスクラス」を証明で 

きる書類を事前にご提出ください。比較できる書類が事前に提出できない場合は、大学 

の定める方法によって算出したエコノミークラス料金をもって支出します。 

※※見見積積取取得得のの条条件件：：同同予予約約日日ににおおけけるる同同一一搭搭乗乗日日・・同同一一便便・・同同一一料料金金ププラランン  

●  船船舶舶、、鉄鉄道道賃賃実実費費 

種別が 2 等級ある場合は上級相当、3 等級以上の場合は、最上級から 1 つ下位の級相当の

実費とします。 

宿宿泊泊費費  （（食食事事代代等等はは支支出出ででききまませせんん。。含含ままれれてていいるる場場合合はは除除いいてて支支出出ししまますす））  

●●  規規定定上上限限額額（（11 泊泊ああたたりり））  

Ａ地域 シンガポール、大韓民国、香港を除くアジアの国・地域  2222,,550000 円円  

Ｂ地域 Ａ地域以外の国、地域                                3355,,000000 円円  

  ※ 各地域区分に属する国・地域の詳細は、「外務省ホームページ」によります。 

   （外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html） 

※ 下記「宿泊費の特例措置について」のケースを除き、上記規定額を上限として、申請 

に基づき支出します。研究費を効率的に利用するため、上限未満で申請の場合は予約時 

の金額または現地支払時の金額を出張申請書に円通貨でご記入ください。 

※ やむを得ず他者分の立替えを行った場合は、実費精算とします。 

●●  規規定定上上限限額額をを超超ええてて、、実実費費をを支支出出すするる事事例例  

以下のケースで 1 泊あたりの規定上限額を超過する場合は、実費を支出します。 

手続方法の詳細は、別途配布する宿泊費特例措置の案内又は Oh-o!Meiji をご確認ください。 

① 国外開催の学会への参加に伴い、学会指定 

または推奨宿泊先を利用する場合 
所定の理理由由書書ををごご提提出出くくだだささいい 

② 本学指定業者（※※）の請求書による手配につ     

いて、規定上限額に収まらないことが業者から

示された場合 【【22002266 年年度度  新新・・特特例例措措置置】】 

所定の理理由由書書はは提提出出不不要要でですす 

※ 本学が指定する業者（本学と法人契約があるもの） 

株式会社明大サポート、株式会社エイチ・アイ・エス 

調調査査  

活活動動費費  

● 支支給給額額  77,,220000 円円（（研研究究にに係係るる用用務務をを行行わわなないい日日はは支支給給ででききまませせんん））  

(1) 現地で移動する際の交通費や食事代などに充当するための費用です。 

  ※ 現地交通費は調査活動費から支出するものですが、別途研究費から支出せざるを得な

い場合は、領収書（内容がわかる明細書含）が必要です。 

(2) 在外研究員は p61「７ 在外研究員の旅費算定基準」に準じます。 

  ※ 在外研究員以外で、研究拠点を海外におく研究者が日本へ渡航する場合の出張旅費は

海外出張に準じ、日本に帰国後に国内出張を行う場合は国内出張に準じます。 

(3) 調査活動費を減額または不要な場合は、その旨を研究費担当事務室にお知らせください。 
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乗クラス・金額・宿泊先・1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等）が確 

認できる書類をご提出ください。 

○参加の有無にかかわらず、観光や見学が付加されているものや、土産代が含まれているプ 

ランには支出できません。 

(4) 食事代は支出できません(食事の付かない宿泊プランをご利用ください。)。  

(5) 自己都合により発生したキャンセル料、変更手数料は原則として支出できません。 

(6) 任意の旅行保険は支出できません（加入しなければ渡航できない場合を除く）。 

(7)  学会出張旅費・国際学会参加渡航費助成、本学大学院の学会発表助成を申請している場合 

出張経費の一部について助成を受けている旨を「研究出張旅費申請書」備考欄に必ずご記 

入ください。 

(8) 「研究出張旅費申請書」の日程及び経路欄に内容を書ききれない場合は、省略せず、出発 

から帰着までをすべて「別紙 研究日程表」に記入し「研究出張旅費申請書」に添付してく 

ださい（「別紙 研究日程表」は本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です。）。 

(9) 目的（研究課題）を日程等で明確に切り分けられる場合のみ、複数の研究費を組み合わせ 

て出張することができます。目的別（研究課題）に出張申請書を作成し、支出する研究費の 

名称と切り分けを「別紙 研究日程表」に記入し、出張申請書に添付してご提出ください。 

（（例例１１））5泊 6日の出張 

科研費の研究・・・・・・前半 4日間 

研究所研究費の研究・・・後半 2日間 に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

研究所 

交通費 科研費※1 － － － － 研究所※１ 

宿泊費 － 科研費   研究所  － 

調査活動費 科研費    研究所  

  ※１ 交通費を二つの研究費で按分する場合、往路を科研費、復路を研究所研究費で支出します。 

飛行機利用等で、片道の料金内訳が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。 

なお、渡航費の按分方法として、往復料金の日割り計算はしない。（科研費往復料金×4/6 日） 

  

（（例例２２））5泊 6日の出張 

科研費の研究・・・・・・・前半 3日間及び後半 2日間 

特定個人研究費の研究・・・日程の中日（1日間） に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

特定個人 

 

科研費 

交通費 科研費 － － － － 科研費 

宿泊費 － 科研費  特定個人 科研費  － 

調査活動費 科研費   特定個人 科研費  

 

(10) 安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシート等） 

海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報） 

提供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

研
究
出
張
旅
費

62



62 

乗クラス・金額・宿泊先・1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等）が確 

認できる書類をご提出ください。 

○参加の有無にかかわらず、観光や見学が付加されているものや、土産代が含まれているプ 

ランには支出できません。 

(4) 食事代は支出できません(食事の付かない宿泊プランをご利用ください。)。  

(5) 自己都合により発生したキャンセル料、変更手数料は原則として支出できません。 

(6) 任意の旅行保険は支出できません（加入しなければ渡航できない場合を除く）。 

(7)  学会出張旅費・国際学会参加渡航費助成、本学大学院の学会発表助成を申請している場合 

出張経費の一部について助成を受けている旨を「研究出張旅費申請書」備考欄に必ずご記 

入ください。 

(8) 「研究出張旅費申請書」の日程及び経路欄に内容を書ききれない場合は、省略せず、出発 

から帰着までをすべて「別紙 研究日程表」に記入し「研究出張旅費申請書」に添付してく 

ださい（「別紙 研究日程表」は本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です。）。 

(9) 目的（研究課題）を日程等で明確に切り分けられる場合のみ、複数の研究費を組み合わせ 

て出張することができます。目的別（研究課題）に出張申請書を作成し、支出する研究費の 

名称と切り分けを「別紙 研究日程表」に記入し、出張申請書に添付してご提出ください。 

（（例例１１））5泊 6日の出張 

科研費の研究・・・・・・前半 4 日間 

研究所研究費の研究・・・後半 2 日間 に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6 日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

研究所 

交通費 科研費※1 － － － － 研究所※１ 

宿泊費 － 科研費   研究所  － 

調査活動費 科研費    研究所  

  ※１ 交通費を二つの研究費で按分する場合、往路を科研費、復路を研究所研究費で支出します。 

飛行機利用等で、片道の料金内訳が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。 

なお、渡航費の按分方法として、往復料金の日割り計算はしない。（科研費往復料金×4/6 日） 

  

（（例例２２））5泊 6日の出張 

科研費の研究・・・・・・・前半 3日間及び後半 2日間 

特定個人研究費の研究・・・日程の中日（1日間） に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6 日目 

目的 

（研究課題） 

 

科研費 

 

特定個人 

 

科研費 

交通費 科研費 － － － － 科研費 

宿泊費 － 科研費  特定個人 科研費  － 

調査活動費 科研費   特定個人 科研費  

 

(10) 安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシート等） 

海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外での技術（情報） 

提供等）を行う場合には、事前の確認が必要です。 

学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 
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1100  提提出出書書類類にに関関すするる留留意意事事項項  

出出張張前前のの提提出出書書類類  

研研究究出出張張旅旅費費申申請請書書  

  出張前に所属学部等事務室等（中野は研究費担当事務室）に提出し、所属長等の承認を受け

てください。 

航航空空運運賃賃のの「「請請求求書書・・見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

(1) 請求書、見積書、領収書は、航空運賃等の明細（搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラ 
ス・金額の内訳）が明記されているものをご提出ください。 

(2) 大学から業者に支払うには、3週間程度を要します。請求書の支払期限にご留意ください。 

旅旅程程表表  

(1) 搭乗者名・搭乗地・搭乗日・搭乗クラス・金額が明記されているものをご提出ください。 

(2) 航空運賃の請求書、領収書等に記載があれば不要です。  

宿宿泊泊費費のの「「請請求求書書、、見見積積書書」」ままたたはは「「領領収収書書・・明明細細書書」」  

請求書、見積書、領収書は、1泊あたりの宿泊料、宿泊日、宿泊人数、税金、食事代等のわか

るものをご提出ください。 

 

出出張張後後にに提提出出すするる書書類類  

現現地地到到着着のの証証拠拠書書類類【【対対象象：：国国内内出出張張】】（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

(1) 宿泊をした場合  

原則として宿泊施設の領収書や施設利用証明書（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可

能） 

(2) 宿泊をしていない場合 

出張先の地名と日付が記載された領収書やレシート、改札にて押印された特急券、乗車券な 

どをご提出ください。 

宿宿泊泊のの事事実実をを示示すす書書類類【【対対象象：：海海外外出出張張】】（（全全研研究究費費でで提提出出））  

海外宿泊費において実費請求によらない支出を行う場合、原則として、宿泊施設の領収書や

施設利用証明書（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能） 

※ 当該の目的においては、クレジットカード明細の提出は不要です。 

出出張張報報告告書書（（特特定定個個人人研研究究費費はは提提出出不不要要））  

(1) 出張終了後、速やかにご提出ください。 

(2) 今回の出張で得られた成果や研究課題との関連などをご記入ください。 

(3) 同行者が複数の場合は研究代表者等管理者に準じた者が作成し、全員の業務について記載 

があれば 1部のみの提出で結構です。現地到着の証拠書類は全員分必要です。 

航航空空機機搭搭乗乗券券・・半半券券、、搭搭乗乗証証明明書書  等等  

往復ともご提出ください。  

※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等については、内容（領収を意味する文言、 

取引内容等）が分かるようにメモを付してご提出ください。 

※ 海外通貨のレート換算は p39 をご参照ください。 
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1111  出出張張申申請請書書等等のの提提出出書書類類一一覧覧表表  

出張申請書   ：必ず事前に所属学部等事務室へご提出ください。 

近距離出張申請書：事後に速やかにご提出ください。 

 

●：すべての研究費で必要 ◯：特定個人以外の研究費で必要 ▲：すべての研究費でいずれか必要 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 
近
距
離
出
張
申
請
書 

研
究
出
張
旅
費
申
請
書
［
国
内
］ 

研
究
出
張
旅
費
申
請
書
［
海
外
］ 

学
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
写
し
可
） 

研
究
出
張
報
告
書 

現
地
到
着
証
拠
書
類 

［
国
内
］ 

※
１ 

航
空
運
賃
請
求
書
・
見
積
書 

航
空
運
賃
領
収
書
・
明
細
書 

旅
程
表 

航
空
機
搭
乗
券
・
半
券 

 
 
 

 

※
６ 

宿
泊
費
請
求
書
・
見
積
書
［
海
外
］
※
２ 

宿
泊
費
領
収
書
・
内
訳
書
［
海
外
］
※
２ 

宿
泊
の
事
実
を
示
す
書
類
［
海
外
］
※
２ 

鉄
道
運
賃
請
求
書
・
見
積
書 

鉄
道
運
賃
領
収
書
・
内
訳
書 

種

類 
宿

泊 
交

通 
出張目的 

近近
距距
離離  

宿
泊
な
し 

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張 ●               

学会参加※5 ○   ○            

国国
内内  

宿
泊
あ
り 

航
空
機 

調査等出張  
●   

○  
▲ ▲ ※3 ●      

学会参加※5  
○  

○ ○  
▲ ▲ ※3 ○      

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張  ●   ○ ○          

学会参加※5  ○  ○ ○ ○          

宿
泊
な
し 

航
空
機 

調査等出張  
●   

○  
▲ ▲ ※3 ●      

学会参加※5  
○  

○ ○  
▲ ▲ ※3 ○      

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張  ●   ○ ○          

学会参加※5  ○  ○ ○ ○          

海海
外外  

宿
泊
あ
り 

航
空
機 

調査等出張   
●  

○  
▲ ▲ ※3 ● ▲ ▲ ▲ ※4 ※4 

学会参加※5   
○ ○ ○  

▲ ▲ ※3 ○ ▲ ▲ ▲ ※4 ※4 

※１ p63 の「１０ 提出書類に関する留意事項」の「現地到着の証拠書類」をご参照ください。  
※２ p59 の提出書類、p63 の「１０ 提出書類に関する留意事項」をご参照ください。  

【宿泊費の実費請求の場合】⑪または⑫が必要です。 【宿泊費上限申請の場合】⑬が必要です。  
※３ ⑦または⑧に旅程が記載されていなければ、⑨が必要です。     
※４ 海外の現地移動で鉄道・バスを利用し、運賃を申請する場合には⑭または⑮が必要です。  
※５ ここで定める学会出張は研究出張旅費のことであり、学内経費「学会出張旅費」、「国際学会参加渡航費助

成」をさすものではありません。学内経費についての詳細は以下をご参照ください。  
    学会出張旅費：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/gakkai.html     

国際学会参加渡航費助成：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/kokusai.html   
   また、特定個人研究費で学会参加のみの出張は旅費支給の対象になりません。   
※６ ⑩がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等（出入国がわ 

かるもの）が必要です。         

○申請書等フォーマットは本学ＨＰ

をご活用ください。 

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/fo
rmat.html 
 
○請求書・納品書・領収書の宛名に 
は「明治大学所属学部等研究者又は
購入者氏名」を必ず明記してくださ

い。 
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【【専専任任教教員員以以外外のの旅旅費費支支給給基基準準】】  

資資格格等等  基基準準等等  調調査査活活動動費費  

① 名誉教授 教授・准教授に準じて支給する。 

((11))  国国内内3311㎞㎞未未満満  

日曜日・祝祭日・大

学の定める休日に

限り、国内 31km 以

上と同様に支出で

きます。 

 

((22))  国国内内3311㎞㎞以以上上  

 3,800 円（一律） 

 

((33))  海海外外  

7,200 円（一律） 

② 特任教員・客員教員 
資格（教授・准教授・講師）に応じて支

給する。 

③ 兼任講師 

専任講師・助教に準じて支給する。 

④ 専門研究員・博士研究員・

研究員・特別研究員  

⑤ (独)日本学術振興会特別

研究員(SPD、PD、RPD) 

⑥ 研究支援者 

助手に準じて支給する。 

⑦ ＲＡ 

⑧ (独)日本学術振興会特別

研究員(DC２、DC１) 

⑨ 本学または他大学所属の

学生（研究協力者・補助者） 

⑩ 他大学所属の者 

（学生を除く） 

他大学での資格に応じて、本学の資格 

を適用して支給する。 

⑪ ①から⑩までに該当しな 

い者(客員研究員など) 

研究代表者又は研究分担者が相当すると

認める資格に準じて支給する。 

⑫ その他 

複数の職を持ち、支給基準が異なるケ 

ースが発生した場合は、最も高額の資 

格に準じて支給する。 

  

  

 

 

  

当該研究の研究テーマに関連した論文を投稿・掲載するためにかかる費用 

提出

書類 

(1) 請求書または領収書（払込請求書兼領収書等でも可） 

(2) 明細書（投稿料、掲載料等内訳及びその支払期限等が明記された論文掲載要領等） 

(3) 投稿した論文タイトル・執筆者の確認ができるもの（論文の表紙等の写し） 

留意

事項 

(1) 論文投稿料・掲載料は、原則として支払った年度の経費からの支出となります。 

費用の内訳及び支払期日が分かる書類をご提出ください。 

ただし、科研費等一部の研究費では、論文の掲載が年度内に確認できない場合、

支出できないことがあります。上記「提出書類」(2)にある論文掲載要領等の資料に

より、研究費担当事務室へご相談ください。 

(2) 論文タイトル及び執筆者について、整合性のある研究費から支出してください。 

(3) 論文投稿先・掲載先について、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」に

掲載の事前点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。 

「追加の確認が必要」との点検結果になった場合に限り、チェックしたシートをご

提出ください。 

論論文文投投稿稿料料・・掲掲載載料料  
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1111  出出張張申申請請書書等等のの提提出出書書類類一一覧覧表表  

出張申請書   ：必ず事前に所属学部等事務室へご提出ください。 

近距離出張申請書：事後に速やかにご提出ください。 

 

●：すべての研究費で必要 ◯：特定個人以外の研究費で必要 ▲：すべての研究費でいずれか必要 

  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 
近
距
離
出
張
申
請
書 

研
究
出
張
旅
費
申
請
書
［
国
内
］ 

研
究
出
張
旅
費
申
請
書
［
海
外
］ 

学
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
（
写
し
可
） 

研
究
出
張
報
告
書 

現
地
到
着
証
拠
書
類 

［
国
内
］ 

※
１ 

航
空
運
賃
請
求
書
・
見
積
書 

航
空
運
賃
領
収
書
・
明
細
書 

旅
程
表 

航
空
機
搭
乗
券
・
半
券 

 
 
 

 

※
６ 

宿
泊
費
請
求
書
・
見
積
書
［
海
外
］
※
２ 

宿
泊
費
領
収
書
・
内
訳
書
［
海
外
］
※
２ 

宿
泊
の
事
実
を
示
す
書
類
［
海
外
］
※
２ 

鉄
道
運
賃
請
求
書
・
見
積
書 

鉄
道
運
賃
領
収
書
・
内
訳
書 

種

類 
宿

泊 
交

通 
出張目的 

近近
距距
離離  

宿
泊
な
し 

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張 ●               

学会参加※5 ○   ○            

国国
内内  

宿
泊
あ
り 

航
空
機 

調査等出張  
●   

○  
▲ ▲ ※3 ●      

学会参加※5  
○  

○ ○  
▲ ▲ ※3 ○      

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張  ●   ○ ○          

学会参加※5  ○  ○ ○ ○          

宿
泊
な
し 

航
空
機 

調査等出張  
●   

○  
▲ ▲ ※3 ●      

学会参加※5  
○  

○ ○  
▲ ▲ ※3 ○      

鉄
道
・
バ
ス 

調査等出張  ●   ○ ○          

学会参加※5  ○  ○ ○ ○          

海海
外外  

宿
泊
あ
り 

航
空
機 

調査等出張   
●  

○  
▲ ▲ ※3 ● ▲ ▲ ▲ ※4 ※4 

学会参加※5   
○ ○ ○  

▲ ▲ ※3 ○ ▲ ▲ ▲ ※4 ※4 

※１ p63 の「１０ 提出書類に関する留意事項」の「現地到着の証拠書類」をご参照ください。  
※２ p59 の提出書類、p63 の「１０ 提出書類に関する留意事項」をご参照ください。  

【宿泊費の実費請求の場合】⑪または⑫が必要です。 【宿泊費上限申請の場合】⑬が必要です。  
※３ ⑦または⑧に旅程が記載されていなければ、⑨が必要です。     
※４ 海外の現地移動で鉄道・バスを利用し、運賃を申請する場合には⑭または⑮が必要です。  
※５ ここで定める学会出張は研究出張旅費のことであり、学内経費「学会出張旅費」、「国際学会参加渡航費助

成」をさすものではありません。学内経費についての詳細は以下をご参照ください。  
    学会出張旅費：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/gakkai.html     

国際学会参加渡航費助成：https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/kokusai.html   
   また、特定個人研究費で学会参加のみの出張は旅費支給の対象になりません。   
※６ ⑩がない場合は、搭乗証明書等（搭乗したことがわかるもの）やパスポート出入国スタンプ等（出入国がわ 

かるもの）が必要です。         

○申請書等フォーマットは本学ＨＰ

をご活用ください。 

https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/fo
rmat.html 
 
○請求書・納品書・領収書の宛名に 
は「明治大学所属学部等研究者又は
購入者氏名」を必ず明記してくださ

い。 

論
文
投
稿
料
・
掲
載
料

研
究
出
張
旅
費
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提

出

書

類 

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、領収書がない場合はＡＴＭ利用明細書でも可） 

(2) 明細書（費用内訳等が明記されたもの等） 

(3) 学会等実施日、参加費・登録料が記載された開催通知や Webサイトのハードコピー等 

※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等については、内容（領収を意味する 

文言、取引内容等）が分かるようにメモを付してご提出ください。 

※ 参加費は、支払時期にかかわらず、その実施年度の経費から支出されます。必ず実

施日が明記された書類をご提出ください。実施年度の前年度中に支払いが必要な場合

は、お立替えの上、支払期日の分かる書類をあわせてご提出ください。 

※ 学会等からの郵便局払込書や請求書での請求については立替払いをお願いします。 

（「明治大学」が振込元の場合、会員名が不明となり、学会側で入金管理ができない場 

合があるため） 

留

意

事

項 

(1) 懇親会費、昼食代等を支出している場合は、それらを除いた参加費のみ支出します。 

(2) 学会等の参加費と出張旅費は、一連の費用として同じ研究費から支出しなければな 

りません。 

(3) 研究に直接関わりのない講座等の参加費等は支出できません。 

(4) 学会（オンライン開催含む）において、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場 

合または特定の者との間で非公開の情報交換を行う場合 

対象となる者について、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前 

点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「追加の確認が必要」 

との点検結果になった場合に限り、チェックしたシートをご提出ください。 

 

 

 

特定個人研究費、科研費及び研究支援経費から支出できます。 

※ 企業からの受託研究・共同研究、学術研究奨励寄付金でも支出可能な場合があります。詳 

細は研究費担当事務室までお問い合わせください。 

提

出

書

類 

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、ＡＴＭ利用明細書等でも可） 

※ 学会等年会費（円建て）は、Web領収書の場合にもカード明細等の補完書類は不要で

す。 

(2) 学会等が発行する会費の「年度」と「金額」が明記された請求通知や学会規則、年会

費が記載された案内通知、払込取扱票や振込用紙のコピー等それに代わるもの 

  ※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等は、内容（領収を意味する文言、取 

引内容等）が分かるようにメモを付してご提出ください。 

   ※ 学会等からの郵便局払込書や請求書での請求については立替払いをお願いします。 

（「明治大学」が振込元の場合、会員名が不明となり、学会側で入金管理ができない場 

合があるため） 

留

意

事

項 

(1) 原則として今年度にかかる費用の支出ができます。 

(2) 学会の会期が年度をまたぐ場合（例：1/1～12/31）や、前納制の翌年度分年会費（期 

間が 4/1 以降のもの）の場合 

翌年度、本学に在職される方は支出できます。なお、大学会計上 1会計年度につき 1 

年分の年会費支出になるよう管理してください。 

(3) 複数年度分の学会費を支払った場合 

各年度分の明細が分かる書類をご提出ください。原則として当該年度分のみの支出と 

なり、過年度分については支出できません。 

学学会会等等参参加加費費・・登登録録料料  

学学会会等等年年会会費費  

学
会
等
年
会
費

学
会
参
加
費
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・研究の遂行にあたって、どのように仕事を依頼するかによって、それぞれ必要書類や手順が異 

なりますのでご注意ください。 

・アルバイト給与及び謝金は、研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

・非居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者・外国法 

人（p72参照）に依頼する場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。 

学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

 

 

  実験の記録、分析補助や収集した調査資料の分類等のための研究補助業務(アルバイト) （以

下「アルバイト」という。）に給与を支出することができます。 

アルバイトの給与は、従事期間にかかわらず所得税を乙欄課税とし、源泉徴収した上で、直

接本人へ振り込みます。アルバイトの使用は以下の条件を満たすことが必要です。 

    ((11))  業業務務のの遂遂行行にに当当たたりり個個々々のの作作業業ににつついいてて、、研研究究者者がが指指揮揮監監督督すするる。。  

((22))  材材料料、、作作業業用用具具をを研研究究者者がが用用意意すするる。。  

  ※アルバイト本人の自宅など研究者の監督下ではない場所で、データを加工する業務等を行

う場合は、以下の「３」「４」となります。 

  ➡ 詳しくは p71をご参照ください。 

 

 

 

  本学では、研究を遂行する上で必要となる研究推進員（専門研究員、博士研究員、研究員、

特別研究員）、研究支援者（RA、研究技術員、補助研究員）の給与及び社会保険料（法人負担分）

を研究費から全て充当することで雇用することができます。法人が負担する社会保険の種類と

負担額は雇用する時間数によって異なりますので、研究費担当事務室にお問い合せください。 

なお、利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない場合があ

りますので、p104を参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己または第三者の利益を優先さ 

せる行為 

  (1) 雇用を希望する場合：原則として毎月 1日付け採用です。 

申請書は採用の 1か月前までにご提出ください。 

(2) 雇   用   契   約 ：明治大学（法人）と本人が雇用契約を結びます。 

(3) 退 職 す る 場 合 ：原則として月末付けの退職です。30日以上前までにお申し出い 

ただき、速やかに退職願をご提出ください。 

➡ 採用に当たっては、p112「明治大学研究推進員及び研究支援者の採用等に関する規程」を

ご確認ください。 

 

 

  個人や NPO、各種協会等の団体に、通訳や講演、専門知識の供与を得るインタビュー等を依頼

し、その成果物等に対する報酬を支出することができます。また、依頼した方を招聘するため

の旅費も支出できます。 

  ➡ 詳しくは p78及び p84 をご参照ください。 

 

 

  測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし、通訳等を業務として行っている業

者等に業務委託し、その成果物等に対する委託費を支出することができます。 

  ➡ 詳しくは p82をご参照ください。 

研研究究遂遂行行ののたためめ個個人人やや業業者者にに仕仕事事をを依依頼頼すするる  

１１  研研究究者者のの指指揮揮監監督督のの下下、、研研究究補補助助業業務務（（アアルルババイイトト））にに従従事事ししててももららうう  

 

２２  一一定定のの期期間間、、研研究究ススタタッッフフととししてて研研究究業業務務にに従従事事ししててももららうう、、ままたたはは研研究究ススタタッッフフのの補補

助助者者ととししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

補補助助者者ととししてて従従事事ししててももららうう（（研研究究推推進進員員・・研研究究支支援援者者のの雇雇用用））((特特定定個個人人研研究究費費はは不不可可))  

  

 

３３  本本業業ととししてていいなないい個個人人やや団団体体へへ、、通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる  

  

 

４４  本本業業ととししてていいるる業業者者へへ、、成成分分分分析析やや英英文文校校閲閲等等をを業業務務委委託託すするる  
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提

出

書

類 

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、領収書がない場合はＡＴＭ利用明細書でも可） 

(2) 明細書（費用内訳等が明記されたもの等） 

(3) 学会等実施日、参加費・登録料が記載された開催通知や Webサイトのハードコピー等 

※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等については、内容（領収を意味する 

文言、取引内容等）が分かるようにメモを付してご提出ください。 

※ 参加費は、支払時期にかかわらず、その実施年度の経費から支出されます。必ず実

施日が明記された書類をご提出ください。実施年度の前年度中に支払いが必要な場合

は、お立替えの上、支払期日の分かる書類をあわせてご提出ください。 

※ 学会等からの郵便局払込書や請求書での請求については立替払いをお願いします。 

（「明治大学」が振込元の場合、会員名が不明となり、学会側で入金管理ができない場 

合があるため） 

留

意

事

項 

(1) 懇親会費、昼食代等を支出している場合は、それらを除いた参加費のみ支出します。 

(2) 学会等の参加費と出張旅費は、一連の費用として同じ研究費から支出しなければな 

りません。 

(3) 研究に直接関わりのない講座等の参加費等は支出できません。 

(4) 学会（オンライン開催含む）において、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場 

合または特定の者との間で非公開の情報交換を行う場合 

対象となる者について、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前 

点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「追加の確認が必要」 

との点検結果になった場合に限り、チェックしたシートをご提出ください。 

 

 

 

特定個人研究費、科研費及び研究支援経費から支出できます。 

※ 企業からの受託研究・共同研究、学術研究奨励寄付金でも支出可能な場合があります。詳 

細は研究費担当事務室までお問い合わせください。 

提

出

書

類 

(1) 領収書（払込請求書兼領収書、ＡＴＭ利用明細書等でも可） 

※ 学会等年会費（円建て）は、Web領収書の場合にもカード明細等の補完書類は不要で

す。 

(2) 学会等が発行する会費の「年度」と「金額」が明記された請求通知や学会規則、年会

費が記載された案内通知、払込取扱票や振込用紙のコピー等それに代わるもの 

  ※ 外国語（特に英語以外）で記載された領収書等は、内容（領収を意味する文言、取 

引内容等）が分かるようにメモを付してご提出ください。 

   ※ 学会等からの郵便局払込書や請求書での請求については立替払いをお願いします。 

（「明治大学」が振込元の場合、会員名が不明となり、学会側で入金管理ができない場 

合があるため） 

留

意

事

項 

(1) 原則として今年度にかかる費用の支出ができます。 

(2) 学会の会期が年度をまたぐ場合（例：1/1～12/31）や、前納制の翌年度分年会費（期 

間が 4/1以降のもの）の場合 

翌年度、本学に在職される方は支出できます。なお、大学会計上 1 会計年度につき 1 

年分の年会費支出になるよう管理してください。 

(3) 複数年度分の学会費を支払った場合 

各年度分の明細が分かる書類をご提出ください。原則として当該年度分のみの支出と 

なり、過年度分については支出できません。 

学学会会等等参参加加費費・・登登録録料料  

学学会会等等年年会会費費  
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2024年 11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（通称：フリーランス保

護新法）が施行されたことに伴い、同法律に定める特定受託事業者（フリーランス）との取引に

際し、取引条件通知書の提供が必要となりました。謝金（報酬）及び業務委託の取引相手に対し、

特定受託事業者に該当するかを確認の上、該当する旨の申告があった場合は、以下の対応が必要

となりますのでご留意ください。 

 

１１  特特定定受受託託事事業業者者ととはは  

(1) 特定受託事業者（フリーランス）とは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する

法律」第二条の以下定めに該当する者をさします。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する

社員、監事若しくは監査役これらに準ずるものを言う。）がなく、かつ、従業員を使用

しないもの 

(2) なお、取引相手が上記の要件に合致する特定受託事業者（フリーランス）であるか否かは、

当事者の申告によって判断されます。この場合において、取引相手の国籍や所得税法上の区

分（居住者または非居住者）は問いません。 

 

２２  特特定定受受託託事事業業者者（（フフリリーーラランンスス））ととのの取取引引ににつついいてて  

(1) 取引相手から上記の特定受託事業者（フリーランス）に該当する旨の申告があった場合、

その取引における研究費の取扱いが謝金（報酬）または業務委託のいずれに準じるかは、下

表をご参照ください。 

(2) 特定受託事業者（フリーランス）との取引に際しては、取引条件通知書の送付が必要です

（次ページ３参照）。その他提出書類については、実際の取引形態に応じて、p77「謝金（報

酬）」または p82「業務委託」のページをご確認ください。 

(3) 特定受託事業者（フリーランス）のうち、「個人」（第二条の一に該当する者）との取引に

際しては、必ず大学側で源泉徴収を行います。取引金額における源泉徴収税の取扱いについ

て、相手先と齟齬がないよう確認の上、証憑等に明記するようご留意ください。特に、仲介

業者を介して特定受託事業者（フリーランス）と取引する場合、適切に源泉徴収されず支払

が行われる場合がありますので、細心の注意を払うようお願いします。 

なお、研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

特特定定受受託託  

事事業業者者のの種種別別  
取取引引形形態態  研研究究費費のの取取扱扱いい  

所所得得税税法法上上

のの区区分分  

源源泉泉徴徴収収

のの取取扱扱いい  

個人 

(第二条の一) 

「見積書・納品書・請求書」に

よらない取引を行う場合 

謝金に準ずる 

（p77～81参照） 
個人（居住

者・非居住

者） 

大学で 

実施 

「見積書・納品書・請求書」に

よる取引を行う場合 

業務委託に 

準ずる 

（p82参照） 
法人 

(第二条の二) 
法人 

不要 

（法人税） 

フフリリーーラランンスス保保護護新新法法へへのの対対応応  
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３３  取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの取取扱扱いいににつついいてて  

(1) 前述のとおり、特定受託事業者（フリーランス）との取引に際しては、法令に基づき、下

表の①～⑩の項目を通知する必要があります。本学 HP「学内フォーマット集」に取引条件通

知書のサンプル書式を掲載していますので、詳細はそちらをご確認ください。 

(2) 当該の通知は、メールで送付することを原則とし、メールの控え（コピー）を研究費担当

事務室へご提出ください。やむを得ず書面で送付した場合にも、同じくその控えをご提出く

ださい。なお、大学発注案件においては、発注担当部署より当該の通知を行います。 

 

項項目目  内内容容等等  

① 業務委託事業者名称  「学校法人明治大学」＋依頼者の「所属学部・氏名」 

② 業務委託をした日 
依頼者と相手先の間で、取引条件を含めて業務委託することが決

まった（合意できた）日 

③ 業務委託の内容 報酬・手数料支払依頼書の「業務内容」と同等内容で可 

④ 役務提供の期日 

○ 講演・通訳等 → 役務の実施日 

○ 翻訳・校閲など成果物（納品物）が伴う場合  

→ 成果物の納入期限 

⑤ 役務提供の場所 

役務の実施場所や成果物等の受渡方法を記載 

○ 特定の場所で実施される場合（例：講演・通訳） 

→ 場所名を記載 

○ オンラインで実施される場合（例：専門的知識供与） 

→ オンラインの旨を記載  

○ 成果物（納品物）を伴う場合（例：翻訳・校閲） 

  → 直接納品の場合：納品場所を記載 

    メール等の場合：納品先のメールアドレスを記載                                

⑥ 報酬の額 当該金額が源泉徴収税を含むかを明記 

⑦ 報酬の支払期日 

受領日（検査の有無を問わず占有・支配下に置いた日）を 1日目と

して、60日以内のできる限り短い期間内で定める。 

※ 期日の特定が求められるため、「○月○日まで」や「○日以

内」等の書き方は不可 

（例）5月 1日納入・受領の場合：「支払期日：6月 30日」 

⑧ 
検査完了日（検査を 

する場合に限り記載） 

・大学による検品・検収日ではなく、依頼者自身による検査（納品

確認）を指す。 

・「⑦報酬の支払期日」と整合性を図り、受領日から 60日以内（※

注：60 営業日ではない）の設定が必要。 

（例）「納入された日から起算して 60日以内」 

⑨ 支払方法 
○ 大学から直接支払う場合 →「銀行振込」 

○ やむを得ず研究者が立替える場合 → 該当の支払方法を記載 

⑩ 
ハラスメント等 

相談一次窓口 
当該案件の研究費担当事務室の情報を記載（p21参照） 
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2024年 11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」（通称：フリーランス保

護新法）が施行されたことに伴い、同法律に定める特定受託事業者（フリーランス）との取引に

際し、取引条件通知書の提供が必要となりました。謝金（報酬）及び業務委託の取引相手に対し、

特定受託事業者に該当するかを確認の上、該当する旨の申告があった場合は、以下の対応が必要

となりますのでご留意ください。 

 

１１  特特定定受受託託事事業業者者ととはは  

(1) 特定受託事業者（フリーランス）とは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する

法律」第二条の以下定めに該当する者をさします。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する

社員、監事若しくは監査役これらに準ずるものを言う。）がなく、かつ、従業員を使用

しないもの 

(2) なお、取引相手が上記の要件に合致する特定受託事業者（フリーランス）であるか否かは、

当事者の申告によって判断されます。この場合において、取引相手の国籍や所得税法上の区

分（居住者または非居住者）は問いません。 

 

２２  特特定定受受託託事事業業者者（（フフリリーーラランンスス））ととのの取取引引ににつついいてて  

(1) 取引相手から上記の特定受託事業者（フリーランス）に該当する旨の申告があった場合、

その取引における研究費の取扱いが謝金（報酬）または業務委託のいずれに準じるかは、下

表をご参照ください。 

(2) 特定受託事業者（フリーランス）との取引に際しては、取引条件通知書の送付が必要です

（次ページ３参照）。その他提出書類については、実際の取引形態に応じて、p77「謝金（報

酬）」または p82「業務委託」のページをご確認ください。 

(3) 特定受託事業者（フリーランス）のうち、「個人」（第二条の一に該当する者）との取引に

際しては、必ず大学側で源泉徴収を行います。取引金額における源泉徴収税の取扱いについ

て、相手先と齟齬がないよう確認の上、証憑等に明記するようご留意ください。特に、仲介

業者を介して特定受託事業者（フリーランス）と取引する場合、適切に源泉徴収されず支払

が行われる場合がありますので、細心の注意を払うようお願いします。 

なお、研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

特特定定受受託託  

事事業業者者のの種種別別  
取取引引形形態態  研研究究費費のの取取扱扱いい  

所所得得税税法法上上

のの区区分分  

源源泉泉徴徴収収

のの取取扱扱いい  

個人 

(第二条の一) 

「見積書・納品書・請求書」に

よらない取引を行う場合 

謝金に準ずる 

（p77～81参照） 
個人（居住

者・非居住

者） 

大学で 

実施 

「見積書・納品書・請求書」に

よる取引を行う場合 

業務委託に 

準ずる 

（p82参照） 
法人 

(第二条の二) 
法人 

不要 

（法人税） 

フフリリーーラランンスス保保護護新新法法へへのの対対応応  
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マイナンバー制度開始後、源泉徴収する個人に個人番号（マイナンバー）の提供依頼を行うこ

ととなりました。 

 

１１  対対象象者者  

研究費で報酬を支払う際に源泉徴収を要する個人が対象です。 

(1) 研究補助業務（アルバイト）従事者 

(2) 通訳や講演等（p78「謝金（報酬）」に源泉徴収税率が記載されている役務）を行い、謝礼 

等（報酬）を受け取る個人（個人番号（マイナンバー）のない方を除く） 

 

２２  個個人人番番号号提提供供方方法法  

提供用書類 

研究費担当事務室にて、提供用の書類を用意しています。 

 (1) 個人番号提供のお願い文書（裏面に個人番号の利用目的図解入り） 

 (2) 個人番号届出書（講演者等が個人番号を記入する書面） 

 (3) 本人確認書類添付書面 

（番号確認書類と身元確認書類の添付用台紙） 

 (4) 人事部人事課宛の返信用封筒（うすいピンク色） 

チェックＩＤの

付与 

本学では、個人番号は人事課以外の部署が取り扱うことができませんの

で、研究費担当事務室等各部署は個人番号を提供いただく対象者に「チェ

ックＩＤ」を付与し、人事課と共有することでその管理をいたします。 

支出処理の際に必要となりますので、アルバイトの「勤務実績報告書兼

請求書」及び「報酬・手数料支払依頼書」に「チェックＩＤ」の記入欄を

設けています。 

研究補助業務

（アルバイト）

従事者 

事前のアルバイト説明の際に、上記「提供用書類」を本人にお渡し、ま

たは郵送します。 

通訳や講演等の

業務を行い、謝

礼等（報酬）を

受け取る個人 

(1) 研究者から直接対象者に渡す場合 

対象者にお渡しいただける機会がある場合は、上記「提供用書類」を

お渡ししますので、研究費担当者にお知らせください。 

(2) 対象者と会う機会がない場合 

「報酬・手数料支払依頼書」にある住所に研究費担当事務室から郵送しま 

す。 

 

３３  留留意意事事項項  

(1) 「チェックＩＤ」は各部署にて独自に管理するため、学内複数部署にて役務を行っている

方には、各部署から別々に個人番号提供依頼を行います。 

(2) 同一部署では「チェックＩＤ」の登録は原則１回で継続して使用します。 

(3) 上記２「提供用書類」は事務手続書類ですので、研究費で送付費用の支出はできません。

送付は研究費担当事務室で行います。 

(4) 詳しくは先に配布した人事課長発「マイナンバー（社会保障・税番号）制度に伴う学外の

個人への個人番号の提供依頼について」をご参照ください。 

(5) 上記２「提供用書類」は英語版もあります。必要な場合は、所属学部等事務室または研究

費担当事務室にお申し出ください。 

 

 

個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの提提供供  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
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研究費によるアルバイトの使用については、厳正な取扱いが求められています。労働基準法等

の法令遵守に留意し、適切な研究費の使用をお願いします。 

アルバイトの業務は、他の研究や授業・ゼミの手伝いと混同しないよう研究等目的を明確に区別

してください。  ☆ 労働条件通知書兼同意書、以下「通知書」という。  

  

１１  アアルルババイイトト説説明明かからら給給与与支支出出ままででのの手手順順      

駿駿河河台台・・和和泉泉キキャャンンパパスス      生生田田・・中中野野キキャャンンパパスス                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  アアルルババイイトト使使用用前前のの確確認認  

 (1) アルバイトの使用は以下「①」「②」の条件を満たすことが必要です。これ以外は請負業

務の成果の報酬となりアルバイトではありません（p67参照）。 

   ① 業務の遂行に当たり個々の作業について、研究者が指揮・監督する。 

   ② 材料、作業用具を研究者が用意する。 

(2) 本学の専任教職員（助教、助手含む）及び法人 PDはアルバイトをすることができません。 

(3) アルバイト従事者には、継続して勤務する場合でも、必ず、毎年度、業務開始前に研究費

担当事務室が案内する事前説明動画または説明資料を確認するよう、ご指示ください。 

(4) 利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない場合があり

ますので、p104 参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

   ※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己又は第三者の利益を優先させ 

る行為 

 (5) 本学以外の留学生をアルバイトとして従事させる場合は、入国管理局で資格外活動許可申

請の手続きをするようご指導ください。 

 

②②  アアルルババイイトト従従事事者者はは、、研研究究費費担担当当事事務務

室室かからら案案内内さされれるる「「事事前前説説明明動動画画」」をを

視視聴聴完完了了後後にに手手続続ききをを行行いい、、  

研研究究者者はは、、アアルルババイイトト従従事事者者かからら手手続続

きき完完了了のの報報告告をを受受けけたた後後、、アアルルババイイトト

使使用用をを開開始始ししててくくだだささいい。。  

        

③③  アアルルババイイトト従従事事者者本本人人がが「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」をを作作成成しし、、研研究究者者がが承承認認ししてて、、  

研研究究費費支支出出願願ととととももにに、、速速ややかかにに研研究究費費担担当当事事務務室室へへ提提出出  

④④  「「勤勤務務報報告告書書兼兼請請求求書書」」ををももととにに研研究究費費かかららアアルルババイイトト従従事事者者本本人人へへ給給与与をを振振込込  

①①  研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを使使用用ししたたいい旨旨をを

研研究究費費担担当当事事務務室室へへ連連絡絡しし、、資資料料等等ををメメ

ーールルでで受受けけ取取っっててくくだだささいい。。研研究究者者ととアア

ルルババイイトト従従事事予予定定者者はは、、説説明明動動画画をを視視聴聴

ししててくくだだささいい。。  

※※キキャャンンパパススにによよっってて若若干干対対応応がが異異ななりりまますす。。  

  

②②  研研究究者者ととアアルルババイイトト従従事事予予定定者者でで、、労労働働

条条件件ののすすりり合合わわせせをを行行いい、、指指定定のの方方法法

でで、、「「通通知知書書」」等等のの書書類類をを提提出出すするる。。担担

当当事事務務室室ででのの確確認認がが済済みみままししたたらら、、研研究究

者者のの監監督督・・責責任任のの下下ででアアルルババイイトトのの使使用用

をを開開始始ししててくくだだささいい。。  

  

①① 研研究究者者はは、、アアルルババイイトトをを従従事事ささせせるる前前

にに、、本本学学 HHPP（（学学内内フフォォーーママッットト集集））のの動動

画画 UURRLL よよりり動動画画をを視視聴聴後後にに、、「「通通知知書書・・

アアルルババイイトト使使用用申申請請シシーートト」」をを作作成成しし、、

研研究究費費担担当当事事務務室室へへメメーールル送送信信ししててくく

だだささいい。。  

アアルルババイイトトのの使使用用  
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マイナンバー制度開始後、源泉徴収する個人に個人番号（マイナンバー）の提供依頼を行うこ

ととなりました。 

 

１１  対対象象者者  

研究費で報酬を支払う際に源泉徴収を要する個人が対象です。 

(1) 研究補助業務（アルバイト）従事者 

(2) 通訳や講演等（p78「謝金（報酬）」に源泉徴収税率が記載されている役務）を行い、謝礼 

等（報酬）を受け取る個人（個人番号（マイナンバー）のない方を除く） 

 

２２  個個人人番番号号提提供供方方法法  

提供用書類 

研究費担当事務室にて、提供用の書類を用意しています。 

 (1) 個人番号提供のお願い文書（裏面に個人番号の利用目的図解入り） 

 (2) 個人番号届出書（講演者等が個人番号を記入する書面） 

 (3) 本人確認書類添付書面 

（番号確認書類と身元確認書類の添付用台紙） 

 (4) 人事部人事課宛の返信用封筒（うすいピンク色） 

チェックＩＤの

付与 

本学では、個人番号は人事課以外の部署が取り扱うことができませんの

で、研究費担当事務室等各部署は個人番号を提供いただく対象者に「チェ

ックＩＤ」を付与し、人事課と共有することでその管理をいたします。 

支出処理の際に必要となりますので、アルバイトの「勤務実績報告書兼

請求書」及び「報酬・手数料支払依頼書」に「チェックＩＤ」の記入欄を

設けています。 

研究補助業務

（アルバイト）

従事者 

事前のアルバイト説明の際に、上記「提供用書類」を本人にお渡し、ま

たは郵送します。 

通訳や講演等の

業務を行い、謝

礼等（報酬）を

受け取る個人 

(1) 研究者から直接対象者に渡す場合 

対象者にお渡しいただける機会がある場合は、上記「提供用書類」を

お渡ししますので、研究費担当者にお知らせください。 

(2) 対象者と会う機会がない場合 

「報酬・手数料支払依頼書」にある住所に研究費担当事務室から郵送しま 

す。 

 

３３  留留意意事事項項  

(1) 「チェックＩＤ」は各部署にて独自に管理するため、学内複数部署にて役務を行っている

方には、各部署から別々に個人番号提供依頼を行います。 

(2) 同一部署では「チェックＩＤ」の登録は原則１回で継続して使用します。 

(3) 上記２「提供用書類」は事務手続書類ですので、研究費で送付費用の支出はできません。

送付は研究費担当事務室で行います。 

(4) 詳しくは先に配布した人事課長発「マイナンバー（社会保障・税番号）制度に伴う学外の

個人への個人番号の提供依頼について」をご参照ください。 

(5) 上記２「提供用書類」は英語版もあります。必要な場合は、所属学部等事務室または研究

費担当事務室にお申し出ください。 

 

 

個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの提提供供  

71

ア
ル
バ
イ
ト



72 

(6) 安全保障輸出管理上の非居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣ 

に該当する者をアルバイトとして従事させる場合、事前の確認が必要です。詳細は、学内 

Web サイト「安全保障輸出管理について」や、事前点検シート裏面をご確認ください。 

なお、事前点検シート等は関連書類とあわせて提出してください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

３３  提提出出書書類類  

  ((11))  「「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」」及及びび「「誓誓約約書書」」  

    本学では「労働条件通知書兼同意書」（以下、「通知書」という。）をもって、研究者、従事

者、研究費担当事務室間で勤務条件の情報共有を行うこととしています。 

各キャンパス研究費担当事務室ではアルバイト開始前にアルバイト従事者に対し、「事前

説明動画」または「アルバイト説明資料」の確認を依頼し、「通知書」及び「誓約書」を提出

していただきます。 

生田・中野 

キャンパス 
アルバイト開始前に研究費担当事務室へご連絡ください。 

駿河台・和泉 

キャンパス 

① 本学 HP「学内フォーマット集」にて動画ＵＲＬより「アルバイト 

を従事させる前に（研究者向け」を視聴してください。 

② 「学内フォーマット集」上にある、「通知書・アルバイト申請シ 

ート」を作成し、研究費担当事務室へメール送信してください。 

③ アルバイト従事者より、「通知書」及び「誓約書」を研究費担 

当事務室に提出していただきます。（返信用封筒を使用） 

④ 「勤務条件」の内容について、アルバイト従事者と共有してく 

ださい。 

⑤ 同一年度内に、時給など「勤務条件」に変更がありましたら、 

研究費担当事務室にご報告ください。改めて「事前説明動画」の 

視聴依頼は行いませんが、変更点について 3 者で共有するため「通知

書」の修正をします。 

  ((22))  「「勤勤務務実実績績報報告告書書兼兼請請求求書書」」  

アルバイトの給与は、「勤務実績報告書兼請求書」に基づいて支出します。毎月、最終勤

務日の業務終了後、アルバイト従事者から研究者に提出された「勤務実績報告書兼請求書」

の内容に齟齬がないかご確認いただき、手書きにて署名、朱肉印押印の上、速やかに研究費

担当事務室へ提出するようご指示ください。 

＜アルバイト従事者が学内で他に TA・RA等に従事している場合＞ 

勤務時間に重複がないか研究者が責任を持ってご確認いただき、アルバイト従事者へはそ

ちらの勤務表もあわせて事務室へ提出するようご指示ください。 

（アルバイト従事者には本学 HP「学内フォーマット集」にて公開の「記入例」を参照するよ

うご指示ください） 

((33))  「「アアルルババイイトト通通勤勤手手当当申申請請書書」」  

   「勤務実績報告書兼請求書」に添付することにより通勤手当を支給します。 

ただし、定期券代を支給されている方や本学の学生・大学院生で通学するキャンパスと勤務

地が同一の場合は対象外です。 

※ 3月にアルバイト使用の予定がある場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

４４  勤勤務務及及びび給給与与等等（参考：労働基準法）  

(1) 学生、大学院生は、授業時間帯にアルバイトをすることはできません。 

 (2) 本学において、兼任講師、研究推進員・研究支援者（法人 PD除く）、RA、TA、SA、教育補

助講師、嘱託職員等として勤務している方は、本来の業務時間帯にアルバイトをすることは

できません。本来の業務日とアルバイト使用日が同日とならないことを原則としつつ、同日

にアルバイトをせざるを得ない場合、次の点に注意してください。 

① 本来の業務時間とアルバイト業務時間を合算して 1日 8時間を超過しないこと。 
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② 午後 10 時を超えて勤務させないこと。 

これらは、アルバイト業務のみの勤務日においても同様です。いずれにおいても、移動時間

や休憩時間を除いた、実労働時間を勤務時間としてください。（p73(6)、p74(7)参照） 

  ((33))  時時給給基基準準  

   ①①  上上限限金金額額  

●●  一一般般研研究究補補助助業業務務                                11,,440000円円  

●●  専専門門分分野野にに関関すするる技技術術・・技技能能をを伴伴うう研研究究補補助助業業務務    11,,880000円円 

    ②②  最最低低賃賃金金  

厚生労働省ホームページ「地域別最低賃金の全国一覧」最新版を確認し、最低賃金を上 

回る金額としてください。 

    ＜参考＞ 2025年 10月改訂 東京都 1,226円、神奈川県 1,225円 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 

((44))  休休憩憩時時間間  

1日の実働勤務時間が 6時間を超える場合は、必ず 1時間休憩させてください。 

大学での雇用形態が複数ある場合（複数の研究費、TA・RA、研究推進員など）、各勤務時間 

を合わせて１日の合計が 6時間を超えるときは、1時間の休憩が必要です。 

((55))  労労働働時時間間数数／／週週  

① 休憩時間を除き 1 週間につき 40時間を超えての労働はできません。また、毎週、少な 

くとも 1日は休日とし、過密もしくは長時間の労働とならないよう、十分に配慮してくだ 

さい。複数の形態で雇用となる場合、合計時間数と休日には、ご注意ください。 

② 以下条件を全て満たす条件で雇用する場合は、社会保険（健康保険・厚生年金）や雇用 
保険の加入対象になり、アアルルババイイトト雇雇用用でではは保保険険加加入入へへのの対対応応ががででききなないいたためめ、、雇雇用用不不可可  
となります。研研究究支支援援者者のの雇雇用用をを検検討討ししててくくだだささいい。。  

社社会会保保険険（（健健康康保保険険・・厚厚生生年年金金））加加入入のの条条件件  
対象 雇用期間 １週所定労働時間 給与月額 
一般の方 2か月以上 20時間～40時間 8.8万円以上 

学生 2か月以上 29時間～40時間 8.8万円以上 

雇雇用用保保険険加加入入のの条条件件  
対象 雇用期間 １週所定労働時間 
一般の方 31日以上 20時間～40時間 

※ 学部生と博士前期課程学生は「学生」が適用されます。 

※ 博士後期課程学生・休学中の学生は「一般の方」が適用されます。 

※ 学生は雇用保険の加入対象にはなりません。（夜間課程在籍者等の例外あり） 

※ 単発のアルバイトでも、継続性や月間労働時間等により加入対象と判断される可能性

があります。同一人物を定期的に雇用する場合は勤務時間管理、労働条件通知書提示等

を徹底してください。また、学校法人明治大学と直接の雇用関係がある者（研究推進員、

嘱託職員、兼任講師等）は、本学における全労働時間で判断します。事前に雇用関係を

確認の上、こちらも労働時間管理等を徹底してください。 

  ((66))  労労働働時時間間数数／／日日  

① 1日の実働労働時間は 8時間が上限（＝法定労働時間）です。1日の実働勤務時間が 8 

時間を超えないように管理してください。 

例：9 時～18 時勤務では、1 時間の休憩時間を除き、実働勤務時間が 8 時間となります。 

         また、22 時以降の勤務はさせないように管理してください。  

② 労働時間数は原則 1時間単位で設定してください。1時間未満/超過時等やむを得ない  

場合は、15分単位で調整・管理してください。 
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(6) 安全保障輸出管理上の非居住者、または居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣ 

に該当する者をアルバイトとして従事させる場合、事前の確認が必要です。詳細は、学内 

Webサイト「安全保障輸出管理について」や、事前点検シート裏面をご確認ください。 

なお、事前点検シート等は関連書類とあわせて提出してください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

３３  提提出出書書類類  

  ((11))  「「労労働働条条件件通通知知書書兼兼同同意意書書」」及及びび「「誓誓約約書書」」  

    本学では「労働条件通知書兼同意書」（以下、「通知書」という。）をもって、研究者、従事

者、研究費担当事務室間で勤務条件の情報共有を行うこととしています。 

各キャンパス研究費担当事務室ではアルバイト開始前にアルバイト従事者に対し、「事前

説明動画」または「アルバイト説明資料」の確認を依頼し、「通知書」及び「誓約書」を提出

していただきます。 

生田・中野 

キャンパス 
アルバイト開始前に研究費担当事務室へご連絡ください。 

駿河台・和泉 

キャンパス 

① 本学 HP「学内フォーマット集」にて動画ＵＲＬより「アルバイト 

を従事させる前に（研究者向け」を視聴してください。 

② 「学内フォーマット集」上にある、「通知書・アルバイト申請シ 

ート」を作成し、研究費担当事務室へメール送信してください。 

③ アルバイト従事者より、「通知書」及び「誓約書」を研究費担 

当事務室に提出していただきます。（返信用封筒を使用） 

④ 「勤務条件」の内容について、アルバイト従事者と共有してく 

ださい。 

⑤ 同一年度内に、時給など「勤務条件」に変更がありましたら、 

研究費担当事務室にご報告ください。改めて「事前説明動画」の 

視聴依頼は行いませんが、変更点について 3 者で共有するため「通知

書」の修正をします。 

  ((22))  「「勤勤務務実実績績報報告告書書兼兼請請求求書書」」  

アルバイトの給与は、「勤務実績報告書兼請求書」に基づいて支出します。毎月、最終勤

務日の業務終了後、アルバイト従事者から研究者に提出された「勤務実績報告書兼請求書」

の内容に齟齬がないかご確認いただき、手書きにて署名、朱肉印押印の上、速やかに研究費

担当事務室へ提出するようご指示ください。 

＜アルバイト従事者が学内で他に TA・RA等に従事している場合＞ 

勤務時間に重複がないか研究者が責任を持ってご確認いただき、アルバイト従事者へはそ

ちらの勤務表もあわせて事務室へ提出するようご指示ください。 

（アルバイト従事者には本学 HP「学内フォーマット集」にて公開の「記入例」を参照するよ

うご指示ください） 

((33))  「「アアルルババイイトト通通勤勤手手当当申申請請書書」」  

   「勤務実績報告書兼請求書」に添付することにより通勤手当を支給します。 

ただし、定期券代を支給されている方や本学の学生・大学院生で通学するキャンパスと勤務

地が同一の場合は対象外です。 

※ 3月にアルバイト使用の予定がある場合は、事前に研究費担当事務室にご相談ください。 

４４  勤勤務務及及びび給給与与等等（参考：労働基準法）  

(1) 学生、大学院生は、授業時間帯にアルバイトをすることはできません。 

 (2) 本学において、兼任講師、研究推進員・研究支援者（法人 PD除く）、RA、TA、SA、教育補

助講師、嘱託職員等として勤務している方は、本来の業務時間帯にアルバイトをすることは

できません。本来の業務日とアルバイト使用日が同日とならないことを原則としつつ、同日

にアルバイトをせざるを得ない場合、次の点に注意してください。 

① 本来の業務時間とアルバイト業務時間を合算して 1日 8時間を超過しないこと。 
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  (7) 法定労働時間と賃金 

 やむを得ず法定労働時間内の勤務が 22時以降になった場合は、深夜労働の割増賃金対象 

となり、通常時給の 1.25倍の時給で算定します。 

(8) 日曜・祝祭日の勤務であっても、時給の割増はありません。 

(9) 出張について 

通常勤務と違う場所で勤務の場合は出張となります。出張についての案内は p56をご参照 

ください。また、出張に係る調査活動費は研究代表者等の判断により、アルバイト給与とは 

別に支給することができます。 

なお、研究協力者・補助者（特に大学院生・学部学生）は出張について条件がありますの 

でご確認ください。 

(10) 実績報告が客観的に正当と判断できるよう、アルバイト従事者に対して「研究・実験ノ 

ート」の作成をご指導ください。 

(11) 源泉徴収について 

本学では、アルバイトは従事期間にかかわらず、所得税は乙欄課税とします。 

(12) アルバイトの給与は研究費の残額に自己資金を合算して支出することはできません。 

(13) 雇用管理の改善等に関する問い合わせは、研究費担当事務室へお願いします。 

          研究知財事務室                            osri@mics.meiji.ac.jp 

          研究知財事務室和泉分室               izrpo@mics.meiji.ac.jp 

          生田研究知財事務室             keiri-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

          中野教育研究支援事務室             naka-ken@mics.meiji.ac.jp 

          中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞  n_kenkyu@mics.meiji.ac.jp 
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p67 で案内した「３ 本業としていない個人や団体への依頼」、「４ 本業としている業者等への

業務委託」（いずれも特定受託事業者（フリーランス）を含む）の成果物等の対価として、謝金（報

酬）または委託費を支出します。 

 

１１  源源泉泉徴徴収収ににつついいてて  

(1) 誰に対する支払いか（居住者、内国法人、非居住者、外国法人のいずれか）、依頼する仕事

（役務）の内容、役務の実施場所が国内か海外かによって、源泉徴収の要否及びその税率が

異なります。なお、税額の算定は 1円未満の端数は切り捨てです。 

(2) 謝金（報酬）や委託費が居住者に対して支払われる場合において、所得税法第 204条で定

める報酬・料金等に該当するときは、支払いの際に一定の税率による所得税と復興特別所得

税を源泉徴収しなければなりません。また、非居住者又は外国法人に対して支払われる場合

において、所得税法第 161条で定める国内源泉所得で源泉徴収の対象となるものに該当する

ときも同様です。 

（国税庁ホームページ）支払先が居住者又は内国法人の場合の源泉徴収の詳細 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/07.pdf 

（国税庁ホームページ）支払先が非居住者又は外国法人の場合の源泉徴収の詳細 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2026/pdf/12.pdf 

 

＜参考区分＞  

p68 記載の特定受託事業者（フリーランス）についても、以下いずれかに区分されます。 

所所得得税税法法上上のの区区分分  
特特定定受受託託事事業業者者

のの種種別別  

個人 
居住者   

日本国内に、住所（生活の本拠）をもっている 

又は現在まで引き続き 1年以上居住している個人 
個人 

（第二条の一） 
非居住者 居住者以外の個人 

法人 
内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 法人 

（第二条の二） 外国法人 内国法人以外の法人 

 

２２  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

(1) 安全保障輸出管理上の居住者・非居住者の定義は、上記の税法上の区分と異なります。 

(2) ①非居住者、または②居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者（法人

等含む）に対して役務を依頼する場合、事前点検の実施が必要です。各詳細は、学内 Webサ

イト「安全保障輸出管理について」及び事前点検シートの裏面をご確認ください。 

 

３３  租租税税条条約約ににつついいてて  

非居住者もしくは外国法人に給与・報酬等（旅費を含む）を支払う場合は、通常、総支出額

の 20.42％の源泉徴収税が課され、研究費より源泉徴収します。ただし、非居住者もしくは外国

法人の納税国が日本国と租税条約を締結している場合は、租税条約の規定に基づき、必要書類

を提出することで免除又は軽減されることがあります（なお、申請者本人の居住地・滞在期間・

滞在目的等で適用が制限されることもあります）。  

租税条約の適用に際しては、次の内容を確認の上、申請する場合は、必ず事前に研究費担当

事務室へご相談ください。【【事事後後のの対対応応ははででききまませせんん】】  

    (1) 租税条約適用国 

     租税条約締結国は財務省ホームページでご確認ください。 

謝謝金金（（報報酬酬））及及びび委委託託費費のの支支出出【【共共通通事事項項】】  
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  (7) 法定労働時間と賃金 

 やむを得ず法定労働時間内の勤務が 22時以降になった場合は、深夜労働の割増賃金対象 

となり、通常時給の 1.25倍の時給で算定します。 

(8) 日曜・祝祭日の勤務であっても、時給の割増はありません。 

(9) 出張について 

通常勤務と違う場所で勤務の場合は出張となります。出張についての案内は p56をご参照 

ください。また、出張に係る調査活動費は研究代表者等の判断により、アルバイト給与とは 

別に支給することができます。 

なお、研究協力者・補助者（特に大学院生・学部学生）は出張について条件がありますの 

でご確認ください。 

(10) 実績報告が客観的に正当と判断できるよう、アルバイト従事者に対して「研究・実験ノ 

ート」の作成をご指導ください。 

(11) 源泉徴収について 

本学では、アルバイトは従事期間にかかわらず、所得税は乙欄課税とします。 

(12) アルバイトの給与は研究費の残額に自己資金を合算して支出することはできません。 

(13) 雇用管理の改善等に関する問い合わせは、研究費担当事務室へお願いします。 

          研究知財事務室                            osri@mics.meiji.ac.jp 

          研究知財事務室和泉分室               izrpo@mics.meiji.ac.jp 

          生田研究知財事務室             keiri-ikuta@mics.meiji.ac.jp 

          中野教育研究支援事務室             naka-ken@mics.meiji.ac.jp 

          中野キャンパス事務室＜特定個人研究費＞  n_kenkyu@mics.meiji.ac.jp 
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a02 

  (2) 申請書類の留意事項 

① 申請書類は国により異なります。提出書類は国税庁ホームページをご参照の上、必要 

書類を研究費担当事務室へご提出ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm 

② なお、「居住者証明書」は取得までに数か月かかることもありますので、必ず入国前 

に申請者本人が入手しておくようお伝えください。 

 

４４  そそのの他他留留意意事事項項  

(1) 研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

(2) 研究代表者、研究分担者は、原則として研究費から謝金及び委託費を受領できません。 

(3) 利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない可能性があ 

ります。p104を参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己又は第三者の利益を優先させ 

る行為 
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p67 で案内した「３ 本業としていない個人や団体への依頼」を行う場合、及び p68に記載の

「フリーランス保護新法への対応」のうち「見積書・納品書・請求書」によらない取引を行う場

合については、本学の定める研究費における謝金支払基準に準じて、謝金（報酬）を支払うこと

が可能です。 

 

１１  謝謝金金（（報報酬酬））のの支支払払いいににつついいてて  

(1) 研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

 (2) 研究代表者、研究分担者は、原則として研究費から謝金を受領できません。 

 (3) また、本学の助教、助手に対しても、謝金の対象となる業務を行わせることはできません。

（「明治大学教員任用規程」、「学校法人明治大学助教の給与等に関する規程」及び「学校法人       

明治大学助手の給与等に関する規程」の定めによる） 

(4) 謝礼品（図書券、QUO カード、金券及び物品等）による支出は原則不可です。やむを得な

い事由で希望する場合は、必ず事前にご相談ください。なお、茶菓子等の手土産に係る費用

は支出できません。 

(5) 謝金に加えて交通費・滞在費の支出を希望する場合は、p84「招聘旅費」をあわせてご参

照ください。謝金と交通費・滞在費の合計金額に対し、謝金と同様の税率をもって源泉徴収 

します。  

  

２２  研研究究費費ににおおけけるる謝謝金金支支払払基基準準ににつついいてて  

(1) 謝金（報酬）の算出に際しては、実際に行う役務の内容を勘案した上で、以下表に定める 

基準額に準じて、社会通念上妥当と思われる金額としてください。 

(2) 基準額は「消費税込・源泉徴収税別」の金額となります。なお、源泉徴収税額の算定は、 

１円未満の端数は切り捨てです。 

【【研研究究費費ににおおけけるる謝謝金金支支払払基基準準】】  

※ 従事時間について、半日は 4時間、1日は 8時間を基準とする。 

＜金額は消費税込・源泉徴収税別＞ 

役役務務のの内内容容  職職・・資資格格等等  金金  額額  

講師料及び講演料 

(2 時間を基準とし、半日以内) 

本学専任教職員 40,000円以内 

・本学以外の者(外国からの 

招聘者、国内著名者) 

・本学専任教職員以外の者 

70,000円以内 

本学専任教職員以外の者が 

半日を越えて行う場合 
120,000円以内 

司会謝金 

(公開講座 公開講演会) 

半日以内の場合                     10,000円以内 

半日を超える場合 20,000円以内 

通訳謝金 

(英語・その他の言語) 

(公開講座 公開講演会) 

※2 時間を基準とし、半日以内 

本学専任教職員 40,000円以内 

本学専任教職員以外の者 50,000円以内 

本学専任教職員以外の者が 

半日を超えて行う場合 
100,000円以内 

翻訳・校閲謝金                             

翻訳-日本語からの翻訳 
日本語 400字あたり

6,000円以内 

翻訳-外国語からの翻訳 
外国語 200語あたり 

6,000円以内 

校閲-外国語 200語あたり  2,600円以内 

通通訳訳やや講講演演等等をを依依頼頼すするる【【謝謝金金（（報報酬酬））】】  
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  (2) 申請書類の留意事項 

① 申請書類は国により異なります。提出書類は国税庁ホームページをご参照の上、必要 

書類を研究費担当事務室へご提出ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm 

② なお、「居住者証明書」は取得までに数か月かかることもありますので、必ず入国前 

に申請者本人が入手しておくようお伝えください。 

 

４４  そそのの他他留留意意事事項項  

(1) 研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできません。 

(2) 研究代表者、研究分担者は、原則として研究費から謝金及び委託費を受領できません。 

(3) 利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない可能性があ 

ります。p104を参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己又は第三者の利益を優先させ 

る行為 
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聞き取り調査・ヒアリング 

調査 

専門的知識供与謝金 

1件あたり 10,000円～40,000円 

半日を超えて行う場合 30,000円～80,000円 

単発で行う実験・調査等用務

の謝金 

専門分野に関する技術・技能を

伴う者(1回 8時間程度) 
14,400円以内 

一般研究補助業務 

(1回 8時間程度) 
11,200円以内 

  

３３  各各種種役役務務ににおおけけるる提提出出書書類類等等  

・以下の表における「団体」とは、本来業務ではない事業者のことをさします。 

・特定受託事業者（フリーランス）に係る取扱いについては、p68「フリーランス保護新法への

対応」をあわせてご確認ください。 

・非居住者もしくは外国法人の納税国と日本国が租税条約を締結している場合、源泉徴収を免

除又は軽減できる場合があるため、p75「３ 租税条約について」をご確認ください。 

・①非居住者、または②居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者（法人等

含む）に対して役務を依頼する場合、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」に掲載

の事前点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「追加の確認が必要」

との点検結果になった場合に限り、チェックしたシートをあわせてご提出ください。 

・原則として、振込みでの支払いとなります。海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談

ください。また、やむを得ず本学研究者等が立替える場合、本学 HP「学内フォーマット集」

に掲載している所定の領収書書式をご使用ください。  

  

((11))  翻翻訳訳、、原原稿稿作作成成等等  

翻訳や原稿作成等成果物が著作物や二次的著作物（著作物（原作）を、翻訳、編曲、変形、 

脚色、映画化等により、創作的に加工した物）の場合 

 ※※  翻翻訳訳やや原原稿稿作作成成のの実実施施場場所所がが、、海海外外ででああっっててもも源源泉泉徴徴収収のの対対象象でですす。。  

取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(居住者) 
10.21％ 10.21％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体 

(内国法人) 

0％ 0％ 
業者 

(内国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

特定受託事

業者（個人か

つ居住者） 

10.21％ 10.21％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特定受託事

業者 

（内国法人） 

0％ 0％ 
業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

謝
金
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取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(非居住者) 
20.42％ 20.42％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書（日本に口座がなく、やむを得ず立て

替えた場合に限る） 

(3) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体 

(外国法人) 

業者 

(外国法人) 
20.42％ 20.42％ 

【業務委託に該当しますが、当該欄に記載します】 

(1) 「見積書・納品書・請求書」 

または「見積書・領収書」 

※ ワード単価やページ単価、役務の内容が分か

る書類をご提出ください。 

(2) 成果物（作業完了がわかる書類等） 

検
品
室 

特定受託事

業者（個人か

つ非居住者） 

20.42％ 20.42％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

（（22））アアンンケケーートト回回答答、、被被験験者者謝謝礼礼、、司司会会謝謝金金、、手手話話通通訳訳  

取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(居住者) 
0％ 0％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 成果物（アンケート、イベント等実施パンフ

レット） 

研
究
費
担
当
事
務
室 

特定受託事

業者（個人か

つ居住者） 

0％ 0％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（アンケート、イベント等実施パンフ

レット） 

個人 

(非居住者) 
20.42％ 0％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書（日本に口座がなく、やむを得ず立替

えた場合に限る） 

(3) 成果物（アンケート、イベント等実施パンフ

レット） 

研
究
費
担
当
事
務
室 
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聞き取り調査・ヒアリング 

調査 

専門的知識供与謝金 

1件あたり 10,000円～40,000円 

半日を超えて行う場合 30,000円～80,000円 

単発で行う実験・調査等用務

の謝金 

専門分野に関する技術・技能を

伴う者(1回 8時間程度) 
14,400円以内 

一般研究補助業務 

(1回 8時間程度) 
11,200円以内 

  

３３  各各種種役役務務ににおおけけるる提提出出書書類類等等  

・以下の表における「団体」とは、本来業務ではない事業者のことをさします。 

・特定受託事業者（フリーランス）に係る取扱いについては、p68「フリーランス保護新法への

対応」をあわせてご確認ください。 

・非居住者もしくは外国法人の納税国と日本国が租税条約を締結している場合、源泉徴収を免

除又は軽減できる場合があるため、p75「３ 租税条約について」をご確認ください。 

・①非居住者、または②居住者（日本人を含む）であっても｢特定類型｣に該当する者（法人等

含む）に対して役務を依頼する場合、学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」に掲載

の事前点検シート【シート１】によるセルフチェックをお願いします。「追加の確認が必要」

との点検結果になった場合に限り、チェックしたシートをあわせてご提出ください。 

・原則として、振込みでの支払いとなります。海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談

ください。また、やむを得ず本学研究者等が立替える場合、本学 HP「学内フォーマット集」

に掲載している所定の領収書書式をご使用ください。  

  

((11))  翻翻訳訳、、原原稿稿作作成成等等  

翻訳や原稿作成等成果物が著作物や二次的著作物（著作物（原作）を、翻訳、編曲、変形、 

脚色、映画化等により、創作的に加工した物）の場合 

 ※※  翻翻訳訳やや原原稿稿作作成成のの実実施施場場所所がが、、海海外外ででああっっててもも源源泉泉徴徴収収のの対対象象でですす。。  

取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(居住者) 
10.21％ 10.21％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体 

(内国法人) 

0％ 0％ 
業者 

(内国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

特定受託事

業者（個人か

つ居住者） 

10.21％ 10.21％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（翻訳資料等） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特定受託事

業者 

（内国法人） 

0％ 0％ 
業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

謝
金
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特定受託事

業者（個人か

つ非居住者） 

20.42％ 0％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（アンケート、イベント等実施パンフ

レット） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

（（33））英英文文校校閲閲料料、、通通訳訳料料、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝金金、、口口頭頭イインンタタビビュューーななどど  

【【前前記記((11))((22))以以外外】】  

 ① 非居住者がオンラインで日本の講演会等に出席する場合、「海外での作業」に該当します。  

② 講演謝金は、特定個人研究費では支出できません。 

取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(居住者) 
10.21％ 10.21％ (1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容

がわかるもの） 

研
究
費
担
当

事
務
室 団体 

(内国法人) 

0％ 0％ 
業者 

(内国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

特定受託事

業者（個人か

つ居住者）  

10.21％ 10.21％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82 をご確認

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容

がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特定受託事

業者 

（内国法人） 

0％ 0％ 
業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

個人 

(非居住者) 

20.42％ 0％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書（日本に口座がなく、やむを得ず立替

えた場合に限る） 

(3) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内  

容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体 

(外国法人) 

業者 

(外国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

謝
金
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特定受託事

業者（個人か

つ非居住者） 

20.42％ 0％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取引条件通知（メール）の控え 

(3) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容

がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

４４  そそのの他他のの留留意意事事項項等等  

(1) 謝金の算出根拠については、報酬・手数料支払依頼書の指定欄にご記入ください 

記入例：※画像は最終版フォーマット確定後に差し替え※ 

 

 

 

 

 

(2) 英文校閲等については、海外発信支援委員会による支援制度があります。詳細は研究知財 

事務室（03-3296-4327）までお問い合せください。 

  （海外発信支援事業 HP）https://www.meiji.ac.jp/ken_jimu/khsi/khsi/khsi.html 

(3) 科学技術研究所では、所員に対する英文校閲助成を行っています。詳細は生田研究知財事 

務室（044-934-7718）までお問い合わせください。 
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特定受託事

業者（個人か

つ非居住者） 

20.42％ 0％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82をご確認 

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（アンケート、イベント等実施パンフ

レット） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

  

（（33））英英文文校校閲閲料料、、通通訳訳料料、、専専門門的的知知識識供供与与、、講講演演謝謝金金、、口口頭頭イインンタタビビュューーななどど  

【【前前記記((11))((22))以以外外】】  

 ① 非居住者がオンラインで日本の講演会等に出席する場合、「海外での作業」に該当します。  

② 講演謝金は、特定個人研究費では支出できません。 

取取引引相相手手  

源源泉泉徴徴収収税税率率  

提提出出書書類類  
検検品品  

場場所所  
日日本本でで  

のの作作業業  

海海外外でで  

のの作作業業  

個人 

(居住者) 
10.21％ 10.21％ (1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容

がわかるもの） 

研
究
費
担
当

事
務
室 団体 

(内国法人) 

0％ 0％ 
業者 

(内国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

特定受託事

業者（個人か

つ居住者）  

10.21％ 10.21％ 

見積書・納品書・請求書による取引を行う場合 

→業務委託に該当するため、詳細は p82 をご確認

ください。 

検
品
室 

見積書・納品書・請求書によらない取引を行う 

場合 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(3) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内容

がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 

特定受託事

業者 

（内国法人） 

0％ 0％ 
業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

個人 

(非居住者) 

20.42％ 0％ 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

(2) 領収書（日本に口座がなく、やむを得ず立替

えた場合に限る） 

(3) 成果物（校閲資料、講演会チラシ等実施内  

容がわかるもの） 

研
究
費
担
当 

事
務
室 団体 

(外国法人) 

業者 

(外国法人) 

業務委託に該当するため、 

詳細は p82をご確認ください。 

検
品
室 

謝
金
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測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし等を本来の業務としている業者へ委託

し、その成果物等に対する委託費を支出できます。 

※ 特定受託事業者（フリーランス）との取引や、海外の業者に日本で実施の業務を委託する等、

条件により源泉徴収の対象となる場合があります。p78 以降の一覧表に記載している、源泉徴収

税率、提出の必要な書類をあわせてご参照ください。 

  

１１  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないようお

願いします。  

（対象）1件の金額が 30万円未満で業者と契約書の締結が不要なもの。 

  

  業業者者にに業業務務委委託託すするる場場合合  フフリリーーラランンススにに業業務務委委託託すするる場場合合  

提

出

書

類 

(1) 見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

(4) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(5) 成果物（測定や分析等の報告書など）

または作業完了報告書 

 

※ 業者（外国法人）に翻訳、原稿作成等を

依頼する場合の提出書類については、p79

に記載の表をご参照ください。 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

※ 受領者区分欄の「特定受託事業者」欄

にチェックを入れてください。 

(2) 見積書・納品書・請求書 

※ やむを得ず立替えた場合は、領収書も

あわせて提出してください。 

※ 記載額における源泉徴収税の取扱い

を明記するよう依頼してください。 

(3) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(4) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(5) 成果物又は作業完了報告書 

検

品 

検品室において「納品書」、「成果物（測定や分析等の報告書など）又は作業完了報告書」、 

「請求書又は領収書」をもって検品を行います(詳細は p43～45参照)。 

必要書類を検品室へご持参ください。（（ななおお、、特特定定個個人人研研究究費費はは検検品品不不要要でですす）） 

留

意

事

項 

(1) 見積書・納品書・請求書（または領収書）は、作業内容、期間、成果物等の業務委託

内容が記載されているものをご提出ください。 

(2) 利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない場合が

あります。p104 を参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己又は第三者の利益を優

先させる行為をいう。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

業業者者等等へへのの業業務務委委託託    
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２２  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの（（研研究究者者にによよるる業業者者へへのの直直接接発発注注はは不不可可））  

以下表に記載の提出書類を参考に、大大学学でで業業者者をを選選定定ししてて発発注注ししまますす。。  

（対象）・1件の金額が 30 万円以上のもの。  

・1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの。 

  業業者者にに業業務務委委託託すするる場場合合  フフリリーーラランンススにに業業務務委委託託すするる場場合合  

提

出

書

類 

(1) 調達願い 

(2) 見積書（参考見積として利用） 

(3) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(1) 調達願い 

※ 「特定受託事業者」欄にチェックを入

れてください。 

(2) 見積書（参考見積として利用） 

※ 記載額における源泉徴収税の取扱い

を明記するよう依頼してください。 

(3) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(4) 特特命命理理由由書書（（様様式式自自由由）） 

検

品 
大学発注の場合、原則として、検品を済ませた上で所定の納品場所に納品されます。 

留

意

事

項 

(1) 「調達願い」及び「仕様書」に、作業内容、期間、成果物を遺漏なく記入し、ご提出

ください。 

(2) 業者を特命とする必要がある場合、「調達願い」及び「仕様書」に理由を記入し、あ

わせて特命理由書（様式自由）と特命業者の見積書をご提出ください。 

(3) 大学発注の場合、特定受託事業者（フリーランス）に対する取引条件通知書の送付は、

発注担当部署より行います。 

(4) 特注品・試作品の作製を業者に依頼する場合、以下の事態を防ぐため、業者に見積依

頼をする前に、研究費担当事務室までご相談ください。 

○ 試作品に係る知的財産権が業者に帰属し、研究成果が公表できなくなった。 

○ 作製過程で生じた知的財産権の譲渡対価が見積額に含まれず、後日、業者に対する

追加の支払いが生じた。 

  

３３  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

  安全保障輸出管理上、海外との取引（海外への貨物（機材等）の輸出（送付・携行等）、海外

での技術（情報）提供、①海外からの研究者等非居住者、または②居住者（日本人を含む）であ

っても｢特定類型｣に該当する者に対して技術（情報）提供等）を行う場合には、事前の確認が

必要です。 
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測定、成分分析、データ入力、調査委託、テープ起こし等を本来の業務としている業者へ委託

し、その成果物等に対する委託費を支出できます。 

※ 特定受託事業者（フリーランス）との取引や、海外の業者に日本で実施の業務を委託する等、

条件により源泉徴収の対象となる場合があります。p78 以降の一覧表に記載している、源泉徴収

税率、提出の必要な書類をあわせてご参照ください。 

  

１１  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないようお

願いします。  

（対象）1件の金額が 30万円未満で業者と契約書の締結が不要なもの。 

  

  業業者者にに業業務務委委託託すするる場場合合  フフリリーーラランンススにに業業務務委委託託すするる場場合合  

提

出

書

類 

(1) 見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

(4) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(5) 成果物（測定や分析等の報告書など）

または作業完了報告書 

 

※ 業者（外国法人）に翻訳、原稿作成等を

依頼する場合の提出書類については、p79

に記載の表をご参照ください。 

(1) 報酬・手数料支払依頼書 

※ 受領者区分欄の「特定受託事業者」欄

にチェックを入れてください。 

(2) 見積書・納品書・請求書 

※ やむを得ず立替えた場合は、領収書も

あわせて提出してください。 

※ 記載額における源泉徴収税の取扱い

を明記するよう依頼してください。 

(3) 仕様書（作業内容、期間、成果物等の

業務委託内容が分かるもの） 

(4) 取取引引条条件件通通知知書書（（メメーールル））のの控控ええ 

(5) 成果物又は作業完了報告書 

検

品 

検品室において「納品書」、「成果物（測定や分析等の報告書など）又は作業完了報告書」、 

「請求書又は領収書」をもって検品を行います(詳細は p43～45参照)。 

必要書類を検品室へご持参ください。（（ななおお、、特特定定個個人人研研究究費費はは検検品品不不要要でですす）） 

留

意

事

項 

(1) 見積書・納品書・請求書（または領収書）は、作業内容、期間、成果物等の業務委託

内容が記載されているものをご提出ください。 

(2) 利益相反行為※と受け取られる可能性があるケースについては、支出できない場合が

あります。p104を参照の上、事前に研究費担当事務室へお問い合わせください。 

※ 教育、研究等に関する教職員等としての責任よりも、自己又は第三者の利益を優

先させる行為をいう。 
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招聘とは、シンポジウムや研究会等の研究活動の遂行のために、本学以外の機関に所属する研

究者等を国内外にお招きすることをさします。研究代表者及び研究分担者が研究会等に出席する

場合、本学研究者による同行や招聘目的地での受入れ等なく本学以外の研究者が単独で出張する

場合は、招聘にあたらないため、その際は研究出張旅費申請書で申請してください。 

また、謝金（報酬）と旅費をあわせて支払う場合も、こちらのページを参照の上、必要書類を

提出してください。 

 

１１  研研究究招招聘聘旅旅費費ににつついいてて  

 (1) 研究招聘旅費支払基準に準じて、交通費及び滞在費を支出します。 

本学以外から交通費・滞在費が支出される場合や、私用を含め滞在期間中の一部日程にお

いて対象研究課題に係る用務を行わない場合は、招聘旅費は支出対象外となります。 

 (2) 被招聘者となる研究者等と連絡し、旅費の支払い及びその他招聘に必要な事項について総

括する者として、対象研究課題の研究代表者または研究分担者をもって招聘責任者とします。

研究招聘旅費は、これらの招聘責任者により申請してください。   

 (3) 被招聘者の所得税法上の区分（居住者または非居住者）、招聘目的（役務内容）、招聘目的

地、支払方法の組合せにより、下表のとおり源泉徴収が発生します。この場合、研究費の残

額に自己資金を合算しての支出はできません。 

① 被招聘者に対し直接支払う場合は、源泉徴収が必要です。 

○ 報酬（謝金）と旅費をあわせて支払う場合 

旅費に対しても謝金と同じ税率による源泉徴収が必要です。 

○ 謝金（報酬）は支払わず、旅費のみを支払う場合 

旅費に対して招聘目的に応じた源泉徴収が必要です。 

② 大学または招聘責任者が宿泊施設や旅行代理店等に直接支払う場合は、源泉徴収が不

要となります（以下表の※1）。この場合、請求書・領収書の宛名は必ず「明治大学」を

含み、記載例のとおりとした上で、請求書等の明細において、実際に宿泊・移動する被

招聘者の氏名を明記するよう手配時に依頼してください。なお、宛名が被招聘者のもの

であった場合、源泉徴収の対象とみなされるためご注意ください。 

  （記載例）宛名：「明治大学 所属学部等 購入者（招聘責任者）氏名」 

 

被被招招聘聘者者  

区区分分  
招招聘聘目目的的（（役役務務内内容容））  

招招聘聘  

目目的的地地  

源源泉泉徴徴収収（（税税率率））  

被被招招聘聘者者のの  

立立替替払払いい  

大大学学等等かかららのの  

業業者者払払いい※※11  

居住者 

所得税法第 204条に該当するもの 

（例：講演、専門的知識供与、通訳等） 国内 

海外 

あり

（10.21%） 

なし 

所得税法第 204条に該当しないもの 

（例：司会謝金、手話通訳等） 
なし 

非居住者 

すべての役務内容 国内 
あり 

（20.42%） 

すべての役務内容 

（例外：p79「翻訳、原稿作成等」は源泉あり） 
海外 なし 
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２２  研研究究招招聘聘旅旅費費支支払払基基準準ににつついいてて  

  ((11))  交交通通費費支支出出基基準準 

出発地から招聘目的地までの往復移動費を対象として、以下の表に基づき支出します。 

  なお、招聘地滞在期間中における現地交通費は、滞在費から支弁することが可能です。 

   

招招聘聘種種別別  支支払払基基準準  

①国内招聘  出発地（勤務地または居住地）－招聘目的地（用務地または宿泊地）間の

往復移動費を対象に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して

支出します。 

 

●●  鉄鉄道道賃賃  

特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急料金」を支出します 

（グリーン車等の追加料金は支給しません。） 

●●  航航空空賃賃  

① 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島からの出張 

エコノミークラス普通運賃を上限とした実費を支出します。 

② 本州からの出張 

鉄道賃より経済的かつ合理的である場合に、エコノミークラスの実費を

支出します。 

●●  船船舶舶賃賃  

乗船区間が 600km 以上の場合、1 等に相当する等級種別の料金を支出し

ます。 

②海外→国内

への招聘 

出発地の空港（勤務地または居住地）－招聘目的地（用務地または宿泊地）

間の往復移動費を対象に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算

して支出します。 

 

●●  航航空空賃賃  

① 出発地の空港から日本国内空港間のエコノミークラスの実費を支出し

ます（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です）。  

※ 教授、准教授に相当する資格（詳細は p65参照）については、ビジ

ネスクラスの実費（プレミアム・エコノミーその他これらに相当する

クラスを含む）についても支出可とします。 

② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、

燃油特別付加運賃を含む。 

●●  日日本本国国内内交交通通費費  

① 日本国内空港を基点に、到着日及び帰国日における国内移動に伴う交

通費を支出します。 

② 鉄道賃について、特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急

料金」を支出します（グリーン車等の追加料金は支給しません。）。 

●●  船船舶舶賃賃  

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、

3 等級以上に分かれている場合は、最上級から 1 つ下位の級に相当する種

別の実費とします。 
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招聘とは、シンポジウムや研究会等の研究活動の遂行のために、本学以外の機関に所属する研

究者等を国内外にお招きすることをさします。研究代表者及び研究分担者が研究会等に出席する

場合、本学研究者による同行や招聘目的地での受入れ等なく本学以外の研究者が単独で出張する

場合は、招聘にあたらないため、その際は研究出張旅費申請書で申請してください。 

また、謝金（報酬）と旅費をあわせて支払う場合も、こちらのページを参照の上、必要書類を

提出してください。 

 

１１  研研究究招招聘聘旅旅費費ににつついいてて  

 (1) 研究招聘旅費支払基準に準じて、交通費及び滞在費を支出します。 

本学以外から交通費・滞在費が支出される場合や、私用を含め滞在期間中の一部日程にお

いて対象研究課題に係る用務を行わない場合は、招聘旅費は支出対象外となります。 

 (2) 被招聘者となる研究者等と連絡し、旅費の支払い及びその他招聘に必要な事項について総

括する者として、対象研究課題の研究代表者または研究分担者をもって招聘責任者とします。

研究招聘旅費は、これらの招聘責任者により申請してください。   

 (3) 被招聘者の所得税法上の区分（居住者または非居住者）、招聘目的（役務内容）、招聘目的

地、支払方法の組合せにより、下表のとおり源泉徴収が発生します。この場合、研究費の残

額に自己資金を合算しての支出はできません。 

① 被招聘者に対し直接支払う場合は、源泉徴収が必要です。 

○ 報酬（謝金）と旅費をあわせて支払う場合 

旅費に対しても謝金と同じ税率による源泉徴収が必要です。 

○ 謝金（報酬）は支払わず、旅費のみを支払う場合 

旅費に対して招聘目的に応じた源泉徴収が必要です。 

② 大学または招聘責任者が宿泊施設や旅行代理店等に直接支払う場合は、源泉徴収が不

要となります（以下表の※1）。この場合、請求書・領収書の宛名は必ず「明治大学」を

含み、記載例のとおりとした上で、請求書等の明細において、実際に宿泊・移動する被

招聘者の氏名を明記するよう手配時に依頼してください。なお、宛名が被招聘者のもの

であった場合、源泉徴収の対象とみなされるためご注意ください。 

  （記載例）宛名：「明治大学 所属学部等 購入者（招聘責任者）氏名」 

 

被被招招聘聘者者  

区区分分  
招招聘聘目目的的（（役役務務内内容容））  

招招聘聘  

目目的的地地  

源源泉泉徴徴収収（（税税率率））  

被被招招聘聘者者のの  

立立替替払払いい  

大大学学等等かかららのの  

業業者者払払いい※※11  

居住者 

所得税法第 204条に該当するもの 

（例：講演、専門的知識供与、通訳等） 国内 

海外 

あり

（10.21%） 

なし 

所得税法第 204条に該当しないもの 

（例：司会謝金、手話通訳等） 
なし 

非居住者 

すべての役務内容 国内 
あり 

（20.42%） 

すべての役務内容 

（例外：p79「翻訳、原稿作成等」は源泉あり） 
海外 なし 
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招招聘聘種種別別  支支払払基基準準  

③国内→海外

への招聘 

 出発地（勤務地または居住地）－招聘目的地の空港間の往復移動費を対象

に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 

 

●●  日日本本国国内内交交通通費費  

① 出発地から日本国内空港までの交通費を支出します。 

② 鉄道賃について、特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急

料金」を支出します（グリーン車等の追加料金は支給しません。）。 

●●  航航空空賃賃  

① 日本国内空港から招聘目的地の空港間のエコノミークラスの実費を支

出します（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です）。  

※ 教授、准教授に相当する資格（詳細は p65 参照）については、ビジ

ネスクラスの実費（プレミアム・エコノミーその他これらに相当する

クラスを含む）についても支出可とします。 

 ② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、

燃油特別付加運賃を含む。 

●●  船船舶舶賃賃  

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、

3 等級以上に分かれている場合は、最上級から 1 つ下位の級に相当する種

別の実費とします。 

④海外→海外

への招聘 

出発地の空港－招聘目的地の空港間の往復移動費を対象に、経済的かつ合

理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 

 

●●  航航空空賃賃  

① 出発地の空港－招聘目的地の空港間のエコノミークラスの実費を支出

します（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です）。 

※ 教授、准教授に相当する資格（詳細は p65 参照）については、ビジ

ネスクラスの実費（プレミアム・エコノミーその他これらに相当する

クラスを含む）についても支出可とします。 

② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、

燃油特別付加運賃を含む。 

●●  船船舶舶賃賃  

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、

3 等級以上に分かれている場合は、最上級から 1 つ下位の級に相当する種

別の実費とします。 
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招招聘聘種種別別  支支払払基基準準  

③国内→海外

への招聘 

 出発地（勤務地または居住地）－招聘目的地の空港間の往復移動費を対象

に、経済的かつ合理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 

 

●●  日日本本国国内内交交通通費費  

① 出発地から日本国内空港までの交通費を支出します。 

② 鉄道賃について、特急列車又は新幹線に乗車する場合に「指定席特急

料金」を支出します（グリーン車等の追加料金は支給しません。）。 

●●  航航空空賃賃  

① 日本国内空港から招聘目的地の空港間のエコノミークラスの実費を支

出します（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です）。  

※ 教授、准教授に相当する資格（詳細は p65 参照）については、ビジ

ネスクラスの実費（プレミアム・エコノミーその他これらに相当する

クラスを含む）についても支出可とします。 

 ② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、

燃油特別付加運賃を含む。 

●●  船船舶舶賃賃  

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、

3 等級以上に分かれている場合は、最上級から 1 つ下位の級に相当する種

別の実費とします。 

④海外→海外

への招聘 

出発地の空港－招聘目的地の空港間の往復移動費を対象に、経済的かつ合

理的な経路及び交通機関により計算して支出します。 

 

●●  航航空空賃賃  

① 出発地の空港－招聘目的地の空港間のエコノミークラスの実費を支出

します（プレミアム・エコノミーはビジネスクラス相当です）。 

※ 教授、准教授に相当する資格（詳細は p65 参照）については、ビジ

ネスクラスの実費（プレミアム・エコノミーその他これらに相当する

クラスを含む）についても支出可とします。 

② 各国政府、空港によって課せられる税金・手数料、航空保険特別料金、

燃油特別付加運賃を含む。 

●●  船船舶舶賃賃  

種別が 2 等級に分かれている場合は、上級に相当する種別の実費とし、

3 等級以上に分かれている場合は、最上級から 1 つ下位の級に相当する種

別の実費とします。 
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 ((22))  滞滞在在費費支支出出基基準準  

研究招聘期間中の船内泊、車中泊及び機内泊を除き、当該研究課題に係る用務の実施に伴

い宿泊を要した日数に応じて、招聘先滞在期間中の宿泊費や現地交通費などの諸費用を支弁

することを目的として、滞在費を支出します。 
   

種種別別  支支払払基基準準  

通常支出  滞在費は、１日あたり下表に定める額を支出します。 
なお、滞在費は減額して申請することも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ地域 シンガポール、大韓民国、香港を除くアジアの国・地域  

Ｂ地域 Ａ地域以外の国、地域  

※ 各地域区分に属する国・地域の詳細は、「外務省ホームページ」による。  

（外務省ホームページ）https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html  

 滞滞在在費費  金金額額（（消消費費税税込込・・源源泉泉徴徴収収税税別別））  

国内 30,000円 

海外 
Ａ地域 30,000円 

Ｂ地域 42,000円 

例外支出 (1) 宿宿泊泊費費ににつついいてて、大学または招聘責任者が宿泊施設や旅行代理店等に直

接支払いを行う場合、滞滞在在費費にに代代ええてて、、上表に定める額を上限とした宿泊

費実費（食事代等除く・源泉徴収不要）を支出します。なお、この場合に

おいて、上表に定める額と宿泊費実費の差額は支出できません。 

(2) 招招聘聘先先滞滞在在期期間間中中のの現現地地交交通通費費ににつついいてて、本学または招聘責任者が交通

機関や旅行代理店等に直接支払いを行う場合、必要に応じて、滞滞在在費費ととはは

別別にに、以下基準に準じた実費（源泉徴収不要）を支出します。 

① 日本国内交通費の支払基準は、p85「①国内招聘」を参照してくださ

い。なお、航空賃については、以下のとおり読み替えるものとします。 

「① 北海道、四国、九州及び沖縄地域並びに離島への移動」 

「② 本州内での移動」 

② 海外現地交通費は、海外出張に準じます（p60「６ 海外出張」『調 

査活動費』参照）。 

 

(3) 上記(1)(2)においては、発行される請求書・領収書の宛名を「明治大学」

としてください。宛名が被招聘者のものであった場合、源泉徴収の対象と

みなされるためご注意ください。 

  （記載例）宛宛名名：：「「明明治治大大学学  所所属属学学部部等等  購購入入者者（（招招聘聘責責任任者者））氏氏名名」」 

       ※ その上で、請求書等の明細において、実際に宿泊・移動 

する被招聘者氏名を明記するよう手配時に依頼してくだ 

さい。 
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（（例例１１））5泊 6日の招聘期間 

本学の研究用務 ・・・・・・・・・前半 4 日間 

本学以外の用務（私用を含む）・・・後半 2日間に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

（滞在用務） 

 

本学研究用務 

 

その他 

交通費 
本学研究費

※1 
－ － － － 

支出不可 

※1 

滞在費 本学研究費    支出不可  

謝金 本学研究費    支出不可  

 

 （（例例２２））5泊 6日の招聘期間 

本学の研究用務 ・・・・・・・・・前半 3 日及び後半 2日 

本学以外の用務（私用を含む）・・・日程の中日（1日間）に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 

目的 

(滞在用務) 

 

本学研究用務 

 

その他 

 

本学研究用務 

交通費 
本学研究費

※1 
－ － － － 

本学研究費

※1 

滞在費 本学研究費   支出不可 本学研究費  

謝金 本学研究費   支出不可 本学研究費  

   ※１ 交通費のうち、航空賃を按分する場合、往路と復路に分けて支出する。片道の料金内訳

が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。なお、按分方法として、往復料金

の日割り計算はしない。 
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（（例例１１））5泊 6日の招聘期間 

本学の研究用務 ・・・・・・・・・前半 4 日間 

本学以外の用務（私用を含む）・・・後半 2日間に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6 日目 

目的 

（滞在用務） 

 

本学研究用務 

 

その他 

交通費 
本学研究費

※1 
－ － － － 

支出不可 

※1 

滞在費 本学研究費    支出不可  

謝金 本学研究費    支出不可  

 

 （（例例２２））5泊 6日の招聘期間 

本学の研究用務 ・・・・・・・・・前半 3 日及び後半 2日 

本学以外の用務（私用を含む）・・・日程の中日（1日間）に実施する場合 

 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6 日目 

目的 

(滞在用務) 

 

本学研究用務 

 

その他 

 

本学研究用務 

交通費 
本学研究費

※1 
－ － － － 

本学研究費

※1 

滞在費 本学研究費   支出不可 本学研究費  

謝金 本学研究費   支出不可 本学研究費  

   ※１ 交通費のうち、航空賃を按分する場合、往路と復路に分けて支出する。片道の料金内訳

が不明の場合は、往復料金の半額を片道料金とみなす。なお、按分方法として、往復料金

の日割り計算はしない。 
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３３  提提出出書書類類及及びび支支払払方方法法等等ににつついいてて 
p84 で案内したとおり、被招聘者の所得税法上の区分（居住者または非居住者）、招聘目的（役

務内容）、招聘目的地、支払方法の組合せにより、源泉徴収が発生するとともに、提出書類も異

なるため、ご留意ください。 

(1) 源泉徴収を伴う場合、研究費の残額に自己資金を合算しての支出はできないため、基準 

を超えた支払い金額を設定しないよう留意し、必要に応じて事前に研究費担当事務室へご 

相談ください。 

(2) 同一研究費による申請であれば、支払方法が異なる場合であっても「共通書類」は１部

のみの提出で構いません。 

(3) 航空賃について、請求書・見積書・領収書は航空運賃等の明細（搭乗者名・搭乗地・搭

乗日・搭乗クラス・金額の内訳）が明記されているものをご提出ください。なお、旅程表

は、請求書等に旅程の記載があれば別途の提出は不要です。 

支支払払方方法法  提提出出書書類類等等  

共通書類 事前提出 (1) 報報酬酬・・招招聘聘旅旅費費支支払払依依頼頼書書 

※ 謝金をあわせて支払う場合、謝金の金額について、「謝金算出

根拠」欄に、謝金支払基準（p77）に基づく算出根拠を入力して

ください。 
(2) 被招聘者の役割がわかる資料（講演会プログラム、滞在スケジ

ュール等） 

(3) 安全保障輸出管理に関する事前確認結果（チェックシート等） 

 ※ 詳細は p90下段参照 

事後提出 (1) 招聘報告書 
(2)  往路の搭乗券半券類 ※ 航空賃を支出しない場合は不要 

(3) 【謝金とあわせて支払う場合】成果物（講演会チラシ等実施内

容がわかるもの） 

①被招聘者によ

る立替払い 

 

【源泉徴収： 

p84 参照】 

支出方法 大学から申請書に記載の被招聘者の口座へ振り込みます。 

海外送金は、事前に研究費担当事務室へご相談ください。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

・領収書、明細書及び旅程表 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 

・申請書に基づき、支払基準に準じて計算して支出します。 

※ 実費精算を希望する場合は、別途被招聘者が手配した領収

書をご提出ください。 

滞在費 申請書に金額を記載（金額は支払基準に準じて算出ください） 

②招聘責任者に

よる被招聘者へ

の立替払い 

 

【源泉徴収： 

p84 参照】 

支出方法 招聘責任者が被招聘者へ支払った後（被招聘者より大学所定の領収

書を受領）、大学から招聘責任者へ振り込みます。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

・ 大学所定の領収書 

・ eチケットなど支払額、旅程、便名、搭乗クラス等がわかるも 

の 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 

 ・ 大学所定の領収書 

・ 支払額の根拠がわかるもの 

滞在費 大学所定の領収書（金額は支払基準に準じて算出ください） 

招
聘
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③大学から業者

への請求書払い 

 

【 源 泉 徴 収 : 

対象外】 

支出方法 大学から直接業者の指定口座へ振り込みます。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

  ・請求書、見積書及び旅程表 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 

  ・請求書及び見積書 

例外支出 (1) 宿宿泊泊費費：滞滞在在費費にに代代ええてて、p87に記載の金額を上限とした実費

を支出します。 

  ・請求書及び見積書 

(2) 現現地地交交通通費費：滞滞在在費費ととはは別別にに、p87に記載の基準に準じた実費

を支出します。 

 ① 航空賃（国内・海外） 

  ・請求書、見積書及び旅程表 

② 鉄道賃等その他交通費（国内・海外） 
   ・請求書及び見積書 

④招聘責任者に

よる業者への立

替払い 

 

【 源 泉 徴 収 : 

対象外】 

 

支出方法 招聘責任者が業者へ支払った後（業者より領収書を受領）、大学から

招聘責任者へ振り込みます。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

  ・領収書、明細書及び旅程表 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 
  ・領収書及び明細書 

例外支出 (1) 宿宿泊泊費費：滞滞在在費費にに代代ええてて、p87に記載の金額を上限とした実費

を支出します。 

  ・領収書及び明細書 

(2) 現現地地交交通通費費：滞滞在在費費ととはは別別にに、p87に記載の基準に準じた実費

を支出します。 

 ① 航空賃（国内・海外） 

  ・領収書、明細書及び旅程表 

② 鉄道賃等その他交通費（国内・海外） 
    ・領収書及び明細書 

 

４４  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

  安全保障輸出管理上、海外との取引※1を行う場合には、事前の確認が必要です。学内 Webサ

イト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前点検シート【シート１】によるセルフチェッ

クをお願いします。「追加の確認が必要」との点検結果になった場合に限り、チェックしたシ

ートをあわせてご提出ください。 

※1 ①海外からの研究者等非居住者、または②居住者（日本人を含む）であっても｢特定類

型｣に該当する者に対する技術（情報）提供等 
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③大学から業者

への請求書払い 

 

【 源 泉 徴 収 : 

対象外】 

支出方法 大学から直接業者の指定口座へ振り込みます。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

  ・請求書、見積書及び旅程表 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 

  ・請求書及び見積書 

例外支出 (1) 宿宿泊泊費費：滞滞在在費費にに代代ええてて、p87に記載の金額を上限とした実費

を支出します。 

  ・請求書及び見積書 

(2) 現現地地交交通通費費：滞滞在在費費ととはは別別にに、p87に記載の基準に準じた実費

を支出します。 

 ① 航空賃（国内・海外） 

  ・請求書、見積書及び旅程表 

② 鉄道賃等その他交通費（国内・海外） 
   ・請求書及び見積書 

④招聘責任者に

よる業者への立

替払い 

 

【 源 泉 徴 収 : 

対象外】 

 

支出方法 招聘責任者が業者へ支払った後（業者より領収書を受領）、大学から

招聘責任者へ振り込みます。 

交通費 

（往復移

動費） 

(1) 航空賃（国内・海外） 

  ・領収書、明細書及び旅程表 

(2) 鉄道賃等その他交通費（国内） 
  ・領収書及び明細書 

例外支出 (1) 宿宿泊泊費費：滞滞在在費費にに代代ええてて、p87に記載の金額を上限とした実費

を支出します。 

  ・領収書及び明細書 

(2) 現現地地交交通通費費：滞滞在在費費ととはは別別にに、p87に記載の基準に準じた実費

を支出します。 

 ① 航空賃（国内・海外） 

  ・領収書、明細書及び旅程表 

② 鉄道賃等その他交通費（国内・海外） 
    ・領収書及び明細書 

 

４４  安安全全保保障障輸輸出出管管理理ににつついいてて  

  安全保障輸出管理上、海外との取引※1を行う場合には、事前の確認が必要です。学内 Webサ

イト「安全保障輸出管理について」に掲載の事前点検シート【シート１】によるセルフチェッ

クをお願いします。「追加の確認が必要」との点検結果になった場合に限り、チェックしたシ

ートをあわせてご提出ください。 

※1 ①海外からの研究者等非居住者、または②居住者（日本人を含む）であっても｢特定類

型｣に該当する者に対する技術（情報）提供等 
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提出書類 

(1) 見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

※ 見積書・納品書・請求書・領収書はデータベースの内容・利用期間が明記 

されているもの 

留意事項 

利用期間が複数年度にわたる場合、研究費によっては按分が必要となります。 

研究費の種類によって按分の方法が異なりますので、詳細は研究費担当事務室へ

ご相談ください。 

 

 

 

 

１１  本本学学ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

((11))  購購入入場場所所：購入の際には、ＩＤカード（身分証明書）の提示が必要です。  

   駿河台キャンパス【財務課】       大学会館 4階 

   和泉キャンパス 【和泉キャンパス課】  第一校舎 1階 

   生田キャンパス 【生田キャンパス課】  中央校舎 1階 

   中野キャンパス 【中野キャンパス事務室】低層棟 3階 

((22))  提提出出書書類類及及びび留留意意事事項項  

●●  公公的的資資金金（（公公的的資資金金にに準準じじたた管管理理をを行行うう経経費費含含むむ））をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（科研費、研究支援、研究所、受託・共同（公的団体等）、研究助成など）（p20参照） 

提出書類 
(1) 使用済みのコピーカード 

(2) 購入時の領収書 

留意事項 

(1) コピーカード代の支出申請には、「使用済みコピーカード」の提出が必要 

です。 

(2)「教育研究用コピー・プリペイドカード交付申請書兼研究費支出願」によ 

るコピーカードの購入はできません。 

●●  企企業業・・各各種種財財団団等等かかららのの委委託託・・助助成成等等やや明明治治大大学学のの学学納納金金等等をを原原資資ととすするる研研究究費費  

（特定個人研究費、企業からの受託研究・共同研究、寄付金） 

提出書類 

(1) 立替払い ：「購入時の領収書」 

(2) 請求書払い：「教育研究用コピー・プリペイドカード交付申請書兼研究費 

支出願」を記入の上、購入場所へ提出 

留意事項 

「教育研究用コピー・プリペイド交付申請書兼研究費支出願」（請求書払い）

の場合は、研究費の残額に自己資金を合算して支出できません。 

特に年度末は研究費の残額を確認の上、ご購入ください。 

２２  他他大大学学等等ののココピピーーカカーードドのの購購入入  

(1) 提出書類  

① コピーカード  

② 領収書  

③ 理由書 

(2) 留意事項 

使用枚数分のみ支出可能ですので、ご注意ください。 

資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書のの印印刷刷・・製製本本  

デデーータタベベーースス利利用用料料  

コ
ピ
ー
・
印
刷
・
製
本

デ
ー
タ
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ー
ス
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料
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３３  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

  ((11))  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう 

にしてください。 

提出書類 

(1) 見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

※ 見積書・納品書・請求書（または領収書）は、印刷物の名称（コピーの 

場合、何をコピーしたのか）、発行部数等が記載されているもの。 

(4) 完成した印刷物 1部（コピーの場合は不要です。） 

※ 印刷物の種類や数量等により、提出できる場合は、1部を研究費担当事 

務室で保管します。提出ができない場合は、検品の際にタイトル等必要な 

情報が記載されている部分のコピーや写真を撮影します。 

検品 

（（特特定定個個人人研研究究費費はは検検品品不不要要でですす））  

((11))  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））                    

検品は不要です。コピーした資料概要や取寄せ件数等を空所等に明記の 

上、上記「提出書類」を研究費担当部署へご提出ください。（文献取寄代 

は、提出書類(3)のみで可。） 

 

((22))  報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

検品室において「納品書」と「完成した印刷物（部数分）」により、検品

します。上記「提出書類」とあわせてご持参ください。 

ただし、印刷物の種類、形状、大きさ、数量によって持参が難しい場合

は、出張検品を行いますので、検品室へご相談ください。 

（詳しくは別途配布する「公的資金における検品マニュアル」及び p43「検 

品・検収の実施」をご参照ください。） 

  

((22))  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

        以下に該当するものは、研究者が業者へ直接発注することはできません。「調達願い」（大

きさ、部数、予定頁数、カラーの有無等を記入）・見本・見積書を参考に、大学で業者を選定

し、発注します。 

対象 
・1件の金額が 30万円以上のもの 

・1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

提出書類 

(1) 調達願い（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です） 

(2) 見本（原稿） 

(3) 見積書（参考見積として利用します） 

(4) 完成した印刷物 1部（大学に納めます） 

留意事項 

(1) 二次利用が想定される案件（既に作成済みのポスター、チラシ、パンフ

レット等から地図やデザイン、ロゴ、文章等を、他の印刷物等で二次利用

を行う可能性がある場合）は、著作権法上の問題が生じないようご留意く

ださい。 

(2) 市販する著書の刊行費用を支出することはできません。 

（例）組版代、製版代、刷版代、印刷代、用紙代、製本代、電子化代等  

コ
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ー
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・
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本
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３３  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））、、報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

  ((11))  個個人人でで発発注注可可能能ななもものの（（3300万万円円未未満満でで業業者者とと契契約約書書のの締締結結がが不不要要ななもものの））  

業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わないよう 

にしてください。 

提出書類 

(1) 見積書 

(2) 納品書 

(3) 請求書（または領収書） 

※ 見積書・納品書・請求書（または領収書）は、印刷物の名称（コピーの 

場合、何をコピーしたのか）、発行部数等が記載されているもの。 

(4) 完成した印刷物 1部（コピーの場合は不要です。） 

※ 印刷物の種類や数量等により、提出できる場合は、1部を研究費担当事 

務室で保管します。提出ができない場合は、検品の際にタイトル等必要な 

情報が記載されている部分のコピーや写真を撮影します。 

検品 

（（特特定定個個人人研研究究費費はは検検品品不不要要でですす））  

((11))  資資料料ののココピピーー、、IILLLL等等使使用用料料（（文文献献取取寄寄代代））                    

検品は不要です。コピーした資料概要や取寄せ件数等を空所等に明記の 

上、上記「提出書類」を研究費担当部署へご提出ください。（文献取寄代 

は、提出書類(3)のみで可。） 

 

((22))  報報告告書書等等のの印印刷刷製製本本  

検品室において「納品書」と「完成した印刷物（部数分）」により、検品

します。上記「提出書類」とあわせてご持参ください。 

ただし、印刷物の種類、形状、大きさ、数量によって持参が難しい場合

は、出張検品を行いますので、検品室へご相談ください。 

（詳しくは別途配布する「公的資金における検品マニュアル」及び p43「検 

品・検収の実施」をご参照ください。） 

  

((22))  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの  

        以下に該当するものは、研究者が業者へ直接発注することはできません。「調達願い」（大

きさ、部数、予定頁数、カラーの有無等を記入）・見本・見積書を参考に、大学で業者を選定

し、発注します。 

対象 
・1件の金額が 30万円以上のもの 

・1件の金額が 30万円未満であっても契約書の締結が必要なもの 

提出書類 

(1) 調達願い（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です） 

(2) 見本（原稿） 

(3) 見積書（参考見積として利用します） 

(4) 完成した印刷物 1部（大学に納めます） 

留意事項 

(1) 二次利用が想定される案件（既に作成済みのポスター、チラシ、パンフ

レット等から地図やデザイン、ロゴ、文章等を、他の印刷物等で二次利用

を行う可能性がある場合）は、著作権法上の問題が生じないようご留意く

ださい。 

(2) 市販する著書の刊行費用を支出することはできません。 

（例）組版代、製版代、刷版代、印刷代、用紙代、製本代、電子化代等  
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 研究遂行上、必要な書類・資料等の郵送・運搬 

 ※ 運搬費について 

1件の金額が 3300万万円円以以上上のの運運搬搬費費は大学を通じて発注しなければなりません。 

  該当案件がある場合は、事前に研究費担当事務室へご相談ください。 

提出書類 

(1) 請求書または領収書 

(2) 明細書 

(3) 送付先・送付内容が分かる書類（特定個人研究費は不要） 

(4) 発送控え（コンビニ払い等、宅配取次店から発送した場合） 

留意事項 

(1) 切手、はがき、レターパック、スマートレターを使用する場合 

その都度、使用する枚数をご購入ください。研究費からの支出は、当該研究課 

題において使用した分に限られます。慶弔用切手、年賀はがき等には使用でき 

ません。 

また、余りをストックして、次年度以降に使用することはできません。 

(2) 研究に直接関係のない物品等の郵送・運搬には使用できません。 

(3) 郵送・運搬の起点・終点は原則として研究室となり、自宅を終起点とす 

る郵送・運搬は支出できません。 

(4) 荷物を運搬するため、タクシー等を利用する場合については、予め研究費 

担当事務室へご相談ください。 

(5) 海外に物品を送る場合、安全保障輸出管理上、事前の確認が必要です。 

  学内 Web サイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。 

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

  

  

  

  

●安安全全保保障障輸輸出出管管理理ココララムム「「いいつつののままににややらら貿貿易易商商」」  

「研究機材を海外に送ってしまったがために、1000 万円の罰金が課せられた。」 

 こんな事態が大学で起こりえることをご存知でしょうか？自国の荷物を他国に送ることを 

「輸出」といいます。 

 実はこの「輸出」、研究成果となるサンプルや情報の移動にも適用されます。つまり、大学 

研究者にも適用されます。いつのまにやら貿易商にでもなったかのようですが、貿易商は通 

常、輸出する貨物が規制対象である場合、ちゃんと経済産業省に許可をもらっています。 

  転じて大学ならどうか。これまた、何も事情は変わらず、許可が必要です。 

 ビジネスでないから大丈夫、というわけではないのです。大変な時代になりました。 

 さて、許可が必要となる対象は、兵器などの開発に関する懸念がある物と技術。 

 経済産業省の下記ウェブサイトにある貨物・技術のマトリクス表にて検索できます。 

  https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ 

 ただしこの対象範囲、専門の研究者であってもなかなか判別しづらいのが実情です。 

 本制度については、学内 Webサイト「安全保障輸出管理について」をご確認ください。

（https://www.meiji.ac.jp/koho/about/export/index.html） 

 

書書類類のの郵郵送送、、荷荷物物のの運運搬搬  
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１１  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの（（研研究究者者にによよるる業業者者へへのの直直接接発発注注はは不不可可））  

対象 
・1件の金額が 30万円以上 

・30万円未満であっても、契約書の締結が必要なもの 

提出書類 

(1) 調達願い（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です） 

(2) 製品カタログ 

(3) 見積書（参考見積として利用します） 

留意事項 契約を締結するものは、途中解約ができませんので、ご注意ください。 

２２  11件件のの金金額額がが 3300万万円円未未満満でで、、契契約約書書のの締締結結がが必必要要なないいもものの  

提出書類 

(1) 見積書  

(2) 納品書  

(3) 請求書（または領収書） 

留意事項 
業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わ

ないようお願いします。 

３３  検検収収  

200 万円超の場合、調達規程に基づき検収をします。 

 

  

  

※※  特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん  

１１  学学内内会会場場のの無無料料借借用用  

対象 
研究計画に基づき採択された研究課題で利用する場合で、参加費等を徴収し

ない場合は、無料で借用できます。 

提出書類 

(1) 開催通知やチラシ・ポスター等（開催する行事等の内容のわかるもの） 

または 

(2) 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 

手続 下記３「学内会場の管理部署」にて予約してください。 

  

２２  学学内内会会場場（（有有料料））・・学学外外会会場場のの借借用用  

提出書類 
(1) 請求書（見積書）または領収書 

(2) 研究課題に係ることがわかる目的、使用日時、使用者が明記された書類等 

留意事項 

(1) 一時的な会場の借用は 30万円以上でも大学調達の対象ではありません。 

(2) 学内会場は、以下の管理部署にて使用会場の予約及び利用申請を行ってく 

ださい。 

  

３３  学学内内会会場場のの管管理理部部署署（（会会場場のの予予約約））  

キキャャンンパパスス  管管理理部部署署  連連絡絡先先（（内内線線））  

駿河台 駿河台：会場貸出受付 03-3296-4337（60-4337） 

和 泉 和泉  ：会場貸出受付 03-5300-1403（62-1403） 

生 田 生田キャンパス課 044-934-7589（63-7589） 

中 野 中野キャンパス事務室 03-5343-8014（66-8014） 

 

機機器器ののレレンンタタルル  

会会場場のの借借用用  

機
器
の
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研究遂行上、必要な会議等における弁当代 

提出書類 

(1) 会議費申請書 

(2) 会議等の開催通知や打合せの招集メール等のコピー 

(3) 納品書・請求書または領収書・明細書（飲料の明細と金額が明記されたもの） 

留意事項 

((11))  支支出出金金額額のの目目安安  

お弁当代（お弁当に準ずる出前も含む） 11人人ああたたりり 11,,330000 円円（（税税抜抜））以以内内 

※ 会議を伴わない茶菓子・弁当代は支出できません。 

※ 会議費の支出に際しては、研究費の効率的な使用を心がけ、社会通念上妥当 

な支出を行ってください（アルコールの提供を伴う場合は支出できません）。 

(2) 特定個人研究費、研究所研究費（社研・人文研・技研）では支出できません。 

 

 

 

事前に研究費担当事務室へご相談ください。 

提出書類 

(1) 領収書（請求書払い対応不可） 
(2) 利用の時間・金額等が分かる明細 

(3) 当該託児サービスであることが確認できる資料 

例：託児所ホームページ画面コピー、託児利用の申込書（控）、メール等 

(4) 理由書（以下を記載してください） 

① 子供の氏名・年齢  

② 通常、子供を預けている保育園・幼稚園の名称、利用頻度と時間 

③ 学会・研究集会の参加にあたるスケジュール 

④ 臨時的な託児所の利用が必要である理由 

(5) 参加した学会・研究集会等の開催日時が分かる書類 

留意事項 

(1) 科学研究費助成事業（直接経費に限る）から支出できます。 

(2) 出張に伴い、託児料が発生する際の託児料と出張旅費は、一連の費用として、 

同じ研究費から支出しなければなりません。 

(3) 託児料は課税対象となるため、給与合算となります。  

(4)  研究費と自己資金の合算はできません。 

 

 

 

提出書類

(1) 

理由書（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能） 

※ 研究遂行上、必要な経費であることご記入ください。記載内容により、支 

出の可否を判断しますので詳細にご記入ください。 

理由が認められた場合のみ、支出することができます。 

提出書類 

(2) 

理由書の記載内容により、支出が認められた場合、提出してください。 

(1) 請求書または領収書 

(2) 明細書 

(3) その他、認められた経費の支出に必要な書類 

留意事項 
「明治大学における研究費の適正管理に関する規程」（p97）で定める最高管理責

任者から委任を受けた統括管理責任者の決裁が必要となります。 

  

そそのの他他、、研研究究遂遂行行上上必必要要なな経経費費  

会会議議のの弁弁当当、、おお茶茶、、茶茶菓菓子子  

臨臨時時的的なな託託児児料料  
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１１  大大学学をを通通じじてて発発注注ししななけけれればばななららなないいもものの（（研研究究者者にによよるる業業者者へへのの直直接接発発注注はは不不可可））  
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・30万円未満であっても、契約書の締結が必要なもの 

提出書類 

(1) 調達願い（本学 HP「学内フォーマット集」で入手可能です） 

(2) 製品カタログ 

(3) 見積書（参考見積として利用します） 

留意事項 契約を締結するものは、途中解約ができませんので、ご注意ください。 
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留意事項 
業者の選定にあたっては、研究費の効率的な使用を心がけ、恣意的な選定を行わ

ないようお願いします。 

３３  検検収収  

200万円超の場合、調達規程に基づき検収をします。 

 

  

  

※※  特特定定個個人人研研究究費費でではは支支出出ででききまませせんん  

１１  学学内内会会場場のの無無料料借借用用  

対象 
研究計画に基づき採択された研究課題で利用する場合で、参加費等を徴収し

ない場合は、無料で借用できます。 

提出書類 

(1) 開催通知やチラシ・ポスター等（開催する行事等の内容のわかるもの） 

または 

(2) 各管理部署または研究費担当部署指定の申請書 

手続 下記３「学内会場の管理部署」にて予約してください。 

  

２２  学学内内会会場場（（有有料料））・・学学外外会会場場のの借借用用  

提出書類 
(1) 請求書（見積書）または領収書 

(2) 研究課題に係ることがわかる目的、使用日時、使用者が明記された書類等 

留意事項 

(1) 一時的な会場の借用は 30万円以上でも大学調達の対象ではありません。 

(2) 学内会場は、以下の管理部署にて使用会場の予約及び利用申請を行ってく 

ださい。 

  

３３  学学内内会会場場のの管管理理部部署署（（会会場場のの予予約約））  

キキャャンンパパスス  管管理理部部署署  連連絡絡先先（（内内線線））  

駿河台 駿河台：会場貸出受付 03-3296-4337（60-4337） 

和 泉 和泉  ：会場貸出受付 03-5300-1403（62-1403） 

生 田 生田キャンパス課 044-934-7589（63-7589） 
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機機器器ののレレンンタタルル  

会会場場のの借借用用  
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研研究究費費等等にに関関すするる税税務務署署のの見見解解  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

直所 2-59 

昭和 33年 8月 20 日 

国税局長 殿 

国税庁長官 

 

大大学学のの教教授授等等がが支支給給をを受受けけるる研研究究費費等等にに対対すするる所所得得税税のの取取扱扱ににつついいてて  

 

大学に勤務する教授、助教授、講師及び助手等（以下これらを「教授等」とい

う。）が当該大学から支給を受ける研究費、出版助成金、表彰金等に対する所得

税の課税に当っては、それぞれ下記により取り扱うこととされたい。 

 

記 

 

1 個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地

位又は資格等に応じ、年額又は月額により支給されるものについては、大学が

当該教授等からその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品がすべて大学に

帰属するものである等、大大学学がが直直接接支支出出すすべべききででああっったたももののをを当当該該教教授授等等をを通通

じじてて支支出出ししたたとと認認めめらられれるるももののをを除除きき、、当当該該教教授授等等のの給給与与所所得得ととすするるこことと。  

 

2 大学から与えられた研究題目又は当該教授等の選択による研究題目の研究の

ために必要な金額としてあらかじめ支給される研究奨励金のようなものにつ

いては、1に準じて取り扱うこと。 

 

3 教授等がその研究の成果を自費出版しようとする場合に、大学から支給を受

ける出版助成金等については、当該出版の実態に応じ、当該教授等の雑所得又

は事業所得の収入金額とすること。 

 

4 学術上の研究に特に成果を挙げた教授等又は教育実践上特に功績があった教

授等を表彰するものとして大学から支給される表彰金等については、当該教授

等の一時所得とすること。  
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研研究究費費等等にに関関すするる税税務務署署のの見見解解  
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う。）が当該大学から支給を受ける研究費、出版助成金、表彰金等に対する所得

税の課税に当っては、それぞれ下記により取り扱うこととされたい。 

 

記 

 

1 個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地

位又は資格等に応じ、年額又は月額により支給されるものについては、大学が

当該教授等からその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品がすべて大学に

帰属するものである等、大大学学がが直直接接支支出出すすべべききででああっったたももののをを当当該該教教授授等等をを通通

じじてて支支出出ししたたとと認認めめらられれるるももののをを除除きき、、当当該該教教授授等等のの給給与与所所得得ととすするるこことと。  

 

2 大学から与えられた研究題目又は当該教授等の選択による研究題目の研究の

ために必要な金額としてあらかじめ支給される研究奨励金のようなものにつ

いては、1に準じて取り扱うこと。 
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ける出版助成金等については、当該出版の実態に応じ、当該教授等の雑所得又

は事業所得の収入金額とすること。 

 

4 学術上の研究に特に成果を挙げた教授等又は教育実践上特に功績があった教

授等を表彰するものとして大学から支給される表彰金等については、当該教授

等の一時所得とすること。  

 

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
費費

のの
適適

正正
管管

理理
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  

 

２
０
０

７
年
１

１
月
７

日
制
定

 

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
１
号

 

 

（
目

的
）

 
第 第

１１
条条

 
こ
の
規

程
は
、
明
治

大
学
研

究
者
行

動
規
範
（
２

０
０
７

年
１
１

月
７
日

理
事
会

承
認
）
に
基

づ
き
、
学

校
法
人

明
治

大
学
（

以
下
「
本

法
人
」
と

い
う
。
）
が

設
置
す

る
学
校
（

以
下
「
本

大
学
」
と

い
う
。
）
に

お
け
る

研
究
費

の
取
扱

い
に

関
し

必
要
な

措
置
を

講
ず
る

こ
と
に

よ
り
、
当
該

研
究
費

に
係
る

適
正
な

管
理
・
運
営

を
図
り

、
も

っ
て

本
大
学

に

お
け

る
研

究
活
動

の
発
展

に
資
す

る
こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

（
用

語
の
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1)

 
研

究
費

 
文

部
科

学
省

科
学

研
究

費
補

助
金

等
の

国
、

地
方

公
共

団
体

等
か

ら
交

付
さ

れ
る

公
的

研
究

資
金

、
受

託
研

究
等
の

学
外
か

ら
の
研

究
資
金

及
び
研

究
所
研

究
費
等

の
学
内

研
究
資

金
を
い

う
。
 

(
2)

 
研

究
者

 
本

法
人

に
雇

用
さ

れ
て

い
る

者
及

び
本

法
人

の
施

設
又

は
設

備
を

利
用

し
て

い
る

者
の

う
ち

、
前

号
の

研
究

費
を
用

い
た
研

究
活
動

に
従
事

し
て
い

る
も
の

又
は
携

わ
る
も

の
を
い

う
。
 

(
3)

 
職

員
 
研

究
費
の

管
理
・

運
営
に

か
か
わ

る
業
務

を
行
う

専
任
職

員
、
嘱

託
職
員

、
派
遣

職
員
等

を
い
う

。
 

(
4)

 
部

局
等

 
各

学
部

、
大

学
院

、
専

門
職

大
学

院
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
、

国
際

連
携

機
構

、
社

会
連

携
機

構
、

明
治

高
等
学

校
・
中

学
校
及

び
事
務

組
織
を

い
う
。

 
（
研

究
者
等

の
責
務

）
 

第 第
３３

条条
 

研
究

者
及

び
職

員
（

以
下

「
研

究
者

等
」

と
い

う
。
）

は
、

研
究

活
動

が
社

会
か

ら
負

託
さ

れ
た

公
共

的
・

公
益

的
な

知
的

生
産
活

動
で
あ

る
こ
と

の
重
要

性
を
認

識
し
、
関
係

法
令
の

ほ
か
、
校
規

等
を
遵

守
す
る

と
と
も

に
、
第
７

条

第
３

項
の

規
定
に

よ
る
機

関
管
理

責
任
者

が
行
う

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

に
積
極

的
に
協

力
し
、
研

究
費

の
適
正

な
管
理
・
運
営

及
び

公
正

か
つ
効

率
的
な

使
用
に

努
め
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
研

究
者
等

は
、
第
１

０
条
第

１
項
に

規
定
す

る
不
正

防
止
計

画
に
沿

っ
て
不

正
防
止

に
自
ら

取
り
組

ま
な
け

れ
ば
な

ら

な
い

。
 

３
 
研

究
者
等

は
、
第

１
５

条
に
規

定
す
る

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
教

育
、
研

究
倫

理
教
育

等
を
受

け
る
と

と
も
に

、
前

２
項

に
定

め
る
事

項
を
約

す
る
た

め
、
誓

約
書
を

最
高
管

理
責
任

者
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
（
研

究
費
の

使
用
）

 
第 第

４４
条条

 
研

究
者

等
は

、
学

校
法

人
明

治
大

学
調

達
規

程
（

昭
和

４
６

年
規

程
第

３
９

号
）
、

学
校

法
人

明
治

大
学

専
任

教

職
員

旅
費

規
程
（

昭
和
５

２
年
規

程
第
６

４
号
）
等
の

関
係
校

規
及
び

研
究
費

ご
と
に

定
め
ら

れ
て
い

る
手
続

等
の
規

定

に
基

づ
き

、
研
究

費
を
使

用
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

（
最

高
管
理

責
任
者

）
 

第 第
５５

条条
 

本
大
学

全
体
の

研
究
活

動
を
統

括
し
、
研

究
費
の

管
理
・
運

営
に

つ
い
て

総
括
的

責
任
及

び
権
限

を
有
す

る
者
と

し
て

最
高

管
理
責

任
者
を

置
く
。

 
２

 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
学

長
を
も

っ
て
充

て
る
。

 
３

 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
研
究

費
の
取

扱
い
に

か
か
わ

る
適
正

使
用
及

び
不
正

防
止
に

向
け
た

方
針
の

策
定
及

び
管
理

体

制
の

構
築
を

図
る
。

 
 

（
統

括
管
理

責
任
者

）
 

第 第
６６

条条
 

最
高
管

理
責
任

者
を
補

佐
し
、
研

究
費
の

管
理
・
運

営
に

つ
い
て

本
大
学

全
体
を

統
括
す

る
者
と

し
て
統

括
管
理

責
任

者
を

置
く
。

 
２

 
統

括
管
理

責
任
者

は
、
学

長
が
指

名
す
る

副
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
３

 
統

括
管
理

責
任
者

は
、
最

高
管

理
責
任

者
の
命

を
受
け

、
第

８
条
に

規
定
す

る
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
、
研
究

費
の
管

  

理
・
運
営

並
び

に
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
教
育

、
啓

発
活
動

及
び
研

究
倫
理

教
育
に

つ
い
て

本
大
学

全
体
の

実
施
状

況
を
把

握
す

る
と
と

も
に
、
必

要
に
応

じ
、
次
条

に
規
定

す
る
機

関
管
理

責
任
者

に
対
し

、
研

究
費

の
管
理
・
運

営
に

か
か

わ
る

改
善

を
指
示

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
機

関
管
理

責
任
者

）
 

第 第
７７

条条
 

統
括
管

理
責
任

者
を
補

佐
す
る

者
と
し

て
機
関

管
理
責

任
者
を

置
く
。

 
２

 
機

関
管
理

責
任
者

は
、
研
究

企
画
推

進
本
部

長
、
研
究

活
用
知

財
本
部

長
、
社
会

科
学
研

究
所
長

、
人

文
科

学
研
究

所

長
及

び
科
学

技
術
研

究
所
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 
３

 
機

関
管
理

責
任
者

は
、
各
機

関
に
お

け
る
研

究
者
等

に
よ
る

研
究
費

の
使
用

状
況
等

に
つ
い

て
モ
ニ

タ
リ
ン

グ
を
行

い
、

必
要

に
応
じ

、
当
該

結
果
を

統
括
管

理
責
任

者
に
報

告
す
る

と
と
も

に
、
次
条
に

規
定
す

る
部
局

等
責
任

者
と
連

携
し
て

不
正

防
止
計

画
の
推

進
を
図

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
部

局
等
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

 
部
局
等

に
お
け

る
研
究

費
の
管

理
・
運
営

に
つ

い
て
実

質
的
な

責
任
と

権
限
を

持
つ
者

と
し
て

部
局
等

責
任
者

を

置
く

。
 

２
 

部
局

等
責

任
者

は
、

当
該

部
局

等
の

長
を

も
っ

て
充

て
る

こ
と

と
し

、
事

務
組

織
は

、
人

事
部

長
を

も
っ

て
充

て
る

。

た
だ

し
、
研

究
・
知
財

戦
略

機
構

及
び
国

際
連
携

機
構
は

当
該
機

構
長
が

指
名
す

る
副
機

構
長
１

名
を
も

っ
て
充

て
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

３
 
部

局
等
責

任
者
は

、
統
括

管
理
責

任
者
の

指
示
の

下
、
次

の
各
号

に
定
め

る
業
務

を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
(
1)

 
自

己
の

管
理

監
督

及
び

指
導

す
る

部
局

等
に

お
け

る
対

策
を

実
施

し
、

実
施

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

統
括

管
理

責
任
者

へ
書
面

等
に
よ

り
報
告

す
る
。

 
(
2)

 
不

正
使
用

の
防
止

を
図
る

た
め
、
研
究

者
等
に

対
し
て

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
教

育
及
び

研
究
倫

理
教
育

を
実
施

し
、

受
講

状
況
を

管
理
監

督
す
る

。
 

(
3)

 
研

究
者

等
が

適
切

に
公

的
研

究
費

の
管

理
、

執
行

等
を

行
っ

て
い

る
か

等
を

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

し
、

必
要

に
応

じ
て

改
善

を
指
導

す
る
。

 
４

 
部

局
等
責

任
者
は

、
実

効
性

を
確
保

す
る
観

点
か
ら

、
学

科
・
専
攻

、
研
究

科
等
の

単
位
で

必
要
に

応
じ
て

部
局
等

副

責
任

者
を
任

命
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
研

究
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

推
進
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

のの
２２
 

各
部
局

等
に
お

け
る
研

究
費
の

管
理
・
運

営
並
び

に
研
究

費
の
不

正
使
用

等
研
究

活
動
に

お
け
る

不
正
行

為

を
防

止
す

る
た

め
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

教
育

及
び

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

啓
発

活
動

に
つ

い
て

実
質

的
な

責
任

と
権

限

を
有

す
る

者
と

し
て

研
究

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

責
任

者
（

以
下

「
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
推

進
責

任
者

」
と

い
う

。
）

を
置

く
。

 
２

 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

責
任
者

は
、
部

局
等
責

任
者
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

責
任
者

は
、
実
効

性
を
確

保
す
る

観
点
か

ら
、
学
科
・
専

攻
、
研

究
科
等

の
単
位

で
、
必

要

に
応

じ
て

研
究

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

副
責

任
者

（
以

下
「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

推
進

副
責

任
者

」
と

い
う

。
）

を
置

く
こ

と
が
で

き
る
。

 
４

 
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
推
進

副
責
任

者
は
、

部
局
等

副
責
任

者
を
も

っ
て
充

て
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

（
研

究
倫
理

教
育
責

任
者
）

 
第 第

８８
条条

のの
３３

 
研

究
者

等
に

対
す

る
研

究
倫

理
教

育
に

つ
い

て
実

質
的

な
責

任
と

権
限

を
有

す
る

者
と

し
て

研
究

倫
理

教

育
責

任
者

を
置
く

。
 

２
 
研

究
倫
理

教
育
責

任
者
は

、
部
局

等
責
任

者
を
も

っ
て
充

て
る
。

 
 

（
職

名
の
公

開
）

 
第 第

９９
条条

 
前
５
条

の
責
任

者
を
置

い
た
と

き
又
は

こ
れ
を

変
更
し

た
と
き

は
、
そ

の
職
名

を
公
開

す
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
不

正
防
止

計
画
）

 

97

規
　
　
程
　
　
集



  第第
１１

００
条条

 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
本
大

学
に
お

け
る
研

究
費
の

管
理
・
運

営
状

況
及
び

研
究
費

の
取
扱

い
に
か

か
わ
る

不

正
の

発
生

要
因
を

把
握
す

る
と
と

も
に
、
具

体
的

な
不
正

防
止
計

画
を
策

定
し
、
当
該

計
画
を

着
実
に

実
施
し

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
前

項
に
規

定
す
る

不
正
防

止
計
画

の
実
施

に
当
た

っ
て
、
理

事
長

に
協

力
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 
（
倫

理
審
査

委
員
会

）
 

第 第
１１

１１
条条

 
前

条
第
１

項
に
掲

げ
る
事

項
を
達

成
す
る

た
め
に

、
明
治

大
学
倫

理
審
査

委
員
会
（

以
下
「

委
員

会
」
と

い
う
。）

を
設

置
す

る
。

 
２

 
委

員
会
の

構
成
及

び
必
要

な
事
項

に
つ
い

て
は
、

別
に
定

め
る
。

 
 

（
防

止
計
画

推
進
部

署
）

 
第 第

１１
２２

条条
 
不

正
防
止

計
画
等

の
推
進

を
担
当

す
る
部

署
は
、

研
究
推

進
部
と

す
る
。

 
２

 
防

止
計
画

推
進
部

署
は
、

研
究
機

関
全
体

の
観
点

か
ら
具

体
的
な

対
策
を

策
定
し

、
実
施

状
況
を

確
認
す

る
。

 
（
監

査
）

 
第 第

１１
３３

条条
 
最

高
管
理

責
任
者

は
、
理

事
長

と
協
議

し
、
研

究
費

の
適
正

な
管
理
・
運

営
の
た

め
、
定
期

的
又
は

臨
時
に

監

査
を

行
う

も
の
と

す
る
。

 
２
 

理
事
長

は
、
前

項
の
監

査
を
行

う
に
当

た
っ
て

、
監
査

室
長
を

経
て
監

査
室
員

の
中
か

ら
、
監

査
担

当
者
を

任
命
す

る
。
 

３
 

監
査

担
当

者
は

、
監

査
の

結
果

を
監

査
室

長
を

経
て

理
事

長
及

び
最

高
管

理
責

任
者

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 
理

事
長
及

び
最
高

管
理
責

任
者
は

、
監

査
の
結

果
、
改

善
等

が
必
要

で
あ
る

と
認
め

ら
れ
た

事
項
に

つ
い
て

、
速

や
か

に
、

有
効
か

つ
具
体

的
な
措

置
を
講

ず
る
も

の
と
す

る
。

 
（
通

報
及
び

相
談
）

 
第 第

１１
４４

条条
 
研

究
活
動

の
不
正

行
為
に

か
か
わ

る
通
報

及
び
相

談
に
対

す
る
取

扱
い
に

つ
い
て

は
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為

に
か

か
わ

る
通
報

処
理
に

関
す
る

規
程
（

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
２
号

）
に
よ

る
。

 
 

（
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
教
育

・
研
究

倫
理
教

育
等
の

実
施
）

 
第 第

１１
５５

条条
 
部

局
等
責

任
者
は

、
第

２
条

第
４
号

に
規
定

す
る
部

局
等
に

所
属
す

る
研
究

者
等
に

対
し
、
そ

の
責

務
の
重

要

性
を

認
識

さ
せ
、
意

識
の

向
上
を

図
る
た

め
に
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン

ス
啓
発

活
動
を

行
う
と

と
も
に

、
研

究
費
の

不
正
使

用

等
研

究
活

動
に
お

け
る
不

正
行
為

を
防
止

す
る
た

め
、
５

年
に
１

回
以
上

を
目
安

と
し
て

、
定

期
的
に

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン

ス
教

育
、

研
究
倫

理
教
育

等
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

 
（
事

務
）

 
第 第

１１
６６

条条
 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

１１
７７

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
１
号

）
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

０
７
年

（
平
成

１
９
年

）
１
１

月
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通

達
第
１

６
０

６
号

）
 

附附
  

則則
（

２
０
０

９
年
度

規
程
第

７
号
）

 
こ
の

規
程
は

、
２

０
０

９
年
（
平

成
２
１

年
）
６
月

１
０
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
規
定

は
、
同
年

４
月
２

２
日
か

ら

適
用
す

る
。

 
（

通
達

第
１

８
０

７
号
）
（

注
 
事

務
機
構

第
二

次
見

直
し

に
よ

る
部

署
名

称
等

の
変

更
に

伴
う

改
正

）
 

 
 
 

附附
  

則則
（

２
０
１

１
年
度

規
程
第

３
号
）

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
１
年

（
平
成

２
３
年

）
５
月

２
６
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通
達

第
２
０

１
５
号

）
（
注

 
社

会
連
携

促
進
知

財
本
部

の
名
称

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
  

附附
  

則則
（

２
０

１
４
年

度
規
程

第
３
２

号
）
 

  

こ
の

規
程
は

、
２
０

１
５
年

（
平
成

２
７
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
３

２
３
号

）（
注
 

研
究
機

関
に
お

け
る
公

的
研
究

費
の
管

理
・
監

査
の

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

及
び
研

究
活
動

に
お
け

る
不

正
行

為
へ

の
対

応
等

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
対

応
す

る
た

め
の

責
任

体
制

の
整

備
並

び
に

手
続

等
の

変
更

に
伴

う

改
正
）

 

 
 
  

附附
  

則則
（

２
０

１
７
年

度
規
程

第
７
号

）
 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

７
年

（
平

成
２

９
年

）
５

月
１

７
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

規
定

は
、

同
年

４
月

１
日

か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事

務
組
織

改
善
に

よ
る
事

務
管
理

職
名
称

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

１
７

年
度
規

程
第
３

６
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
５

３
８
号

）
（
注

 
法

科
大
学

院
法
務

研
究
科

を
専
門

職
大
学

院
に
位

置
付
け

る
こ
と

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

２
２

年
度
規

程
第
１

１
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

７
月
２

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
８

６
２
号

）（
注
 

研
究
機

関
に
お

け
る
公

的
研
究

費
の
管

理
・
監

査
の

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

を
遵
守

し
た
研

究
費
管

理
及
び

監
査
体

制
の
整

備
に
伴

う
改
正

）
 

98

規
　
　
程
　
　
集



  

研研
究究

活活
動動

のの
不不

正正
行行

為為
にに
かか

かか
わわ

るる
通通

報報
処処

理理
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  

 

２
０
０

７
年
１

１
月
７

日
制
定

 

２
０
０

７
年
度

規
程
第

４
２
号

  

（
目

的
）
 

第 第
１１

条条
 
こ
の

規
程
は

、
明
治

大
学
（

以
下
「

本
大
学

」
と
い

う
。
）

に
お

け
る
研

究
活
動

の
不
正

行
為
に

関
し
、

学
内
外

 

か
ら

の
通
報

及
び
告

発
（
以

下
「
通

報
等
」

と
い
う

。）
に

対
す

る
適
切

な
取
扱

い
を
定

め
る
こ

と
に
よ

り
、
不

正
行
為

 

の
早

期
発
見

及
び
そ

の
是
正

を
図
り

、
も

っ
て

本
大
学

に
お
け

る
円
滑

な
研
究

活
動
の

推
進
に

資
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
 

る
。

 

（
定

義
) 

第 第
２２

条条
 
こ
の

規
程
に

お
い
て

、
「

研
究
活

動
の
不

正
行
為

」
と
は

、
故
意

又
は
研

究
者
と

し
て
わ

き
ま
え

る
べ
き

基
本
的

 

な
注

意
義
務

を
著
し

く
怠
っ

た
こ
と

に
よ
る

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
行

為
及
び

当
該
行

為
に
協

力
す
る

行
 

為
を

い
う
。

 

(
1)

 
研

究
費
の

不
正
使

用
 
架

空
の
取

引
、
虚

偽
の
申

請
、
私

的
及
び

目
的
外

の
利
用

、
業
者

及
び
個

人
と
の

癒
着
に

 

よ
る

発
注
・

委
託
等

並
び
に

研
究
費

配
分
機

関
が
定

め
る
規

定
等
の

違
反
に

よ
り
研

究
費
を

支
出
す

る
行
為

 

(
2)

 
捏

造
 
存

在
し
な

い
デ
ー

タ
、
研

究
結
果

等
を
作

成
す
る

行
為
 

(
3)

 
改

ざ
ん
 

研
究
資

料
、
研

究
機
器

及
び
研

究
過
程

を
変
更

す
る
操

作
を
行

う
こ
と

に
よ
り

、
デ
ー

タ
、
研

究
結
果

 

等
を

真
正
で

は
な
い

も
の
に

加
工
す

る
行
為

 

(
4)

 
盗

用
 
他

の
研
究

者
の
ア

イ
デ
ィ

ア
、
試

料
、
分

析
・
解
析

方
法

、
研
究

結
果
、
論

文
又
は
用

語
の
使

用
に
関

し
、

 

当
該

研
究
者

の
承
諾

又
は
適

切
な
表

示
を
行

う
こ
と

な
く
流

用
す
る

行
為
 

(
5)

 
そ

の
他
不

適
切
な

行
為
 

研
究
活

動
又
は

そ
の
成

果
発
表

の
過
程

に
お
け

る
不
適

切
な
オ

ー
サ
ー

シ
ッ
プ

、
自
己

 

盗
用

及
び
二

重
投
稿

等
の
研

究
倫
理

に
反
す

る
行
為

等
、
前

各
号
に

規
定
す

る
行
為

に
類
す

る
行
為

 

（
受

付
・
相

談
窓
口

）
 

第 第
３３

条条
 
通
報

等
の
受

付
窓
口

を
理
事

長
が
指

名
す
る

弁
護
士

（
以
下

「
弁
護

士
」
と

い
う
。
）
と

し
、
通

報
等
に

か
か
わ

 

る
相

談
窓
口

を
研
究

推
進
部

に
設
置

す
る
。

 

２
 
通

報
等
が

あ
っ
た

場
合
、

弁
護
士

は
、
学

長
が
指

名
す
る

研
究
担

当
の
副

学
長
（

以
下
「

担
当
副

学
長
」

と
い
う

。）
 

に
対

し
、
通

報
等
の

内
容
を

速
や
か

に
連
絡

す
る
。

 

 
（
通

報
等
に

対
す
る

責
任
体

制
）
 

第 第
３３

条条
のの

２２
 

研
究

活
動

の
不

正
行

為
に

係
る

通
報

等
に

対
す

る
適

切
な

取
扱

い
に

対
し

て
責

任
を

持
つ

者
を

学
長

と
し

、
 

学
長

の
指
示

に
よ
り

担
当
副

学
長
が

こ
れ
を

処
理
す

る
。
 

（
通

報
等
の

取
扱
い

）
 

第 第
４４

条条
 
通
報

等
は
、
研

究
活
動

上
の
不

正
行
為

の
疑
い

が
あ
る

と
思
料

す
る
す

べ
て
の

者
が
、
電

話
、
文
書

、
フ
ァ
ク

シ
 

ミ
リ

、
電
子

メ
ー
ル

又
は
面

談
等
の

方
法
に

よ
り
、

受
付
窓

口
に
対

し
、
こ

れ
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
通

報
等
が

あ
っ
た

場
合
、

担
当
副

学
長
は

、
次
に

掲
げ
る

事
項
を

確
認
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1)

 
受

付
窓
口

に
通
報

等
を
行

っ
た
者

（
以
下

「
通
報

者
」
と

い
う
。
）
の

氏
名
、
所

属
（
職

業
）
及

び
連
絡

先
 

(
2)

 
研

究
活
動

の
不
正

行
為
を

行
っ
た

と
す
る

研
究
者

の
氏
名

又
は
団

体
、
グ
ル

ー
プ
等

の
名
称
（

以
下
「

被
通

報
者
」

 

と
い

う
。
）
 

(
3)

 
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

具
体
的

な
内
容

及
び
当

該
行
為

を
不
正

と
す
る

合
理
的

理
由
等

 

３
 
前

項
に
規

定
す
る

事
項
に

つ
い
て

担
当
副

学
長
が

確
認
で

き
な
い

通
報
等

は
、
原
則

と
し
て

受
理
し

な
い
も

の
と
す

る
。

た
だ

し
、
担

当
副
学

長
が
匿

名
で
通

報
等
を

行
う
こ

と
に
妥

当
性
が

あ
る
と

認
め
た

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

４
 
担

当
副
学

長
は
、

通
報
等

を
受
理

し
た
場

合
に
は

、
速
や

か
に
学

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

  ５
 
新

聞
等
の

報
道
機

関
、
研

究
者
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
又

は
イ
ン

タ
ー
ネ

ッ
ト
等

に
よ
り

、
研
究

活
動

の
不
正

行
為
に

係
る
疑

 

い
が

指
摘
さ

れ
た
場

合
（
被

通
報
者

及
び
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

態
様
そ

の
他
事

案
の
内

容
が
明

示
さ
れ

、
か

つ
不
正

 

と
す

る
合
理

的
理
由

が
示
さ

れ
て
い

る
場
合

に
限
る

。）
、
学

長
は
、
こ
れ

を
匿
名

の
通
報

等
に
準

じ
て
取

り
扱
う

こ
と
が

 

で
き

る
。
 

６
 
担

当
副
学

長
は
、
第

３
項
の

規
定
に

よ
り
、
通

報
等
を

受
理
し

な
い
こ

と
を
決

定
し
た

場
合
、
そ

の
旨
に

つ
い
て

、
理
 

由
を

付
し
て

通
報
者

に
通
知

す
る
。

 

 
（
通

報
等
の

相
談
）

 

第 第
４４

条条
のの

２２
 

研
究
活

動
上
の

不
正
行

為
の
疑

い
が
あ

る
と
思

料
す
る

者
で
、
通

報
等
の

是
非
又

は
手
続

に
つ
い

て
疑
問

が
 

あ
る

も
の
は

、
相
談

窓
口
に

対
し
て

相
談
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

２
 
相

談
窓
口

は
、
前

項
の
相

談
を
受

け
た
場

合
、
速

や
か
に

担
当
副

学
長
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
担

当
副
学

長
は
、
当

該
事

案
に
お

い
て
、
研

究
活
動
上

の
不
正

行
為
が

生
じ
よ

う
と
し

て
い
る

 

と
認

め
た
場

合
、
学

長
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
悪

意
に
基

づ
く
通

報
等
の

防
止
）

 

第 第
５５

条条
 
通
報

等
が
あ

っ
た
場

合
、
担

当
副

学
長
は

、
悪

意
に
基

づ
く
虚

偽
の
通

報
等
を

防
止
す

る
た
め

、
通

報
者

に
対
し

、
 

次
に

掲
げ
る

事
項
を

確
認
す

る
も
の

と
す
る

。
 

(
1)

 
第

４
条
第

２
項
各

号
に
掲

げ
る
事

項
を
確

認
で
き

な
い
通

報
等
に

つ
い
て

は
受
理

し
な
い

こ
と
。

 

(
2)

 
通

報
者
に

対
し
、

調
査
協

力
を
求

め
る
場

合
が
あ

る
こ
と

。
 

(
3)

 
調

査
の
結

果
、
悪

意
に
基

づ
く
虚

偽
の
通

報
等
で

あ
る
と

認
め
ら

れ
た
場

合
に
は

、
通
報

者
の
氏

名
の
公

表
、
懲

 

戒
処

分
、
刑

事
告
発

等
を
行

う
こ
と

が
あ
る

こ
と
。

 

 
（
予

備
調
査

委
員
会

）
 

第 第
６６

条条
 

学
長
は

、
第
４

条
第
４

項
の
規

定
に
よ

る
報
告

を
受
け

た
場
合

、
予
備

調
査
委

員
会
を

設
置
す

る
。
 

２
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
次

に
掲
げ

る
事
項

に
つ
い

て
速
や

か
に
予

備
調
査

を
実
施

す
る
も

の
と
す

る
。
 

(
1)

 
研

究
活
動

の
不
正

行
為
が

行
わ
れ

た
可
能

性
 

(
2)

 
通

報
等
の

内
容
の

妥
当
性

 

(
3)

 
本

調
査
の

実
施
の

必
要
性

 

(
4)

 
そ

の
他
必

要
と
認

め
る
事

項
 

３
 
通

報
等
が

な
さ
れ

る
前
に

取
り
下

げ
ら
れ

た
論
文

等
に
対

し
て
な

さ
れ
た

通
報
等

に
つ
い

て
予
備

調
査
を

行
う
場

合
 

は
、
取

下
げ

に
至
っ

た
経
緯

及
び
事

情
を
含

め
、
研
究
活

動
の
不

正
行
為

の
問
題

と
し
て

調
査
す

べ
き
も

の
か
否

か
に
つ

 

い
て

調
査
を

実
施
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
て
、
被

通
報

者
に

対
し
て

関
係
資

料
そ
の

他
予
備

調
査
を

実
施
す

る
上
で

必
要
な

 

書
類

等
の
提

出
を
求

め
、
又

は
関
係

者
の
ヒ

ア
リ
ン

グ
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。
 

５
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
本

調
査
の

証
拠
と

な
り
得

る
関
係

書
類
、
研

究
ノ
ー
ト

及
び
実

験
資
料

等
を
保

全
す
る

措
置
を

 

と
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

６
 
予

備
調
査

委
員
会

は
、
次

に
掲
げ

る
委
員

を
も
っ

て
組
織

す
る
。

 

(
1)

 
被

通
報
者

の
所
属

長
又
は

被
通
報

者
の
所

属
機
関

の
長
 

(
2)

 
学

長
が
指

名
す
る

委
員
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

２
名
 

７
 
前

項
第
１

号
の
規

定
に
関

わ
ら
ず

、
被

通
報

者
が
本

大
学
の

学
籍
を

有
す
る

場
合
（
以

下
「

在
学

生
」
と
い

う
。）
、
前

 

項
第

１
号
の

委
員
は

、
被
通

報
者
が

在
籍
す

る
学
部

、
大
学

院
又
は

専
門
職

大
学
院

各
研
究

科
の
長

と
す
る

。
 

８
 
予

備
調
査

委
員
会

に
、
委

員
長
（

以
下
「

予
備
調

査
委
員

長
」
と

い
う
。
）
１

名
を
置

き
、
第

６
項
第

１
号
の

委
員
を

 

も
っ

て
充
て

る
。
 

９
 

予
備

調
査

委
員

長
は

、
予

備
調

査
の

実
施

に
当

た
っ

て
、

通
報

者
、

被
通

報
者

そ
の

他
関

係
者

（
以

下
「

通
報

者
等

」
 

と
い

う
。
）

に
対

し
、
協

力
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

99

規
　
　
程
　
　
集



  １
０
 

前
項
の

規
定
に

よ
り
協

力
を
求

め
ら
れ

た
通
報

者
等
は

、
予
備

調
査
の

実
施
に

当
た
っ

て
、
積
極
的

か
つ
誠

実
に
協

 

力
す

る
も
の

と
し
、

正
当
な

理
由
な

く
こ
れ

を
拒
絶

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

１
１
 

予
備
調

査
委
員

長
は
、
予

備
調

査
の
開

始
日
か

ら
、
原
則
と

し
て
３

０
日
以

内
に
当

該
調
査

結
果
を

学
長
に

報
告
し

 

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
予

備
調
査

後
の
措

置
及
び

悪
意
に

基
づ
く

虚
偽
の

通
報
に

対
す
る

措
置
）

 

第 第
７７

条条
  

学
長

は
、
前
条

第
１
１

項
の
規

定
に
よ

る
予
備

調
査
の

結
果
等

に
基
づ

き
、
速

や
か
に

当
該
通

報
等
に

つ
い
て

本
  

調
査

を
実
施

す
る
か

否
か
を

決
定
す

る
。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
規
定

に
よ
り

、
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速
や

か
に
通

報
者
及

び
被
通

報
者
に

通
知
す

 

る
と

と
も
に

、
予

備
調
査

委
員
長

及
び
理

事
会
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
調

査
の
当

該
事
案

が
、
資

金
配

分
機
関

 

等
に

係
る
研

究
活
動

の
場
合

、
当
該

事
案
に

係
る
研

究
費
の

資
金
配

分
機
関

及
び
関

係
省
庁

に
対
し

て
、
本

調
査

を
行
う

 

旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

３
 
学

長
は
、
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
、
本

調
査

を
実
施

し
な
い

こ
と
を

決
定
し

た
と
き

は
、
理
由

を
付
し

て
通
報

者
及
び

 

被
通

報
者
（

被
通
報

者
に
つ

い
て
は

前
条
第

９
項
の

規
定
に

よ
り
調

査
協
力

を
求
め

た
場
合

に
限
る

。
）

に
通
知

し
な
け

 

れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

、
資

金
配
分

機
関
若

し
く
は

関
係
省

庁
又
は

通
報
者

の
求
め

が
あ
っ

た
と
き

に
開
示

す
る
こ

 

と
が

で
き
る

よ
う
、

予
備
調

査
に
係

る
資
料

等
を
保

存
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
予
備

調
査
の

結
果
、
当
該

通
報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
で
あ

る
と
判

断
し
た

と
き
は

、
そ

の
内

 

容
に

つ
い
て

当
該
通

報
者
の

ほ
か
、
通

報
者

の
所
属

長
又
は

通
報
者

の
所
属

機
関
の

長
に
通

知
す
る

と
と
も

に
、
当
該
通

 

報
者

に
対

し
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。
被

通
報

者
が

在
学

生
の

場
合

は
、

被
通

報
者

が
在

籍
す

る
学

部
、
 

大
学

院
又
は

専
門
職

大
学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
学

長
は
、
前
項

の
措
置

を
講
じ

た
場
合

で
あ
っ

て
、
本

調
査

の
当
該

事
案
が

、
資

金
配

分
機
関

等
に
係

る
研
究

活
動
の

 

と
き

は
、

該
当

す
る

資
金

配
分

機
関

及
び

関
係

省
庁

に
対

し
て

、
当

該
措

置
の

内
容

等
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

６
 
学

長
は
、
第

３
項

又
は
第

４
項
の

規
定
に

よ
り
通

知
を
受

け
た
通

報
者
か

ら
、
当
該

調
査

結
果

に
つ
い

て
不
服

の
申
立

 

て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
必
要

に
応
じ

て
、
予

備
調
査

委
員
長

に
再
調

査
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（
調

査
委
員

会
）
 

第 第
８８

条条
 

学
長
は

、
前

条
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速

や
か
に

研
究
不

正
調
査

委
員
会

（
以
下

「
調
査

委
員
会

」
と
い

う
。
）
を
設

置
す
る

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

次
に
掲

げ
る
委

員
を
も

っ
て
組

織
す
る

。
 

(
1)

 
学

長
が
指

名
す
る

副
学
長

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
１
名
 

(
2)

 
副

学
長
、

教
務
部

長
、
学

生
部
長

、
学
部

長
、
大

学
院
長

、
専
門

職
大
学

院
長
、

図
書
館

長
、
和

泉
委
員

会
委
員

 

長
及

び
学
長

室
専
門

員
長
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

 
 
 

 
 
 

 
２
名

以
内
 

(
3)

 
学

長
が
指

名
す
る

専
任
教

員
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
１
名
 

(
4)

 
調

査
事
項

に
関
す

る
学
内

外
の
専

門
家
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

 
 
５
名

以
内
 

３
 
調

査
委
員

会
の
委

員
の
半

数
以
上

は
、
学

校
法
人

明
治
大

学
（
以

下
「
本

法
人
」

と
い
う

。
）

に
属
さ
な

い
外

部
有
識

 

者
と

す
る
。

通
報
者

及
び
被

通
報
者

と
利
害

関
係
を

有
す
る

者
は
、

委
員
と

な
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

４
 
調

査
委
員

会
に
委

員
長
（

以
下
「

調
査
委

員
長
」

と
い
う

。
）
１

名
を

置
き
、

第
２
項

第
１
号

の
委
員

を
も
っ

て
充
て

 

る
。

 

５
 
調

査
委
員

長
は
、

委
員
会

を
招
集

し
、
そ

の
議
長

と
な
る

。
 

６
 
調

査
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
あ
ら

か
じ
め

学
長
が

指
名
し

た
順
位

に
よ
り

、
他
の

委
員

が
そ
の

職
務
を

代
行
す

 

る
。

 

７
 
委

員
会
は

、
委
員

の
３
分

の
２
以

上
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

８
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
調

査
委
員

長
の
決

す
る
と

こ
ろ
に

 

よ
る

。
た

だ
し
、
通

報
等
さ

れ
た
行

為
が
行

わ
れ
た

可
能
性

が
な
い

と
の
判

断
に
つ

い
て
は

、
全

会
一
致

で
こ
れ

を
決
す

 

  

る
も

の
と
す

る
。
 

（
本

調
査
の

実
施
）

 

第 第
９９

条条
 

調
査
委

員
会
は

、
通

報
者

等
か
ら

の
事
情

聴
取
等

に
基
づ

き
、
被

通
報
者

に
か
か

わ
る
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

 

有
無

に
つ
い

て
調
査

及
び
認

定
を
行

う
。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

の
決
定

が
あ
っ

た
日
か

ら
起
算

し
て
３

０
日
以

内
 
に
、
本

調
査
を

開
始
す

る
。
 

３
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等
に

お
い
て

指
摘
さ

れ
た
当

該
研
究

に
係
る

論
文
、
実

験
・
観

察
ノ

ー
ト
、
生

デ
ー

タ
そ
の

他
 

資
料

の
精
査

及
び
関

係
者
の

ヒ
ア
リ

ン
グ
等

の
方
法

に
よ
り

、
本
調

査
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

４
 
調

査
委
員

会
は
、
本
調

査
の
実

施
に
当

た
っ
て

、
通

報
者
等

に
対
し

、
関

係
資

料
の
提

出
等
必

要
な
協

力
を
求

め
る
こ

 

と
が

で
き
る

。
 

５
 
前

項
の
規

定
に
よ

り
協
力

を
求
め

ら
れ
た

通
報
者

等
は
、
本

調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、
積

極
的
か
つ

誠
実
に

協
力
す

 

る
も

の
と
し

、
正
当

な
理
由

な
く
こ

れ
を
拒

絶
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
 

６
 
調

査
委
員

会
は
、
証
拠

と
な
る

関
係
資

料
等
を

保
全
す

る
と
と

も
に
、
被
通

報
者
に

対
し
、
当

該
調
査

に
か
か

わ
る
関

 

係
者

と
の
接

触
の
禁

止
、
保

全
を
必

要
と
す

る
場
所

へ
の
立

入
禁
止

等
必
要

な
措
置

を
求
め

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

７
 
調

査
委
員

会
は
、
前

項
の

措
置
を

求
め
る

場
合
に

は
、
被
通
報

者
以
外

の
研
究

者
の
研

究
活
動

及
び
本

大
学
の

管
理
運

 

営
に

か
か
わ

る
業
務

に
支
障

を
来
さ

な
い
よ

う
配
慮

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
本

調
査
に

お
け
る

一
時
的

措
置
）

 

第 第
１１

００
条条

 
学

長
は
、
被

通
報
者

に
対
し

、
本
調

査
の
実

施
決
定

日
か
ら

調
査
委

員
会
に

よ
る
当

該
調
査

結
果
の

報
告
を

受

け
る

ま
で

の
間
、

通
報
等

の
あ
っ

た
研
究

に
か
か

わ
る
研

究
費
の

支
出
を

停
止
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
研

究
活

動
の
不

正
行
為

が
行
わ

れ
な
か

っ
た
と

判
断
し

た
と
き

は
、
前
項

の
規
定

に
よ
る

 

研
究

費
の
支

出
停
止

措
置
を

直
ち
に

解
除
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
弁

明
）
 

第 第
１１

１１
条条

 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、

被
通
報

者
に
弁

明
の
機

会
を
与

え
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
に
該

当
す
る

か
否
か

の
認
定

に
当
た

っ
て
、
通

報
者
に
弁

 

明
の

機
会
を

与
え
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
（
調

査
結
果

の
報
告

・
通
知

）
 

第 第
１１

２２
条条

 
調

査
委
員

長
は
、
本

調
査

の
終
了

後
、
当

該
調
査

結
果
の

報
告
書

を
作
成

し
、
直

ち
に

学
長
に

報
告
し

な
け
れ

 

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
報
告

書
を
提

出
さ
れ

た
と
き

は
、
理

事
会

に
こ
れ

を
報
告

す
る
と

と
も
に

、
当

該
調

査
結
果

を
通
報

 

者
、
被

通
報
者

及
び
被

通
報
者

以
外
で

研
究
活

動
上
の

不
正
行

為
に
関

与
し
た

と
認
定

さ
れ
た

者
に
通

知
し
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。
被

通
報
者

が
本
大

学
以
外

の
機
関

に
所
属

し
て
い

る
場
合

は
、
そ

の
所
属

機
関
に

も
通
知

す
る
。

 

３
 
学

長
は
、
前

項
の
通

知
に
加

え
て
、
本

調
査
の

当
該
事

案
が
、
資

金
配
分

機
関
等

に
係
る

研
究
活

動
の
場

合
、
該
当

す
 

る
資

金
配
分

機
関
及

び
関
係

省
庁
に

対
し
て

、
当
該

調
査
結

果
を
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
当

該
通

報
等
が

悪
意
に

基
づ
く

虚
偽
の

通
報
等

で
あ
る

と
の
認

定
が
あ

っ
た
と

き
は
、
そ

 

の
内

容
に
つ

い
て
当

該
通
報

者
、
被
通

報
者
及

び
被
通

報
者
以

外
で
研

究
活
動

上
の
不

正
行
為

に
関
与

し
た
と

認
定
さ

れ
 

た
者

の
ほ
か

、
通

報
者
の

所
属
長

又
は
通

報
者
の

所
属
機

関
の
長

に
通
知

す
る
と

と
も
に

、
当

該
通

報
者
に

対
し
、
必
要

 

な
措

置
を
講

じ
る
も

の
と
す

る
。
通

報
者

が
在
学

生
の
場

合
は
、
被

通
報
者

が
在
籍

す
る
学

部
、
大

学
院

又
は
専

門
職
大

 

学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
悪

意
に
基

づ
く
通

報
等
と

の
認
定

が
あ
っ

た
場
合

に
お
い

て
、
通
報

者
が
本

大
学
以

外
の
機

関
に
所

属
し
て

い
る
と

き
 

は
、

当
該
所

属
機
関

に
も
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
不

服
申
立

て
）
 

第 第
１１

３３
条条

 
調

査
委
員

会
が
認

定
し
た

調
査
結

果
に
つ

い
て
不

服
が
あ

る
場
合

に
は
、
通

報
者
、
被

通
報

者
又
は

被
通
報

者
 

以
外

で
研
究

活
動
上

の
不
正

行
為
に

関
与
し

た
と
認

定
さ
れ

た
者
は

、
前

条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
通

知
を
受

け
た
日

か
 

100

規
　
　
程
　
　
集



  １
０
 

前
項
の

規
定
に

よ
り
協

力
を
求

め
ら
れ

た
通
報

者
等
は

、
予
備

調
査
の

実
施
に

当
た
っ

て
、
積
極
的

か
つ
誠

実
に
協

 

力
す

る
も
の

と
し
、

正
当
な

理
由
な

く
こ
れ

を
拒
絶

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

１
１
 

予
備
調

査
委
員

長
は
、
予

備
調

査
の
開

始
日
か

ら
、
原
則
と

し
て
３

０
日
以

内
に
当

該
調
査

結
果
を

学
長
に

報
告
し

 

な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
予

備
調
査

後
の
措

置
及
び

悪
意
に

基
づ
く

虚
偽
の

通
報
に

対
す
る

措
置
）

 

第第
７７

条条
  

学
長

は
、
前
条

第
１
１

項
の
規

定
に
よ

る
予
備

調
査
の

結
果
等

に
基
づ

き
、
速

や
か
に

当
該
通

報
等
に

つ
い
て

本
  

調
査

を
実
施

す
る
か

否
か
を

決
定
す

る
。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
規
定

に
よ
り

、
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速
や

か
に
通

報
者
及

び
被
通

報
者
に

通
知
す

 

る
と

と
も
に

、
予

備
調
査

委
員
長

及
び
理

事
会
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
調

査
の
当

該
事
案

が
、
資

金
配

分
機
関

 

等
に

係
る
研

究
活
動

の
場
合

、
当
該

事
案
に

係
る
研

究
費
の

資
金
配

分
機
関

及
び
関

係
省
庁

に
対
し

て
、
本

調
査

を
行
う

 

旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

３
 
学

長
は
、
第
１

項
の
規

定
に
よ

り
、
本

調
査

を
実
施

し
な
い

こ
と
を

決
定
し

た
と
き

は
、
理
由

を
付
し

て
通
報

者
及
び

 

被
通

報
者
（

被
通
報

者
に
つ

い
て
は

前
条
第

９
項
の

規
定
に

よ
り
調

査
協
力

を
求
め

た
場
合

に
限
る

。
）

に
通
知

し
な
け

 

れ
ば

な
ら
な

い
。
こ

の
場
合

、
資

金
配
分

機
関
若

し
く
は

関
係
省

庁
又
は

通
報
者

の
求
め

が
あ
っ

た
と
き

に
開
示

す
る
こ

 

と
が

で
き
る

よ
う
、

予
備
調

査
に
係

る
資
料

等
を
保

存
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
予
備

調
査
の

結
果
、
当
該

通
報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
で
あ

る
と
判

断
し
た

と
き
は

、
そ

の
内

 

容
に

つ
い
て

当
該
通

報
者
の

ほ
か
、
通

報
者

の
所
属

長
又
は

通
報
者

の
所
属

機
関
の

長
に
通

知
す
る

と
と
も

に
、
当
該
通

 

報
者

に
対

し
、

必
要

な
措

置
を

講
じ

る
も

の
と

す
る

。
被

通
報

者
が

在
学

生
の

場
合

は
、

被
通

報
者

が
在

籍
す

る
学

部
、
 

大
学

院
又
は

専
門
職

大
学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
学

長
は
、
前
項

の
措
置

を
講
じ

た
場
合

で
あ
っ

て
、
本

調
査

の
当
該

事
案
が

、
資

金
配

分
機
関

等
に
係

る
研
究

活
動
の

 

と
き

は
、

該
当

す
る

資
金

配
分

機
関

及
び

関
係

省
庁

に
対

し
て

、
当

該
措

置
の

内
容

等
を

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

６
 
学

長
は
、
第

３
項

又
は
第

４
項
の

規
定
に

よ
り
通

知
を
受

け
た
通

報
者
か

ら
、
当
該

調
査

結
果

に
つ
い

て
不
服

の
申
立

 

て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
必
要

に
応
じ

て
、
予

備
調
査

委
員
長

に
再
調

査
を
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（
調

査
委
員

会
）
 

第第
８８

条条
 

学
長
は

、
前

条
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
本

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
と
き

は
、
速

や
か
に

研
究
不

正
調
査

委
員
会

（
以
下

「
調
査

委
員
会

」
と
い

う
。
）
を
設

置
す
る

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

次
に
掲

げ
る
委

員
を
も

っ
て
組

織
す
る

。
 

(
1)

 
学

長
が
指

名
す
る

副
学
長

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
１
名
 

(
2)

 
副

学
長
、

教
務
部

長
、
学

生
部
長

、
学
部

長
、
大

学
院
長

、
専
門

職
大
学

院
長
、

図
書
館

長
、
和

泉
委
員

会
委
員

 

長
及

び
学
長

室
専
門

員
長
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

 
 
 

 
 
 

 
２
名

以
内
 

(
3)

 
学

長
が
指

名
す
る

専
任
教

員
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
１
名
 

(
4)

 
調

査
事
項

に
関
す

る
学
内

外
の
専

門
家
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

 
 
５
名

以
内
 

３
 
調

査
委
員

会
の
委

員
の
半

数
以
上

は
、
学

校
法
人

明
治
大

学
（
以

下
「
本

法
人
」

と
い
う

。
）

に
属
さ
な

い
外

部
有
識

 

者
と

す
る
。

通
報
者

及
び
被

通
報
者

と
利
害

関
係
を

有
す
る

者
は
、

委
員
と

な
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

４
 
調

査
委
員

会
に
委

員
長
（

以
下
「

調
査
委

員
長
」

と
い
う

。
）
１

名
を

置
き
、

第
２
項

第
１
号

の
委
員

を
も
っ

て
充
て

 

る
。

 

５
 
調

査
委
員

長
は
、

委
員
会

を
招
集

し
、
そ

の
議
長

と
な
る

。
 

６
 
調

査
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
あ
ら

か
じ
め

学
長
が

指
名
し

た
順
位

に
よ
り

、
他
の

委
員

が
そ
の

職
務
を

代
行
す

 

る
。

 

７
 
委

員
会
は

、
委
員

の
３
分

の
２
以

上
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

８
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
調

査
委
員

長
の
決

す
る
と

こ
ろ
に

 

よ
る

。
た

だ
し
、
通

報
等
さ

れ
た
行

為
が
行

わ
れ
た

可
能
性

が
な
い

と
の
判

断
に
つ

い
て
は

、
全

会
一
致

で
こ
れ

を
決
す

 

  

る
も

の
と
す

る
。
 

（
本

調
査
の

実
施
）

 

第第
９９

条条
 

調
査
委

員
会
は

、
通

報
者

等
か
ら

の
事
情

聴
取
等

に
基
づ

き
、
被

通
報
者

に
か
か

わ
る
研

究
活
動

の
不
正

行
為
の

 

有
無

に
つ
い

て
調
査

及
び
認

定
を
行

う
。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

の
決
定

が
あ
っ

た
日
か

ら
起
算

し
て
３

０
日
以

内
 
に
、
本

調
査
を

開
始
す

る
。
 

３
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等
に

お
い
て

指
摘
さ

れ
た
当

該
研
究

に
係
る

論
文
、
実

験
・
観

察
ノ

ー
ト
、
生

デ
ー

タ
そ
の

他
 

資
料

の
精
査

及
び
関

係
者
の

ヒ
ア
リ

ン
グ
等

の
方
法

に
よ
り

、
本
調

査
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

４
 
調

査
委
員

会
は
、
本
調

査
の
実

施
に
当

た
っ
て

、
通

報
者
等

に
対
し

、
関

係
資

料
の
提

出
等
必

要
な
協

力
を
求

め
る
こ

 

と
が

で
き
る

。
 

５
 
前

項
の
規

定
に
よ

り
協
力

を
求
め

ら
れ
た

通
報
者

等
は
、
本

調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、
積

極
的
か
つ

誠
実
に

協
力
す

 

る
も

の
と
し

、
正
当

な
理
由

な
く
こ

れ
を
拒

絶
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
 

６
 
調

査
委
員

会
は
、
証
拠

と
な
る

関
係
資

料
等
を

保
全
す

る
と
と

も
に
、
被
通

報
者
に

対
し
、
当

該
調
査

に
か
か

わ
る
関

 

係
者

と
の
接

触
の
禁

止
、
保

全
を
必

要
と
す

る
場
所

へ
の
立

入
禁
止

等
必
要

な
措
置

を
求
め

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

７
 
調

査
委
員

会
は
、
前

項
の

措
置
を

求
め
る

場
合
に

は
、
被
通
報

者
以
外

の
研
究

者
の
研

究
活
動

及
び
本

大
学
の

管
理
運

 

営
に

か
か
わ

る
業
務

に
支
障

を
来
さ

な
い
よ

う
配
慮

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
本

調
査
に

お
け
る

一
時
的

措
置
）

 

第第
１１

００
条条

 
学

長
は
、
被

通
報
者

に
対
し

、
本
調

査
の
実

施
決
定

日
か
ら

調
査
委

員
会
に

よ
る
当

該
調
査

結
果
の

報
告
を

受

け
る

ま
で

の
間
、

通
報
等

の
あ
っ

た
研
究

に
か
か

わ
る
研

究
費
の

支
出
を

停
止
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

２
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
研

究
活

動
の
不

正
行
為

が
行
わ

れ
な
か

っ
た
と

判
断
し

た
と
き

は
、
前
項

の
規
定

に
よ
る

 

研
究

費
の
支

出
停
止

措
置
を

直
ち
に

解
除
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
弁

明
）
 

第第
１１

１１
条条

 
調

査
委
員

会
は
、

本
調
査

の
実
施

に
当
た

っ
て
、

被
通
報

者
に
弁

明
の
機

会
を
与

え
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、
通

報
等

が
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
に
該

当
す
る

か
否
か

の
認
定

に
当
た

っ
て
、
通

報
者
に
弁

 

明
の

機
会
を

与
え
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
（
調

査
結
果

の
報
告

・
通
知

）
 

第第
１１

２２
条条

 
調

査
委
員

長
は
、
本

調
査

の
終
了

後
、
当

該
調
査

結
果
の

報
告
書

を
作
成

し
、
直

ち
に

学
長
に

報
告
し

な
け
れ

 

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
学

長
は
、
前
項

の
報
告

書
を
提

出
さ
れ

た
と
き

は
、
理

事
会

に
こ
れ

を
報
告

す
る
と

と
も
に

、
当

該
調

査
結
果

を
通
報

 

者
、
被

通
報
者

及
び
被

通
報
者

以
外
で

研
究
活

動
上
の

不
正
行

為
に
関

与
し
た

と
認
定

さ
れ
た

者
に
通

知
し
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。
被

通
報
者

が
本
大

学
以
外

の
機
関

に
所
属

し
て
い

る
場
合

は
、
そ

の
所
属

機
関
に

も
通
知

す
る
。

 

３
 
学

長
は
、
前

項
の
通

知
に
加

え
て
、
本

調
査
の

当
該
事

案
が
、
資

金
配
分

機
関
等

に
係
る

研
究
活

動
の
場

合
、
該
当

す
 

る
資

金
配
分

機
関
及

び
関
係

省
庁
に

対
し
て

、
当
該

調
査
結

果
を
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

４
 
学

長
は
、
本
調

査
の
結

果
、
当

該
通

報
等
が

悪
意
に

基
づ
く

虚
偽
の

通
報
等

で
あ
る

と
の
認

定
が
あ

っ
た
と

き
は
、
そ

 

の
内

容
に
つ

い
て
当

該
通
報

者
、
被
通

報
者
及

び
被
通

報
者
以

外
で
研

究
活
動

上
の
不

正
行
為

に
関
与

し
た
と

認
定
さ

れ
 

た
者

の
ほ
か

、
通

報
者
の

所
属
長

又
は
通

報
者
の

所
属
機

関
の
長

に
通
知

す
る
と

と
も
に

、
当

該
通

報
者
に

対
し
、
必
要

 

な
措

置
を
講

じ
る
も

の
と
す

る
。
通

報
者

が
在
学

生
の
場

合
は
、
被

通
報
者

が
在
籍

す
る
学

部
、
大

学
院

又
は
専

門
職
大

 

学
院

各
研
究

科
の
長

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 
悪

意
に
基

づ
く
通

報
等
と

の
認
定

が
あ
っ

た
場
合

に
お
い

て
、
通
報

者
が
本

大
学
以

外
の
機

関
に
所

属
し
て

い
る
と

き
 

は
、

当
該
所

属
機
関

に
も
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
不

服
申
立

て
）
 

第第
１１

３３
条条

 
調

査
委
員

会
が
認

定
し
た

調
査
結

果
に
つ

い
て
不

服
が
あ

る
場
合

に
は
、
通

報
者
、
被

通
報

者
又
は

被
通
報

者
 

以
外

で
研
究

活
動
上

の
不
正

行
為
に

関
与
し

た
と
認

定
さ
れ

た
者
は

、
前

条
第

２
項
の

規
定
に

よ
る
通

知
を
受

け
た
日

か
 

  

ら
起

算
し
て

１
４
日

以
内
に

、
調

査
委

員
会
に

対
し
、
不

服
申
立

て
を
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
た
だ

し
、
そ
の

期
間
内

で
 

あ
っ

て
も
、

同
一
理

由
に
よ

る
不
服

申
立
て

を
繰
り

返
す
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

２
 
調

査
委
員

会
は
、

前
項
の

規
定
に

よ
る
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当
該

申
立
て

の
内
容

を
審
査

す
る
。

 

３
 
調

査
委
員

会
は
、
当

該
事

案
の
再

調
査
を

行
う
ま

で
も
な

く
、
不
服

申
立
て
を

却
下
す

べ
き
も

の
と
決

定
し
た

場
合
に

 

は
、

直
ち
に

、
学
長

に
報
告

す
る
。

 

４
 
学

長
は
、
前

項
の
報

告
を
受

け
た
と

き
は
、
本

条
第
１

項
に
よ

り
不
服

を
申
し

立
て
た

者
（

以
下
「

不
服
申

立
人
」
と

 

い
う

。
）

に
対
し

、
そ
の

決
定
を

通
知
す

る
。
当

該
不
服

申
立
て

が
当
該

事
案
の

引
き
延

ば
し
や

認
定
に

伴
う
各

措
置
の

 

先
送

り
を
主

な
目
的

と
す
る

も
の
と

調
査
委

員
会
が

判
断
し

た
場
合

は
、
以
後

の
不
服

申
立
て

を
受
け

付
け
な

い
こ
と

を
 

併
せ

て
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

５
 

調
査

委
員

会
は

、
不

服
申

立
て

に
対

し
て

再
調

査
を

行
う

旨
を

決
定

し
た

場
合

に
は

、
直

ち
に

、
学

長
に

報
告

す
る

。

報
告

を
受
け

た
学
長

は
、
不

服
申
立

人
に
対

し
、
そ

の
決
定

を
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。
 

６
 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

再
調
査

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 

（
調

査
内
容

等
の
公

表
）
 

第 第
１１

４４
条条

 
学

長
は
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研

究
活
動

の
不
正

行
為
が

行
わ
れ

た
と
判

断
し
た

と
き
は

、
当

該
調
査

 

内
容

等
を
速

や
か
に

公
表
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
（
不

正
行
為

の
処
分

手
続
）

 

第 第
１１

５５
条条

 
学

長
は
、
被

通
報
者

が
本
大

学
の
教

員
、
本

法
人
が

設
置
す

る
学
校

の
教
諭

又
は
本

法
人
の

職
員
で

あ
る
場

合
 

で
、
本

調
査
の

結
果
に

基
づ
き

、
研

究
活

動
の
不

正
行
為

が
行
わ

れ
た
と

判
断
さ

れ
た
と

き
は
、
校

規
等
に

基
づ
き

、
適
 

切
な

措
置
を

講
じ
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 
学

長
は
、
被
通

報
者
が

在
学
生

の
場
合

で
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為
が
行

わ
れ
た

と
判
断

 

さ
れ

た
と
き

は
、
明

治
大

学
学
則

、
明

治
大

学
大
学

院
学
則

又
は
明

治
大
学

専
門
職

大
学
院

学
則
等

校
規
に

基
づ
き

、
在

 

籍
す

る
学
部

教
授
会

、
大
学

院
委
員

会
又
は

研
究
科

教
授
会

の
議
を

経
て
、

適
切
な

措
置
を

講
じ
る

。
 

３
 
前

２
項
の

規
定
は

、
第

７
条

第
４
項

及
び
第

１
２
条

第
４
項

に
定
め

る
悪
意

に
基
づ

く
虚
偽

の
通
報

等
に
係

る
手
続

き
 

に
つ

い
て
準

用
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
同

項
中
「
被

通
報
者

」
と
あ

る
の
は
「

通
報
者

」
と

読
み

替
え
る

も
の
と

す
る

。
 

（
是

正
措
置

）
 

第 第
１１

６６
条条

 
学

長
は
、
本

調
査

の
結
果

に
基
づ

き
、
研

究
活
動

の
不
正

行
為
が

行
わ
れ

た
と
判

断
し
た

と
き
は

、
速

や
か
に

 

再
発

防
止
の

た
め
に

必
要
な

是
正
措

置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（
通

報
者
の

保
護
）

 

第 第
１１

７７
条条

 
明

治
大
学

に
お
け

る
研
究

費
の
適

正
管
理

に
関
す

る
規
程

第
８
条

第
２
項

に
規
定

す
る
部

局
等
責

任
者
は

、
通

 

報
等

を
し
た

こ
と
を

理
由
と

す
る
当

該
通
報

者
の
職

場
環
境

の
悪
化

や
差
別

待
遇
が

起
き
な

い
よ
う

に
す
る

た
め
に

、
適

 

切
な

措
置
を

講
じ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

２
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
教

員
、
本

法
人
が

設
置
す

る
学
校

の
教
諭

又
は
本

法
人
の

職
員
は

、
通

報
等
を

し
た
こ

と
を
理

 

由
と

し
て
、

当
該
通

報
者
に

対
し
て

不
利
益

な
取
扱

い
を
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 
学

長
は
、
通
報

者
に
対

し
て
不

利
益
な

取
扱
い

を
行
っ

た
者
が

い
た
場

合
は
、
校
規

等
に
基

づ
き
、
適

切
な
措

置
を
講

 

じ
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 
学

長
は
、
悪

意
に

基
づ
く

通
報
等

で
あ
る

こ
と
が

判
明
し

な
い
限

り
、
単
に
通

報
等
し

た
こ
と

を
理
由

に
当
該

通
報
者

 

に
対

し
て
解

雇
、
配
置

換
え
、
懲

戒
処
分

、
降

格
、
減

給
そ
の

他
当
該

通
報
者

に
不
利

益
な
措

置
等
を

行
っ
て

は
な
ら

な
 

い
。

 

（
被

通
報
者

の
保
護

）
 

第 第
１１

８８
条条

 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
教

員
、
本
法

人
が
設

置
す
る

学
校
の

教
諭
又

は
本
法

人
の
職

員
は
、
相

当
な

理
由
な

し
 

に
、

単
に

通
報

等
が

な
さ

れ
た

こ
と

の
み

を
も

っ
て

、
被

通
報

者
の

研
究

活
動

を
部

分
的

又
は

全
面

的
に

禁
止

し
た

り
、
 

解
雇

、
降
格

、
減
給

そ
の
他

不
利
益

な
取
扱

い
を
し

た
り
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

  ２
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
構

成
員
は

、
被

通
報
者

に
対
し

、
当

該
通
報

等
に
か

か
わ
る

事
項
以

外
の
こ

と
に
つ

い
て
、
不

 

利
益

な
取
扱

い
を
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

３
 
本

法
人
及

び
本
大

学
の
構

成
員
は

、
予

備
調
査

、
本

調
査
等

へ
の
協

力
を
し

た
者
に

対
し
、
そ

の
こ
と

を
も
っ

て
不
利

 

益
な

取
扱
い

を
し
て

は
な
ら

な
い
。

 

 
（
守

秘
義
務

）
 

第 第
１１

９９
条条

 
こ

の
規
程

に
か
か

わ
る
業

務
に
従

事
し
て

い
る
者

は
、
職
務

上
知
り

得
た
情

報
を
他

に
漏
ら

し
て
は

な
ら
な

い
。 

そ
の

職
を
退

い
た
後

も
同
様

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）
 

第 第
２２

００
条条

 
こ

の
規
程

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
規
程

の
運
用

に
関
し

て
必
要

な
事
項

は
、
別

に
定
め

る
。
 

（
事

務
）
 

第 第
２２

１１
条条

 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。
 

（
規

程
の
改

廃
）
 

第 第
２２

２２
条条

 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

倫
理
審

査
委
員

会
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

附 附
  

則則
（
２
０

０
７

年
度
規

程
第
４

２
号
）

 

こ
の

規
程
は

、
２
０

０
７
年

（
平
成

１
９
年

）
１
１

月
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通
達

第
１
６

０
７
号

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

０
９

年
度
規

程
第
７

号
）
 

こ
の

規
程
は

、
２

０
０

９
年
（
平

成
２
１

年
）
６
月

１
０
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
規
定

は
、
同
年

４
月
２

２
日
か

ら

適
用
す

る
。
 

（
通
達

第
１
８

０
７
号

）
（
注

 
事

務
機
構

第
二
次

見
直
し

に
よ
る

部
署
名

称
等
の

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

附 附
  

則則
（
２
０

１
４

年
度
規

程
第
３

３
号
）

 

（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
５

年
（
平

成
２
７

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
経

過
措
置

）
 

２
 
改

正
後
の

第
２
条

第
１
号

及
び
第

５
号
の

規
定
は

、
施

行
日

以
降
に

行
わ
れ

た
通
報

等
及
び

研
究
活

動
に
お

い
て
適

用
 

し
、

施
行
日

の
前
日

ま
で
に

行
わ
れ

た
通
報

等
及
び

研
究
活

動
に
つ

い
て
は

、
な
お

従
前
の

例
に
よ

る
。
 

（
通
達

第
２
３

２
４
号

）
（
注

 
研

究
機
関

に
お
け

る
公
的

研
究
費

の
管
理

・
監
査

の
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
及
び

研
究
活

動
に
お

 

け
る
不

正
行
為

へ
の
対

応
等
に

関
す
る

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

に
対
応

す
る
た

め
の
責

任
体
制

の
整
備

並
び
に

手
続
等

の
変
更

 

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

１
７

年
度
規

程
第
３

６
号
）

 

 
 
こ

の
規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
５

３
８
号

）
（
注

 
法

科
大
学

院
法
務

研
究
科

を
専
門

職
大
学

院
に
位

置
付
け

る
こ
と

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

２
２

年
度
規

程
第
１

２
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

７
月
２

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通

達
第

２
８

６
３

号
）
（

注
 

研
究

活
動

に
お

け
る

不
正

行
為

へ
の

対
応

等
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
を

遵
守

し
た

研
究

不
正
行

為
防
止

体
制
の

整
備
に

伴
う
改

正
）
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程
　
　
集



  

研研
究究

活活
動動

のの
不不

正正
行行

為為
にに
かか

かか
わわ

るる
通通

報報
処処

理理
にに

関関
すす

るる
運運

用用
細細

則則
  

 

（
目

的
）

 

第 第
１１

条条
 

こ
の

細
則

は
、
研
究

活
動
の

不
正
行

為
に
か

か
わ
る

通
報
処

理
に
関

す
る
規

程
（
２

０
０
７

年
度
規

程
第
４

２
 

号
。

以
下

「
通
報

規
程
」

と
い
う

。
）

第
１
９

条
に
基

づ
き
、

学
内
外

か
ら
の

通
報
等

に
対
し

て
適
切

か
つ
迅

速
に
対

 

処
す

る
た

め
、
こ

れ
に
関

す
る
必

要
事
項

と
し
て

次
の
と

お
り
定

め
る
。

 

 
（

定
義
)
 

第 第
２２

条条
 

こ
の

細
則

に
お
い

て
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
用
語

の
意
義

は
、
当

該
各
号

に
定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。
 

(
1)
 

研
究
者
 

本
大

学
に
所

属
す
る

者
又
は

本
大
学

の
名
を

冠
し
た

肩
書
を

使
用
し

て
研
究

活
動
を

行
う
す

べ
て
の

 

者
（
常

勤
、
非

常
勤
、

学
生
等

の
身
分

及
び
客

員
教
員

、
客
員

研
究
員

等
の
呼

称
も
問

わ
な
い

。
ま
た

、
資
金

の
 

主
た
る

受
給
者

で
あ
る

か
ど
う

か
も
問

わ
な
い

。
）

を
い

う
。

 

(
2)
 

不
正
行
為

 
通

報
規
程

第
２
条

に
規
定

す
る
「

研
究
活

動
の
不

正
行
為

」
を
い

う
。
 

（
通

報
処

理
体
制

の
公
表

等
）
 

第 第
３３

条条
 

通
報

等
の

受
付
窓

口
を
、
不

正
行
為

に
か
か

わ
る
受

付
窓
口

と
称
し

、
理
事

長
が
指

名
す
る

弁
護
士

が
所
属

す
 

る
弁

護
士

事
務
所

を
連
絡

先
と
し

て
設
置

し
、
通

報
等
に

か
か
わ

る
相
談

窓
口
を

、
不

正
行
為

に
か
か

わ
る
相

談
窓
口

と
称

し
、

研
究
推

進
部
内

の
研
究

倫
理
オ

フ
ィ
ス

を
連
絡

先
と
し

て
設
置

す
る
。

 

２
 

通
報
等

の
受
付

窓
口
、
通

報
等
に

関
す
る

相
談
の

方
法
そ

の
他
必

要
な
事

項
を
本

大
学
の

ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト

等
に
公

表
 

す
る

。
 

（
通

報
等

の
取
扱

い
）
 

第 第
４４

条条
 

学
会

等
の

団
体
に

よ
り
不

正
行
為

が
指
摘

さ
れ
た

場
合
は

、
通

報
規

程
第
４

条
第
１

項
に
よ

る
通
報

等
の
受

付
 

と
同

様
に

取
り
扱

う
。
 

（
予

備
調

査
）
 

第 第
５５

条条
  

被
通
報

者
の
所

属
長
が

当
該
通

報
等
に

関
し
て

利
害
関

係
を
有

す
る
と

認
め
ら

れ
る
場

合
は
、
学
長

は
当
該

者
  

を
予

備
調

査
委
員

長
と
す

る
こ
と

が
で
き

な
い
。

こ
の
場

合
、
所

属
長
以

外
の
者

を
予
備

調
査
委

員
長
と

す
る
。

 

２
 

予
備

調
査

委
員

長
は

、
３

０
日

以
内

に
学

長
に

当
該

調
査

結
果

を
報

告
で

き
な

い
合

理
的

な
理

由
が

あ
る

場
合

は
、
 

そ
の

理
由

及
び
報

告
の
予

定
日
を

付
し
て

学
長
に

申
し
出

て
、
承

認
を
得

る
も
の

と
す
る

。
 

３
 

当
該
通

報
等
が

、
競

争
的
資

金
等
、
基

盤
的
経

費
そ
の

他
の
関

係
省
庁

が
予
算

を
配
分

又
は
措

置
を
行

う
機
関
（
以

 

下
「

配
分

機
関
等

」
と
い

う
。
）

に
係

る
研
究

活
動
の

場
合
、

学
長
は

、
通
報

等
の
受

理
か
ら

原
則
と

し
て
３

０
日
以

 

内
に

、
当

該
調
査

の
要
否

を
当
該

配
分
機

関
等
に

報
告
し

、
協
議

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
調

査
委

員
会
）

 

第 第
６６

条条
  

学
長
は

、
通

報
規
程

第
８
条

第
１
項

に
基
づ

き
設
置

す
る
調

査
委
員

会
の
委

員
の
人

数
を
同

条
第
２

項
第
２

号
  

及
び

第
４

号
に
お

い
て
調

整
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 

学
長
は

、
当
該

通
報
等

が
配
分

機
関
等

に
係
る

研
究
活

動
の
場

合
、
原
則
と

し
て
本

調
査
委

員
会
の

委
員
の

氏
名
及

 

び
所

属
に

つ
い
て

通
報
者

及
び
被

通
報
者

に
対
し

て
通
知

す
る
。

 

３
 

通
報
者

及
び
被

通
報
者

は
、
前
項

に
規
定

す
る
通

知
の
内

容
に
対

し
て
、
当
該

通
知
を

受
け
た

日
か
ら

７
日
以

内
に
、 

学
長

に
異

議
申
立

て
を
行

う
こ
と

が
で
き

る
。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
通
報

者
及

び
被

通
報
者

が
異
議

申
立
て

を
行
う

 

場
合

は
、

当
該
異

議
申
立

て
が
正

当
で
あ

る
旨
を

示
し
た

書
面
及

び
根
拠

資
料
等

を
提
出

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

４
 

学
長
は

、
前

項
の
異

議
申
立

て
を
受

け
た
と

き
は
、
そ

の
内
容

を
検
討

し
、
当

該
異

議
申
立

て
が
妥

当
で
あ

る
と
判

 

断
し

た
場

合
は
、
当
該

異
議
申

立
て
に

係
る
本

調
査
委

員
会
の

委
員
を

交
代
さ

せ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
な

お
、
交
代

 

の
有

無
等

に
つ
い

て
は
、

通
報
者

及
び
被

通
報
者

に
対
し

て
そ
の

旨
を
通

知
す
る

。
 

（
本

調
査

の
実
施

）
 

第 第
７７

条条
 

調
査

委
員

会
は
、

通
報
規

程
第
９

条
に
基

づ
き
、

次
に
掲

げ
る
内

容
と
す

る
本
調

査
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

  

(
1)
 

ね
つ
造
、

改
ざ

ん
、
盗

用
、
そ

の
他
不

適
切
な

行
為
に

あ
っ
て

は
、
指

摘
さ
れ

た
当
該

研
究
に

係
る
論

文
、
実

 

験
・
観

察
ノ
ー

ト
、
デ

ー
タ
等

の
各
種

資
料
の

精
査

 

(
2)
 

研
究
費
の

不
正

使
用
に

あ
っ
て

は
、
領

収
書
、

請
求
書

、
納
品

書
、
支

払
い
に

係
る
通

帳
、
ク

レ
ジ
ッ

ト
カ
ー

 

ド
の
明

細
等
の

精
査

 

(
3)
 

被
通
報
者

等
の

関
係
者

に
対
す

る
ヒ
ア

リ
ン
グ

 

(
4)
 

そ
の
他
必

要
と

認
め
る

事
項
の

調
査
 

２
 

本
調
査

の
対
象

は
、
前

条
各

号
の
他

、
調

査
委

員
会
の

判
断
に

よ
り
、
本
調

査
に
関

連
し
た

被
通
報

者
の
他

の
研
究

 

を
含

め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（

認
定
の

方
法
）

 

第 第
７７

条条
のの

２２
 
調

査
委
員

会
は
、
調
査

に
よ
っ

て
得
ら

れ
た
、
物
的
・
科

学
的
証

拠
、
証
言

、
被

通
報
者

の
自
認

等
の
諸

 

証
拠

を
総

合
的

に
判

断
し

て
、

不
正

行
為

か
否

か
の

認
定

を
行

う
も

の
と

す
る

。
不

正
行

為
と

認
定

さ
れ

た
場

合
は

、
 

そ
の

内
容

及
び
悪

質
性
、
不

正
行

為
に
関

与
し
た

者
と
そ

の
関
与

の
度
合

、
不
正

行
為

と
認
定

さ
れ
た

研
究
に

係
る
論

 

文
等

の
各

著
者
の

当
該
論

文
等
及

び
当
該

研
究
に

お
け
る

役
割
、

そ
の
他

必
要
な

事
項
を

認
定
す

る
。
 

２
 

調
査
委

員
会
は

、
被
通

報
者
に

よ
る
自

認
を
唯

一
の
証

拠
と
し

て
不
正

行
為
を

認
定
す

る
こ
と

は
で
き

な
い
。

 

３
 

調
査
委

員
会
は

、
被
通

報
者
の

説
明
及

び
そ
の

他
の
証

拠
に
よ

っ
て
、
不
正

行
為
で

あ
る
と

の
疑
い

を
覆
す

こ
と
が

 

で
き

な
い

と
き
は

、
不
正

行
為
と

認
定
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
保

存
義
務

期
間
の

範
囲
に

属
す
る

生
デ
ー

タ
、
実

験
・
 

 
 
観

察
ノ
ー

ト
、
実

験
試

料
・
試

薬
及

び
関
係

書
類
等

の
不
存

在
等
、
本

来
存
在

す
る
べ

き
基
本

的
な
要

素
が
不

足
し
て

 

い
る

こ
と

に
よ
り

、
被
通

報
者
が

不
正
行

為
で
あ

る
と
の

疑
い
を

覆
す
に

足
る
証

拠
を
示

せ
な
い

と
き
も

、
同

様
と

す
 

る
。

 

４
 

当
該
通

報
等
が

、
配

分
機

関
等
に

係
る
研

究
活
動

の
場
合

、
学

長
は

、
本

調
査

の
実
施

に
際
し

、
調
査

方
針
、
調

査
 

方
法

等
に

つ
い
て

当
該
配

分
機
関

等
及
び

関
係
省

庁
に
報

告
し
、

協
議
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

（
調

査
結

果
の
報

告
）
 

第 第
８８

条条
 

調
査

委
員

会
は
、
本

調
査
の

報
告
書

を
作
成

し
、
委

員
会
設

置
日
か

ら
９
０

日
以
内

に
関
連

資
料
等

を
添
え

て
 

学
長

に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し

、
９

０
日
以

内
に
報

告
で
き

な
い
合

理
的
な

理
由
が

あ
る
場

合
は
、
そ

 

の
理

由
及

び
報
告

予
定
日

を
付
し

て
学
長

に
申
し

出
て
、

承
認
を

得
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

学
長
は

、
本
調

査
の
結

果
を
通

報
者
及

び
被
通

報
者
に

通
知
し

、
通

報
規
程

第
１
２

条
第
１

項
に
よ

る
本
調

査
の
調

 

査
結

果
が

確
定
し

た
段
階

で
理
事

会
に
報

告
す
る

。
 

（
不

服
申

立
て
）

 

第 第
９９

条条
 

通
報

規
程

１
３
条

に
よ
り

通
報
者

又
は
被

通
報
者

が
不
服

申
し
立

て
を
行

う
場
合

は
、
調
査

内
容
に

対
す
る

不
 

服
の

理
由

に
つ
い

て
物
的

・
科
学

的
根
拠

を
示
し

て
説
明

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

被
通
報

者
か
ら

不
服
申

立
て
に

よ
り
、
再

調
査
の

実
施
を

決
定
し

た
場
合

は
、
本

調
査

に
準
じ

て
行
う

も
の
と

す
る
。 

３
 

調
査
委

員
会
は

、
再

調
査
を

開
始
し

た
場
合

に
は
、
そ

の
開
始

日
か
ら

９
０
日

以
内
に

、
先

の
調
査

結
果
を

覆
す
か

 

否
か

を
決

定
し
、
そ

の
結

果
を
直

ち
に
学

長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し

９
０
日

以
内
に

調
査
結

果
を
報

 

告
で

き
な

い
合
理

的
な
理

由
が
あ

る
場
合

は
、
そ

の
理
由

及
び
報

告
予
定

日
を
付

し
て
学

長
に
申

し
出
て

、
承

認
を

得
 

る
も

の
と

す
る
。

 

（
不

正
行

為
の
公

表
及
び

配
分
機

関
等
へ

の
調
査

結
果
の

報
告
）

 

第 第
１１

００
条条

 
学

長
は

、
不

正
行
為

が
行
わ

れ
た
と

判
断
し

た
と
き

に
は
、
通

報
規

程
第
１

４
条
に

よ
り
、
速
や

か
に
本

調
 

査
の

結
果

を
本
大

学
ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
等
で

公
表
す

る
も
の

と
す
る

。
な

お
、
公

表
す

る
内

容
は
、
原

則
と
し

て
次
の

各
 

号
に

掲
げ

る
事
項

と
す
る

。
 

(
1)
 

不
正
行
為

等
に

関
与
し

た
研
究

者
の
氏

名
及
び

所
属
 

(
2)
 

不
正
行
為

の
内

容
 

(
3)
 

本
大
学
が

本
調

査
の
結

果
の
公

表
時
ま

で
に
行

っ
た
措

置
の
内

容
 

102

規
　
　
程
　
　
集



  

(
4)
 

本
調
査
の

方
法

及
び
手

順
等
 

２
 

本
調
査

の
当
該

事
案
が

、
配

分
機
関

等
に
係

る
研
究

活
動
の

場
合
、
学

長
は
、
通
報

等
を
受

理
し
た

日
か
ら

原
則
と

 

し
て

２
１

０
日
以

内
に
、
調
査

結
果
、
不
正

発
生
要

因
、
不
正

に
関
与

し
た
者

が
か
か

わ
る
他

の
競
争

的
資
金

等
に
お

 

け
る

管
理
・
監

査
体

制
の
状

況
及
び

再
発
防

止
計
画

等
を
含

む
最
終

報
告
書

を
配
分

機
関
等

及
び
関

係
省
庁

に
提
出

し
 

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
ま

た
、
調
査

過
程
で

一
部
で

も
不
正

行
為
が

認
定
さ

れ
た
場

合
は
、
配

分
機
関

等
及
び

関
係
省

 

庁
に

報
告

す
る
も

の
と
す

る
。
不

服
申
し

立
て
が

あ
っ
た

場
合
、
不
服

申
立
て

の
却
下

や
再
調

査
の
実

施
を
決

定
し
た

 

場
合

の
結

果
等
に

つ
い
て

も
同
様

と
す
る

。
 

３
 

学
長
は

、
配

分
機

関
等
か

ら
当
該

配
分
機

関
等
が

配
分
す

る
競
争

的
資
金

等
の
不

正
使
用

に
係
る

調
査
の

経
過
に

つ
 

い
て

報
告

を
求
め

ら
れ
た

と
き
は

、
当

該
調

査
の
進

捗
状
況

報
告
及

び
調
査

の
中
間

報
告
を

配
分
機

関
等
及

び
関
係

省
 

庁
に

提
出

す
る
も

の
と
す

る
。
 

４
 

学
長
は

、
配

分
機
関

等
か
ら

要
求
が

あ
る
と

き
は
、
当

該
配
分

機
関
等

が
配
分

す
る
競

争
的
資

金
等
に

つ
い
て

、
当

 

該
競

争
的

資
金
等

の
不
正

使
用
に

係
る
調

査
に
関

す
る
資

料
を
提

出
又
は

閲
覧
及

び
現
地

調
査
に

応
じ
な

け
れ
ば

な
 

ら
な

い
。
た

だ
し

、
調

査
委
員

会
に
お

け
る
調

査
に
支

障
が
あ

る
場
合

そ
の
他

正
当
な

理
由
が

あ
る
場

合
は
こ

の
限
り

 

で
な

い
。

 

（
義

務
等

）
 

第 第
１１

１１
条条

 
通

報
等

に
か
か

わ
る
者

は
、
通

報
規
程

第
１
９

条
に
規

定
す
る

守
秘
義

務
等
の

ほ
か
、
次

に
掲
げ

る
事
項

を
 

順
守

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1)
 

通
報
者
、

被
通

報
者
及

び
調
査

に
協
力

し
た
関

係
者
の

名
誉
や

プ
ラ
イ

バ
シ
ー

等
を
侵

害
す
る

こ
と
の

な
い
よ

 

う
に
慎

重
に
行

動
す
る

こ
と
。

 

(
2)
 

通
報
等
が

自
ら

関
係
す

る
も
の

で
あ
る

場
合
又

は
通
報

者
等
と

利
害
関

係
を
有

す
る
場

合
に
は

、
そ
の

通
報
等

 

の
処
理

、
調
査

等
に
一

切
関
与

し
な
い

こ
と
。

 

（
細

則
の

改
廃
）

 

第 第
１１

２２
条条

 
こ

の
細

則
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
倫
理

審
査
委

員
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 

 
 
附 附

  
則則

  

こ
の

細
則

は
、
２

０
１
５

年
（
平

成
２
７

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附 附
  

則則
（

２
０

１
６

年
９
月

２
６
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則

は
、
２

０
１
６

年
（
平

成
２
８

年
）
１

０
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附 附
  

則則
（

２
０

１
６

年
１
２

月
７
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則

は
、
２

０
１
６

年
（
平

成
２
８

年
）
１

２
月
８

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

附 附
  

則則
（

２
０

１
７

年
３
月

８
日
倫

理
審
査

委
員
会

承
認
）

 

こ
の

細
則

は
、
２

０
１
７

年
（
平

成
２
９

年
）
３

月
９
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

附 附
  

則則
（

２
０

２
２

年
６
月

２
９
日

倫
理
審

査
委
員

会
承
認

）
 

こ
の

細
則

は
、
２

０
２
２

年
（
令

和
４
年

）
６
月

３
０
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

        

  

  

明明
治治

大大
学学

社社
会会

連連
携携

ポポ
リリ

シシ
ーー

  

２
０
０

４
年
１

０
月
２

６
日
制

定
 

明
治

大
学

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
）

は
、

１
８

８
１

年
の

創
立

以
来

、
そ

の
長

く
輝

か
し

い
伝

統
に

裏
付

け
ら

れ
た

わ
が
国

有
数
の

私
立
大

学
と
し

て
、
日
本

の
み
な

ら
ず
世

界
の
各

界
で
活

躍
す
る

幾
多
の

有
為
な

人
材
を

輩
出
し

て
き
て

い

る
。

２
１

世
紀

の
現

在
に

お
い

て
も

、
本

学
に

対
す

る
そ

の
役

割
と

期
待

は
ま

す
ま

す
大

き
く

な
っ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、

本
学

の
建

学
の

精
神

で
あ

る
「

権
利

自
由

」
「

独
立

自
治

」
を

引
き

継
ぎ

、
実

学
を

重
視

し
た

「
個

を
強

く
す

る
大

学
」

と

し
て
、

ま
た
、
「
都

心
型
大

学
」
と

し
て
の

特
長
を

活
か
し

て
、
そ

の
使
命

と
責
任

を
果
た

す
必
要

が
あ
る

。
 

 本
学

は
、
人

文
科

学
・
社
会

科
学
・
自
然

科
学
の

各
分
野

に
お
け

る
研
究

基
盤
か

ら
生
ま

れ
る
高

度
で
先

進
的
な

研
究
成

果
を
、
学

外
研
究

機
関
と

の
交
流

を
は
じ

め
、
民
間

企
業
、
国

、
自

治
体

や
そ
の

地
域
社

会
等
に

速
や
か

に
還
元

し
、
平

和

で
豊

か
な

社
会

を
創

造
す

る
こ

と
を

理
念

と
し

て
い

る
。

よ
っ

て
、

本
学

は
、
「

社
会

連
携

」
を

「
研

究
」

と
「

教
育

」
に

加
え
て

本
学
の

重
要
な

使
命
と

し
て
明

確
に
位

置
付
け

る
と
と

も
に
、
こ

れ
に
本

学
教
職

員
等
が

一
致
協

力
し
て

取
り
組

み
、

大
学
の

社
会
的

責
任
を

果
た
す

必
要
が

あ
る
。

 

 本
学

は
、
上
記

の
社
会

連
携
活

動
を
進

め
る
に

当
た
っ

て
の
基

本
姿
勢

及
び
倫

理
に
関

わ
る
ポ

リ
シ
ー

を
明
ら

か
に
す

る

た
め
、
「
明

治
大
学

社
会
連

携
ポ
リ

シ
ー
(
以

下
「

本
ポ
リ

シ
ー
」

と
い
う

。
)
」
を
定

め
、
こ

れ
を
学

内
外
に

公
開
す

る
。
 

 本
学

の
教
職

員
等
は

、
本

ポ
リ
シ

ー
に
定

め
る
事

項
を
十

分
に
理

解
し
て

、
円

滑
に

社
会
連

携
活
動

を
推
進

し
、
本

学
と

学
外
諸

機
関
と

の
幅
広

い
交
流

を
進
め

、
相

互
交
流

に
よ
る

刺
激
が

大
学
、
産

業
界
等

の
活
性

化
に
と

ど
ま
ら

ず
、
広

く
社

会
の
発

展
に
寄

与
す
る

よ
う
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 

１ １
  

環環
境境

保保
全全

・・
平平

和和
利利

用用
  

 
環
境

を
常
に

視
野
に

入
れ
た

社
会
連

携
活
動

を
推
進

し
、
省

資
源
・
省

エ
ネ
ル

ギ
ー
・
リ

サ
イ
ク

ル
に
務

め
る
と

と
も
に

、

最
先
端

の
教
育
・
研

究
技
術
及

び
設
備

の
活
用

並
び
に

環
境
保

全
に
資

す
る
研

究
成
果

の
社
会

へ
の
還

元
に
よ

っ
て
、
環
境

の
保
全

に
積
極

的
に
貢

献
し
て

い
く
。

 

 
ま
た

、
軍
事

利
用
・

人
権
抑

圧
等
平

和
に
反

す
る
内

容
を
目

的
と
す

る
社
会

連
携
活

動
は
一

切
行
わ

な
い
。

 

 ２ ２
  

主主
体体

性性
・・

自自
主主

性性
のの

尊尊
重重

  

 
研
究

成
果
は

、
教

職
員

等
の
自

由
か
つ

創
意
に

富
ん
だ

発
想
と

研
究
に

対
す
る

意
欲
を

源
泉
と

し
て
生

み
出
さ

れ
る
も

の

で
あ
る

。
よ

っ
て

、
社

会
連

携
活
動

を
実
施

し
て
い

く
教
職

員
等
は

、
大

学
の

主
体
性

や
研
究

者
の
自

主
性
を

尊
重
し

、
大

学
が
行

う
教
育

・
研
究

に
支
障

が
生
じ

る
こ
と

の
な
い

よ
う
に

配
慮
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 ３ ３
  

情情
報報

のの
公公

開開
とと

管管
理理

のの
原原

則則
  

 
事
業

化
の
可

能
性
が

高
い
研

究
成
果

に
つ
い

て
の
学

外
諸
機

関
に
対

す
る
情

報
公
開

に
関
し

て
は
、
社

会
連
携

活
動
の

障

害
と
な

ら
な
い

よ
う
、

適
切
な

タ
イ
ミ

ン
グ
と

方
法
に

よ
り
行

う
こ
と

を
原
則

と
す
る

。
 

 
ま
た

、
本
学

の
社
会

連
携
の

推
進
体

制
、
規

程
類
の

制
定
状

況
、
活

動
成
果

等
の
情

報
提
供

を
行
う

。
 

 
な
お

、
学

外
諸

機
関
と

の
交
流

に
よ
り

知
り
得

た
企
業

等
の
情

報
及
び

特
許
等

の
出
願

公
開
前

に
お
け

る
情
報

の
秘
密

保

持
に
つ

い
て
は

、
大
学

の
管
理

体
制
を

充
実
し

、
教
職

員
等
の

啓
発
に

努
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 ４ ４
  

法法
令令

等等
のの

遵遵
守守

  

 
社
会

連
携
活

動
を
実

施
し
て

い
く
教

職
員
等

及
び
学

外
諸
機

関
は
、
本
ポ

リ
シ
ー

を
理
解

し
、
相

互
に

協
調
し

、
誠

意
を

も
っ
て

業
務
を

遂
行
す

る
と
と

も
に
、

関
連
す

る
法
令

、
本
学

の
校
規

等
を
遵

守
し
、

行
動
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。
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規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー

  

２
０

０
５
年

１
月
１

１
日
制

定
 

２
０

１
７
年

４
月
 

１
日
改

正
  

I I
..
  

本本
学学

のの
利利

益益
相相

反反
ポポ

リリ
シシ

ーー
制制
定定

のの
基基

本本
的的

なな
考考

ええ
方方

  

11
..
  

制制
定定

のの
背背

景景
  

本
学

は
、
明

治
大

学
社

会
連

携
ポ

リ
シ

ー
に

も
掲

げ
ら

れ
て

い
る

と
お

り
「

社
会

連
携

」
を
「

学
術

研
究

」」
、
「

教
育
」

 

に
加

え
て

、
大

学
の

使
命
と

し
て

位
置

づ
け

、
積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

 
 

具
体

的
な

活
動
と

し
て
は

、
個

々
の
教

職
員
の

弛
ま
ぬ

努
力
に

よ
っ
て

生
み
出

さ
れ
る

研
究
成

果
は
、
主

に
学

会
発
表

、
 

学
術

論
文

、
著
作

、
企

業
等

と
の
共

同
研

究
等

を
通
じ

て
社

会
に
還

元
し

て
き
て

い
る

。
本
学

教
職

員
は
、
大

学
の
第
三

 

の
使

命
と

さ
れ

る
社

会
連
携

活
動
を

よ
り

一
層

促
進
し

、
現

在
ま

で
に

培
っ

て
き

た
本

学
の
社
会

か
ら

の
信

頼
や

評
価

を
 

確
固

た
る

も
の

に
す

べ
く

、
一
致

協
力

し
て

取
り

組
ん

で
い
く

。
 

一
方

、
社

会
連

携
活
動

と
り
わ

け
企
業

と
の
連

携
を
推

進
し
て

い
く
こ

と
に
よ

っ
て
、
教

職
員

が
企
業

と
の
関

係
に

よ
 

っ
て

有
す
る

利
益
や

責
任
と
、
教

職
員
が

大
学

に
お
い

て
果

た
す
べ
き

責
任
（

例
え
ば

、
学
生

に
教

育
を
施

す
責

任
、
学

 

問
の

探
究

等
）
と

が
、
い
わ

ば
衝
突

し
て
い

る
よ

う
に

見
え

る
状
況

が
生
じ

て
く

る
。
こ
の

よ
う
な

社
会

連
携

活
動

を
推

 

進
し
て

い
く

に
あ

た
り
、
不
可
避

的
に

生
じ

る
状

況
は
「
利
益
相
反
」（

C
o
nf
l
ic
t
 
o
f 

In
te
r
e
st
 
、

 C
O
I）

と
言
わ

れ
て
 

い
る
。

 

本
学

は
こ

の
よ
う

な
状
況

に
関
し

て
、
大
学

が
行
う

教
育
や

研
究
へ

の
信
頼

が
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

に
、

ま
た
、
社
会

 

連
携

活
動

が
公

正
且

つ
円
滑

に
促

進
さ

れ
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
、

本
ポ

リ
シ

ー
を
制

定
す

る
。

 

22
..
  

基基
本本

方方
針針

にに
ああ

たた
りり

重重
視視

すす
べべ

きき
項項

目目
  

大
学

の
第

三
の
使

命
と
し

て
の
社

会
連
携

を
推
進

し
、
こ

れ
を
遂

行
す
る

に
は
、

利
益
相

反
は
避

け
て
通

れ
な
い

課
題

で
あ

る
。
本

学
は

、
利
益

相
反

に
つ

い
て
、
後
ろ
向
き

に
考

え
る

の
で

は
な

く
、
積
極

的
に

受
容

し
、
本

学
の

特
長

を
活

か
し

た
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
体

制
の
構

築
を
図

る
も

の
と

す
る
。
こ

れ
に
よ

り
、
本

学
教
職

員
が
社

会
連
携

に
安
心
し

て
取

り
組

む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

産
官

学
連
携

の
健

全
な

発
展

の
た

め
に

資
し

た
い

。
 

な
お

、
本

学
は

、
教

職
員
に

対
し
、
多

様
な
価

値
観
と

そ
れ
に

裏
づ
け

ら
れ
た

自
発
的

な
活
動

を
推
奨

し
て
お

り
、
こ
 

れ
ら

の
多
様

な
価
値

観
が
時
と

し
て

衝
突

す
る

場
合
が

起
る

。
以
下

、
多
様

な
価

値
観

が
衝
突

し
た

場
合
に
、
と
く

に
重

 

視
す

べ
き

項
目
を

示
す

も
の

と
す

る
。

 

○
学
生
に

対
し

、
充

実
し

た
教

育
を
施

す
責

任
 

○
研
究
成

果
の

信
頼

性
と

説
明

責
任

 

○
研
究
資

金
の

源
泉

と
使

途
の

透
明
性

 

○
大
学
と

し
て

の
科

学
の

進
歩

と
技
術

の
普

及
へ

の
責
任

 

○
学
外
の

諸
機

関
と

の
共

同
研

究
等
の

促
進

と
本

学
の
知
的
財

産
の

保
護

 

○
本
学
の

研
究

者
と

し
て

の
名

声
や
地

位
の

保
全

 

○
本
学
の

教
職

員
が

受
け

る
べ

き
正
当

な
金

銭
的

利
益
の
確
保

 

 Ⅱ Ⅱ
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
とと

本本
ポポ

リリ
シシ

ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

11
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
  

本
学

で
は
、

利
益
相

反
を
「

教
職
員

が
社
会

連
携
活

動
に
よ

っ
て
得

る
個
人

的
利
益

や
社
会

的
責
任

が
大
学

に
お
け

 

る
教
育

・
研
究

上
の
責

任
と
衝

突
し
て

い
る
状

況
」
と

定
義

す
る
。

 

上
記

の
定
義

に
は
、

教
職
員

が
兼
業

活
動
を

行
な
う

こ
と
に

よ
っ
て

、
社
会

連
携
先

で
あ
る

企
業
等

に
職
務

遂
行
責

 

任
を
有

し
、
大

学
に
お

け
る
教

育
・
研

究
に
関

す
る
職

務
遂
行

の
責
任

と
衝
突

し
て
い

る
状
況

（
責
務

相
反
）

と
、
教

 

  

職
員
が

社
会
連

携
活
動

に
伴
っ

て
得
る

利
益
と

大
学
に

お
け
る

職
務
遂

行
の
責

任
が
衝

突
し
て

い
る
状

況
（
狭

義
の
利

 

益
相
反

）
の
両

方
を
含

む
も
の

と
す
る

。
 

2 2
..
  

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

本
ポ

リ
シ
ー

の
適
用

の
対
象

者
は
本

学
の
専

任
教
職

員
と
す

る
。
 

た
だ
し

、
本
学

は
、
専

任
教
職

員
以
外

の
者
に

対
し
て

も
、
必

要
が
あ

る
場
合

に
は
、

本
ポ
リ

シ
ー
の

適
用
を

求
め
る

 

も
の
と

す
る
。

 

  ⅢⅢ
..
  

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

体体
制制

  

利利
益益

相相
反反

委委
員員

会会
のの

設設
置置
  

 
本

学
は
、
全

学
的

な
利
益

相
反
に

関
す
る

審
議
機

関
と
し

て
、
利
益

相
反
委

員
会
を

設
置
し

、
以

下
の

内
容
に

関
す
る

必
要

事
項
を

審
議
し

、
決
定

す
る
。

 

○
本

学
の

利
益
相

反
に
関

す
る
方

針
の
審

議
・
決

定
 

○
個

別
の

利
益
相

反
に
つ

い
て
の

審
議
・

指
導
・

勧
告
 

利
益

相
反

委
員
会

の
構
成

員
、
審

議
方
法

と
審
議

内
容
等

に
つ
い

て
は
、

別
途
、

明
治
大

学
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

規
程

に
て
定

め
る
も

の
と
す

る
。
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規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー

  

２
０

０
５
年

１
月
１

１
日
制

定
 

２
０

１
７
年

４
月
 

１
日
改

正
  

II
..
  

本本
学学

のの
利利

益益
相相

反反
ポポ

リリ
シシ

ーー
制制
定定

のの
基基

本本
的的

なな
考考

ええ
方方

  

11
..
  

制制
定定

のの
背背

景景
  

本
学

は
、
明

治
大

学
社

会
連

携
ポ

リ
シ

ー
に

も
掲

げ
ら

れ
て

い
る

と
お

り
「

社
会

連
携

」
を
「

学
術

研
究

」」
、
「

教
育
」

 

に
加

え
て

、
大

学
の

使
命
と

し
て

位
置

づ
け

、
積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

 
 

具
体

的
な

活
動
と

し
て
は

、
個

々
の
教

職
員
の

弛
ま
ぬ

努
力
に

よ
っ
て

生
み
出

さ
れ
る

研
究
成

果
は
、
主

に
学

会
発
表

、
 

学
術

論
文

、
著
作

、
企

業
等

と
の
共

同
研

究
等

を
通
じ

て
社

会
に
還

元
し

て
き
て

い
る

。
本
学

教
職

員
は
、
大

学
の
第
三

 

の
使

命
と

さ
れ

る
社

会
連
携

活
動
を

よ
り

一
層

促
進
し

、
現

在
ま

で
に

培
っ

て
き

た
本

学
の
社
会

か
ら

の
信

頼
や

評
価

を
 

確
固

た
る

も
の

に
す

べ
く

、
一
致

協
力

し
て

取
り

組
ん

で
い
く

。
 

一
方

、
社

会
連

携
活
動

と
り
わ

け
企
業

と
の
連

携
を
推

進
し
て

い
く
こ

と
に
よ

っ
て
、
教

職
員

が
企
業

と
の
関

係
に

よ
 

っ
て

有
す
る

利
益
や

責
任
と
、
教

職
員
が

大
学

に
お
い

て
果

た
す
べ
き

責
任
（

例
え
ば

、
学
生

に
教

育
を
施

す
責

任
、
学

 

問
の

探
究

等
）
と

が
、
い
わ

ば
衝
突

し
て
い

る
よ

う
に

見
え

る
状
況

が
生
じ

て
く

る
。
こ
の

よ
う
な

社
会

連
携

活
動

を
推

 

進
し
て

い
く

に
あ

た
り
、
不
可
避

的
に

生
じ

る
状

況
は
「
利
益
相
反
」（

C
o
nf
l
ic
t
 
o
f 

In
te
r
e
st
 
、

 C
O
I）

と
言
わ

れ
て
 

い
る
。

 

本
学

は
こ

の
よ
う

な
状
況

に
関
し

て
、
大
学

が
行
う

教
育
や

研
究
へ

の
信
頼

が
損
な

わ
れ
な

い
よ
う

に
、

ま
た
、
社
会

 

連
携

活
動

が
公

正
且

つ
円
滑

に
促

進
さ

れ
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
、

本
ポ

リ
シ

ー
を
制

定
す

る
。

 

22
..
  

基基
本本

方方
針針

にに
ああ

たた
りり

重重
視視

すす
べべ

きき
項項

目目
  

大
学

の
第

三
の
使

命
と
し

て
の
社

会
連
携

を
推
進

し
、
こ

れ
を
遂

行
す
る

に
は
、

利
益
相

反
は
避

け
て
通

れ
な
い

課
題

で
あ

る
。
本

学
は

、
利
益

相
反

に
つ

い
て
、
後
ろ
向
き

に
考

え
る

の
で

は
な

く
、
積
極

的
に

受
容

し
、
本

学
の

特
長

を
活

か
し

た
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
体

制
の
構

築
を
図

る
も

の
と

す
る
。
こ

れ
に
よ

り
、
本

学
教
職

員
が
社

会
連
携

に
安
心
し

て
取

り
組

む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
、

産
官

学
連
携

の
健

全
な

発
展

の
た

め
に

資
し

た
い

。
 

な
お

、
本

学
は

、
教

職
員
に

対
し
、
多

様
な
価

値
観
と

そ
れ
に

裏
づ
け

ら
れ
た

自
発
的

な
活
動

を
推
奨

し
て
お

り
、
こ
 

れ
ら

の
多
様

な
価
値

観
が
時
と

し
て

衝
突

す
る

場
合
が

起
る

。
以
下

、
多
様

な
価

値
観

が
衝
突

し
た

場
合
に
、
と
く

に
重

 

視
す

べ
き

項
目
を

示
す

も
の

と
す

る
。

 

○
学
生
に

対
し

、
充

実
し

た
教

育
を
施

す
責

任
 

○
研
究
成

果
の

信
頼

性
と

説
明

責
任

 

○
研
究
資

金
の

源
泉

と
使

途
の

透
明
性

 

○
大
学
と

し
て

の
科

学
の

進
歩

と
技
術

の
普

及
へ

の
責
任

 

○
学
外
の

諸
機

関
と

の
共

同
研

究
等
の

促
進

と
本

学
の
知
的
財

産
の

保
護

 

○
本
学
の

研
究

者
と

し
て

の
名

声
や
地

位
の

保
全

 

○
本
学
の

教
職

員
が

受
け

る
べ

き
正
当

な
金

銭
的

利
益
の
確
保

 

 ⅡⅡ
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
とと

本本
ポポ

リリ
シシ

ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

11
..
  

利利
益益

相相
反反

のの
定定

義義
  

本
学

で
は
、

利
益
相

反
を
「

教
職
員

が
社
会

連
携
活

動
に
よ

っ
て
得

る
個
人

的
利
益

や
社
会

的
責
任

が
大
学

に
お
け

 

る
教
育

・
研
究

上
の
責

任
と
衝

突
し
て

い
る
状

況
」
と

定
義

す
る
。

 

上
記

の
定
義

に
は
、

教
職
員

が
兼
業

活
動
を

行
な
う

こ
と
に

よ
っ
て

、
社
会

連
携
先

で
あ
る

企
業
等

に
職
務

遂
行
責

 

任
を
有

し
、
大

学
に
お

け
る
教

育
・
研

究
に
関

す
る
職

務
遂
行

の
責
任

と
衝
突

し
て
い

る
状
況

（
責
務

相
反
）

と
、
教

 

  

職
員
が

社
会
連

携
活
動

に
伴
っ

て
得
る

利
益
と

大
学
に

お
け
る

職
務
遂

行
の
責

任
が
衝

突
し
て

い
る
状

況
（
狭

義
の
利

 

益
相
反

）
の
両

方
を
含

む
も
の

と
す
る

。
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..
  

利利
益益

相相
反反

ポポ
リリ

シシ
ーー
のの

適適
用用

対対
象象

者者
  

本
ポ

リ
シ
ー

の
適
用

の
対
象

者
は
本

学
の
専

任
教
職

員
と
す

る
。
 

た
だ
し

、
本
学

は
、
専

任
教
職

員
以
外

の
者
に

対
し
て

も
、
必

要
が
あ

る
場
合

に
は
、

本
ポ
リ

シ
ー
の

適
用
を

求
め
る

 

も
の
と

す
る
。

 

  ⅢⅢ
..
  

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

体体
制制

  

利利
益益

相相
反反

委委
員員

会会
のの

設設
置置
  

 
本

学
は
、
全

学
的

な
利
益

相
反
に

関
す
る

審
議
機

関
と
し

て
、
利
益

相
反
委

員
会
を

設
置
し

、
以

下
の

内
容
に

関
す
る

必
要

事
項
を

審
議
し

、
決
定

す
る
。

 

○
本

学
の

利
益
相

反
に
関

す
る
方

針
の
審

議
・
決

定
 

○
個

別
の

利
益
相

反
に
つ

い
て
の

審
議
・

指
導
・

勧
告
 

利
益

相
反

委
員
会

の
構
成

員
、
審

議
方
法

と
審
議

内
容
等

に
つ
い

て
は
、

別
途
、

明
治
大

学
利

益
相

反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

規
程

に
て
定

め
る
も

の
と
す

る
。
 

 

  

 明明
治治

大大
学学
利利

益益
相相

反反
ママ

ネネ
ジジ

メメ
ンン

トト
規規

程程
  

  

 
２

０
１

７
年

３
月

１
５

日
制

定
 

 

２
０

１
６

年
度

規
程

第
２

６
号
 

 

   
（
目

的
）
 

第 第
１１

条条
 

こ
の
規

程
は
、

明
治
大

学
利
益

相
反
ポ

リ
シ
ー

（
２
０

０
５
年

１
月
１

１
日
理

事
会
承

認
。
以

下
「
ポ

リ
シ
ー

」

と
い

う
。
）
及

び
明
治

大
学
研

究
者
行

動
規
範
（

２
０
０

７
年
１

１
月
７

日
理
事

会
承
認

）
に

基
づ

き
、
明

治
大
学
（

以

下
「

本
大
学

」
と

い
う

。
）
に
お

け
る
利

益
相
反

の
適
切

な
管
理
（

以
下
「

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
」
と

い
う
。
）

に

関
し

必
要

な
措
置

を
講
ず

る
こ
と

に
よ
り

、
利
益

相
反
に

よ
る
弊

害
を
防

止
し
、
も
っ

て
教
職

員
等
に

よ
る
社

会
連
携

活

動
の

円
滑

な
実
施

に
資
す

る
こ
と

を
目
的

と
す
る

。
 

 
（
適

用
範
囲

）
 

第 第
２２

条条
 

こ
の
規

程
は
、

次
条
第

１
号
に

定
め
る

教
職
員

等
に
つ

い
て
適

用
す
る

。
 

 
（
定

義
）
 

第 第
３３

条条
 

こ
の
規

程
に
お

い
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
用

語
の
意

義
は
、

そ
れ
ぞ

れ
当
該

各
号
に

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

(
1)

 
教
職

員
等

 
次

の
い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
者
を

い
う
。

 

ア
 

学
校

法
人
明

治
大
学

教
職
員

就
業
規

則
（

昭
和

３
７
年

規
則
第

１
３
号

。
以

下
「
就

業
規
則

」
と
い

う
。
）
第
２

条
に
定

め
る
専

任
教
職

員
 

イ
 

明
治

大
学
特

任
教
員

任
用
基

準
（
２

０
０
５

年
度
例

規
第
１

８
号
）

第
３
条

第
１
項

に
定
め

る
特
任

教
員
 

ウ
 

明
治

大
学
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
の

採
用
等

に
関
す

る
規
程
（

２
０

０
５
年

度
規
程

第
２
９

号
）
第
２

条

に
定
め

る
研
究

推
進
員

及
び
研

究
支
援

者
の
う

ち
、
第
７

条
に
定

め
る
明

治
大
学

利
益
相

反
委
員

会
が
必

要
と
認

め

た
者
 

エ
 

そ
の

他
第
７

条
に
定

め
る
明

治
大
学

利
益
相

反
委
員

会
が
必

要
と
認

め
た
者

 

(
2)

 
社
会

連
携

活
動

 
次
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る

活
動
を

い
う
。

 

ア
 

明
治

大
学
受

託
研
究

に
関
す

る
要
綱

（
２
０

０
６
年

度
例
規

第
２
２

号
）
第

２
条
に

定
め
る

受
託
研

究
 

イ
 

明
治

大
学
と

学
外
機

関
と
の

共
同
研

究
に
関

す
る
要

綱
（
２

０
０
６

年
度
例

規
第
２

３
号
）
第

２
条
に
定

め
る
共

同
研
究

 

ウ
 

明
治

大
学
学

術
研
究

奨
励
寄

付
の
受

入
れ
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
０

６
年
度

例
規
第

２
４
号

）
第

１
条
に

定
め
る

奨
励
寄

付
を
含

む
寄
付

の
受
入

れ
 

エ
 

明
治

大
学
研

究
助
成

の
受
入

れ
に
関

す
る
要

綱
（
２

０
１
６

年
度
例

規
第
６

号
）
第
１
条

第
１
項

に
定
め

る
研
究

助
成
 

オ
 

明
治

大
学
外

国
人
研

究
者
取

扱
い
に

関
す
る

規
程
（

昭
和
４

９
年
規

程
第
４

４
号
）
第
４

条
に
定

め
る
外

国
人
研

究
者
（

招
聘
教

授
及
び

招
聘
研

究
員
）

の
受
入

れ
 

カ
 

明
治

大
学
発

明
等
に

関
す
る

規
程
（

２
０
０

０
年
度

規
程
第

７
号
）
第

２
条

第
３

項
に
定

め
る
職

務
関
連

発
明
に

係
る
知

的
財
産

権
の
学

外
機
関

へ
の
実

施
許
諾

又
は
権

利
譲
渡

 

キ
 

複
数

の
学
外

機
関
と

の
間
で

構
成
さ

れ
る
共

同
事
業

体
（
コ

ン
ソ
ー

シ
ア
ム

）
へ
の

従
事
 

ク
 

教
職

員
等
の

兼
業
 

ケ
 

施
設

設
備
の

利
用
の

提
供
 

コ
 

物
品

の
購
入

等
経
済

的
利
益

の
享
受

 

サ
 

そ
の

他
第
７

条
に
定

め
る
明

治
大
学

利
益
相

反
委
員

会
が
該

当
す
る

と
判
断

し
た
活

動
 

(
3)

 
利

益
相

反
 

教
職

員
等

が
社

会
連

携
活

動
に

よ
っ

て
得

る
個

人
的

利
益

又
は

社
会

連
携

活
動

に
よ

る
教

職
員

等
の

社
会

的
責

任
が
、
当
該

教
職
員

等
の
有

す
る
本

大
学
に

お
け
る

教
育
、
研

究
等
の

責
任
と

衝
突
し

て
い
る

状
況
を

い
う
。 

  

(
4)

 
利
益

相
反

行
為

 
教
育

、
研
究

等
に
関

す
る
教

職
員
等

と
し
て

の
責
任

よ
り
も

、
自

己
又
は

第
三
者

の
利
益

を
優
先

さ
せ

る
行

為
を
い

う
。
 

(
5)

 
公
的

研
究

費
 

科
学
研

究
費
助

成
事
業

、
厚
生

労
働
省

科
学
研

究
費
補

助
金
そ

の
他
の

競
争
的

研
究
資

金
の
ほ

か
、

政
府

機
関

、
独
立

行
政
法

人
、
地

方
公
共

団
体
、

特
殊
法

人
そ
の

他
の
学

外
機
関

等
が
配

分
す
る

研
究
費

を
い
う

。
 

(
6)

 
臨
床

研
究

 
疾

病
の
予

防
方
法

、
診
断

方
法
及

び
治
療

方
法
の

改
善
、
疾
病

原
因
及

び
病
態

の
理
解

の
深
化

並
び
に

患
者

の
生

活
の
質

の
向
上

を
目
的

と
し
て

実
施
さ

れ
る
医

学
的
研

究
で
あ

っ
て
、

ヒ
ト
を

対
象
と

す
る
も

の
を
い

う
。

（
個

人
を

特
定
で

き
る
ヒ

ト
由
来

の
材
料

及
び
デ

ー
タ
に

関
す
る

研
究
を

含
む
。

）
 

 
（
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

の
対
象

）
 

第 第
４４

条条
 

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
は
、

教
職
員

等
が
次

の
各
号

に
掲
げ

る
行
為

を
行
う

場
合
を

対
象
と

す
る
。

 

(
1)

 
学
外

機
関

と
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
 

(
2)

 
本
大

学
の

学
生

等
を
社

会
連
携

活
動
に

従
事
さ

せ
る
場

合
 

(
3)

 
研

究
成

果
活

用
促

進
セ

ン
タ

ー
若

し
く

は
地

域
産

学
連

携
研

究
セ

ン
タ

ー
に

入
居

す
る

学
外

機
関

と
社

会
連

携
活

動
を

行
う

場
合
又

は
当
該

学
外
機

関
か
ら

物
品
の

購
入
等

経
済
的

利
益
を

享
受
す

る
場
合

 

(
4)

 
臨
床

研
究

に
参

加
す
る

場
合
 

(
5)

 
公
的

研
究

費
の

支
給
を

受
け
て

研
究
を

行
う
場

合
 

(
6)

 
そ

の
他

第
７

条
に

定
め

る
明

治
大

学
利

益
相

反
委

員
会

が
利

益
相

反
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
の

対
象

と
し

て
認

め
た

行
為

を
行

う
場

合
 

２
 

前
項

各
号

に
掲

げ
る

行
為

の
う

ち
、

利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
対

象
に

該
当

し
な

い
と

推
定

す
る

行
為

に
つ

い
て

は
、

別
に
定

め
る
。

 

 
（
教

職
員
等

の
義
務

）
 

第 第
５５

条条
 

教
職
員

等
は
、

社
会
連

携
活
動

を
行
う

に
当
た

り
、
利

益
相
反

行
為
を

行
っ
て

は
な
ら

な
い
。

 

 
（
責

任
者
）

 

第 第
６６

条条
 

本
大
学

は
、
こ

の
規
程

の
目
的

を
達
成

す
る
た

め
、
次

に
掲
げ

る
責
任

者
を
置

く
。
 

(
1)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
総
括

責
任
者

（
以
下

「
総
括

責
任
者

」
と
い

う
。
）

 

(
2)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
実
施

責
任
者

（
以
下

「
実
施

責
任
者

」
と
い

う
。
）

 

２
 
総

括
責
任

者
は
、

学
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
総

括
責
任

者
は
、
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
実

施
に
係

る
基
本

方
針
を

策
定
し

、
利
益

相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
総

括
的
責

任
を
有

す
る
。

 

４
 
実

施
責
任

者
は
、

学
長
が

指
名
す

る
研
究

担
当
の

副
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。
 

５
 
実

施
責
任

者
は
、
総
括

責
任
者

の
命
を

受
け
、
利
益

相
反
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
の

実
施
の

た
め
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
任

務
と
す

る
。
 

(
1)

 
利
益

相
反

行
為

に
係
る

審
査
の

統
括
 

(
2)

 
第
９

条
に

定
め

る
利
益

相
反
相

談
窓
口

に
関
す

る
事
項

 

(
3)

 
第
１

４
条

に
定

め
る
勧

告
又
は

命
令
 

(
4)

 
第
１

７
条

に
定

め
る
教

育
及
び

啓
発
活

動
の
実

施
 

(
5)

 
第
三

者
か

ら
利

益
相
反

に
関
す

る
指
摘

が
あ
っ

た
場
合

の
対
応

 

(
6)

 
そ
の

他
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
実

施
に
関

す
る
事

項
 

 
（
委

員
会
）

 

第 第
７７

条条
 

本
大
学

に
、
利

益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
に
関

す
る
事

項
を
審

議
す
る

た
め
、
明
治

大
学
利

益
相
反

委
員
会
（
以

下

「
委

員
会

」
と
い

う
。
）

を
置
く

。
 

２
 
委

員
会
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

任
務
と

す
る
。

 

(
1)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
に
関

す
る
施

策
の
審

議
・
実

施
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(
2)

 
利
益

相
反

行
為

に
関
す

る
審
査

 

(
3)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
対

象
と
す

る
行
為

に
関
す

る
事
項

 

(
4)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
対

象
者
に

関
す
る

事
項
 

(
5)

 
利
益

相
反

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
の
実

施
に
伴

う
教
職

員
等
へ

の
指
導

・
勧
告

 

(
6)

 
第
９

条
に

定
め

る
利
益

相
反
相

談
窓
口

に
関
す

る
事
項

 

(
7)

 
そ
の

他
総

括
責

任
者
が

認
め
た

事
項
 

３
 
委

員
会
は

、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

委
員
を

も
っ
て

組
織
す

る
。
 

(
1)

 
実
施

責
任

者
 

(
2)

 
各
学

部
長

が
推

薦
す
る

専
任
教

員
各
１

名
 

(
3)

 
大
学

院
長

が
推

薦
す
る

専
任
教

員
１
名

 

(
4)

 
専
門

職
大

学
院

長
が
推

薦
す
る

専
任
教

員
１
名

 

(
5)

 
研
究

活
用

知
財

本
部
長

が
推
薦

す
る
本

部
員
１

名
 

(
6)

 
教
務

事
務

部
長

、
研
究

推
進
部

長
及
び

人
事
部

長
 

(
7)

 
委
員

長
が

指
名

す
る
学

外
の
有

識
者
若

干
名
 

４
 
委

員
の
任

期
は
、
職

務
上
委

員
と
な

る
者
を

除
き
、
２

年
と
す

る
。
た
だ

し
、
任
期

途
中
に

交
代
す

る
場
合

は
、
前

任

者
の

残
任
期

間
と
す

る
。
 

５
 
委

員
は
、

再
任
さ

れ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

６
 
委

員
会
に

、
委
員

長
及
び

副
委
員

長
各
１

名
を
置

く
。
 

７
 
委

員
長
は

、
実
施

責
任
者

を
も
っ

て
充
て

、
副
委

員
長
は

、
委
員

の
う
ち

か
ら
委

員
長
が

指
名
す

る
。
 

８
 
委

員
長
は

、
会
務

を
総
理

し
、
会

議
の
議

長
と
な

る
。
 

９
 
副

委
員
長

は
、
委

員
長
を

補
佐
し

、
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
そ
の

職
務
を

代
行
す

る
。
 

 
（
会

議
）
 

第 第
８８

条条
 

委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
、
委

員
長
が

招
集
す

る
。
 

２
 
委

員
会
は

、
委
員

の
過
半

数
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

３
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出
席

委
員
の

過
半
数

で
こ
れ

を
決
し

、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
委

員
長

の
決
す

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。 

４
 
委

員
会
は

、
必
要

に
応
じ

、
委
員

以
外
の

者
を
出

席
さ
せ

、
意
見

を
聴
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
利

益
相
反

相
談
窓

口
）
 

第 第
９９

条条
 

教
職
員

等
か
ら

の
利
益

相
反
に

関
す
る

質
問
又

は
相
談

に
応
じ

る
と
と

も
に
、
必

要
に
応

じ
て
助

言
、
指

導
及
び

支
援

を
行

う
た
め

、
研
究

推
進
部

に
利
益

相
反
相

談
窓
口

（
以
下

「
相
談

窓
口
」

と
い
う

。
）
を

置
く
。

 

２
 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、

委
員
会

の
委
員

を
も
っ

て
充
て

る
。
 

３
 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、
相
談

内
容
の

検
討
を

行
う
に

当
た
り

、
必

要
に

応
じ
て

、
利

益
相
反

に
関
す

る
知
識

を
有
す

る
学

外
の
専

門
家
の

意
見
を

聴
く
こ

と
が
で

き
る
。

 

４
 
相

談
窓
口

の
担
当

者
は
、
教
職

員
等
と

の
相
談

の
結
果

、
必

要
に
応

じ
て
、
委

員
長
に

相
談
内

容
を
報

告
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
 

 
（
申

告
）
 

第 第
１１

００
条条

 
教

職
員
等

は
、
次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
場

合
、
利
益

相
反
行

為
に
関

す
る
自

己
申
告

書
（

以
下
「
自

己
申

告
書

」
と
い

う
。
）

を
委
員

長
に
提

出
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

(
1)

 
第
４

条
第

１
項

第
３
号

及
び
第

４
号
に

該
当
す

る
行
為

 

(
2)

 
第
４

条
第

１
項

第
５
号

に
該
当

す
る
行

為
で
あ

っ
て
、
当

該
公

的
研
究

費
の
拠

出
機
関

が
、
本
大

学
に

お
け

る
利
益

相
反

に
関

す
る
審

議
結
果

の
報
告

を
義
務

付
け
て

い
る
も

の
 

(
3)

 
第
４

条
第

１
項

各
号
に

該
当
す

る
行
為

で
あ
っ

て
、
第

三
者
か

ら
の
利

益
相
反

に
関
す

る
指
摘

に
よ
り

、
委

員
会
が

必
要

と
認

め
た
も

の
 

  

(
4)

 
そ
の

他
委

員
会

が
必
要

と
認
め

た
行
為

 

２
 
前

項
各
号

の
ほ
か

、
教

職
員
等

は
、
第

４
条

第
１
項

各
号
に

該
当
す

る
行
為

の
実
施

前
又
は

実
施
中

に
お
い

て
、
利
益

相
反

に
関
す

る
疑
義

が
生
じ

た
場
合

は
、
委

員
長
に

自
己
申

告
書
を

提
出
し

て
審
査

を
求
め

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

３
 
自

己
申
告

書
の
様

式
、
提

出
期
限

等
申
告

に
関
し

必
要
な

事
項
は

、
委
員

会
に
お

い
て
定

め
る
。

 

 
（
審

査
）
 

第 第
１１

１１
条条

 
委

員
長
は

、
教
職

員
等
か

ら
前
条

に
定
め

る
自
己

申
告
書

の
提
出

が
あ
っ

た
と
き

は
、
こ

れ
を
受

理
し
、
委
員

会
に

お
い

て
、
自

己
申
告

書
に
基

づ
き
審

査
を
行

う
。
 

２
 
前

項
の
場

合
に
お

い
て
、
委
員

会
は
、
次
の

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

基
準
と

し
て
、
客

観
的
か

つ
合
理

的
に
利

益
相
反

行
為

と
推
定

さ
れ
る

か
否
か

を
審
査

す
る
。

 

 
(
1)

 
本
大
学

に
お
け

る
教
職

員
等
と

し
て
の

責
任
よ

り
も
個

人
的
利

益
又
は

第
三
者

の
利
益

を
優
先

し
て
い

る
場
合

 

 
(
2)

 
本
大
学

に
お
け

る
教
育

及
び
研

究
に
支

障
を
来

す
お
そ

れ
が
あ

る
場
合

 

 
(
3)

 
本
大
学

に
お
け

る
財
務

損
失
又

は
不
必

要
な
財

務
負
担

が
生
じ

る
お
そ

れ
が
あ

る
場
合

 

 
(
4)

 
本
大
学

、
教
職

員
等
の

社
会
的

信
用
若

し
く
は

評
価
を

傷
つ
け

、
又
は

低
下
さ

せ
る
お

そ
れ
が

あ
る
場

合
 

３
 
委

員
長
は

適
正
な

審
査
を

行
う
た

め
、
当

該
教
職

員
等
か

ら
自
己

申
告
書

の
ほ
か

、
必
要

な
事

項
の
報

告
を
期

限
を
定

め
て
求

め
る
こ

と
が
で

き
る
。

こ
の
場

合
に
お

い
て
、

当
該
教

職
員
等

は
こ
れ

に
応
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

４
 
委

員
が
審

査
対
象

者
と
な

っ
た
と

き
は
、
そ
の

審
議
に

加
わ
る

こ
と
が

で
き
な

い
。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
当

該
委
員

は
出

席
委
員

の
数
に

算
入
し

な
い
。

 

５
 
委

員
長
は

、
審
査

を
終
了

し
た
と

き
は
、

速
や
か

に
審
査

結
果
を

総
括
責

任
者
へ

報
告
す

る
。
 

 
（
審

査
結
果

の
通
知

）
 

第 第
１１

２２
条条

 
委

員
長
は

、
総
括

責
任
者

へ
の
報

告
後
、

速
や
か

に
審
査

結
果
を

当
該
教

職
員
等

に
通
知

す
る
。

 

２
 
委

員
会
が

利
益
相

反
行
為

に
該
当

す
る
お

そ
れ
が

あ
る
と

判
定
し

た
場
合

に
は
、
前

項
の

審
査
結

果
に
加

え
、
そ
の
理

由
、
次

の
各
号

に
定
め

る
是
正

措
置
等

を
当
該

教
職
員

等
に
通

知
す
る

。
こ

の
場

合
に
お

い
て
、
当

該
教
職

員
等
は

、
是

正
措

置
等
を

速
や
か

に
実
施

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1)

 
不
適

切
と

判
断

し
た
活

動
の
停

止
 

(
2)

 
適
正

な
書

類
の

提
出
 

(
3)

 
学
外

機
関

等
の

役
員
等

の
辞
任

 

(
4)

 
利
益

の
放

棄
 

(
5)

 
社
会

連
携

活
動

へ
の
不

参
加
 

(
6)

 
そ
の

他
必

要
な

措
置
 

 
(
不

服
申

立
て
)
 

第 第
１１

３３
条条

 
委

員
会
の

審
査
結

果
に
不

服
が
あ

る
場
合

に
は
、
教

職
員
等

は
、
前

条
第
２

項
の
規

定
に
よ

る
通
知

を
受
け

た

日
か

ら
１

４
日
以

内
に
、

委
員
長

に
対
し

、
不
服

申
立
て

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

２
 
委

員
長
は

、
前

項
の

規
定
に

よ
る
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当

該
申

立
て
の

内
容
を

精
査
し

、
必

要
に

応
じ
て

、
委

員
会

に
対
し

、
再
審

査
を
命

じ
る
も

の
と
す

る
。
 

３
 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

再
審
査

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 

４
 
教

職
員
等

は
、
再

審
査
の

結
果
に

つ
い
て

、
再
度

の
不
服

申
立
て

を
行
う

こ
と
が

で
き
な

い
。
 

 
（
勧

告
又
は

命
令
）

 

第 第
１１

４４
条条

 
実

施
責
任

者
は
、
教

職
員
等

が
次
の

各
号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る

場
合
に

は
、
当

該
教
職

員
等
に

対
し
必

要

な
勧

告
又

は
命
令

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

。
 

(
1)

 
第
１

０
条

第
１

項
各
号

に
定
め

る
申
告

要
件
に

該
当
す

る
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
委

員
会
が

定
め
た

提
出
期

限
ま
で

に

自
己

申
告

書
を
提

出
し
な

い
場
合

 

(
2)

 
第
１

１
条

第
３

項
に
定

め
る
報

告
を
委

員
長
が

定
め
た

提
出
期

限
ま
で

に
行
わ

な
い
場

合
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(
3)

 
第
１

２
条

第
２

項
に
定

め
る
通

知
か
ら

所
定
の

期
間
が

経
過
し

た
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
是

正
措
置

が
実
施

さ
れ
な

い

場
合

 

(
4)

 
虚
偽

の
申

告
又

は
報
告

を
し
た

場
合
 

 
（
違

反
行
為

等
に
対

す
る
手

続
）
 

第 第
１１

５５
条条

 
総

括
責
任

者
は
、
教

職
員
等

が
前
条

に
定
め

る
勧
告

若
し
く

は
命
令

に
従
わ

な
い
場

合
又
は

そ
の
他

教
職
員

等

の
行

為
が

こ
の
規

程
の
定

め
る
と

こ
ろ
に

違
反
す

る
と
判

断
し
た

場
合
に

は
、
就

業
規

則
そ
の

他
の
関

係
校
規

に
基
づ

き

必
要

な
手

続
を
執

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
前

項
の
ほ

か
、
総

括
責
任

者
は
、
当
該

教
職
員

等
の
行

為
が
法

令
又
は

他
の
校

規
に
違

反
す
る

お
そ
れ

が
あ
る

と
判
断

し
た

場
合
に

は
、
前

項
に
準

じ
て
必

要
な
手

続
を
執

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
将

来
に
向

け
て
の

助
言
又

は
指
導

）
 

第 第
１１

６６
条条

 
実

施
責
任

者
は
、
法
令

、
本

学
の

校
規
、
ポ
リ

シ
ー
、
委
員

会
の
審

査
先
例

等
に
基

づ
き
、
教

職
員
等

が
第
４

条
第

１
項
各

号
に
掲

げ
た
行

為
を
行

う
こ
と

に
よ
り

、
将

来
的
に

利
益
相

反
と
な

る
可
能

性
が
あ

る
場
合

に
は
、
当

該
教

職
員

等
に
対

し
て
必

要
な
助

言
又
は

指
導
を

行
う
こ

と
が
で

き
る
。

 

 
（
教

育
及
び

啓
発
活

動
）
 

第 第
１１

７７
条条

 
実

施
責
任

者
は
、
教

職
員

等
に
対

し
、
利

益
相
反

に
つ
い

て
理
解

を
深
め

、
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
意

識
の

高
揚
を

図
る
た

め
の
啓

発
そ
の

他
必
要

な
教
育

研
修
を

計
画
的

に
実
施

す
る
も

の
と
す

る
。
 

 
（
守

秘
義
務

）
 

第 第
１１

８８
条条

 
こ

の
規
程

に
か
か

わ
る
業

務
に
従

事
し
て

い
る
者

又
は
従

事
し
て

い
た
者

は
、
職
務

上
知
り

得
た
情

報
を
漏

え

い
し

、
又

は
不
当

な
目
的

に
使
用

し
て
は

な
ら
な

い
。
そ

の
職
を

退
い
た

後
も
同

様
と
す

る
。
 

 
（
事

務
）
 

第 第
１１

９９
条条

 
利

益
相
反

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

に
関
す

る
事
務

は
、
研
究

推
進
部

が
行
い

、
教
務

事
務
部

教
務
事

務
室
及

び
人
事

部

人
事

課
が

こ
れ
に

協
力
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）
 

第 第
２２

００
条条

 
こ

の
規
程

を
施
行

す
る
た

め
に
必

要
な
事

項
は
、

委
員
会

の
議
を

経
て
、

委
員
長

が
定
め

る
。
 

 
（
規

程
の
改

廃
）
 

第 第
２２

１１
条条

 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

２
６
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
７

年
（
平

成
２
９

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（
例

規
の
廃

止
）
 

２
 
明

治
大
学

利
益
相

反
委
員

会
設
置

要
綱
（

２
０
０

５
年
度

例
規
第

１
２
号

）
は
、

廃
止
す

る
。
 

（
通
達

第
２
４

５
８
号

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

１
７
年

度
規
程

第
７
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２

０
１

７
年
（
平

成
２
９

年
）
５
月

１
７
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
規
定

は
、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事
務

組
織
改

善
に
よ

る
部
署

名
称
及

び
事
務

管
理
職

名
称
の

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

附 附
  

則則
（
２
０

１
７

年
度
規

程
第
３

６
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

１
８
年

（
平
成

３
０
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
２
５

３
８
号

）
（
注

 
法
科

大
学
院

法
務
研

究
科
を

専
門
職

大
学
院

に
位
置

付
け
る

こ
と
に

伴
う
改

正
）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
５

年
度
規

程
第
５

３
号
）

 

  
（

施
行
期

日
）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
２
６

年
３
月

１
９
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

   
（
任

期
の
特

例
）
 

２
 
こ

の
規
程

の
施
行

後
、
最

初
に
選

任
さ
れ

る
第
７

条
第
３

項
第
７

号
に
規

定
す
る

者
の
任

期
に
つ

い
て
は

、
同

条
第
４

項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、

２
０
２

７
年
３

月
３
１

日
ま
で

と
す
る

。
 

（
通
達

第
３
２

２
３
号

）
（
注

 
委
員

構
成
の

見
直
し

に
伴
う

改
正
）
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

のの
対対

象象
外外

とと
すす

るる
行行

為為
にに

係係
るる

内内
規規

  

  

  
  

２
０
１

６
年
１

２
月
１

９
日
制

定
 

明
治

大
学

利
益
相

反
委
員

会
  

（
目

的
）

 
第 第

１１
条条

 
こ
の
内

規
は
、
明

治
大
学

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
規
程
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

２
６
号

。
以

下
「
規

程
」
と

い
う

。
）

第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

利
益

相
反

行
為

に
該

当
し

な
い

と
推

定
す

る
行

為
に

つ
い

て
一

定
の

要
件

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

の
利

益
相

反
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

効
率

的
に

行
う

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 
 

 （
定
義

）
 

第 第
２２

条条
 

こ
の

内
規

に
お

け
る

「
教

職
員

等
」

及
び

「
利

益
相

反
行

為
」

と
は

、
規

程
第

３
条

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
（
経

済
的
利

益
）

 
第 第

３３
条条

 
こ
の
ル

ー
ル
に

お
い
て

「
経
済

的
利
益

」
と
は

、
次
に

掲
げ
る

も
の
の

総
体
を

い
う
。

 
 

(
1
)
 

個
人

金
銭

的
利

益
 

教
職

員
等

が
、

学
外

機
関

か
ら

個
人

と
し

て
得

る
給

与
、

サ
ー

ビ
ス

対
価

（
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
料

、
謝
金

等
）
、
エ

ク
イ

テ
ィ
（
公

開
又
は

未
公
開

を
問
わ

ず
株
式

、
出

資
金

、
株

式
買

入
れ
選

択
権
（

ス
ト
ッ

ク

オ
プ

シ
ョ
ン

）、
及

び
受
益

権
等
）
及

び
知
的

財
産
権
（

知
的
財

産
権
か

ら
の
ロ

イ
ヤ
ル

テ
ィ
等

を
含
む

）
等
の

金
銭

的
利

益
を
い

う
。
 

 
(
2)

 
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
 

教
職
員

等
が
、

そ
の
職

務
に
関

連
し
て

学
外
機

関
か
ら

得
る
社

会
連
携

活
動
に

係
る
共

 

同
研

究
経
費

、
受
託

研
究
経

費
、
研

究
助

成
金

、
学

術
研

究
奨
励

寄
付
金

、
技

術
研

修
経
費

、
学
外

機
関
か

ら
派
遣

 

さ
れ

る
研
究

者
等
の

受
入
れ

、
依
頼

試
験
・

分
析
及

び
機
器

の
提
供

等
の
金

銭
的
利

益
を
い

う
。
 

 
（
学

外
機
関

か
ら
得

る
経
済

的
利
益

の
受
取

人
の
範

囲
）
 

第 第
４４

条条
 

教
職
員

等
が
得

る
経
済

的
利
益

の
算
出

に
当
た

っ
て
は

、
そ

の
受
取

人
の
範

囲
は
、
教
職

員
等
本

人
、
教

職
員

等

本
人

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
、

教
職

員
等

本
人

と
生

計
を

一
に

す
る

一
親

等
の

者
（

両
親

及
び

子
ど

も
）

と
す

る
。
 

 
（
個

人
金
銭

的
利
益

に
関
す

る
要
件

）
 

第 第
５５

条条
 

教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
個

人
金
銭

的
利
益

を
得
る

行
為
は

、
個
人

金
銭
的

利
益
が

次
の

各
号

に
掲
げ

る
要
件

を
満
た

す
場
合

、
規

程
第
３

条
第
４

号
に
定

め
る
利

益
相
反

行
為
に

該
当
し

な
い
行

為
と
推

定

す
る

。
 

 
(
1)

 
個

人
金
銭

的
利
益

が
１
法

人
に
つ

き
累
積

に
て
年

間
１
０

０
万
円

以
下
（

交
通
費

等
の
実

費
を
含

む
。
）

の
場

合
 

 
(
2)

 
公

開
株
式

の
保
有

が
発
行

済
株
式

総
数
の

５
％
以

下
で
あ

る
場
合

 

 
(
3)

 
知

的
財
産

権
（

当
該
権

利
か
ら

の
ロ
イ

ヤ
ル
テ

ィ
等
を

含
む
。
）
等
に

基
づ
く

当
該
利

益
が
、
１
法

人
に
つ

き
累
積

に
て

年
間
２

０
０
万

円
以
下

の
場
合

 

 
(
4)

 
未

公
開
株

式
（
公

開
後
１

年
以
内

を
含
む

。
）
を

保
有
し

な
い
場

合
 

 
（
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
に

関
す
る

要
件
）

 
第 第

６６
条条

 
教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
を

得
る
行

為
は
、
職

務
関

連
金
銭

的
利

益
が

次
の
各

号
に
掲

げ
る
要

件
を
満

た
す
場

合
、
規

程
第

３
条
第

４
号
に

定
め
る

利
益
相

反
行
為

に
該
当

し
な
い

行

為
と

推
定

す
る
。

 
 

(
1
)
 

職
務

関
連

金
銭

的
利

益
が

１
法

人
に

つ
き

累
積

に
て

年
間

２
０

０
万

円
以

下
（

た
だ

し
、

公
的

研
究

費
の

採
択

に

基
づ

き
公
的

機
関
か

ら
配
分

さ
れ
る

当
該
利

益
を
除

く
。
）
の

場
合
 

 
(
2)

 
無

償
に
よ

る
機
器

の
借
用

又
は
役

務
の
提

供
の
う

ち
、
明

治
大

学
と
学

外
機
関

と
の
共

同
研
究

に
関
す

る
要
綱
（

２
 

０
０

６
年
度

例
規
第

２
３
号

）
、
明

治
大
学

受
託
研

究
に
関

す
る
要

綱
（

２
０
０

６
年
度

例
規
第

２
２
号

）
又

は
明

治
 

大
学

研
究
助

成
の
受

入
れ
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
１

６
年
度

例
規
第

６
号
）

に
従
い

受
入
れ

が
決
定

し
た
研

究
（
以

 

  

下
「

共
同
研

究
等
」

と
い
う

。
）

に
関

す
る

契
約

に
お
い

て
、
そ

の
旨
が

明
示
さ

れ
て
い

る
場
合

 

 
（
共

同
研
究

等
に
関

す
る
要

件
）

 
第 第

７７
条条

 
共
同
研

究
等
に

つ
い
て

、
研

究
担

当
者
と

し
て
な

す
教
職

員
等
の

行
為
は

、
規
程

第
３
条

第
４
号

に
定
め

る
利
益

相
反

行
為

に
該
当

し
な
い

行
為
と

推
定
す

る
。
た

だ
し

、
共

同
研
究

等
の
相

手
方
又

は
そ
の

親
会
社

、
子

会
社

等
の
関

連

会
社

が
次

の
各
号

に
掲
げ

る
企
業

等
で
あ

る
場
合

で
あ
っ

て
、
当

該
事

実
が
共

同
研
究

等
の
受

入
れ
決

定
に
係

る
審
査

の

際
に

研
究
・
知

財
戦
略

機
構
長

及
び
受

入
れ
審

査
に
関

わ
る
事

務
局
に

開
示
さ

れ
て
い

な
か
っ

た
場
合

又
は
当

該
事
実

が

明
治

大
学

利
益
相

反
委
員

会
（

以
下
「
委

員
会
」
と

い
う
。
）
に

報
告

さ
れ
て

い
な
か

っ
た
場

合
は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

 
(
1)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
取

締
役
、

執
行
役

、
そ
の

他
理
事

者
を
務

め
る
企

業
等
 

 
(
2)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
発

行
済
株

式
総
数

の
５
％

以
上
の

株
式
（

新
株
予

約
権
を

含
む
。
）
を
有
す

 

る
株

式
会
社

 

 
(
3)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
総

社
員
の

持
分
の

５
％
以

上
の
持

分
を
有

す
る
有

限
会
社

等
の
企

業
等
 

２
 
前

項
に
定

め
る
共

同
研
究

等
に
お

け
る
学

外
機
関

等
へ
の

学
生
の

派
遣
は

、
規

程
第

３
条
第

４
号
に

定
め
る

利
益
相

反

行
為

に
該
当

し
な
い

行
為
と

み
な
す

。
た
だ

し
、
教

育
目
的

に
反
す

る
場
合

は
こ
の

限
り
で

な
い
。

 
 

（
成

果
発
表

活
動
に

関
す
る

要
件
）

 
第 第

８８
条条

 
教
職
員

等
が
、
本

大
学
に

お
け
る

教
育
又

は
研
究

の
成
果

を
発
表

す
る
著

作
及
び

講
演
等

の
活
動

は
、
規

程
第
３

条
第

４
号

に
定
め

る
利
益

相
反
行

為
に
該

当
し
な

い
行
為

と
推
定

す
る
。

 
 

（
事

務
）

 
第 第

９９
条条

 
こ
の
内

規
に
関

す
る
事

務
は
、
研

究
推
進

部
が
行

い
、
教

務
事
務

部
教
務

事
務
室

及
び
人

事
部
人

事
課
が

こ
れ
に

協
力

す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
内

規
の
改

廃
）

 
第 第

１１
００

条条
 
こ

の
内
規

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
  

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附 附

  
則則

  

 
こ
の

内
規
は

、
２

０
１

７
年
（
平

成
２
９

年
）
５
月

１
７
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
内
規

は
、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事

務
組
織

改
善
に

よ
る
部

署
名
称

及
び
事

務
管
理

職
名
称

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 
               

108

規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

利利
益益

相相
反反

ママ
ネネ

ジジ
メメ

ンン
トト

のの
対対

象象
外外

とと
すす

るる
行行

為為
にに

係係
るる

内内
規規

  

  

  
  

２
０
１

６
年
１

２
月
１

９
日
制

定
 

明
治

大
学

利
益
相

反
委
員

会
  

（
目

的
）

 
第第

１１
条条

 
こ
の
内

規
は
、
明

治
大
学

利
益
相

反
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
規
程
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

２
６
号

。
以

下
「
規

程
」
と

い
う

。
）

第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

利
益

相
反

行
為

に
該

当
し

な
い

と
推

定
す

る
行

為
に

つ
い

て
一

定
の

要
件

を
あ

ら
か

じ
め

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

の
利

益
相

反
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

効
率

的
に

行
う

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 
 

 （
定
義

）
 

第第
２２

条条
 

こ
の

内
規

に
お

け
る

「
教

職
員

等
」

及
び

「
利

益
相

反
行

為
」

と
は

、
規

程
第

３
条

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
（
経

済
的
利

益
）

 
第第

３３
条条

 
こ
の
ル

ー
ル
に

お
い
て

「
経
済

的
利
益

」
と
は

、
次
に

掲
げ
る

も
の
の

総
体
を

い
う
。

 
 

(
1
)
 

個
人

金
銭

的
利

益
 

教
職

員
等

が
、

学
外

機
関

か
ら

個
人

と
し

て
得

る
給

与
、

サ
ー

ビ
ス

対
価

（
コ

ン
サ

ル
タ

ン

ト
料

、
謝
金

等
）
、
エ

ク
イ

テ
ィ
（
公

開
又
は

未
公
開

を
問
わ

ず
株
式

、
出

資
金

、
株

式
買

入
れ
選

択
権
（

ス
ト
ッ

ク

オ
プ

シ
ョ
ン

）、
及

び
受
益

権
等
）
及

び
知
的

財
産
権
（

知
的
財

産
権
か

ら
の
ロ

イ
ヤ
ル

テ
ィ
等

を
含
む

）
等
の

金
銭

的
利

益
を
い

う
。
 

 
(
2)

 
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
 

教
職
員

等
が
、

そ
の
職

務
に
関

連
し
て

学
外
機

関
か
ら

得
る
社

会
連
携

活
動
に

係
る
共

 

同
研

究
経
費

、
受
託

研
究
経

費
、
研

究
助

成
金

、
学

術
研

究
奨
励

寄
付
金

、
技

術
研

修
経
費

、
学
外

機
関
か

ら
派
遣

 

さ
れ

る
研
究

者
等
の

受
入
れ

、
依
頼

試
験
・

分
析
及

び
機
器

の
提
供

等
の
金

銭
的
利

益
を
い

う
。
 

 
（
学

外
機
関

か
ら
得

る
経
済

的
利
益

の
受
取

人
の
範

囲
）
 

第第
４４

条条
 

教
職
員

等
が
得

る
経
済

的
利
益

の
算
出

に
当
た

っ
て
は

、
そ

の
受
取

人
の
範

囲
は
、
教
職

員
等
本

人
、
教

職
員

等

本
人

と
生

計
を

一
に

す
る

配
偶

者
、

教
職

員
等

本
人

と
生

計
を

一
に

す
る

一
親

等
の

者
（

両
親

及
び

子
ど

も
）

と
す

る
。
 

 
（
個

人
金
銭

的
利
益

に
関
す

る
要
件

）
 

第第
５５

条条
 

教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
個

人
金
銭

的
利
益

を
得
る

行
為
は

、
個
人

金
銭
的

利
益
が

次
の

各
号

に
掲
げ

る
要
件

を
満
た

す
場
合

、
規

程
第
３

条
第
４

号
に
定

め
る
利

益
相
反

行
為
に

該
当
し

な
い
行

為
と
推

定

す
る

。
 

 
(
1)

 
個

人
金
銭

的
利
益

が
１
法

人
に
つ

き
累
積

に
て
年

間
１
０

０
万
円

以
下
（

交
通
費

等
の
実

費
を
含

む
。
）

の
場

合
 

 
(
2)

 
公

開
株
式

の
保
有

が
発
行

済
株
式

総
数
の

５
％
以

下
で
あ

る
場
合

 

 
(
3)

 
知

的
財
産

権
（

当
該
権

利
か
ら

の
ロ
イ

ヤ
ル
テ

ィ
等
を

含
む
。
）
等
に

基
づ
く

当
該
利

益
が
、
１
法

人
に
つ

き
累
積

に
て

年
間
２

０
０
万

円
以
下

の
場
合

 

 
(
4)

 
未

公
開
株

式
（
公

開
後
１

年
以
内

を
含
む

。
）
を

保
有
し

な
い
場

合
 

 
（
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
に

関
す
る

要
件
）

 
第第

６６
条条

 
教
職
員

等
が
社

会
連
携

活
動
を

行
う
場

合
に
お

い
て
、
職

務
関
連

金
銭
的

利
益
を

得
る
行

為
は
、
職

務
関

連
金
銭

的
利

益
が

次
の
各

号
に
掲

げ
る
要

件
を
満

た
す
場

合
、
規

程
第

３
条
第

４
号
に

定
め
る

利
益
相

反
行
為

に
該
当

し
な
い

行

為
と

推
定

す
る
。

 
 

(
1
)
 

職
務

関
連

金
銭

的
利

益
が

１
法

人
に

つ
き

累
積

に
て

年
間

２
０

０
万

円
以

下
（

た
だ

し
、

公
的

研
究

費
の

採
択

に

基
づ

き
公
的

機
関
か

ら
配
分

さ
れ
る

当
該
利

益
を
除

く
。
）
の

場
合
 

 
(
2)

 
無

償
に
よ

る
機
器

の
借
用

又
は
役

務
の
提

供
の
う

ち
、
明

治
大

学
と
学

外
機
関

と
の
共

同
研
究

に
関
す

る
要
綱
（

２
 

０
０

６
年
度

例
規
第

２
３
号

）
、
明

治
大
学

受
託
研

究
に
関

す
る
要

綱
（

２
０
０

６
年
度

例
規
第

２
２
号

）
又

は
明

治
 

大
学

研
究
助

成
の
受

入
れ
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
１

６
年
度

例
規
第

６
号
）

に
従
い

受
入
れ

が
決
定

し
た
研

究
（
以

 

  

下
「

共
同
研

究
等
」

と
い
う

。
）

に
関

す
る

契
約

に
お
い

て
、
そ

の
旨
が

明
示
さ

れ
て
い

る
場
合

 

 
（
共

同
研
究

等
に
関

す
る
要

件
）

 
第第

７７
条条

 
共
同
研

究
等
に

つ
い
て

、
研

究
担

当
者
と

し
て
な

す
教
職

員
等
の

行
為
は

、
規
程

第
３
条

第
４
号

に
定
め

る
利
益

相
反

行
為

に
該
当

し
な
い

行
為
と

推
定
す

る
。
た

だ
し

、
共

同
研
究

等
の
相

手
方
又

は
そ
の

親
会
社

、
子

会
社

等
の
関

連

会
社

が
次

の
各
号

に
掲
げ

る
企
業

等
で
あ

る
場
合

で
あ
っ

て
、
当

該
事

実
が
共

同
研
究

等
の
受

入
れ
決

定
に
係

る
審
査

の

際
に

研
究
・
知

財
戦
略

機
構
長

及
び
受

入
れ
審

査
に
関

わ
る
事

務
局
に

開
示
さ

れ
て
い

な
か
っ

た
場
合

又
は
当

該
事
実

が

明
治

大
学

利
益
相

反
委
員

会
（

以
下
「
委

員
会
」
と

い
う
。
）
に

報
告

さ
れ
て

い
な
か

っ
た
場

合
は
、
こ

の
限
り

で
な
い

。
 

 
(
1)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
取

締
役
、

執
行
役

、
そ
の

他
理
事

者
を
務

め
る
企

業
等
 

 
(
2)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
発

行
済
株

式
総
数

の
５
％

以
上
の

株
式
（

新
株
予

約
権
を

含
む
。
）
を
有
す

 

る
株

式
会
社

 

 
(
3)

 
教

職
員
等

又
は
そ

の
二
親

等
内
の

者
が
総

社
員
の

持
分
の

５
％
以

上
の
持

分
を
有

す
る
有

限
会
社

等
の
企

業
等
 

２
 
前

項
に
定

め
る
共

同
研
究

等
に
お

け
る
学

外
機
関

等
へ
の

学
生
の

派
遣
は

、
規

程
第

３
条
第

４
号
に

定
め
る

利
益
相

反

行
為

に
該
当

し
な
い

行
為
と

み
な
す

。
た
だ

し
、
教

育
目
的

に
反
す

る
場
合

は
こ
の

限
り
で

な
い
。

 
 

（
成

果
発
表

活
動
に

関
す
る

要
件
）

 
第第

８８
条条

 
教
職
員

等
が
、
本

大
学
に

お
け
る

教
育
又

は
研
究

の
成
果

を
発
表

す
る
著

作
及
び

講
演
等

の
活
動

は
、
規

程
第
３

条
第

４
号

に
定
め

る
利
益

相
反
行

為
に
該

当
し
な

い
行
為

と
推
定

す
る
。

 
 

（
事

務
）

 
第第

９９
条条

 
こ
の
内

規
に
関

す
る
事

務
は
、
研

究
推
進

部
が
行

い
、
教

務
事
務

部
教
務

事
務
室

及
び
人

事
部
人

事
課
が

こ
れ
に

協
力

す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
内

規
の
改

廃
）

 
第第

１１
００

条条
 
こ

の
内
規

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附附
  

則則
  

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附附

  
則則

  

 
こ
の

内
規
は

、
２

０
１

７
年
（
平

成
２
９

年
）
５
月

１
７
日

か
ら
施

行
し
、
改

正
後

の
内
規

は
、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適

用
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

６
７
号

）
（
注

 
事

務
組
織

改
善
に

よ
る
部

署
名
称

及
び
事

務
管
理

職
名
称

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 
               

  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

間間
接接
経経

費費
のの

取取
扱扱

いい
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

 

（
趣

旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
内

規
は

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

競
争

的
研

究
費

等
に

係
る

間
接

経
費

の
取

扱
い

に
関
し

、
必
要

な
事
項

を
定
め

る
も
の

と
す
る

。
 

（
用

語
の
定

義
）

 
第

２
条

 
こ

の
内

規
に

お
い

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
意

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
 

(
1)

 
競

争
的

研
究

費
 

次
号

に
規

定
す

る
配

分
機

関
が

、
広

く
研

究
開

発
課

題
等

を
募

り
、

提
案

さ
れ

た
課

題
の

中
か

ら
、

専
門

家
を

含
む

複
数

の
者

に
よ

る
評

価
に

基
づ

い
て

実
施

す
べ

き
課

題
を

採
択

し
、

研
究

者
及

び
研

究
グ

ル
ー

プ
（

以
下
「
研
究

グ
ル
ー

プ
等
」
と

い
う
。
）
又
は

第
３
号

に
規
定

す
る
被

配
分
機

関
に
配

分
す
る

文
部
科

学
省
科

学

研
究

費
助
成

事
業
等

の
資
金

を
い
う

。
 

(
2)

 
配

分
機

関
 

競
争

的
研

究
費

等
の

制
度

を
運

営
し

、
競

争
的

研
究

費
等

を
研

究
機

関
又

は
研

究
グ

ル
ー

プ
等

に
配

分
す

る
機
関

を
い
う

。
 

(
3)

 
被

配
分

機
関

 
競

争
的

研
究

費
等

を
獲

得
し

た
研

究
機

関
又

は
研

究
グ

ル
ー

プ
等

の
代

表
者

が
所

属
す

る
研

究
機

関
を

い
う
。

 

(
4)

 
直

接
経

費
 

競
争

的
研

究
費

等
に

よ
り

行
わ

れ
る

研
究

を
実

施
す

る
た

め
に

、
研

究
に

直
接

的
に

必
要

な
も

の
に

対
し

、
競
争

的
研
究

費
等
を

獲
得
し

た
研
究

グ
ル
ー

プ
等
が

使
用
す

る
経
費

を
い
う

。
 

(
5)

 
間

接
経

費
 

直
接

経
費

に
対

し
て

一
定

比
率

で
手

当
さ

れ
、

競
争

的
研

究
費

等
に

よ
る

研
究

の
実

施
に

伴
う

研
究

機
関

の
管
理

等
に
必

要
な
経

費
と
し

て
、
被

配
分
機

関
が
使

用
す
る

経
費
を

い
う
。

 

（
間

接
経
費

の
目
的

）
 

第
３
条

 
本
大

学
に
交

付
さ
れ

た
間
接

経
費
は

、
関
係

省
庁
が

定
め
る
「

競
争
的
研

究
費
等

の
間
接

経
費
の

執
行
に

係
る
共

通
指

針
」
等

に
基
づ

き
、
次

の
目
的

の
た
め

に
支
出

す
る
。

 

(
1)

 
研

究
開
発

環
境
の

整
備
・

改
善
に

関
す
る

こ
と
。

 

(
2)

 
学

術
・
研

究
の
支

援
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
3)

 
産

官
学
連

携
の
促

進
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
4)

 
知

的
財
産

の
保
護

、
管
理

、
活
用

等
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
5)

 
研

究
に
係

る
管
理

、
運
営

、
事
務

等
の
経

費
に
関

す
る
こ

と
。
 

（
間

接
経
費

の
額
）

 

第
４
条

 
間
接

経
費
は

、
原
則

と
し
て

、
交
付

さ
れ
た

直
接
経

費
の
３

０
パ
ー

セ
ン
ト

に
相
当

す
る
額

と
す
る

。
 

２
 
配

分
機
関

の
定
め

に
よ
り

、
直
接

経
費
の

３
０
パ

ー
セ
ン

ト
に
満

た
な
い

間
接
経

費
比
率

が
設
定

さ
れ
る

場
合
は

、
設

定
可

能
な
上

限
の
間

接
経
費

を
受
け

入
れ
る

も
の
と

す
る
。

 

３
 

本
大

学
が

学
外

の
諸

機
関

と
連

携
し

て
競

争
的

研
究

費
等

の
交

付
を

受
け

る
研

究
又

は
本

大
学

が
学

外
の

諸
機

関
の

再
委

託
先

と
し

て
競

争
的

研
究

費
等

の
交

付
を

受
け

る
研

究
に

つ
い

て
は

、
本

大
学

に
配

分
さ

れ
る

直
接

経
費

に
対

し
、

原
則

と
し
て

、
前
２

項
の
い

ず
れ
か

を
適
用

す
る
も

の
と
す

る
。
 

（
間

接
経
費

の
使
途

の
決
定

）
 

第
５
条

 
間
接

経
費
の

使
途
に

つ
い
て

は
、
研

究
推

進
部
に

お
い
て

当
該
年

度
の
使

用
計
画

書
を
作

成
し
、
研

究
・
知

財
戦

略
機

構
会
議
（

以
下
「
機

構
会
議

」
と
い

う
。
）
の

議
を
経
て

、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
長
（

以
下
「
機

構
長
」
と

い
う

。）

が
決

定
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
間

接
経
費

の
精
算

）
 

第
６
条

 
間
接

経
費
は

、
所
定

の
会
計

年
度
内

に
使
用

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

間
接

経
費

の
配

分
を

受
け

て
い

る
教

職
員

（
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
を

含
む

。
）

が
異

動
し

た
場

合
又

は
研

究

を
中

止
し
た

場
合
は

、
直
接

経
費
の

執
行
率

等
を
基

準
に
し

て
間
接

経
費
の

精
算
を

行
う
も

の
と
す

る
。
 

（
実

績
報
告

）
 

第
７
条

 
研
究

推
進
部

長
は
、
毎

年
６

月
末
日

ま
で
に

機
構
会

議
に
お

い
て
、
前
年

度
の
間

接
経
費

の
使
用

実
績
に

つ
い
て

報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

  ２
 
機

構
長
は

、
前
項

に
よ
る

報
告
後

、
実

績
報

告
書

及
び

使
用
実

績
に
関

す
る
評

価
の
結

果
等
を

記
載
し

た
使
用

報
告
書

を
作

成
し
、
前

年
度

の
使
用

実
績
を

翌
年
度

の
６
月

末
日
ま

で
に
所

定
の
書

式
を
も

っ
て
、
関
係

省
庁
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
前

項
の
場

合
に
お

い
て
、
次

条
に

規
定
す

る
競
争

的
研
究

費
等
に

係
る
所

管
部
署

長
は
、
実

績
報
告
書

及
び
使

用
報
告

書
の

作
成
に

協
力
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
（
Ｇ

Ｐ
等
の

間
接
経

費
）
 

第
８
条

 
第
３

条
、
第
４

条
及
び

前
条
の

規
定
は

、
各

種
Ｇ
Ｐ

等
に
措

置
さ
れ

る
間
接

経
費
の

取
扱
い

に
つ
い

て
準
用

す
る
。 

（
事

務
）
 

第
９
条

 
こ
の

内
規
に

関
す
る

事
務
は

、
研
究

推
進
部

が
行
う

。
 

（
内

規
の
改

廃
）
 

第
１
０

条
 
こ

の
内
規

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

機
構
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

附
 
則

（
２
０

０
９
年

６
月
２

６
日
開

催
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

承
認
）

 

こ
の

内
規
は

、
２
０

０
９
年

（
平
成

２
１
年

）
６
月

２
７
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 
 

附
 
則

（
２
０

１
１
年

３
月
７

日
開
催

研
究
・

知
財
戦

略
機
構

会
議
承

認
）
 

こ
の

内
規

は
、

２
０

１
１

年
（

平
成

２
３

年
）

３
月

８
日

か
ら

施
行

す
る

。
（
注

 
間

接
経

費
の
使
途

に
係

る
根
拠

規
定

の

名
称

変
更
に

伴
う

改
正

）
 

 
 
 

附
 
則

（
２
０

１
２
年

２
月
２

７
日
開

催
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

承
認
）

 

こ
の

内
規
は

、
２
０

１
２
年

（
平
成

２
４
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

附
 
 
則

（
２
０

２
４
年

３
月
２

７
日
付

け
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

承
認
）

 

（
施

行
期
日

）
 

こ
の

内
規
は

、
研

究
・
知

財
戦

略
機
構

会
議
承

認
日
の

翌
日
（
２

０
２
４

年
３
月

２
８
日

）
か

ら
施

行
す
る

。 （
注

 
競

争

的
研

究
費
の

間
接

経
費

の
執

行
に

係
る

共
通

指
針

の
変

更
等

に
伴

う
改

正
）
 

   

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
費費

にに
てて

購購
入入
しし

たた
換換

金金
性性
のの

高高
いい

物物
品品
のの

適適
切切

なな
管管
理理

にに
関関

すす
るる
申申

合合
せせ
  

 
（
趣

旨
）

 
第

１
条

 
こ

の
申

合
せ

は
、

研
究

機
関

に
お

け
る

公
的

研
究

費
の

管
理

・
監

査
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
実

施
基

準
）
（

平
成

１

９
年

２
月
１

５
日
（
平

成
２
６

年
２
月

１
８
日

改
正
）
文

部
科
学

大
臣
決

定
）
に
お

い
て
、
実

施
を

要
請
さ

れ
て
い

る
換

金
性

の
高
い

物
品
の

適
切
な

管
理
に

関
し
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
（
対

象
）

 
第

２
条

 
こ
の

申
合
せ

に
お
い

て
、
換

金
性

の
高
い

物
品
と

は
、
研

究
費

に
て
購

入
し
た

、
学

校
法

人
明
治

大
学
経

理
規
程

第
２

９
条
第

１
号
エ

に
定
め

る
教
育

研
究
用

機
器
備

品
及
び

学
校
法

人
明
治

大
学
固

定
資
産
・
物

品
管
理

規
程
（

以
下
「

管

理
規

程
」
と

い
う
）

第
２
０

条
に
定

め
る
準

備
品
を

い
う
。

 
（
管

理
）

 
第

３
条

 
換
金

性
の
高

い
物
品

の
管
理

に
つ
い

て
は
、

管
理
規

程
第
２

章
及
び

第
３
章

の
規
定

を
準
用

す
る
。

 
 

（
事

務
）

 
第

４
条

 
こ
の

申
合
せ

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（
申

合
せ
の

改
廃
）

 
第

５
条

 
こ
の

申
合
せ

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

研
究
企

画
推
進

本
部
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
附

 
則

 
 

 
こ

の
申
合

せ
は
、

２
０
１

５
年
（

平
成
２

７
年
）

１
０
月

１
日
か

ら
施
行

し
、
同

年
４
月

１
日
か

ら
適
用

す
る
。
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
支支

援援
経経

費費
のの

取取
扱扱

いい
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

  

２
０

２
４
年

３
月
２

８
日
制

定
 

  
（
趣

旨
）
 

第
１
条

 
こ
の

内
規
は

、
間

接
経
費

が
措
置

さ
れ
る

競
争
的

研
究
費

等
に
採

択
さ
れ

た
研
究

者
（

以
下
「

研
究

者
」
と

い
う

。）

に
対

し
て

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

と
い

う
。
）

の
予

算
か

ら
配

分
す

る
研

究
費

で
あ

る
研

究
支

援
経

費
に

関
し

、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
目

的
）
 

第
２
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、
研

究
者
の

競
争
的

研
究
費

等
の
獲

得
を
評

価
す
る

こ
と
を

も
っ
て

獲
得
金

額
に
応

じ
て
本

大

学
の
予

算
か
ら

配
分
さ

れ
る
研

究
費
で

あ
り
、
研

究
者

又
は
研

究
者
の

所
属
す

る
研
究

組
織
等

の
研
究

環
境
の

改
善
及

び

研
究
者

の
研
究

活
動
の

よ
り
一

層
の
促

進
に
向

け
た
イ

ン
セ
ン

テ
ィ
ブ

と
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 

 
（
使

途
）

 
第

３
条

 
研
究

支
援
経

費
の
使

途
範
囲

は
次
の

各
号
に

掲
げ
る

も
の
と

す
る
。

 

(
1)

 
研

究
者
及

び
研
究

部
門
（

学
部
、

学
科
、

専
攻
等

）
の
研

究
環
境

改
善
の

た
め
に

必
要
な

も
の
 

(
2)

 
研

究
部
門

（
学
部

、
学
科

、
専
攻

等
）
に

お
い
て

共
通
的

に
使
用

さ
れ
る

も
の
 

(
3)

 
研

究
課
題

の
遂
行

に
関
連

し
て
間

接
的
に

必
要
な

も
の
(
直
接
経

費
で
の

支
出
が

妥
当
で

は
な
い

も
の
)
 

(
4)

 
採

択
さ
れ

て
い
る

研
究
課

題
の
応

用
等
に

よ
る
研

究
活
動

の
遂
行

に
必
要

な
も
の

 

(
5)

 
間

接
経
費

を
措
置

さ
れ
た

研
究
課

題
の
直

接
経
費

で
支
出

で
き
る

も
の
 

(
6)

 
そ

の
他
別

に
定
め

る
も
の

 

 
（
上

限
金
額

）
 

第
４
条

 
研
究

支
援
経

費
の
上

限
額
は

、
本
大

学
で
管

理
す
る

間
接
経

費
の
５

０
パ
ー

セ
ン
ト

と
す
る

。
 

（
繰

越
し
）

 

第
５
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、

そ
の
全

部
又
は

一
部
を

翌
年
度

に
繰
り

越
す
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

 
（
事

務
）
 

第
６
条

 
こ
の

内
規
に

関
す
る

事
務
は

、
研
究

推
進
部

が
行
う

。
 

（
内

規
の
改

廃
）
 

第
７
条

 
こ
の

内
規
を

改
廃
す

る
と
き

は
、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

 
 

附
 
則

 

 
（
施

行
期
日

）
 

こ
の

内
規

は
、
２

０
２
４

年
３
月

２
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

          

  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

科科
研研
費費

のの
取取

扱扱
いい

にに
関関

すす
るる

申申
合合

せせ
  

  
（
趣

旨
等
）

 
第 第

１１
条条

 
こ
の
申

合
せ
に

お
い
て

、
科
研

費
と
は

学
術
研

究
助
成

基
金
助

成
金
及

び
科
学

研
究
費

補
助
金

に
よ
る

科
学
研

究

費
助

成
事

業
の
こ

と
を
い

う
。

 
２

 
こ

の
申

合
せ

は
、

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

が
文

部
科

学
省

及
び

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会

か
ら

科
研
費

の
交
付

を
受
け

た
場
合

の
経
費

の
取
扱

い
に
つ

い
て
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
３

 
こ

の
申
合

せ
は
、
次
の

法
令
等

に
基
づ

い
た
も

の
で
あ

り
、
研

究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

は
、
次
の

法
令
等

及
び
本

申
合

せ
を
遵

守
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
(
1
)
 

補
助

金
等

に
係

る
予
算

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律
（
昭

和
３
０

年
法
律

第
１
７

９
号
）

 

(
2
)
 

補
助

金
等

に
係

る
予
算

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律
施
行

令
（
昭

和
３
０

年
政
令

第
２
５

５
号
）

 

(
3
)
 

科
学

研
究

費
補

助
金
取

扱
規
程

（
昭
和

４
０
年

文
部
省

告
示
第

１
１
０

号
）
 

(
4
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科
学

研
究

費
助

成
事

業
（

科
学
研

究
費

補
助

金
）

取
扱

要
領
（
平
成
１
５
年
規
程

第
１

７
号

）
 

(
5
)
 

学
術

研
究

助
成

基
金
の

運
用
基

本
方
針

（
平
成

２
３
年

４
月
２

８
日
文

部
科
学

大
臣
決

定
）
 

(
6
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科
学

研
究

費
助

成
事

業
（

学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）
取
扱

要
領
（

平
成

２
３

年
規

程
第

１
９
号

）
 

(
7
)
 

上
記

(
1)

か
ら

(
6
)
の

規
定

に
よ

り
従

う
べ

き
補

助
条

件
及

び
交

付
条

件
並

び
に

科
研

費
の

使
用

に
つ

い
て

各
研

究

機
関
が

行
う
べ

き
事
務

等
 

（
予

算
執
行

）
 

第 第
２２

条条
  

本
大

学
は
、
研

究
者

の
研
究

活
動
の

促
進
及

び
学
術

研
究
（

研
究
者

の
自
由

な
発
想

に
基
づ

く
研
究

）
の

発
展
に

よ
り

交
付

を
受
け

た
科
研

費
の
予

算
執
行

に
つ
い

て
、
適

正
に
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
責

任
者
）

 
第 第

３３
条条

  
科
研

費
の
取

扱
責
任

者
は
、
学

長
と
し

、
こ
れ

に
係
る

事
務
の

管
理
責

任
者
を

研
究
知

財
事
務

長
及
び

生
田
研

究

知
財

事
務

長
と
す

る
。

 
（
研

究
代
表

者
等
の

責
務
）

 
第 第

４
条

 
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
科
研

費
が
国

民
か
ら

徴
収
さ

れ
た
税

金
等
で

あ
る
こ

と
に
留

意
し
、
科
研

費

に
係

る
交

付
の
目

的
に
従

っ
て
誠

実
に
当

該
業
務

を
行
う

よ
う
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
科

研
費
の

う
ち
、
直
接

経
費
（

補
助

事
業
の

遂
行
に

必
要
な

経
費
及

び
研
究

成
果
の

取
り
ま

と
め
に

必
要
な

経
費
）
の

使
途

に
つ
い

て
は
、

研
究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

が
当
該

説
明
責

任
を
負

う
も
の

と
す
る

。
 

（
応

募
資
格

の
確
認

）
 

第 第
５５

条条
  

本
大

学
は
、
科

研
費
に

応
募
し

よ
う
と

す
る
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
が

、
応
募

の
時
点

に
お
い

て
公
募

要

領
に

定
め

る
応
募

資
格
及

び
本
大

学
が
定

め
る
応

募
資
格

を
有
す

る
者
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
在

外
研

究
員

（
在

外
研

究
予

定
者

を
含

む
。
）

が
応

募
し

た
場

合
に

は
、

別
に

条
件

を
付

し
た

上
で

有
資

格
者

と
認

め

る
。

 
（
事

務
）

 
第 第

６６
条条

  
本
大

学
は
、
研

究
者
が

交
付
を

受
け
る

直
接
経

費
及
び

間
接
経

費
（
補

助
事
業

の
実
施

に
伴
う

研
究
機

関
の
管

理

等
に

必
要

な
経
費

）
に
つ

い
て
、

次
の
事

務
を
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
 

直
接

経
費

の
管

理
 

(
2
)
 

直
接

経
費

及
び

間
接
経

費
に
か

か
わ
る

諸
手
続

 

(
3
)
 

研
究

者
が

直
接

経
費

に
よ

り
購

入
し

た
第

９
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

定
め

る
設

備
備

品
又

は
準

備
品

に

110

規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

研研
究究
支支

援援
経経

費費
のの

取取
扱扱

いい
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

  

２
０

２
４
年

３
月
２

８
日
制

定
 

  
（
趣

旨
）
 

第
１
条

 
こ
の

内
規
は

、
間

接
経
費

が
措
置

さ
れ
る

競
争
的

研
究
費

等
に
採

択
さ
れ

た
研
究

者
（

以
下
「

研
究

者
」
と

い
う

。）

に
対

し
て

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

と
い

う
。
）

の
予

算
か

ら
配

分
す

る
研

究
費

で
あ

る
研

究
支

援
経

費
に

関
し

、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
目

的
）
 

第
２
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、
研

究
者
の

競
争
的

研
究
費

等
の
獲

得
を
評

価
す
る

こ
と
を

も
っ
て

獲
得
金

額
に
応

じ
て
本

大

学
の
予

算
か
ら

配
分
さ

れ
る
研

究
費
で

あ
り
、
研

究
者

又
は
研

究
者
の

所
属
す

る
研
究

組
織
等

の
研
究

環
境
の

改
善
及

び

研
究
者

の
研
究

活
動
の

よ
り
一

層
の
促

進
に
向

け
た
イ

ン
セ
ン

テ
ィ
ブ

と
す
る

こ
と
を

目
的
と

す
る
。

 

 
（
使

途
）

 
第

３
条

 
研
究

支
援
経

費
の
使

途
範
囲

は
次
の

各
号
に

掲
げ
る

も
の
と

す
る
。

 

(
1)

 
研

究
者
及

び
研
究

部
門
（

学
部
、

学
科
、

専
攻
等

）
の
研

究
環
境

改
善
の

た
め
に

必
要
な

も
の
 

(
2)

 
研

究
部
門

（
学
部

、
学
科

、
専
攻

等
）
に

お
い
て

共
通
的

に
使
用

さ
れ
る

も
の
 

(
3)

 
研

究
課
題

の
遂
行

に
関
連

し
て
間

接
的
に

必
要
な

も
の
(
直
接
経

費
で
の

支
出
が

妥
当
で

は
な
い

も
の
)
 

(
4)

 
採

択
さ
れ

て
い
る

研
究
課

題
の
応

用
等
に

よ
る
研

究
活
動

の
遂
行

に
必
要

な
も
の

 

(
5)

 
間

接
経
費

を
措
置

さ
れ
た

研
究
課

題
の
直

接
経
費

で
支
出

で
き
る

も
の
 

(
6)

 
そ

の
他
別

に
定
め

る
も
の

 

 
（
上

限
金
額

）
 

第
４
条

 
研
究

支
援
経

費
の
上

限
額
は

、
本
大

学
で
管

理
す
る

間
接
経

費
の
５

０
パ
ー

セ
ン
ト

と
す
る

。
 

（
繰

越
し
）

 

第
５
条

 
研
究

支
援
経

費
は
、

そ
の
全

部
又
は

一
部
を

翌
年
度

に
繰
り

越
す
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

 
（
事

務
）
 

第
６
条

 
こ
の

内
規
に

関
す
る

事
務
は

、
研
究

推
進
部

が
行
う

。
 

（
内

規
の
改

廃
）
 

第
７
条

 
こ
の

内
規
を

改
廃
す

る
と
き

は
、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
会

議
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
 

 
 

附
 
則

 

 
（
施

行
期
日

）
 

こ
の

内
規

は
、
２

０
２
４

年
３
月

２
８
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

          

  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

科科
研研
費費

のの
取取

扱扱
いい

にに
関関

すす
るる

申申
合合

せせ
  

  
（
趣

旨
等
）

 
第第

１１
条条

 
こ
の
申

合
せ
に

お
い
て

、
科
研

費
と
は

学
術
研

究
助
成

基
金
助

成
金
及

び
科
学

研
究
費

補
助
金

に
よ
る

科
学
研

究

費
助

成
事

業
の
こ

と
を
い

う
。

 
２

 
こ

の
申

合
せ

は
、

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

が
文

部
科

学
省

及
び

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会

か
ら

科
研
費

の
交
付

を
受
け

た
場
合

の
経
費

の
取
扱

い
に
つ

い
て
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

も
の
と

す
る
。

 
３

 
こ

の
申
合

せ
は
、
次
の

法
令
等

に
基
づ

い
た
も

の
で
あ

り
、
研

究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

は
、
次
の

法
令
等

及
び
本

申
合

せ
を
遵

守
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
(
1
)
 

補
助

金
等

に
係

る
予
算

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律
（
昭

和
３
０

年
法
律

第
１
７

９
号
）

 

(
2
)
 

補
助

金
等

に
係

る
予
算

の
執
行

の
適
正

化
に
関

す
る
法

律
施
行

令
（
昭

和
３
０

年
政
令

第
２
５

５
号
）

 

(
3
)
 

科
学

研
究

費
補

助
金
取

扱
規
程

（
昭
和

４
０
年

文
部
省

告
示
第

１
１
０

号
）
 

(
4
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科
学

研
究

費
助

成
事

業
（

科
学
研

究
費

補
助

金
）

取
扱

要
領
（
平
成
１
５
年
規
程

第
１

７
号

）
 

(
5
)
 

学
術

研
究

助
成

基
金
の

運
用
基

本
方
針

（
平
成

２
３
年

４
月
２

８
日
文

部
科
学

大
臣
決

定
）
 

(
6
)
 

独
立

行
政

法
人

日
本

学
術

振
興

会
科
学

研
究

費
助

成
事

業
（

学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）
取
扱

要
領
（

平
成

２
３

年
規

程
第

１
９
号

）
 

(
7
)
 

上
記

(
1)

か
ら

(
6
)
の

規
定

に
よ

り
従

う
べ

き
補

助
条

件
及

び
交

付
条

件
並

び
に

科
研

費
の

使
用

に
つ

い
て

各
研

究

機
関
が

行
う
べ

き
事
務

等
 

（
予

算
執
行

）
 

第第
２２

条条
  

本
大

学
は
、
研

究
者

の
研
究

活
動
の

促
進
及

び
学
術

研
究
（

研
究
者

の
自
由

な
発
想

に
基
づ

く
研
究

）
の

発
展
に

よ
り

交
付

を
受
け

た
科
研

費
の
予

算
執
行

に
つ
い

て
、
適

正
に
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
責

任
者
）

 
第第

３３
条条

  
科
研

費
の
取

扱
責
任

者
は
、
学

長
と
し

、
こ
れ

に
係
る

事
務
の

管
理
責

任
者
を

研
究
知

財
事
務

長
及
び

生
田
研

究

知
財

事
務

長
と
す

る
。

 
（
研

究
代
表

者
等
の

責
務
）

 
第第

４
条

 
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
科
研

費
が
国

民
か
ら

徴
収
さ

れ
た
税

金
等
で

あ
る
こ

と
に
留

意
し
、
科
研

費

に
係

る
交

付
の
目

的
に
従

っ
て
誠

実
に
当

該
業
務

を
行
う

よ
う
努

め
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

２
 
科

研
費
の

う
ち
、
直
接

経
費
（

補
助

事
業
の

遂
行
に

必
要
な

経
費
及

び
研
究

成
果
の

取
り
ま

と
め
に

必
要
な

経
費
）
の

使
途

に
つ
い

て
は
、

研
究
代

表
者
及

び
研
究

分
担
者

が
当
該

説
明
責

任
を
負

う
も
の

と
す
る

。
 

（
応

募
資
格

の
確
認

）
 

第第
５５

条条
  

本
大

学
は
、
科

研
費
に

応
募
し

よ
う
と

す
る
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
が

、
応
募

の
時
点

に
お
い

て
公
募

要

領
に

定
め

る
応
募

資
格
及

び
本
大

学
が
定

め
る
応

募
資
格

を
有
す

る
者
で

あ
る
こ

と
を
確

認
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
在

外
研

究
員

（
在

外
研

究
予

定
者

を
含

む
。
）

が
応

募
し

た
場

合
に

は
、

別
に

条
件

を
付

し
た

上
で

有
資

格
者

と
認

め

る
。

 
（
事

務
）

 
第第

６６
条条

  
本
大

学
は
、
研

究
者
が

交
付
を

受
け
る

直
接
経

費
及
び

間
接
経

費
（
補

助
事
業

の
実
施

に
伴
う

研
究
機

関
の
管

理

等
に

必
要

な
経
費

）
に
つ

い
て
、

次
の
事

務
を
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
 

直
接

経
費

の
管

理
 

(
2
)
 

直
接

経
費

及
び

間
接
経

費
に
か

か
わ
る

諸
手
続

 

(
3
)
 

研
究

者
が

直
接

経
費

に
よ

り
購

入
し

た
第

９
条

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

号
に

定
め

る
設

備
備

品
又

は
準

備
品

に

  

つ
い

て
、

当
該

研
究

者
か

ら
の

寄
付

を
受

け
る

と
と

も
に

、
当

該
研

究
者

が
他

の
研

究
機

関
に

所
属

す
る

場
合

に
は

、

そ
の

求
め

に
応
じ

て
、
こ

れ
ら
を

当
該
研

究
者
に

返
還
す

る
こ
と

。
 

(
4
)
 

研
究

者
が

交
付

を
受

け
た

間
接

経
費

に
つ

い
て

、
当

該
研

究
者

か
ら

の
譲

渡
を

受
け

入
れ

、
こ

れ
に

関
す

る
事

務
を

行
う

と
と

も
に

、
当

該
研

究
者

が
他

の
研

究
機

関
に

所
属

す
る

場
合

に
は

、
直

接
経

費
の

残
額

の
３

０
％

に
相

当
す

る

額
の
間

接
経
費

を
当
該

研
究
者

に
返
還

す
る
こ

と
。
 

（
経

費
の
管

理
）
 

第 第
７７

条条
  

直
接

経
費
及

び
間
接

経
費
の

収
支
管

理
は
、

財
務
部

に
お
い

て
適
正

に
行
う

。
 

（
直

接
経
費

）
 

第 第
８８

条条
  

研
究

代
表
者

及
び
研

究
分
担

者
は
、

直
接
経

費
の
公

正
か
つ

効
率
的

な
使
用

に
努
め

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

２
 
直

接
経
費

は
、
「

物
品
費

」
・
「

旅
費
」
・
「

謝
金

等
」・
「

そ
の
他

」
の

４
費

目
に
分

類
す
る

。
 

３
 
直

接
経
費

は
、
次

の
経
費

と
し
て

使
用
し

て
は
な

ら
な
い

。
 

(
1
)
 

建
物

等
の

施
設

に
関
す

る
経
費
（

直
接

経
費
に

よ
り
購

入
し
た

物
品
を

導
入
す

る
こ
と

に
よ
り

、
必
要

と
な

る
軽
微

な
据

付
等

の
た
め

の
経
費

を
除
く

。
）
 

(
2
)
 

科
研

費
に

か
か

わ
る
業

務
遂
行

中
に
発

生
し
た

事
故
・

災
害
の

処
理
の

た
め
の

経
費
 

(
3
)
 

研
究

代
表

者
及

び
研
究

分
担
者

の
人
件

費
・
謝

金
 

(
4
)
 

そ
の

他
間

接
経

費
を
使

用
す
る

こ
と
が

適
切
な

経
費
 

（
購

入
物
品

の
種
類

及
び
範

囲
）
 

第 第
９９

条条
 

直
接
経

費
の
物

品
費
に

よ
り
購

入
す
る

物
品
の

種
類
及

び
範
囲

は
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

(
1
)
 

設
備

備
品

 
学

校
法
人

明
治
大

学
経
理

規
程
（

以
下
「

経
理
規

程
」
と

い
う
。
）
 

第
２

９
条

第
１

号
エ

に
定

め
る

教
育

研
究

用
機

器
備

品
及

び
研

究
費

購
入

図
書

の
取

扱
内

規
第

４
条

第
１

項
に

定
め

る
１
冊

ま
た
は

１
組
の

価
格
が

１
０
万

円
以
上

の
図
書

 

(
2
)
 

準
備

品
 

学
校

法
人

明
治

大
学

固
定

資
産

・
物

品
管

理
規

程
（

以
下

「
管

理
規

程
」

と
い

う
。
）

第
２

０
条

に
定

め

る
準

備
品

 

(
3
)
 

消
耗

品
 

前
２

号
以
外

の
も
の

 

２
 

前
項

第
１

号
に

定
め

る
教

育
研

究
用

機
器

備
品

を
購

入
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
、

学
校

法
人

明
治

大
学

調
達

規
程

（
以

下
「

調
達
規

程
」
と

い
う
。
）
に

基
づ

い
て

行
う
。

 

３
 

海
外
に

居
住
す

る
研
究

者
等
が

、
直

接
経

費
の
物

品
費
を

使
用
す

る
場
合

は
、
第
１

項
第
２

号
の
準

備
品
及

び
第
３

号

の
消

耗
品

の
範
囲

内
に
お

い
て
購

入
で
き

る
も
の

と
す
る

。
 

（
調

達
の

範
囲
）

 

第 第
１１

００
条条

 
物

件
の

調
達

は
、

調
達

規
程

第
６

条
の

規
定

に
基

づ
き

委
任

さ
れ

た
範

囲
内

に
お

い
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

海
外
に

居
住
す

る
研
究

者
等
は

、
直

接
経
費

の
物
品

費
を
使

用
す
る

場
合
は

第
９
条

第
１
項

第
２
号

の
準
備

品
及
び

第

３
号

の
消

耗
品
の

範
囲
内

に
お
い

て
、
物

品
費

以
外
の

費
目
を

使
用
す

る
場
合

は
業
者

と
契
約

書
等
取

り
交
わ

し
が
不

要

な
範

囲
内

に
お
い

て
、
調

達
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

（
資

産
登

録
）
 

第 第
１１

１１
条条

 
第

９
条
第

１
項
第

１
号
に

定
め
る

設
備
備

品
を
購

入
し
た

場
合
は

、
管

理
規

程
第
９

条
ま
た

は
研
究

費
購
入

図

書
の
取

扱
内
規

第
９
条

の
規
定

に
よ
り

資
産
と

し
て
登

録
す
る

。
 

（
準

備
品
の

管
理
）

 

第 第
１１

２２
条条

  
第

９
条
第

１
項
第

２
号
に

定
め
る

準
備
品

の
管
理

は
、
管

理
規

程
第
２

１
条
、
第

２
２

条
及
び

第
２
３

条
の
規

定
を
準

用
す
る

。
 

（
直

接
経

費
の
支

出
）
 

第 第
１１

３３
条条

  
研

究
代

表
者

及
び

研
究

分
担

者
が

直
接

経
費

を
支

出
す

る
場

合
は

、
｢
明

治
大

学
に

お
け

る
研

究
費

等
に

関
す

る
使
用

マ
ニ
ュ

ア
ル
｣
に
基
づ

き
、
関

係
書
類

を
取
り

揃
え
、

所
管
部

署
に
申

請
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

  

（
間

接
経

費
の
譲

渡
）

 
第第

１１
４４

条条
  
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
間

接
経
費

が
交
付

さ
れ
た

場
合
又

は
支
払

を
受
け

た
場
合

は
、
速

や
か
に

間
接
経

費
を
本

大
学
に

譲
渡
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
（

間
接
経

費
の
支

出
）

 
第 第

１１
５５

条条
  
間

接
経
費

の
執
行

に
当
た

っ
て
は

、
別

に
定

め
る
｢
明
治
大

学
に
お

け
る
間

接
経
費

の
取
扱

い
に
関

す
る
内

規
｣

に
基
づ

い
て
行

わ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
利

子
の

譲
渡
）

 
第 第

１１
６６

条条
  
研

究
代
表

者
及
び

研
究
分

担
者
は

、
本

大
学

で
管
理

す
る
直

接
経
費

か
ら
生

じ
た
利

子
を
本

大
学
へ

譲
渡
し

な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
（

申
合
せ

の
改
廃

）
 

第 第
１１

７７
条条

  
こ

の
申
合

せ
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
研
究

企
画
推

進
本
部

会
議
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
（

そ
の
他

）
 

第 第
１１

８８
条条

  
こ

の
申
合

せ
に
定

め
の
な

い
事
項

に
つ
い

て
は
、
第

１
条
第

３
項
に

定
め
る

法
令
等

に
準
じ

て
事
務

を
遂
行

す

る
こ
と

と
す
る

。
  

附附
  

則則
  

  
  

こ
の

申
合
せ

は
、
２

０
０
５

年
（
平

成
１
７

年
）
８

月
２
９

日
か
ら

施
行
し

、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
  

  
  

附附
  
則則

  
  

  
こ
の

申
合
せ

は
、
２

０
１
０

年
（
平

成
２
２

年
）
６

月
１
４

日
か
ら

施
行
し

、
同
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
  

  
  

附附
  
則則

  
  

  
こ

の
申
合

せ
は

、
２

０
１

１
年

（
平

成
２

３
年

）
１

０
月

１
１

日
か

ら
施

行
し

、
同

年
４

月
２

８
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

附 附
  

則則
  

こ
の
申

合
せ
は

、
２
０

１
４
年

（
平
成

２
６
年

）
４
月

１
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

１
５
年

（
平
成

２
７
年

）
１
０

月
１
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
規
定

は
、
同

 
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

２
０
年

（
令
和

２
年
）

１
０
月

２
８
日

か
ら
施

行
し
、

改
正
後

の
規
定

は
、
同

 
年

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。

 
附 附

  
則則

  
こ

の
申

合
せ
は

、
２
０

２
４
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
            

111

規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

研研
究究

推推
進進

員員
及及

びび
研研

究究
支支

援援
者者

のの
採採

用用
等等

にに
関関

すす
るる

規規
程程

  

  

２
０
０

６
年
３

月
３
０

日
制
定

 

２
０
０

５
年
度

規
程
第

２
９
号

 

  
（
趣

旨
）
 

第 第
１１

条条
 

こ
の
規

程
は
、
明

治
大
学
（

以
下
「
本

大
学
」
と

い
う
。
）
に
お

け
る
研

究
活
動

の
促
進

を
図
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
、

研
究

を
遂

行
す

る
上

で
必

要
と

な
る

研
究

推
進

員
及

び
研

究
支

援
者

の
採

用
等

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

こ
の

規
程

は
、

科
学

研
究

費
助

成
事

業
に

よ
る

研
究

、
学

外
諸

機
関

と
の

共
同

研
究

及
び

外
部

か
ら

委
託

さ
れ

た

受
託

研
究
並

び
に
そ

の
他
本

大
学
が

認
め
た

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
以

下
「

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

」
と
い

う
。）

に

適
用

す
る
。

 

 
（
定

義
）
 

第 第
２２

条条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
推

進
員

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に

限
り

学
校

法
人
明

治
大
学
（

以
下
「
法

人
」
と
い

う
。）

と
雇
用

契
約
を

締
結
し

、
本

大
学

に
所
属

す
る
研

究
代
表

者

の
も

と
で

研
究

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
遂

行
業

務
に

従
事

若
し

く
は

主
体

的
に

協
力

す
る

者
又

は
学

外
諸

機
関

の
定

め
に

基
づ

く
研

究
活

動
を

遂
行

す
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

第
５
号

に
掲
げ

る
者
は

法
人
と

の
雇
用

契
約
を

要
し
な

い
。
 

 
(
1)

 
専
門
研

究
員
 

 
(
2)

 
博
士
研

究
員
（

ポ
ス
ト

・
ド
ク

タ
ー
）
（
以

下
「
博

士
研
究

員
」
と

い
う
。
）

 

 
(
3)

 
研
究
員

 

 
(
4)

 
特
別
研

究
員
 

 
(
5)

 
客
員
研

究
員
 

２
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
支

援
者

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に
限

り

雇
用

契
約

を
締

結
し

、
本

大
学

に
所

属
す

る
研

究
代

表
者

の
も

と
で

研
究

代
表

者
又

は
研

究
ス

タ
ッ

フ
の

補
助

者
と

し
て

当
該
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
等
の

遂
行
業

務
に
従

事
す
る

者
で
あ

っ
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
も

の
を
い

う
。
 

 
(
1)

 
リ
サ
ー

チ
・
ア

シ
ス
タ

ン
ト
（

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

型
）（

以
下
「

Ｒ
Ａ

」
と
い

う
。
）
 

 
(
2)

 
研
究
技

術
員
 

 
(
3)

 
補
助
研

究
員
 

３
 
こ

の
規
程

に
お
い

て
「
研

究
代
表

者
」
と
は

、
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

等
に
お

け
る
本

大
学
の

研
究
責

任
者
を

い
う
。

 

 
（
研

究
推
進

員
の
資

格
）
 

第 第
３３

条条
 

専
門

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

博
士

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

（
社

会
科

学
及

び
人

文
科

学
の

分

野
に

あ
っ
て

は
、
博

士
の

学
位
を

取
得
し

て
い
る

者
に
相

当
す
る

能
力
を

有
す
る

者
を
含

む
。）

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業
務

に
従
事

す
る
も

の
と
す

る
。
 

３
 

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
自

然
科

学
分

野
に

係
る

修
士

の
学

位
を

取
得

し
、

か
つ

、
博

士
の

学
位

を

取
得

し
た

者
に

相
当

す
る

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
っ

て
、

本
大

学
の

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  ４
 

特
別

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
独

立
行

政
法

人
日

本
学

術
振

興
会

特
別

研
究

員
又

は
本

大
学

が
学

外

諸
機

関
か
ら

受
け
入

れ
る
研

究
員
（
以

下
「

学
振

特
別
研

究
員
等

」
と

い
う

。
）
で

あ
っ
て

、
本

大
学

の
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業

務
に

従
事

し
、
又

は
学
外

諸
機
関

の
定
め

に
基
づ

く
研
究

遂
行
に

従
事
す

る
も
の

と
す
る

。
 

５
 

客
員

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

、
又

は
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

に

相
当

す
る

研
究

業
績

を
有

し
、

か
つ

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
業

務
に

主
体

的
に

協
力

で
き

る
者

で
あ

っ
て

、
当
該

業
務
に

参
加
す

る
に
あ

た
り
雇

用
契
約

を
要
し

な
い
も

の
と
す

る
。
 

６
 
前

項
の
ほ

か
、
客

員
研
究

員
の
資

格
に
つ

い
て
は

、
別
に

定
め
る

。
 

 
（
研

究
支
援

者
の
資

格
）
 

第 第
４４

条条
 

Ｒ
Ａ

と
な

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

明
治

大
学

Ｒ
Ａ

・
Ｔ

Ａ
、

Ｓ
Ａ

及
び

教
育

補
助

講
師

採
用

規
程

に
定

め

る
資

格
を

有
す
る

者
と
す

る
。
 

２
 
研

究
技
術

員
と
な

る
こ
と

が
で
き

る
者
は

、
本

大
学
の

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

の
研
究

支
援
の

た
め
、
大

型
機
器

、

特
殊

機
器
等

の
操
作

等
に
か

か
わ
る

特
殊
技

術
又
は

熟
練
し

た
技
術

を
必
要

と
す
る

業
務
に

従
事
す

る
者
と

す
る
。

 

３
 

補
助

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
実

施
に

必
要

な
補

助
的

業
務

に

携
わ

る
者
で

あ
っ
て

、
当
該

業
務
を

遂
行
す

る
上
で

必
要
な

能
力
を

有
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
採

用
等
手

続
）
 

第 第
５５

条条
 

研
究

代
表

者
は

、
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援

者
の

採
用

を
希

望
す

る
と

き
は

、
当

該
候

補
者

に
か

か
わ

る

次
に

掲
げ

る
申
請

書
類
を

、
当
該

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

を
所
管

す
る
部

署
を
通

じ
て
研

究
・
知

財
戦

略
機

構
長
（

以

下
「

機
構

長
」
と

い
う
。
）
に

提
出
し

、
採
用

等
手
続

を
行
う

。
 

 
(
1)

 
採
用
申

請
書
 

 
(
2)

 
履
歴
書

 

 
(
3)

 
推
薦
書

 

 
(
4)

 
そ
の
他

必
要
な

書
類
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
２

条
第

１
項

第
４

号
に

規
定

す
る

特
別

研
究

員
の

採
用

及
び

第
５

号
に

規
定

す

る
客

員
研
究

員
の
受

入
等
手

続
に
関

す
る
事

項
は
別

に
定
め

る
。
 

３
 
前

２
項
の

申
請
は

、
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

に
付
議

し
、
そ

の
承
認

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
雇

用
期
間

及
び
雇

用
契
約

の
更
新

等
）
 

第 第
６６

条条
 

研
究
推

進
員
（
客

員
研
究

員
を
除

く
。
）
及
び

研
究
支

援
者
の

雇
用
期

間
及
び

雇
用
契

約
の
更

新
等
に

つ
い
て

は
、「

学
校

法
人
明

治
大
学

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
任
免

及
び
就

業
に
関

す
る
規

程
（
２

０
２
１

年
度
規

程

第
２

号
）
」
（
以
下

「
就
業

規
程
」

と
い
う

。
）

第
６
条
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

２
 

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
科

学
技

術
・

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
の

活

性
化

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

０
年

法
律

第
６

３
号

）
第

１
５

条
の

２
第

１
項

各
号

に
該

当
す

る
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援
者

の
雇
用

契
約
は

、
通
算

１
０
年

を
限
度

と
す
る

。
 

３
 

本
大

学
の

博
士

研
究

員
又

は
Ｒ

Ａ
で

あ
っ

た
者

は
、

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り

雇
用

契
約

の
更

新
を

す
る

場
合

を
除

き
、

当
該

雇
用

契
約

終
了

後
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

４
 

本
大

学
の

専
門

研
究

員
、

研
究

員
、

研
究

技
術

員
又

は
補

助
研

究
員

で
、

当
初

の
採

用
日

か
ら

起
算

し
て

、
就

業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
に

規
定

す
る

更
新

限
度

が
経

過
し

た
こ

と
に

よ
り

契
約

を
終

了
し

た
者

は
、

当
該

契
約

終
了

日
か

ら
６

か
月

以
上

経
過

し
た

場
合

に
限

り
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

け
る
雇

用
契
約

は
、
本

条
第
１

項
及
び

第
２
項

の
規
定

を
準
用

す
る
。

 

 
（
受

入
期
間

・
再
申

請
等
）

 

第 第
７７

条条
 

客
員

研
究

員
に

係
る

受
入

期
間

は
、

当
該

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

実
施

期
間

の
範

囲
内

で
、

個
々

に
定

め

112

規
　
　
程
　
　
集



  

明明
治治

大大
学学

研研
究究

推推
進進

員員
及及

びび
研研

究究
支支

援援
者者

のの
採採

用用
等等

にに
関関

すす
るる

規規
程程

  

  

２
０
０

６
年
３

月
３
０

日
制
定

 

２
０
０

５
年
度

規
程
第

２
９
号

 

  
（
趣

旨
）
 

第第
１１

条条
 

こ
の
規

程
は
、
明

治
大
学
（

以
下
「
本

大
学
」
と

い
う
。
）
に
お

け
る
研

究
活
動

の
促
進

を
図
る

こ
と
を

目
的

と
し

て
、

研
究

を
遂

行
す

る
上

で
必

要
と

な
る

研
究

推
進

員
及

び
研

究
支

援
者

の
採

用
等

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と
す

る
。
 

２
 

こ
の

規
程

は
、

科
学

研
究

費
助

成
事

業
に

よ
る

研
究

、
学

外
諸

機
関

と
の

共
同

研
究

及
び

外
部

か
ら

委
託

さ
れ

た

受
託

研
究
並

び
に
そ

の
他
本

大
学
が

認
め
た

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
（
以

下
「

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

」
と
い

う
。）

に

適
用

す
る
。

 

 
（
定

義
）
 

第第
２２

条条
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
推

進
員

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に

限
り

学
校

法
人
明

治
大
学
（

以
下
「
法

人
」
と
い

う
。）

と
雇
用

契
約
を

締
結
し

、
本

大
学

に
所
属

す
る
研

究
代
表

者

の
も

と
で

研
究

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
遂

行
業

務
に

従
事

若
し

く
は

主
体

的
に

協
力

す
る

者
又

は
学

外
諸

機
関

の
定

め
に

基
づ

く
研

究
活

動
を

遂
行

す
る

者
で

あ
っ

て
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

第
５
号

に
掲
げ

る
者
は

法
人
と

の
雇
用

契
約
を

要
し
な

い
。
 

 
(
1)

 
専
門
研

究
員
 

 
(
2)

 
博
士
研

究
員
（

ポ
ス
ト

・
ド
ク

タ
ー
）
（
以

下
「
博

士
研
究

員
」
と

い
う
。
）

 

 
(
3)

 
研
究
員

 

 
(
4)

 
特
別
研

究
員
 

 
(
5)

 
客
員
研

究
員
 

２
 

こ
の

規
程

に
お

い
て

「
研

究
支

援
者

」
と

は
、

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
を

遂
行

す
る

た
め

、
特

定
の

期
間

に
限

り

雇
用

契
約

を
締

結
し

、
本

大
学

に
所

属
す

る
研

究
代

表
者

の
も

と
で

研
究

代
表

者
又

は
研

究
ス

タ
ッ

フ
の

補
助

者
と

し
て

当
該
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
等
の

遂
行
業

務
に
従

事
す
る

者
で
あ

っ
て
、

次
の
各

号
に
掲

げ
る
も

の
を
い

う
。
 

 
(
1)

 
リ
サ
ー

チ
・
ア

シ
ス
タ

ン
ト
（

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

型
）（

以
下
「

Ｒ
Ａ

」
と
い

う
。
）
 

 
(
2)

 
研
究
技

術
員
 

 
(
3)

 
補
助
研

究
員
 

３
 
こ

の
規
程

に
お
い

て
「
研

究
代
表

者
」
と
は

、
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

等
に
お

け
る
本

大
学
の

研
究
責

任
者
を

い
う
。

 

 
（
研

究
推
進

員
の
資

格
）
 

第第
３３

条条
 

専
門

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す
る

も
の
と

す
る
。

 

２
 

博
士

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

（
社

会
科

学
及

び
人

文
科

学
の

分

野
に

あ
っ
て

は
、
博

士
の

学
位
を

取
得
し

て
い
る

者
に
相

当
す
る

能
力
を

有
す
る

者
を
含

む
。）

で
あ

っ
て

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業
務

に
従
事

す
る
も

の
と
す

る
。
 

３
 

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
自

然
科

学
分

野
に

係
る

修
士

の
学

位
を

取
得

し
、

か
つ

、
博

士
の

学
位

を

取
得

し
た

者
に

相
当

す
る

能
力

を
有

す
る

と
認

め
ら

れ
る

者
で

あ
っ

て
、

本
大

学
の

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

研
究

支
援

の
た

め
、

高
度

か
つ

専
門

的
な

知
識

及
び

能
力

、
熟

練
し

た
技

術
等

を
必

要
と

す
る

業
務

に
従

事
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  ４
 

特
別

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
独

立
行

政
法

人
日

本
学

術
振

興
会

特
別

研
究

員
又

は
本

大
学

が
学

外

諸
機

関
か
ら

受
け
入

れ
る
研

究
員
（
以

下
「

学
振

特
別
研

究
員
等

」
と

い
う

。
）
で

あ
っ
て

、
本

大
学

の
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
研

究
支

援
の

た
め

、
高

度
か

つ
専

門
的

な
知

識
及

び
能

力
、

熟
練

し
た

技
術

等
を

必
要

と
す

る
業

務
に

従
事

し
、
又

は
学
外

諸
機
関

の
定
め

に
基
づ

く
研
究

遂
行
に

従
事
す

る
も
の

と
す
る

。
 

５
 

客
員

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
博

士
の

学
位

を
取

得
し

、
又

は
博

士
の

学
位

を
取

得
し

て
い

る
者

に

相
当

す
る

研
究

業
績

を
有

し
、

か
つ

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
業

務
に

主
体

的
に

協
力

で
き

る
者

で
あ

っ
て

、
当
該

業
務
に

参
加
す

る
に
あ

た
り
雇

用
契
約

を
要
し

な
い
も

の
と
す

る
。
 

６
 
前

項
の
ほ

か
、
客

員
研
究

員
の
資

格
に
つ

い
て
は

、
別
に

定
め
る

。
 

 
（
研

究
支
援

者
の
資

格
）
 

第第
４４

条条
 

Ｒ
Ａ

と
な

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

明
治

大
学

Ｒ
Ａ

・
Ｔ

Ａ
、

Ｓ
Ａ

及
び

教
育

補
助

講
師

採
用

規
程

に
定

め

る
資

格
を

有
す
る

者
と
す

る
。
 

２
 
研

究
技
術

員
と
な

る
こ
と

が
で
き

る
者
は

、
本

大
学
の

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

の
研
究

支
援
の

た
め
、
大

型
機
器

、

特
殊

機
器
等

の
操
作

等
に
か

か
わ
る

特
殊
技

術
又
は

熟
練
し

た
技
術

を
必
要

と
す
る

業
務
に

従
事
す

る
者
と

す
る
。

 

３
 

補
助

研
究

員
と

な
る

こ
と

が
で

き
る

者
は

、
本

大
学

の
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
実

施
に

必
要

な
補

助
的

業
務

に

携
わ

る
者
で

あ
っ
て

、
当
該

業
務
を

遂
行
す

る
上
で

必
要
な

能
力
を

有
す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
採

用
等
手

続
）
 

第第
５５

条条
 

研
究

代
表

者
は

、
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援

者
の

採
用

を
希

望
す

る
と

き
は

、
当

該
候

補
者

に
か

か
わ

る

次
に

掲
げ

る
申
請

書
類
を

、
当
該

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
等

を
所
管

す
る
部

署
を
通

じ
て
研

究
・
知

財
戦

略
機

構
長
（

以

下
「

機
構

長
」
と

い
う
。
）
に

提
出
し

、
採
用

等
手
続

を
行
う

。
 

 
(
1)

 
採
用
申

請
書
 

 
(
2)

 
履
歴
書

 

 
(
3)

 
推
薦
書

 

 
(
4)

 
そ
の
他

必
要
な

書
類
 

２
 

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

第
２

条
第

１
項

第
４

号
に

規
定

す
る

特
別

研
究

員
の

採
用

及
び

第
５

号
に

規
定

す

る
客

員
研
究

員
の
受

入
等
手

続
に
関

す
る
事

項
は
別

に
定
め

る
。
 

３
 
前

２
項
の

申
請
は

、
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
会
議

に
付
議

し
、
そ

の
承
認

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
雇

用
期
間

及
び
雇

用
契
約

の
更
新

等
）
 

第第
６６

条条
 

研
究
推

進
員
（
客

員
研
究

員
を
除

く
。
）
及
び

研
究
支

援
者
の

雇
用
期

間
及
び

雇
用
契

約
の
更

新
等
に

つ
い
て

は
、「

学
校

法
人
明

治
大
学

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
任
免

及
び
就

業
に
関

す
る
規

程
（
２

０
２
１

年
度
規

程

第
２

号
）
」
（
以
下

「
就
業

規
程
」

と
い
う

。
）

第
６
条
の

定
め

る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 

２
 

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
科

学
技

術
・

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
創

出
の

活

性
化

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

０
年

法
律

第
６

３
号

）
第

１
５

条
の

２
第

１
項

各
号

に
該

当
す

る
研

究
推

進
員

又
は

研
究

支
援
者

の
雇
用

契
約
は

、
通
算

１
０
年

を
限
度

と
す
る

。
 

３
 

本
大

学
の

博
士

研
究

員
又

は
Ｒ

Ａ
で

あ
っ

た
者

は
、

就
業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
よ

り

雇
用

契
約

の
更

新
を

す
る

場
合

を
除

き
、

当
該

雇
用

契
約

終
了

後
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

 

４
 

本
大

学
の

専
門

研
究

員
、

研
究

員
、

研
究

技
術

員
又

は
補

助
研

究
員

で
、

当
初

の
採

用
日

か
ら

起
算

し
て

、
就

業

規
程

第
６

条
第

２
項

か
ら

第
５

項
ま

で
に

規
定

す
る

更
新

限
度

が
経

過
し

た
こ

と
に

よ
り

契
約

を
終

了
し

た
者

は
、

当
該

契
約

終
了

日
か

ら
６

か
月

以
上

経
過

し
た

場
合

に
限

り
、

再
度

、
同

一
の

職
に

採
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に
お

け
る
雇

用
契
約

は
、
本

条
第
１

項
及
び

第
２
項

の
規
定

を
準
用

す
る
。

 

 
（
受

入
期
間

・
再
申

請
等
）

 

第第
７７

条条
 

客
員

研
究

員
に

係
る

受
入

期
間

は
、

当
該

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

等
の

実
施

期
間

の
範

囲
内

で
、

個
々

に
定

め

  

る
期

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
客

員
研

究
員

が
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
参

加
中

止
を

申
し

出
て

、
研

究
代

表
者

が
こ

れ
を

了
承

し
た

と
き

は
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
会

議
の

議
を

経
て

、
当

該
申

出
日

を
も

っ
て

受
入

を
終

了
し

た
も

の
と

す
る
。

 

２
 

研
究

代
表

者
は

、
当

該
研

究
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
等

の
進

捗
状

況
に

よ
り

、
当

該
客

員
研

究
員

の
受

入
に

つ
い

て
再

申

請
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
 

 
（
給

与
等
）

 

第 第
８８

条条
 

研
究
推

進
員
（

客
員

研
究
員

を
除
く

。
次

項
に

お
い
て

同
じ
。）

及
び
研

究
支
援

者
の
給

与
及
び

通
勤
手

当
（

以

下
「

給
与

等
」
と

い
う
。
）
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

雇
用
契

約
に
お

い
て
定

め
る
。

 

２
 

研
究

推
進

員
及

び
研

究
支

援
者

へ
の

給
与

等
の

支
払

は
、

法
人

が
行

う
も

の
と

し
、

当
該

給
与

等
の

支
払

額
及

び

各
種

保
険
料
（

法
人

負
担
分

）
は

、
当

該
研
究

に
対
し

交
付
さ

れ
る
研

究
費
を

も
っ
て

充
当
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

３
 
前

項
の
規

定
に
か

か
わ
ら

ず
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
者
に

つ
い
て

は
当
該

各
号
の

定
め
る

と
お
り

と
す
る

。
 

(
1
)
 
第

２
条

第
１

項
第

２
号

に
定

め
る

博
士

研
究

員
の

う
ち

、
学

長
が

示
す

教
員

人
事

基
本

方
針

に
基

づ
き

、
学

部
長

会
及

び
理
事

会
が
承

認
し
た

博
士
研

究
員
 

法
人

が
給
与

等
を
支

給
す
る

こ
と
と

し
、
詳

細
は
別

に
定
め

る
。
 

(
2
)
 
第

２
条
第

１
項
第

４
号
に

定
め
る

特
別
研

究
員
 

原
則

と
し

て
、

給
与

等
の

支
払

は
、

法
人

が
行

う
も

の
と

し
、

当
該

給
与

等
の

支
払

額
及

び
各

種
保

険
料

（
法

人
負

担
分

）
は

、
学

外
諸

機
関

の
定

め
に

基
づ

き
、

交
付

さ
れ

る
研

究
費

等
を

も
っ

て
充

当
す

る
こ

と
と

し
、

詳
細

は
別

に
定

め
る
。

 

 
（
所

属
及
び

勤
務
地

）
 

第 第
９９

条条
 

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

の
所
属

及
び
勤

務
地
は

、
就
業

規
程
第

７
条
の

定
め
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

 
（
呼

称
）
 

第 第
１１

００
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

呼
称

は
、

第
２

条
に

掲
げ

る
当

該
の

名
称

に
明

治
大

学
を

付
し

た
も

の

と
す

る
。

た
だ
し

、
必
要

に
応
じ

て
、
当

該
研
究

の
名
称

又
は
そ

の
略
称

を
括
弧

書
き
で

付
す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
証

明
書
の

発
行
）

 

第 第
１１

１１
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
に

は
、

身
分

証
及

び
採

用
又

は
受

入
履

歴
に

関
す

る
証

明
書

を
発

行
す

る

こ
と

が
で

き
る
。

 

 
（
本

大
学
の

施
設
の

利
用
）

 

第 第
１１

２２
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
は

、
必

要
に

応
じ

て
、

本
大

学
の

教
育

研
究

施
設

・
設

備
を

利
用

す
る

こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
は

、
当

該
施

設
・

設
備

に
係

る
管

理
者

に
対

し
、

校
規

に
準
じ

て
許
可

を
得
る

も
の
と

す
る
。

 

 
（
知

的
財
産

権
）
 

第 第
１１

３３
条条

 
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
と

の
研

究
に

よ
り

生
じ

た
知

的
財

産
権

に
つ

い
て

は
、

明
治

大
学

発
明

等

に
関

す
る

規
程
に

定
め
る

。
 

 
（
実

施
細
則

）
 

第 第
１１

４４
条条

 
こ

の
規

程
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
研

究
推

進
員

及
び

研
究

支
援

者
の

取
扱

い
及

び
こ

の
規

程
の

施
行

に

関
し

必
要

な
事
項

は
、
当

該
研
究

の
実
施

要
領
、

受
託
契

約
等
に

基
づ
き

、
別
に

定
め
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

５
年
度

規
程
第

２
９
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
０
６

年
（
平

成
１
８

年
）
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
（
要

綱
の
廃

止
）
 

２
 
明

治
大
学

研
究
支

援
者
に

関
す
る

要
綱
（

２
０
０

３
年
度

例
規
第

７
号
）

は
、
廃

止
す
る

。
 

（
通
達

第
１
４

４
８
号

）
 

   
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
０

８
年
度

規
程
第

３
４
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

０
８
年

（
平
成

２
０
年

）
１
０

月
２
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
通
達

第
１
７

３
９
号

）
（
注

 
グ

ロ
ー
バ

ル
Ｃ
Ｏ

Ｅ
博
士

課
程
研

究
員
の

新
設
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
  

附附
  

則則
（

２
０

１
３
年

度
規
程

第
２
２

号
）
 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

４
年

（
平

成
２

６
年

）
３

月
２

０
日

か
ら

施
行

し
、

改
正

後
の

規
定

は
、

２
０

１
３

年
（

平

成
２

５
年
）

４
月
１

日
か
ら

適
用
す

る
。
 

（
通
達

第
２
２

３
８
号

）
（
注

 
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
に

係
る
採

用
期
間

の
変
更

等
に
伴

う
改
正

）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

６
年
度

規
程
第

８
号
）

 

 
こ

の
規

程
は

、
２

０
１

６
年

（
平

成
２

８
年

）
１

０
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
改

正
後

の
第

２
条

第
１

項

第
１

号
及

び
第

２
号

に
規

定
す

る
研

究
推

進
員

の
雇

用
契

約
、

採
用

期
間

等
の

通
算

期
間

に
つ

い
て

は
、

各
名

称
変

更
前

の
資
格

に
係
る

採
用
日

か
ら
起

算
す
る

。
 

（
通
達

第
２
４

１
４
号

）
（
注

 
研

究
員
の

新
設
及

び
資
格

名
称
、

採
用
資

格
等
の

変
更
に

伴
う
改

正
）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

９
年
度

規
程
第

３
６
号

）
 

こ
の
規

程
は
、

２
０
２

０
年
３

月
１
９

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
２
７

０
２
号

）（
注
 

労
働
契

約
法
の

特
例
対

象
と
な

る
研
究

推
進
員

及
び
研

究
支
援

者
に
係

る
雇
用

期
間
の

限
度

の
延
長

、
グ
ロ

ー
バ
ル

Ｃ
Ｏ
Ｅ

博
士
課

程
研
究

員
に
係

る
規
定

の
削
除

等
に
伴

う
改
正

）
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
２

１
年
度

規
程
第

４
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
１
年

５
月
１

３
日
か

ら
施
行

し
、
改

正
後
の

規
定
は

、
同
年

４
月
１

５
日
か

ら
適
用

す
る
。

 

（
通
達

第
２
７

８
８
号

）（
注
 

学
校
法

人
明
治

大
学
研

究
推
進

員
及
び

研
究
支

援
者
の

任
免
及

び
就
業

に
関
す

る
規
程

が
制

定
さ
れ

た
こ
と

等
に
伴

う
改
正

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
３

年
度
規

程
第
１

９
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
２
９

６
０
号

）
（
注

 
客

員
研
究

員
の
受

入
手
続

き
及
び

管
理
体

制
等
の

見
直
し

に
伴
う

改
正
）

 

附 附
  

則則
（
２
０

２
３

年
度
規

程
第
６

５
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

３
月
２

４
日
か

ら
施
行

す
る
。

 

（
通
達

第
３
０

２
１
号

）
（
注

 
Ｓ

Ａ
制
度

新
設
に

伴
う
関

連
条
文

の
改
正

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
４

年
度
規

程
第
１

８
号
）

 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
５
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。
 

（
通
達

第
３
０

６
１
号

）
（
注

 
研

究
推
進

員
（
特

別
研
究

員
）
の

制
度
新

設
に
伴

う
改
正

）
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ババ
イイ

アア
ウウ

トト
制制

度度
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  

  

２
０

２
２
年

１
０
月

５
日
制

定
 

２
０

２
２
年

度
規
程

第
１
９

号
 

  
（
趣

旨
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

研
究

力
の

更
な

る
発

展
・

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、
「

競
争

的
研

究
費

の
直

接
経

費
か

ら
研

究
以

外
の

業
務

の
代

行
に

係
る

経
費

を
支

出
可

能
と

す

る
見

直
し

（
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

の
導

入
）

に
つ

い
て

」
（

令
和

２
年

１
０

月
９

日
付

け
競

争
的

研
究

費
に

関
す

る
関

係
府

省
連

絡
会

申
し
合

わ
せ
）
に
基

づ
き
、
研
究

者
が
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に
専

念
で
き

る
時
間

を
拡
充

す
る
た

め
、
競
争

的

研
究

費
の

直
接
経

費
か
ら

経
費
の

支
出
を

可
能
と

す
る
制

度
の
実

施
に
あ

た
り
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

。
 

 
（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1)

 
配

分
機
関

 
競
争

的
研
究

費
制
度

を
実
施

す
る
機

関
を
い

う
。
 

(
2)

 
競

争
的
研

究
費
 

配
分
機

関
が
実

施
す
る

競
争
的

研
究
費

制
度
で

あ
っ
て

、
研
究

活
動
及

び
組
織

の
管
理

運
営
事

 

務
を

除
く
業

務
（

講
義

等
の
教

育
活
動

等
や
そ

れ
に
付

随
す
る

事
務
等

。
な

お
、「

研
究
」
に

は
、
Ｐ

Ｉ
（
P
r
in
c
i
p
al
  

I
nv
e
s
t
i
ga
t
or

）
を

務
め

る
競
争

的
研
究

費
に
よ

り
実
施

さ
れ
る

研
究
以

外
の
研

究
も
含

む
。
）
の

代
行
に

係
る
経

費
 

を
直

接
経
費

か
ら
支

出
す
る

こ
と
が

可
能
で

あ
る
旨

を
公
募

要
領
等

に
記
載

し
て
い

る
も
の

う
ち
、

別
に
定

め
る
も

 

の
を

い
う
。

 

(
3)

 
Ｐ

Ｉ
 

競
争

的
研

究
費

を
獲

得
し

た
研

究
計

画
の

遂
行

に
関

し
全

て
の

責
任

を
負

う
代

表
者

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

を
い
う

。
 

(
4)

 
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

 
Ｐ

Ｉ
が

、
本

人
の

希
望

に
よ

り
本

大
学

と
合

意
を

す
る

こ
と

で
、

そ
の

者
が

担
っ

て
い

る
業

務
の

う
ち

、
研

究
活

動
及

び
組

織
の

管
理

運
営

事
務

を
除

く
業

務
の

代
行

に
係

る
経

費
を

競
争

的
研

究
費

の
直

接
経

費
か

ら
支
出

す
る
こ

と
を
可

能
と
す

る
制
度

を
い
う

。
 

(
5)

 
部

局
等

 
各

学
部

、
大

学
院

、
専

門
職

大
学

院
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
、

国
際

連
携

機
構

、
社

会
連

携
機

構
、

農
場

を
い
う

。
 

 
（
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
対
象

者
等
）

 
第 第

３３
条条

 
バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
対

象
者
は

、
本

大
学

の
教
員

の
う
ち

、
前
条

第
２
号

に
規
定

す
る
競

争
的
研

究
費
を

獲
得
し

た
Ｐ

Ｉ
と

す
る
。

 
２

 
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

に
お
け

る
対
象

業
務
の

範
囲
は

、
原

則
と

し
て
競

争
的
研

究
費
制

度
の
公

募
要
領

等
で
定

め
る
範

囲

を
限

度
と
す

る
。

 
３

 
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

に
お

け
る

対
象

業
務

の
代

行
（

以
下

「
代

行
」

と
い

う
。
）

に
係

る
経

費
は

、
原

則
と

し
て

競
争

的

研
究

費
制
度

の
公
募

要
領
等

で
定
め

る
額
を

限
度
と

す
る
。

 
４

 
前

３
項
の

ほ
か
、

バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
実

施
に
関

し
必
要

な
事
項

は
、
別

に
定
め

る
。

 
５

 
代

行
に

係
る

経
費

は
、

そ
の

内
容

に
応

じ
て

、
学

校
法

人
明

治
大

学
（

以
下

「
本

法
人

」
と

い
う

。
）

の
関

連
校

規
等

に
基

づ
き
算

出
す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
申

請
手
続

き
等
）

 
第 第

４４
条条

 
第
３
条

第
１
項

に
定
め

る
対
象

者
で
あ

っ
て
、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

申
請
を

希
望
す

る
者
（

以
下
「
申

請
者
」
と

い
う

。
）

は
、

研
究

推
進

部
に

お
け

る
要

件
確

認
を

経
た

上
で

、
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

に
申

請
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
２

 
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

の
長

（
以

下
「

所
属

長
」

と
い

う
。
）

は
、

前
項

の
申

請
書

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

基

準
に

よ
っ
て

精
査
し

、
承

認
又

は
否
認

の
結
果

を
申
請

者
へ
通

知
す
る

。
承

認
さ

れ
た
場

合
、
こ
の

通
知
を

も
っ
て

、
本

  

大
学

と
申
請

者
が
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
利
用

に
合
意

し
た
も

の
と
す

る
。

 
３

 
所

属
長
は

、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

利
用
に

つ
い
て

、
申
請

者
と
合

意
し
た

内
容
を

学
長
へ

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
申

請
内
容

の
変
更

）
 

第 第
５５

条条
 

申
請
者

は
、
申

請
内

容
に
変

更
が
生

じ
た
場

合
、
所

属
す

る
部
局

等
に
報

告
の
上

、
所

定
の
申

請
書
を

研
究
推

進

部
へ

提
出

す
る
。

 
２

 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

申
請
内

容
の
変

更
に
お

け
る
手

続
き
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

 
（

代
行

業
務
を

行
う
者

の
雇
用

手
続
き

等
）

 
第 第

６６
条条

 
申
請
者

の
所
属

す
る
部

局
等
は

、
バ

イ
ア

ウ
ト
制

度
の
利

用
が
承

認
さ
れ

た
後
、
本

法
人

の
関
連

校
規
等

に
基
づ

き
、

代
行

要
員
の

確
保
等

に
関
す

る
手
続

き
を
行

う
。

 
 

（
事

務
）

 
第 第

７７
条条

 
こ
の
規

程
に
関

す
る
事

務
は
、

研
究
推

進
部
が

行
う
。

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

８８
条条

 
こ
の
規

程
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
学
部

長
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
附 附

  
則則

（
２
０
２

２
年
度

規
程
第

１
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

１
０
月

６
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２
８

７
７
号

）
 

附 附
  

則則
（

２
０
２

２
年
度

規
程
第

４
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２

９
２

０
号

）
（

注
 

バ
イ

ア
ウ

ト
制

度
の

対
象

と
す

る
研

究
費

範
囲

の
拡

大
及

び
制

度
申

請
に

お
け

る
手

続
き

変
更

に
伴
う

改
正
）
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ババ
イイ

アア
ウウ

トト
制制

度度
にに

関関
すす

るる
規規

程程
  

  

２
０

２
２
年

１
０
月

５
日
制

定
 

２
０

２
２
年

度
規
程

第
１
９

号
 

  
（
趣

旨
）

 
第第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

、
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

研
究

力
の

更
な

る
発

展
・

向
上

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
、
「

競
争

的
研

究
費

の
直

接
経

費
か

ら
研

究
以

外
の

業
務

の
代

行
に

係
る

経
費

を
支

出
可

能
と

す

る
見

直
し

（
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

の
導

入
）

に
つ

い
て

」
（

令
和

２
年

１
０

月
９

日
付

け
競

争
的

研
究

費
に

関
す

る
関

係
府

省
連

絡
会

申
し
合

わ
せ
）
に
基

づ
き
、
研
究

者
が
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に
専

念
で
き

る
時
間

を
拡
充

す
る
た

め
、
競
争

的

研
究

費
の

直
接
経

費
か
ら

経
費
の

支
出
を

可
能
と

す
る
制

度
の
実

施
に
あ

た
り
、

必
要
な

事
項
を

定
め
る

。
 

 
（
定

義
）

 
第第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1)

 
配

分
機
関

 
競
争

的
研
究

費
制
度

を
実
施

す
る
機

関
を
い

う
。
 

(
2)

 
競

争
的
研

究
費
 

配
分
機

関
が
実

施
す
る

競
争
的

研
究
費

制
度
で

あ
っ
て

、
研
究

活
動
及

び
組
織

の
管
理

運
営
事

 

務
を

除
く
業

務
（

講
義

等
の
教

育
活
動

等
や
そ

れ
に
付

随
す
る

事
務
等

。
な

お
、「

研
究
」
に

は
、
Ｐ

Ｉ
（
P
r
in
c
i
p
al
  

I
nv
e
s
t
i
ga
t
or

）
を

務
め

る
競
争

的
研
究

費
に
よ

り
実
施

さ
れ
る

研
究
以

外
の
研

究
も
含

む
。
）
の

代
行
に

係
る
経

費
 

を
直

接
経
費

か
ら
支

出
す
る

こ
と
が

可
能
で

あ
る
旨

を
公
募

要
領
等

に
記
載

し
て
い

る
も
の

う
ち
、

別
に
定

め
る
も

 

の
を

い
う
。

 

(
3)

 
Ｐ

Ｉ
 

競
争

的
研

究
費

を
獲

得
し

た
研

究
計

画
の

遂
行

に
関

し
全

て
の

責
任

を
負

う
代

表
者

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

を
い
う

。
 

(
4)

 
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

 
Ｐ

Ｉ
が

、
本

人
の

希
望

に
よ

り
本

大
学

と
合

意
を

す
る

こ
と

で
、

そ
の

者
が

担
っ

て
い

る
業

務
の

う
ち

、
研

究
活

動
及

び
組

織
の

管
理

運
営

事
務

を
除

く
業

務
の

代
行

に
係

る
経

費
を

競
争

的
研

究
費

の
直

接
経

費
か

ら
支
出

す
る
こ

と
を
可

能
と
す

る
制
度

を
い
う

。
 

(
5)

 
部

局
等

 
各

学
部

、
大

学
院

、
専

門
職

大
学

院
、

研
究

・
知

財
戦

略
機

構
、

国
際

連
携

機
構

、
社

会
連

携
機

構
、

農
場

を
い
う

。
 

 
（
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
対
象

者
等
）

 
第第

３３
条条

 
バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
対

象
者
は

、
本

大
学

の
教
員

の
う
ち

、
前
条

第
２
号

に
規
定

す
る
競

争
的
研

究
費
を

獲
得
し

た
Ｐ

Ｉ
と

す
る
。

 
２

 
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

に
お
け

る
対
象

業
務
の

範
囲
は

、
原

則
と

し
て
競

争
的
研

究
費
制

度
の
公

募
要
領

等
で
定

め
る
範

囲

を
限

度
と
す

る
。

 
３

 
バ

イ
ア

ウ
ト

制
度

に
お

け
る

対
象

業
務

の
代

行
（

以
下

「
代

行
」

と
い

う
。
）

に
係

る
経

費
は

、
原

則
と

し
て

競
争

的

研
究

費
制
度

の
公
募

要
領
等

で
定
め

る
額
を

限
度
と

す
る
。

 
４

 
前

３
項
の

ほ
か
、

バ
イ
ア

ウ
ト
制

度
の
実

施
に
関

し
必
要

な
事
項

は
、
別

に
定
め

る
。

 
５

 
代

行
に

係
る

経
費

は
、

そ
の

内
容

に
応

じ
て

、
学

校
法

人
明

治
大

学
（

以
下

「
本

法
人

」
と

い
う

。
）

の
関

連
校

規
等

に
基

づ
き
算

出
す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
申

請
手
続

き
等
）

 
第第

４４
条条

 
第
３
条

第
１
項

に
定
め

る
対
象

者
で
あ

っ
て
、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

申
請
を

希
望
す

る
者
（

以
下
「
申

請
者
」
と

い
う

。
）

は
、

研
究

推
進

部
に

お
け

る
要

件
確

認
を

経
た

上
で

、
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

に
申

請
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 
２

 
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

の
長

（
以

下
「

所
属

長
」

と
い

う
。
）

は
、

前
項

の
申

請
書

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

基

準
に

よ
っ
て

精
査
し

、
承

認
又

は
否
認

の
結
果

を
申
請

者
へ
通

知
す
る

。
承

認
さ

れ
た
場

合
、
こ
の

通
知
を

も
っ
て

、
本

  

大
学

と
申
請

者
が
バ

イ
ア
ウ

ト
制
度

の
利
用

に
合
意

し
た
も

の
と
す

る
。

 
３

 
所

属
長
は

、
バ
イ

ア
ウ
ト

制
度
の

利
用
に

つ
い
て

、
申
請

者
と
合

意
し
た

内
容
を

学
長
へ

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
申

請
内
容

の
変
更

）
 

第第
５５

条条
 

申
請
者

は
、
申

請
内

容
に
変

更
が
生

じ
た
場

合
、
所

属
す

る
部
局

等
に
報

告
の
上

、
所

定
の
申

請
書
を

研
究
推

進

部
へ

提
出

す
る
。

 
２

 
前

条
の
規

定
は
、

前
項
の

申
請
内

容
の
変

更
に
お

け
る
手

続
き
に

つ
い
て

準
用
す

る
。

 
（

代
行

業
務
を

行
う
者

の
雇
用

手
続
き

等
）

 
第第

６６
条条

 
申
請
者

の
所
属

す
る
部

局
等
は

、
バ

イ
ア

ウ
ト
制

度
の
利

用
が
承

認
さ
れ

た
後
、
本

法
人

の
関
連

校
規
等

に
基
づ

き
、

代
行

要
員
の

確
保
等

に
関
す

る
手
続

き
を
行

う
。

 
 

（
事

務
）

 
第第

７７
条条

 
こ
の
規

程
に
関

す
る
事

務
は
、

研
究
推

進
部
が

行
う
。

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第第

８８
条条

 
こ
の
規

程
を
改

廃
す
る

と
き
は

、
学
部

長
会
の

議
を
経

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
附附

  
則則

（
２
０
２

２
年
度

規
程
第

１
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

１
０
月

６
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２
８

７
７
号

）
 

附附
  

則則
（

２
０
２

２
年
度

規
程
第

４
９
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
３
年

４
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２

９
２

０
号

）
（

注
 

バ
イ

ア
ウ

ト
制

度
の

対
象

と
す

る
研

究
費

範
囲

の
拡

大
及

び
制

度
申

請
に

お
け

る
手

続
き

変
更

に
伴
う

改
正
）

 
                      

      

  

明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ＰＰ
ＩＩ
人人

件件
費費

支支
出出

制制
度度

にに
関関

すす
るる

規規
程程

  

  

２
０

２
４
年

 
２
月

７
日
制

定
 

２
０

２
３
年

度
規
程

第
２
８

号
 

  
（
趣

旨
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

明
治

大
学

（
以

下
「

本
大

学
」

と
い

う
。
）

に
お

け
る

研
究

者
の

処
遇

改
善

及
び

研
究

環
境

の
整

備

を
通

じ
た

研
究
力

の
向
上

に
寄
与

す
る
こ

と
を
目

的
と
し

て
、「

競
争

的
研

究
費
の

直
接
経

費
か
ら

研
究
代

表
者
（

Ｐ
Ｉ

）

の
人

件
費

の
支
出

に
つ
い

て
」（

令
和

２
年

１
０
月

９
日
付

け
競
争

的
研
究

費
に
関

す
る
関

係
府
省

連
絡
会

申
し
合

わ
せ
）

に
基

づ
き

、
競

争
的

研
究

費
の

直
接

経
費

か
ら

当
該

競
争

的
研

究
費

の
研

究
代

表
者

の
人

件
費

（
以

下
「

Ｐ
Ｉ

人
件

費
」

と
い

う
。
）
を
支

出
す
る

場
合
の

取
扱
い

及
び
そ

れ
に
よ

り
確
保

さ
れ
た

財
源
（
以

下
「

研
究

改
善
費

」
と

い
う

。）
の

活

用
に

あ
た

っ
て
必

要
な
事

項
を
定

め
る
。

 
 

（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の

規
程

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

(
1)

 
資
金

提
供

機
関

 
研
究

資
金
を

提
供
す

る
機
関

を
い
う

。
 

(
2)

 
競
争

的
研

究
費

 
省
庁

等
の
公

募
に
よ

り
競
争

的
に
獲

得
さ
れ

る
資
金

の
う
ち

、
研
究

に
係
る

も
の
を

い
う
。

 

(
3)

 
Ｐ
Ｉ

（
Pr

in
c
i
pa

l 
In
v
es

ti
g
a
to

r）
 
競

争
的
研

究
費
を

獲
得
し

た
研
究

計
画
の

遂
行
に

関
し
全

て
の
責

任
を
負

う
代

表
者

又
は
こ

れ
に
準

ず
る
も

の
を
い

う
。
 

(
4)

 
Ｐ
Ｉ

人
件

費
支

出
制
度

 
Ｐ
Ｉ

が
、
第

５
条
に

規
定
す

る
活
用

方
針
に

合
意
の

上
、
競
争
的

研
究
費

の
直
接

経
費
か

ら
Ｐ

Ｉ
人

件
費
を

支
出
し

、
研
究

改
善
費

を
Ｐ
Ｉ

等
の
研

究
力
向

上
に
活

用
す
る

制
度
を

い
う
。

 

(
5)

 
エ
フ

ォ
ー

ト
 

Ｐ
Ｉ
の

全
業
務

時
間

1
0
0
％

に
対

す
る
当

該
研
究

の
実
施

に
必
要

と
す
る

時
間
の

配
分
割

合
を
い

う
。 

(
6)

 
部
局

等
 

各
学

部
、
大
学

院
、
専
門

職
大
学

院
、
研
究

・
知
財

戦
略
機

構
、
国

際
連
携

機
構
、
社

会
連
携

機
構
、
農

場
を

い
う

。
 

 
（
対

象
事
業

）
 

第 第
３３

条条
 

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
対
象

事
業
は

、
競

争
的

研
究
費

の
う
ち

、
資
金

提
供
機

関
が
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出
を
認

め
た

も
の

と
す
る

。
た

だ
し
、
競
争

的
研
究

費
以
外

の
研
究

資
金
に

お
い
て

も
、
資
金

提
供
機

関
が
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出

を
認

め
た

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 
 

（
対

象
者
等

）
 

第 第
４４

条条
 

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
対
象

者
は
、

本
大
学

の
教
員

の
う
ち

、
前
条

の
対
象

事
業
の

Ｐ
Ｉ
と

す
る
。

 
２

 
Ｐ

Ｉ
人
件

費
の
支

出
額
は

、
次
の

各
号
の

う
ち
い

ず
れ
か

低
い
額

を
上
限

と
す
る

。
 

 
(
1
)
 
資
金

提
供

機
関

が
公
募

要
領
等

に
よ
り

定
め
る

支
出
上

限
額
 

(
2)

 
Ｐ
Ｉ

の
年

間
給

与
額
に

当
該
研

究
に
か

か
る
エ

フ
ォ
ー

ト
を
乗

じ
た
額

 

３
 
Ｐ

Ｉ
人
件

費
支
出

制
度
に

か
か
る

経
費
は

、
そ
の

内
容
に

応
じ
て

、
学

校
法
人

明
治
大

学
の
関

連
校
規

等
に
基

づ
き
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

４
 
前

３
項
の

ほ
か
、

Ｐ
Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
実
施

に
関
し

必
要
な

事
項
は

、
別
に

定
め
る

。
 

（
研

究
改
善

費
の
使

途
・
活

用
）

 
第 第

５５
条条

  
Ｐ
Ｉ

人
件
費

支
出
制

度
に
よ

り
確
保

し
た
研

究
改
善

費
は
、
別

に
定
め

る
活
用

方
針
に

沿
っ
た

使
途
に

活
用
す

る
。 

 
（
申

請
手
続

き
、
承

認
等
）

 
第 第

６６
条条

 
第
４
条

第
１
項

に
規
定

す
る
対

象
者
で

あ
っ
て

、
活

用
方

針
に
合

意
し
、
Ｐ

Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
申
請

を
希
望

す
る

者
（

以
下

「
申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

研
究

推
進

部
に

お
け

る
要

件
確

認
を

経
た

上
で

、
申

請
者

の
所

属
す

る
部

局
等

に
申

請
書
を

提
出
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 

申
請

者
の

所
属

す
る

部
局

等
の

長
（

以
下

「
所

属
長

」
と

い
う

。
）

は
、

前
項

の
申

請
書

に
基

づ
き

、
別

に
定

め
る

基

  

準
を

踏
ま
え

た
上
で

、
承
認

又
は
否

認
の
結

果
を
申

請
者
へ

通
知
す

る
。

 
３

 
所

属
長

は
、

Ｐ
Ｉ

人
件

費
支

出
制

度
の

利
用

に
つ

い
て

、
承

認
又

は
否

認
の

結
果

を
学

長
へ

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
（
申

請
内
容

の
変
更

）
 

第 第
７７

条条
 

申
請
書

提
出
後

は
、
原

則
と

し
て
、
そ
の

申
請
内

容
を
変

更
で
き

な
い
も

の
と
す

る
。
た

だ
し

、
や

む
を

得
な
い

理
由

に
よ

り
変
更

を
行
う

場
合
は

、
別
に

定
め
る

変
更
届

出
書
を

作
成
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
  

前
条
の

規
定
は

、
前
項

の
申
請

内
容
の

変
更
に

お
け
る

手
続
き

に
つ
い

て
準
用

す
る
。

 
 

（
エ

フ
ォ
ー

ト
確
保

の
た
め

の
措
置

）
 

第 第
８８

条条
  

所
属

長
は
、
Ｐ

Ｉ
が
当

該
研
究

活
動
を

確
実
に

実
施
で

き
る
よ

う
、
Ｐ

Ｉ
が
担

当
す
る

当
該
研

究
以
外

の
業
務

軽

減
、

業
務

の
代
替

措
置
そ

の
他
必

要
な
措

置
を
講

じ
る
も

の
と
す

る
。

 
(
活

用
実

績
の
報
告

) 

第 第
９９

条条
 

第
６
条

第
２
項

の
規
定

に
よ
り

、
Ｐ

Ｉ
人

件
費
支

出
制
度

の
利
用

を
承
認

さ
れ
た

Ｐ
Ｉ
は

、
各
年

度
終
了

後
速
や

か
に

、
当

該
年
度

に
割
り

当
て
ら

れ
た
研

究
改
善

費
の
活

用
実
績

を
、
所

属
長
に

対
し
て

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

２
 
所

属
長
は

、
各

年
度
終

了
後
速

や
か
に

、
当

該
年

度
に
当

該
部
局

等
に
割

り
当
て

ら
れ
た

研
究
改

善
費
の

活
用
実

績
を
、

当
該

部
局
等

に
所
属

す
る
Ｐ

Ｉ
に
対

し
て
報

告
す
る

と
と
も

に
、
前
項

の
規
定

に
基
づ

き
報
告

を
受
け

た
Ｐ
Ｉ

に
割
り

当

て
ら

れ
た
研

究
改
善

費
の
活

用
実
績

を
、
学

長
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 
３

 
学

長
は
、
各
年

度
終
了

後
速
や

か
に
、
当
該

年
度
の

本
大
学

の
研
究

改
善
費

の
活
用

実
績
を

、
資

金
提

供
機
関

等
の
求

め
に

応
じ
て

報
告
す

る
と
と

も
に
本

大
学
の

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ

等
で
公

表
す
る

も
の
と

す
る
。

 
（
事

務
）

 
第 第

１１
００

条条
 
こ

の
規
程

に
関
す

る
事
務

は
、
研

究
推
進

部
が
行

う
。

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

１１
１１

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

学
部
長

会
の
議

を
経
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
  

  
  

附附
  
則則

（
２
０

２
３
年

度
規
程

第
２
８

号
）

  
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

２
月
８

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２
９

６
９
号

）
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ＰＰ
ＩＩ
人人

件件
費費

支支
出出
制制

度度
にに

よよ
るる
研研

究究
改改

善善
費費
のの

活活
用用

方方
針針
  

 「
明

治
大

学
に

お
け

る
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

に
関

す
る

規
程

」
（

以
下

「
規

程
」

と
い

う
。
）

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

、

競
争

的
研

究
費

等
の

直
接

経
費

か
ら

当
該

競
争

的
研

究
費

の
研

究
代

表
者

等
（

以
下

「
Ｐ

Ｉ
」

と
い

う
。
）

の
人

件
費

を

支
出

す
る

こ
と

に
伴

い
確

保
さ

れ
た

財
源

（
以

下
「

研
究

改
善

費
」

と
い

う
。
）

の
活

用
方

針
を

、
以

下
の

と
お

り
定

め

る
。

 

 １
 
目

標
 

研
究

改
善

費
は
、
本
学

の
研
究

力
向
上

の
た
め

、
研

究
者

の
処
遇

改
善
や

、
研

究
に
集

中
で
き

る
環
境

整
備
を

目
的
と

し
て

、
研
究

人
材
の

強
化
、

研
究
資

金
の
充

実
、
研

究
環
境

の
改
善

に
活
用

す
る
。

 

本
学

で
は

、
飢

餓
や

貧
困
、
格

差
、
地
球
温

暖
化
な

ど
の
社

会
問
題

に
向
き

合
い
、
持

続
可

能
な
社

会
の
実

現
を
目

指

し
た

研
究
を

目
指
し

て
い
る

。
そ

の
研

究
計
画

を
実
現

す
る
た

め
、「

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
の

拠
点
化

」
を

推
進

し
、「

研

究
活

動
の

国
際

性
」

を
高

め
、
「

若
手

研
究

者
が

活
躍

で
き

る
研

究
環

境
」

を
整

備
す

る
こ

と
か

ら
、

本
学

の
研

究
を

さ

ら
に

「
前
へ

」
と
進

め
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 
目

標
を
達

成
す
る

た
め
の

具
体
的

な
研
究

改
善
費

の
使
途

・
活
用

策
 

(
1)

 
研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
拠

点
の
強

化
 

 
 
ア

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
へ
の

褒
賞
金

の
支
給

 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
拠
点

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実
等
 

(
2)

 
研
究

活
動

の
国

際
化
の

推
進
 

 
 
ア

 
国
際

的
な
共

同
研
究

の
支
援

 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
研

究
活
動

の
国
際

化
に
資

す
る
助

成
等
 

 
(
3)

 
若
手
研

究
者
の

研
究
環

境
の
整

備
 

 
 
ア

 
若
手

研
究
者

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実
 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
若

手
研
究

者
の
自

立
的
研

究
課
題

へ
の
助

成
等
 

３
 
研

究
改
善

費
の
配

分
先
及

び
配
分

比
率
 

(
1)

 
研
究

改
善

費
の

配
分
先

及
び
配

分
比
率

は
、
原

則
、
以

下
の
と

お
り
と

す
る
。

 

 
 
ア

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
本
人

（
４
０

％
）
 

 
 

イ
 

Ｐ
Ｉ

人
件

費
を

支
出

し
た

Ｐ
Ｉ

が
所

属
す

る
特

定
課

題
研

究
ユ

ニ
ッ

ト
等

の
本

学
内

に
拠

点
を

置
く

研
究

組
織

（
３

０
％
）

 

 
 
ウ

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
が
所

属
す
る

部
局
等

（
３
０

％
）
 

(
2)

 
た
だ

し
、
前
号

の
配
分

先
イ
及

び
ウ
の

配
分
比

率
は
、
規

程
第

５
条

第
１
項

に
規
定

す
る
Ｐ

Ｉ
人
件

費
支
出

制
度
の

利
用

申
請

書
を
提

出
後
に

、
必
要

に
応
じ

て
Ｐ
Ｉ

と
所
属

長
の
合

意
の
上

、
変
更

で
き
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 
執

行
に
あ

た
っ
て

の
留
意

事
項
 

(
1)

 
直
接

経
費

の
使

途
は
研

究
費
を

獲
得
し

た
Ｐ
Ｉ

が
研
究

計
画
を

遂
行
す

る
た
め

に
判
断

す
る
も

の
で
あ

り
、
本
学

が

強
制

す
る

も
の
で

は
な
い

。
 

(
2)

 
本
方

針
は

、
本

学
に
所

属
す
る

Ｐ
Ｉ
の

意
向
等

を
踏
ま

え
、
必

要
に
応

じ
て
見

直
し
を

行
う
。

 

(
3)

 
Ｐ
Ｉ

人
件

費
支

出
制
度

は
、
本

方
針
に

掲
げ
る

目
標
の

達
成
に

向
け
、
Ｐ
Ｉ

の
処
遇

改
善
等

の
人
事

給
与
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

を
始

め
、
研

究
力
向

上
に
向

け
た
研

究
組
織

・
制
度

の
改
革

と
一
体

的
に
取

り
組
む

。
 

 

以
 

上
   

  

明明
治治

大大
学学

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
ポポ

リリ
シシ

ーー
  

  

 
２

０
２
５

年
３
月

５
日
理

事
会
承

認
 

 
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

は
、

学
術

研
究

の
信

頼
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
発

展

に
資

す
る

た
め

、
「

明
治

大
学

研
究

者
行

動
規

範
」

に
基

づ
き

、
本

大
学

に
お

い
て

研
究

活
動

を
行

う
す

べ
て

の
者

（
以

下

「
研
究

者
」
と

い
う

。
）
を

対
象
と

し
て
、
以
下

の
と
お

り
明
治

大
学
研

究
デ
ー

タ
管
理

ポ
リ
シ

ー
（
以

下
「
本

ポ
リ

シ
ー
」

と
い
う

。
）

を
定
め

る
。

 
本
ポ

リ
シ
ー

は
、
本
大

学
に
お

け
る
学

術
研
究

の
過
程

で
得
ら

れ
る
研

究
デ
ー

タ
を
適

切
に
管

理
す
る

こ
と
の

原
則
を

示

す
も
の

で
あ
り

、
法
令

、
資

金
配

分
機
関

や
共
同

研
究
機

関
等
と

の
契
約

及
び
学

校
法
人

明
治
大

学
の
校

規
等
に

制
約
を

与

え
る
も

の
で
は

な
い
。

 
 １ １

  
定定

義義
  

(
1)

 
研
究

デ
ー

タ
 

本
ポ
リ

シ
ー
が

対
象
と

す
る
研

究
デ
ー

タ
と
は

、
本

大
学

に
お
け

る
研
究

活
動
の

過
程
で

研
究
者

が
収
集

し
た
デ

ー

タ
、
生

成
し
た

デ
ー
タ

、
収

集
又
は

生
成
し

た
デ
ー

タ
を
解

析
若
し

く
は
加

工
し
た

デ
ー
タ

を
指
し

、
電

磁
的

記
録
か

否
か

を
問

わ
な
い

。
教

育
を

受
け
る

上
で
学

生
が
研

究
以
外

の
目
的

で
収
集

又
は
生

成
し
た

デ
ー
タ

は
対
象

外
で
あ

る
。 

(
2)

 研
究

デ
ー

タ
管

理
 

研
究
デ

ー
タ
管

理
と
は

、
研

究
開

始
時
の

デ
ー
タ

管
理
計

画
の
策

定
か
ら

研
究
終

了
後
に

お
け
る

研
究
デ

ー
タ
の

公

開
や

破
棄

ま
で
の

研
究
デ

ー
タ
に

関
わ
る

活
動
全

般
の
取

扱
い
を

指
す
。

 
(
3)

 研
究

者
 

本
ポ
リ

シ
ー
が

対
象
と

す
る
研

究
者
と

は
、
常
勤

、
非

常
勤
、
学

生
等

の
身
分

及
び
客

員
教
員

、
客

員
研

究
員
等

の

呼
称

又
は

資
金
の

主
た
る

受
給
者

で
あ
る

か
ど
う

か
を
問

わ
ず
、
本

大
学
に

所
属
す

る
者
又

は
本
大

学
の
名

を
冠
し

た

肩
書

を
使

用
し
て

研
究
活

動
を
行

う
す
べ

て
の
者

を
指
す

。
 

 ２ ２
  

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
のの

権権
利利

とと
責責

務務
  

研
究

デ
ー

タ
管
理

の
方
針

は
、
当
該

研
究
デ

ー
タ
を

用
い
て

研
究
を

実
施
し

て
い
る

研
究
者

が
決
定

す
る
こ

と
が
で

き

る
。
一

方
で
、
研

究
公
正

の
観
点

か
ら
、
研

究
デ
ー

タ
に
つ

い
て
、
必

要
と

さ
れ
る

デ
ー
タ

を
欠
損

な
く
揃

え
て
お

く
こ

と
（
以

下
「

完
全

性
」
と

い
う
。
）
、
事
象
や

現
象
を

正
確
に

記
録
し

て
お
く

こ
と
（

以
下
「

正
確
性

」
と

い
う

。）
、
問
題

が
生

じ
た
時

に
特
定

で
き
る

状
態
に

し
て
お

く
こ
と
（
以

下
「

追
跡

可
能
性

」
と

い
う

。
）
は
、
研

究
者
の

責
務
で

あ
る
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、
研
究

デ
ー
タ

の
管
理

を
行
う

権
利
と

責
務
は

、
原

則
と

し
て
、
当
該

研
究
デ

ー
タ
を

収
集
又

は
生
成

し
た

研
究
者

が
有
す

る
も
の

で
あ
る

。
 

研
究

者
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

研
究
分

野
の
特

質
を
踏

ま
え
、
そ

の
法
的
及

び
倫
理

的
要
件

に
従
っ

て
研
究

デ
ー
タ

を
管
理

す
る

も
の
と

す
る
。

 
 ３ ３

  
研研

究究
デデ
ーー

タタ
のの

公公
開開

又又
はは

非非
公公

開開
のの

判判
断断

  

研
究

者
は

、
研

究
デ

ー
タ
の

特
性
か

ら
、
公

開
す
る

も
の
と

非
公
開

に
す
る

も
の
と

に
分
け

て
進
め

る
戦
略
（

以
下
「

オ

ー
プ

ン
・

ア
ン

ド
・

ク
ロ

ー
ズ

戦
略

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

、
公

開
可

能
な

デ
ー

タ
で

あ
る

か
慎

重
に

判
断

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
そ
の

う
え
で

、
可
能

な
範
囲

内
で
公

開
し
、

利
活
用

に
供
す

る
も
の

と
す
る

。
 

例
え

ば
、
研

究
成
果

の
実
装

に
向
け

知
的
財

産
と
し

て
保
護

が
必
要

な
研
究

デ
ー
タ

を
公
開

す
る
こ

と
は
適

切
な
行

為

で
は

な
く
、

研
究
者

は
、
研

究
デ
ー

タ
の
正

確
性
・

完
全
性

・
追
跡

可
能
性

を
担
保

し
な
が

ら
、
オ

ー
プ
ン

・
ア
ン

ド
・

ク
ロ

ー
ズ
戦

略
を
適

切
に
運

用
す
る

責
務
が

あ
る
。
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明明
治治

大大
学学

にに
おお

けけ
るる

ＰＰ
ＩＩ
人人

件件
費費

支支
出出
制制

度度
にに

よよ
るる
研研

究究
改改

善善
費費
のの

活活
用用

方方
針針
  

 「
明

治
大

学
に

お
け

る
Ｐ

Ｉ
人

件
費

支
出

制
度

に
関

す
る

規
程

」
（

以
下

「
規

程
」

と
い

う
。
）

第
５

条
の

規
定

に
基

づ
き

、

競
争

的
研

究
費

等
の

直
接

経
費

か
ら

当
該

競
争

的
研

究
費

の
研

究
代

表
者

等
（

以
下

「
Ｐ

Ｉ
」

と
い

う
。
）

の
人

件
費

を

支
出

す
る

こ
と

に
伴

い
確

保
さ

れ
た

財
源

（
以

下
「

研
究

改
善

費
」

と
い

う
。
）

の
活

用
方

針
を

、
以

下
の

と
お

り
定

め

る
。

 

 １
 
目

標
 

研
究

改
善

費
は
、
本
学

の
研
究

力
向
上

の
た
め

、
研

究
者

の
処
遇

改
善
や

、
研

究
に
集

中
で
き

る
環
境

整
備
を

目
的
と

し
て

、
研
究

人
材
の

強
化
、

研
究
資

金
の
充

実
、
研

究
環
境

の
改
善

に
活
用

す
る
。

 

本
学

で
は

、
飢

餓
や

貧
困
、
格

差
、
地
球
温

暖
化
な

ど
の
社

会
問
題

に
向
き

合
い
、
持

続
可

能
な
社

会
の
実

現
を
目

指

し
た

研
究
を

目
指
し

て
い
る

。
そ

の
研

究
計
画

を
実
現

す
る
た

め
、「

研
究
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
の

拠
点
化

」
を

推
進

し
、「

研

究
活

動
の

国
際

性
」

を
高

め
、
「

若
手

研
究

者
が

活
躍

で
き

る
研

究
環

境
」

を
整

備
す

る
こ

と
か

ら
、

本
学

の
研

究
を

さ

ら
に

「
前
へ

」
と
進

め
る
も

の
と
す

る
。
 

２
 
目

標
を
達

成
す
る

た
め
の

具
体
的

な
研
究

改
善
費

の
使
途

・
活
用

策
 

(
1)

 
研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
拠

点
の
強

化
 

 
 
ア

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
へ
の

褒
賞
金

の
支
給

 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
研

究
プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
拠
点

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実
等
 

(
2)

 
研
究

活
動

の
国

際
化
の

推
進
 

 
 
ア

 
国
際

的
な
共

同
研
究

の
支
援

 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
研

究
活
動

の
国
際

化
に
資

す
る
助

成
等
 

 
(
3)

 
若
手
研

究
者
の

研
究
環

境
の
整

備
 

 
 
ア

 
若
手

研
究
者

の
環
境

整
備
や

研
究
支

援
の
充

実
 

 
 
イ

 
そ
の

他
、
若

手
研
究

者
の
自

立
的
研

究
課
題

へ
の
助

成
等
 

３
 
研

究
改
善

費
の
配

分
先
及

び
配
分

比
率
 

(
1)

 
研
究

改
善

費
の

配
分
先

及
び
配

分
比
率

は
、
原

則
、
以

下
の
と

お
り
と

す
る
。

 

 
 
ア

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
本
人

（
４
０

％
）
 

 
 

イ
 

Ｐ
Ｉ

人
件

費
を

支
出

し
た

Ｐ
Ｉ

が
所

属
す

る
特

定
課

題
研

究
ユ

ニ
ッ

ト
等

の
本

学
内

に
拠

点
を

置
く

研
究

組
織

（
３

０
％
）

 

 
 
ウ

 
Ｐ
Ｉ

人
件
費

を
支
出

し
た
Ｐ

Ｉ
が
所

属
す
る

部
局
等

（
３
０

％
）
 

(
2)

 
た
だ

し
、
前
号

の
配
分

先
イ
及

び
ウ
の

配
分
比

率
は
、
規

程
第

５
条

第
１
項

に
規
定

す
る
Ｐ

Ｉ
人
件

費
支
出

制
度
の

利
用

申
請

書
を
提

出
後
に

、
必
要

に
応
じ

て
Ｐ
Ｉ

と
所
属

長
の
合

意
の
上

、
変
更

で
き
る

も
の
と

す
る
。

 

４
 
執

行
に
あ

た
っ
て

の
留
意

事
項
 

(
1)

 
直
接

経
費

の
使

途
は
研

究
費
を

獲
得
し

た
Ｐ
Ｉ

が
研
究

計
画
を

遂
行
す

る
た
め

に
判
断

す
る
も

の
で
あ

り
、
本
学

が

強
制

す
る

も
の
で

は
な
い

。
 

(
2)

 
本
方

針
は

、
本

学
に
所

属
す
る

Ｐ
Ｉ
の

意
向
等

を
踏
ま

え
、
必

要
に
応

じ
て
見

直
し
を

行
う
。

 

(
3)

 
Ｐ
Ｉ

人
件

費
支

出
制
度

は
、
本

方
針
に

掲
げ
る

目
標
の

達
成
に

向
け
、
Ｐ
Ｉ

の
処
遇

改
善
等

の
人
事

給
与
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

を
始

め
、
研

究
力
向

上
に
向

け
た
研

究
組
織

・
制
度

の
改
革

と
一
体

的
に
取

り
組
む

。
 

 

以
 

上
   

  

明明
治治

大大
学学

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
ポポ

リリ
シシ

ーー
  

  

 
２

０
２
５

年
３
月

５
日
理

事
会
承

認
 

 
明

治
大

学
（

以
下

「
本

大
学

」
と

い
う

。
）

は
、

学
術

研
究

の
信

頼
性

及
び

公
平

性
を

確
保

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
発

展

に
資

す
る

た
め

、
「

明
治

大
学

研
究

者
行

動
規

範
」

に
基

づ
き

、
本

大
学

に
お

い
て

研
究

活
動

を
行

う
す

べ
て

の
者

（
以

下

「
研
究

者
」
と

い
う

。
）
を

対
象
と

し
て
、
以
下

の
と
お

り
明
治

大
学
研

究
デ
ー

タ
管
理

ポ
リ
シ

ー
（
以

下
「
本

ポ
リ

シ
ー
」

と
い
う

。
）

を
定
め

る
。

 
本
ポ

リ
シ
ー

は
、
本
大

学
に
お

け
る
学

術
研
究

の
過
程

で
得
ら

れ
る
研

究
デ
ー

タ
を
適

切
に
管

理
す
る

こ
と
の

原
則
を

示

す
も
の

で
あ
り

、
法
令

、
資

金
配

分
機
関

や
共
同

研
究
機

関
等
と

の
契
約

及
び
学

校
法
人

明
治
大

学
の
校

規
等
に

制
約
を

与

え
る
も

の
で
は

な
い
。

 
 １１

  
定定

義義
  

(
1)

 
研
究

デ
ー

タ
 

本
ポ
リ

シ
ー
が

対
象
と

す
る
研

究
デ
ー

タ
と
は

、
本

大
学

に
お
け

る
研
究

活
動
の

過
程
で

研
究
者

が
収
集

し
た
デ

ー

タ
、
生

成
し
た

デ
ー
タ

、
収

集
又
は

生
成
し

た
デ
ー

タ
を
解

析
若
し

く
は
加

工
し
た

デ
ー
タ

を
指
し

、
電

磁
的

記
録
か

否
か

を
問

わ
な
い

。
教

育
を

受
け
る

上
で
学

生
が
研

究
以
外

の
目
的

で
収
集

又
は
生

成
し
た

デ
ー
タ

は
対
象

外
で
あ

る
。 

(
2)

 研
究

デ
ー

タ
管

理
 

研
究
デ

ー
タ
管

理
と
は

、
研

究
開

始
時
の

デ
ー
タ

管
理
計

画
の
策

定
か
ら

研
究
終

了
後
に

お
け
る

研
究
デ

ー
タ
の

公

開
や

破
棄

ま
で
の

研
究
デ

ー
タ
に

関
わ
る

活
動
全

般
の
取

扱
い
を

指
す
。

 
(
3)

 研
究

者
 

本
ポ
リ

シ
ー
が

対
象
と

す
る
研

究
者
と

は
、
常
勤

、
非

常
勤
、
学

生
等

の
身
分

及
び
客

員
教
員

、
客

員
研

究
員
等

の

呼
称

又
は

資
金
の

主
た
る

受
給
者

で
あ
る

か
ど
う

か
を
問

わ
ず
、
本

大
学
に

所
属
す

る
者
又

は
本
大

学
の
名

を
冠
し

た

肩
書

を
使

用
し
て

研
究
活

動
を
行

う
す
べ

て
の
者

を
指
す

。
 

 ２２
  

研研
究究

デデ
ーー

タタ
管管

理理
のの

権権
利利

とと
責責

務務
  

研
究

デ
ー

タ
管
理

の
方
針

は
、
当
該

研
究
デ

ー
タ
を

用
い
て

研
究
を

実
施
し

て
い
る

研
究
者

が
決
定

す
る
こ

と
が
で

き

る
。
一

方
で
、
研

究
公
正

の
観
点

か
ら
、
研

究
デ
ー

タ
に
つ

い
て
、
必

要
と

さ
れ
る

デ
ー
タ

を
欠
損

な
く
揃

え
て
お

く
こ

と
（
以

下
「

完
全

性
」
と

い
う
。
）
、
事
象
や

現
象
を

正
確
に

記
録
し

て
お
く

こ
と
（

以
下
「

正
確
性

」
と

い
う

。）
、
問
題

が
生

じ
た
時

に
特
定

で
き
る

状
態
に

し
て
お

く
こ
と
（
以

下
「

追
跡

可
能
性

」
と

い
う

。
）
は
、
研

究
者
の

責
務
で

あ
る
。

以
上

の
こ
と

か
ら
、
研
究

デ
ー
タ

の
管
理

を
行
う

権
利
と

責
務
は

、
原

則
と

し
て
、
当
該

研
究
デ

ー
タ
を

収
集
又

は
生
成

し
た

研
究
者

が
有
す

る
も
の

で
あ
る

。
 

研
究

者
は

、
そ
れ

ぞ
れ
の

研
究
分

野
の
特

質
を
踏

ま
え
、
そ

の
法
的
及

び
倫
理

的
要
件

に
従
っ

て
研
究

デ
ー
タ

を
管
理

す
る

も
の
と

す
る
。

 
 ３３

  
研研

究究
デデ
ーー

タタ
のの

公公
開開

又又
はは

非非
公公

開開
のの

判判
断断

  

研
究

者
は

、
研

究
デ

ー
タ
の

特
性
か

ら
、
公

開
す
る

も
の
と

非
公
開

に
す
る

も
の
と

に
分
け

て
進
め

る
戦
略
（

以
下
「

オ

ー
プ

ン
・

ア
ン

ド
・

ク
ロ

ー
ズ

戦
略

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

、
公

開
可

能
な

デ
ー

タ
で

あ
る

か
慎

重
に

判
断

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
そ
の

う
え
で

、
可
能

な
範
囲

内
で
公

開
し
、

利
活
用

に
供
す

る
も
の

と
す
る

。
 

例
え

ば
、
研

究
成
果

の
実
装

に
向
け

知
的
財

産
と
し

て
保
護

が
必
要

な
研
究

デ
ー
タ

を
公
開

す
る
こ

と
は
適

切
な
行

為

で
は

な
く
、

研
究
者

は
、
研

究
デ
ー

タ
の
正

確
性
・

完
全
性

・
追
跡

可
能
性

を
担
保

し
な
が

ら
、
オ

ー
プ
ン

・
ア
ン

ド
・

ク
ロ

ー
ズ
戦

略
を
適

切
に
運

用
す
る

責
務
が

あ
る
。

 

  ４４
  

大大
学学

のの
支支

援援
  

本
大

学
は

、
研

究
デ

ー
タ
を

公
開
す

る
こ
と

の
で
き

る
機
関

リ
ポ
ジ

ト
リ
等

の
公
開

プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ

ー
ム
の

提
供
や

研

究
デ

ー
タ

の
管

理
に

関
す

る
情

報
提

供
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
研

究
者

が
行

う
研

究
デ

ー
タ

管
理

の
支

援
に

努
め

る
。
 

 ５ ５
  

見見
直直

しし
  

本
ポ

リ
シ

ー
は
、

社
会
情

勢
や
研

究
活
動

を
取
り

巻
く
環

境
の
変

化
等
に

応
じ
て

、
適
宜

見
直
し

を
行
う

。
 

  
明明

治治
大大

学学
にに

おお
けけ

るる
研研

究究
デデ

ーー
タタ

のの
保保

存存
・・

開開
示示

等等
にに

関関
すす

るる
内内

規規
  

 
（
目

的
）

 
第 第

１１
条条

 
こ
の
内

規
は
、
明

治
大
学

に
お
け

る
研
究

費
の
適

正
管
理

に
関
す

る
規
程
（
２

０
０
７

年
度
規

程
第
４

１
号
）（

以

下
「

規
程

」
と

い
う

。
）

第
３

条
第

１
項

に
基

づ
き

、
明

治
大

学
に

お
け

る
研

究
デ

ー
タ

の
保

存
・

開
示

等
に

つ
い

て
必

要
な

事
項

と
し
て

次
の
と

お
り
定

め
る
。

 
 

（
定

義
) 

第 第
２２

条条
 

こ
の

内
規

に
お

い
て

、
研

究
デ

ー
タ

と
は

、
論

文
や

報
告

等
の

研
究

成
果

発
表

の
根

拠
と

な
っ

た
資

料
（

文
書

、

数
値

デ
ー

タ
、

画
像

等
）
、

試
料

（
実

験
試

料
、

標
本

等
）

及
び

装
置

等
で

あ
っ

て
、

第
三

者
に

よ
る

検
証

の
た

め
に

必

要
な

も
の

を
い
う

。
 

（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
・
開

示
等
）

 
第 第

３３
条条

 
研
究
者

は
、
実

験
・
観
察

を
は
じ

め
と
す

る
研
究

活
動
に

お
い
て

は
、
そ

の
過

程
を
実

験
ノ
ー

ト
等
の

形
式
で

記

録
に

残
す

よ
う
配

慮
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
ま

た
、
こ
れ

ら
は
、
研

究
活
動

の
一
次

情
報
記

録
と
し

て
適
切

に
保
管

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
研

究
者
は

、
研
究

デ
ー
タ

に
つ
い

て
、
必
要

と
認

め
ら

れ
る
場

合
は
い

つ
で
も

第
三
者

に
開
示

す
る
こ

と
が
で

き
る
よ

う
、
ま

た
、
後
日

の
利
用
・
検

証
に

堪
え
る

よ
う
適

正
な
形

で
保
存

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
保
存

に
際
し

て
は
、
後

日

の
利

用
・
参
照

が
可

能
と
な

る
よ
う

に
メ
タ

デ
ー
タ

の
整
備

や
検
索

可
能
性
・
追

跡
可
能

性
の
担

保
に
留

意
し
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 
（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
期
間

）
 

第 第
４４

条条
 

資
料
（
文

書
、
数
値

デ
ー
タ

、
画

像
等

）
の

保
存

期
間
は

、
原

則
と

し
て
、
当

該
論
文

等
の
発

表
後
１

０
年
間

と

す
る

。
た

だ
し

、
保

管
ス
ペ

ー
ス
の

制
約
等

の
物
理

的
に
止

む
を
得

な
い
事

情
等
が

あ
る
場

合
に
は

、
各

研
究

分
野
の

特

性
に

応
じ

て
、
こ

れ
と
別

の
定
め

を
す
る

こ
と
が

で
き
る

も
の
と

す
る
。

 
２

 
試

料
（

実
験

試
料
、
標

本
）
や
装

置
等
の
「

も
の
」
に

つ
い

て
は
、
当

該
論
文

等
の
発

表
後
５

年
間
保

存
す
る

こ
と
を

原
則

と
す
る

。
た

だ
し

、
保

存
・
保

管
が
本

質
的
に

困
難
な

も
の
（

不
安
定

物
質
、
実

験
自
体

で
消
費

さ
れ
て

し
ま
う

試

料
等

）
や

、
保

存
に

多
大
な

コ
ス
ト

が
か
か

る
も
の

に
つ
い

て
は
こ

の
限
り

で
は
な

い
。
ま

た
、
各
研

究
分
野

の
特
性

に

応
じ

、
こ
れ

と
別
の

定
め
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
３

 
保

存
す
る

研
究
デ

ー
タ
の

中
に
、
個

人
デ
ー

タ
等
そ

の
扱
い

に
法
的

規
制
が

あ
る
も

の
や
倫

理
上
の

配
慮
を

必
要
と

す

る
も

の
に
つ

い
て
は

、
そ
れ

ら
の
規

制
や
ガ

イ
ド
ラ

イ
ン
等

に
従
う

も
の
と

す
る
。

 
４

 
上

記
の
ほ

か
、
ま

た
、
特
定

の
研
究

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

に
関
す

る
成
果

物
の
取

り
扱
い

に
つ
い

て
、
資
金

提
供
機

関
と
の

取
り

決
め
等

が
別
途

あ
る
場

合
に
は

、
そ
の

契
約
等

に
従
う

も
の
と

す
る
。

 
（
研

究
デ
ー

タ
の
保

存
・
開

示
責
任

）
 

第 第
５５

条条
 

研
究
デ

ー
タ
の

保
存
及

び
開
示

は
、
そ
れ

ら
を
生

み
出
し

た
研
究

者
自
身

が
主
た

る
責
任

を
負
う

も
の
と

し
、
規

程
第

８
条

に
定
め

る
部
局

等
責
任

者
が
研

究
者
の

研
究
デ

ー
タ
の

保
存
及

び
開
示

を
管
理

監
督
す

る
。

 
２

 
研

究
代
表

者
等
は

自
ら
の

グ
ル
ー

プ
の
研

究
者
の

転
出
や

退
職
に

際
し
て

、
当

該
研

究
者
の

研
究
活

動
関
わ

る
研
究

デ

  

ー
タ

の
う
ち

保
存
す

べ
き
も

の
に
つ

い
て
、
バ
ッ

ク
ア
ッ

プ
を
と

っ
て
保

管
す
る

、
な

い
し

は
、
所

在
を

確
認
し

追
跡
可

能
と

し
て
お

く
、
等

の
措
置

を
講
じ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
３

 
研

究
代
表

者
等
の

転
出
や

移
動
に

際
し
て

、
部
局

等
責
任

者
は
こ

れ
に
準

じ
た
措

置
を
講

じ
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

（
事

務
）

 
第 第

６６
条条

 
こ
の
内

規
に
関

す
る
事

務
は
、

研
究
推

進
部
が

行
う
も

の
と
す

る
。

 
（
内

規
の
改

廃
）

 
第 第

７７
条条

  
こ
の

内
規
を

改
廃
す

る
と
き

は
、
倫

理
審
査

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

附
 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
６
年

（
平
成

２
８
年

）
３
月

８
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附

 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

１
７
年

（
平
成

２
９
年

）
３
月

９
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
附

 
則

 
こ
の

内
規
は

、
２
０

２
２
年

（
令
和

４
年
）

６
月
３

０
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
  

 
明明

治治
大大

学学
安安

全全
保保

障障
輸輸

出出
管管

理理
規規

程程
  

  

２
０

１
９
年

１
月
３

０
日
制

定
 

２
０

１
８
年

度
規
程

第
３
３

号
 

  
（

目
的
）

 
第 第

１１
条条

 
こ

の
規

程
は

、
外

国
為

替
及

び
外

国
貿

易
法

（
昭

和
２

４
年

法
律

第
２

２
８

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

及
び

こ
れ

に
関

連
す

る
法

令
等

（
以

下
「

外
為

法
等

」
と

総
称

す
る

。
）

に
基

づ
き

、
国

際
的

な
平

和
及

び
安

全
の

維
持

を
妨

げ
る

と
認

め
ら

れ
る

技
術

の
提

供
及

び
貨

物
の

輸
出

の
管

理
（

以
下

「
安

全
保

障
輸

出
管

理
」

と
い

う
。
）

に
つ

い
て

、

学
校

法
人

明
治

大
学

及
び

そ
の

設
置

学
校

（
以

下
「

本
学

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、
教

育
研

究
活
動

を
安
全

か
つ
円

滑
に
遂

行
で
き

る
環
境

を
整
備

す
る
こ

と
を
目

的
と
す

る
。

 
 

（
定

義
）

 
第 第

２２
条条

 
こ
の
規

程
に
お

い
て
使

用
さ
れ

る
用
語

の
定
義

は
、
次
の

各
号
に

規
定
す

る
も
の

の
ほ
か

、
外
為

法
等
の

定
め
る

と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
 

(
1)

 
教
職
員

等
 
本

学
の
教

員
、
職
員

、
教
諭

、
明

治
大

学
研
究

推
進
員

及
び
研

究
支
援

者
の
採

用
等
に

関
す
る

規
程
（

２

０
０

５
年

度
規
程

第
２
９

号
）
第
２

条
に
規

定
す
る

研
究
推

進
員
及

び
研
究

支
援
者

そ
の
他

本
学
に

雇
用
さ

れ
て
い

る

者
を

い
う

。
 

 
(
2)

 
学
生
等

 
正
規

の
学
生

及
び
生

徒
、
委
託

学
生
、
科

目
等
履

修
生
、
聴

講
生
、
特

別
聴

講
学
生

、
交

換
留

学
生
及

び

研
究

生
を

い
う
。

 

 
(
3)

 
部
局
等

 
各
学

部
、
大
学

院
、
専

門
職
大

学
院
、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
、
国

際
連
携

機
構
、
社

会
連

携
機
構

、
農

場
、

明
治

高
等
学

校
・
中

学
校
そ

の
他
校

規
に
定

め
る
教

育
・
研

究
組
織

及
び
事

務
組
織

を
い
う

。
 

 
(
4)

 
技
術
の

提
供
 

次
に
掲

げ
る
行

為
を
い

う
。
 

 
 

ア
 

非
居

住
者

（
法

第
６

条
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

者
。

以
下

単
に

「
非

居
住

者
」

と
い

う
。
）

又
は

特
定

類
型

該
当

者
（
「

外
国

為
替

及
び

外
国

貿
易

法
第

２
５

条
第

１
項

及
び

外
国

為
替

令
第

１
７

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き

許
可

を
要

す
る

技
術

を
提

供
す

る
取

引
又

は
行

為
に

つ
い

て
」
（

平
成

４
年

１
２

月
２

１
日

付
け

４
貿

局
第

４
９

２

号
）

に
規

定
す

る
者

（
自

然
人

で
あ

る
居

住
者

に
限

る
。
）
。

以
下

単
に

「
特

定
類

型
該

当
者

」
と

い
う

。
）

へ
技

術

を
提
供

す
る
行

為
 

 
 
イ

 
非
居

住
者
又

は
特
定

類
型
該

当
者
へ

再
提
供

さ
れ
る

こ
と
が

明
ら
か

な
居
住

者
（

法
第

６
条
第

１
項
第

５
号
に

規
 

定
す
る

者
）
へ

技
術
を

提
供
す

る
行
為

 

ウ
 

外
国

に
お
い

て
技
術

を
提
供

す
る
行

為
又
は

外
国
に

向
け
て

行
う
技

術
を
提

供
す
る

行
為
 

エ
 

ア
、

イ
又
は

ウ
を
目

的
と
し

て
、
技

術
情
報

が
記
載

又
は
記

録
さ
れ

た
媒
体

を
提
供

す
る
行

為
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オ
 

ア
、

イ
又
は

ウ
を
目

的
と
し

て
、
電

気
通
信

回
線
を

通
じ
て

技
術
情

報
を
送

信
す
る

行
為
 

 
(
5)

 
貨
物
の

輸
出
 

次
に
掲

げ
る
行

為
を
い

う
。
 

 
 
ア

 
外
国

を
仕
向

地
と
し

て
貨
物

を
送
付

す
る
こ

と
 

 
 
イ

 
外
国

を
仕
向

地
と
し

て
再
送

付
さ
れ

る
こ
と

が
明
ら

か
な
貨

物
を
送

付
す
る

こ
と
 

 
 
ウ

 
外
国

に
向
け

て
貨
物

を
携
行

す
る
こ

と
 

 
(
6)

 
取
引
 

技
術
の

提
供
又

は
貨
物

の
輸
出

を
い
う

。
 

 
(
7
)
 
リ

ス
ト

規
制

技
術

 
外

国
為

替
令

（
昭

和
５

５
年

政
令

第
２

６
０

号
。

以
下

「
外

為
令

」
と

い
う

。）
別

表
の

１
か

ら
１

５
ま

で
の
項

に
該
当

す
る
技

術
を
い

う
。
 

 
(
8
)
 
リ

ス
ト

規
制

貨
物

 
輸

出
貿

易
管

理
令

（
昭

和
２

４
年

政
令

第
３

７
８

号
。

以
下

「
輸

出
令

」
と

い
う

。
）

別
表

第

１
の

１
か

ら
１
５

ま
で
の

項
に
該

当
す
る

貨
物
を

い
う
。

 

 
(
9
)
 
該

非
判

定
 

提
供

し
よ

う
と

す
る

技
術

又
は

輸
出

し
よ

う
と

す
る

貨
物

（
以

下
「

提
供

技
術

等
」

と
い

う
。
）

が
、

リ
ス

ト
規

制
技
術

又
は
リ

ス
ト
規

制
貨
物

に
該
当

す
る
か

否
か
を

判
定
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
10

)
大
量
破

壊
兵
器

等
に
関

す
る
確

認
 
取

引
の
相

手
先
（
技

術
を
提

供
し
よ

う
と
す

る
相
手

方
若
し

く
は
利

用
す
る

者

又
は

貨
物

の
輸

入
者

若
し

く
は

需
要

者
又

は
こ

れ
ら

の
代

理
人

。
以

下
単

に
「

取
引

の
相

手
先

」
と

い
う

。
）

の
事

業

内
容

、
研

究
内
容

等
に
関

し
て
入

手
し
た

情
報
に

基
づ
き

、
提

供
技
術

等
が
大

量
破
壊

兵
器
等

の
開
発

等
に
用

い
ら
れ

る
懸

念
の

有
無
に

つ
い
て

確
認
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
11

)
通
常
兵

器
に
関

す
る
確

認
 
取

引
の
相

手
先
（
技

術
を
提

供
し
よ

う
と
す

る
相
手

方
若
し

く
は
利

用
す
る

者
又
は

貨

物
の

輸
入

者
若

し
く

は
需

要
者

又
は

こ
れ

ら
の

代
理

人
。

以
下

単
に

「
取

引
の

相
手

先
」

と
い

う
。
）

の
事

業
内

容
、

研
究

内
容

等
に
関

し
て
入

手
し
た

情
報
に

基
づ
き

、
提

供
技

術
等
が

通
常
兵

器
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
懸

念
の
有

無

に
つ

い
て

確
認
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
12

)
取
引
相

手
等
確

認
 
取

引
の
相

手
先
が

、
輸

出
令

別
表
第

３
に
規

定
す
る

国
又
は

地
域
以

外
に
住

所
又
は

居
所
を

有

す
る

と
き

に
行
う

、
大

量
破
壊

兵
器
等

に
関
す

る
確
認

若
し
く

は
取
引

の
相
手

先
が
、
国
連

武
器
禁

輸
国
・
地

域
に
住

所
又

は
居

所
を
有

す
る
と

き
に
行

う
、
通

常
兵
器

に
関
す

る
確
認

を
い
う

。
 

 
(
13

)
取
引
審

査
 
該

非
判
定

の
内
容

の
ほ
か

、
取
引

相
手
等

確
認
の

内
容
を

踏
ま
え

、
取
引

を
本

学
と
し

て
行
う

か
否
か

を
審

査
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
14

)
国
連
武

器
禁
輸

国
・
地

域
 
輸

出
令
別

表
第
３

の
２
に

規
定
す

る
国
又

は
地
域

を
い
う

。
 

 
(
15

)
大
量
破

壊
兵
器

等
 
核

兵
器
、
軍

用
の
化

学
製
剤

又
は
細

菌
製
剤

若
し
く

は
こ
れ

ら
の
散

布
の
た

め
の
装

置
若
し

く

は
こ

れ
ら

を
運
搬

す
る
こ

と
が
で

き
る
ロ

ケ
ッ
ト

若
し
く

は
無
人

航
空
機

で
あ
っ

て
、
射
程

又
は
航

続
距
離

が
３
０

０

キ
ロ

メ
ー

ト
ル
以

上
の
も

の
を
い

う
。
 

 
(
1
6
)
通

常
兵

器
 

輸
出

令
別

表
第

１
の

１
の

項
に

該
当

す
る

貨
物

（
大

量
破

壊
兵

器
等

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

を

い
う

。
 

 
(
17

)
開
発
等

 
開
発

、
製
造

、
使
用

又
は
貯

蔵
を
行

う
こ
と

を
い
う

。
 

 
（
適

用
範
囲

）
 

第 第
３３

条条
 

こ
の
規

程
は
、
本

学
の

教
職
員

等
及
び

学
生
等

が
本
学

に
お
け

る
教
育

研
究
そ

の
他
の

活
動
と

し
て
行

う
す
べ

て

の
取

引
に

適
用
す

る
。

 
 

（
責

任
者
）

 
第 第

４４
条条

 
本
学
は

、
こ
の

規
程
の

目
的
を

達
成
す

る
た
め

、
次
に

掲
げ
る

責
任
者

を
置
く

。
 

 
(
1)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
最

高
責
任

者
（
以

下
「
最

高
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
2)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
統

括
責
任

者
（
以

下
「
統

括
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
3)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
部

局
等
責

任
者
（

以
下
「

部
局
等

責
任
者

」
と
い

う
。）

 

 
（
最

高
責
任

者
）

 
第 第

５５
条条

 
最
高
責

任
者
は

、
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 

  ２
 
最

高
責
任

者
は
、
次

の
各

号
に
掲

げ
る
事

項
を
任

務
と
し

、
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
最

高
責
任

と
権
限

を
有
す

る
。

 

 
(
1)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
基

本
方
針

の
決
定

 

 
(
2)

 
外
為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
違

反
す
る

事
実
が

発
生
し

た
場
合

の
対
応

及
び
再

発
防
止

に
関
す

る
こ
と

 

 
(
3)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
経

済
産
業

大
臣
へ

の
許
可

申
請
手

続
 

 
(
4)

 
次
条
第

１
項
に

規
定
す

る
統
括

責
任
者

の
担
当

す
る
活

動
の
決

定
 

 
(
5)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
重

要
事
項

に
関
す

る
こ
と

 

 
（
統

括
責
任

者
）

 
第 第

６６
条条

 
最
高
責

任
者
の

下
に
、
次
に

掲
げ
る

統
括
責

任
者
３

名
を
置

き
、
そ

れ
ぞ

れ
国
際

連
携
活

動
、
研

究
活

動
及
び

教

育
そ

の
他

の
活
動

に
か
か

わ
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
を
担

当
す
る

。
 

 
(
1)

 
副
学
長

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
す
る

者
２
名

 

 
(
2)

 
副
教
務

部
長
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

１
名
 

２
 
統

括
責
任

者
は
、
次

の
各

号
に
掲

げ
る
事

項
を
任

務
と
し

、
担

当
す
る

活
動
に

係
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
統

括
的

責
任
と

権
限
を

有
す
る

。
 

 
(
1)

 
事
前
点

検
、
該

非
判
定

及
び
取

引
相
手

等
確
認

を
行
う

際
の
実

施
手
順

の
策
定

 

 
(
2)

 
第
１
２

条
第
４

項
に
規

定
す
る

再
点
検

及
び
第

１
４
条

第
４
項

に
規
定

す
る
再

確
認
 

 
(
3)

 
取
引
審

査
に
係

る
実
施

手
順
の

策
定
及

び
実
行

 

 
(
4)
 
教

職
員

等
及

び
学

生
等

に
対

す
る

外
為

法
等

そ
の

他
の

安
全

保
障

輸
出

管
理

に
関

す
る

重
要

事
項

の
周

知
及

び
こ

れ
ら

の
遵

守
に
必

要
な
指

導
の
実

施
 

 
(
5)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
全

学
的
課

題
の
検

討
及
び

対
応
の

実
施
 

３
 

統
括

責
任

者
の

任
期

は
、

２
年

と
す

る
。

た
だ

し
、

任
期

途
中

に
交

代
す

る
場

合
は

、
前

任
者

の
残

任
期

間
と

す
る

。
 

４
 
統

括
責
任

者
は
、

再
任
さ

れ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

（
部

局
等
責

任
者
）

 
第 第

７７
条条

 
統
括
責

任
者
の

下
に
、

部
局
等

責
任
者

を
置
く

。
 

２
 
部

局
等
責

任
者
は

、
教

職
員

等
が
所

属
す
る

部
局
等

の
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
た

だ
し

、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
及

び

国
際

連
携
機

構
の
部

局
等
責

任
者
は

、
当
該

機
構
長

が
指
名

す
る
副

機
構
長

１
名
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
部

局
等
責

任
者
は

、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
任
務

と
し
、
部
局

等
の
活

動
に
係

る
統
括

責
任
者

の
指
示

の
下
、
安

全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
業

務
の
適

正
な
処

理
に
関

す
る
責

任
を
有

す
る
。

 
 

(
1)

 
調
査
並

び
に
事

前
点
検

、
該
非

判
定
及

び
取
引

相
手
等

確
認
に

関
し
必

要
と
な

る
業
務

 

 
(
2)

 
教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
研
修

の
実
施

 

 
(
3)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
業

務
 

４
 
部

局
等
責

任
者
の

任
期
は

、
職

務
上

部
局
等

責
任
者

と
な
る

者
を
除

き
、
２
年

と
す
る

。
た

だ
し

、
任

期
途

中
に
交

代

す
る

場
合
は

、
前
任

者
の
残

任
期
間

と
す
る

。
 

５
 
部

局
等
責

任
者
は

、
再
任

さ
れ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
安

全
保
障

輸
出
管

理
委
員

会
）

 
第 第

８８
条条

 
本
学
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
を
審

議
す
る

た
め
、
安
全

保
障
輸

出
管
理

委
員
会
（
以

下
「

委

員
会

」
と

い
う
。
）
を

置
く
。

 

２
 
委

員
会
は

、
安
全

保
障
輸

出
管
理

に
関
す

る
次
の

事
項
を

審
議
す

る
。

 
 

(
1)

 
取
引
審

査
及
び

不
服
申

し
立
て

に
関
す

る
事
項

 

 
(
2)

 
教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
周
知

、
指
導

及
び
研

修
に
係

る
事
項

 

 
(
3)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
 

３
 
委

員
会
は

、
次
に

掲
げ
る

委
員
を

も
っ
て

組
織
す

る
。
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オ
 

ア
、

イ
又
は

ウ
を
目

的
と
し

て
、
電

気
通
信

回
線
を

通
じ
て

技
術
情

報
を
送

信
す
る

行
為
 

 
(
5)

 
貨
物
の

輸
出
 

次
に
掲

げ
る
行

為
を
い

う
。
 

 
 
ア

 
外
国

を
仕
向

地
と
し

て
貨
物

を
送
付

す
る
こ

と
 

 
 
イ

 
外
国

を
仕
向

地
と
し

て
再
送

付
さ
れ

る
こ
と

が
明
ら

か
な
貨

物
を
送

付
す
る

こ
と
 

 
 
ウ

 
外
国

に
向
け

て
貨
物

を
携
行

す
る
こ

と
 

 
(
6)

 
取
引
 

技
術
の

提
供
又

は
貨
物

の
輸
出

を
い
う

。
 

 
(
7
)
 
リ

ス
ト

規
制

技
術

 
外

国
為

替
令

（
昭

和
５

５
年

政
令

第
２

６
０

号
。

以
下

「
外

為
令

」
と

い
う

。）
別

表
の

１
か

ら
１

５
ま

で
の
項

に
該
当

す
る
技

術
を
い

う
。
 

 
(
8
)
 
リ

ス
ト

規
制

貨
物

 
輸

出
貿

易
管

理
令

（
昭

和
２

４
年

政
令

第
３

７
８

号
。

以
下

「
輸

出
令

」
と

い
う

。
）

別
表

第

１
の

１
か

ら
１
５

ま
で
の

項
に
該

当
す
る

貨
物
を

い
う
。

 

 
(
9
)
 
該

非
判

定
 

提
供

し
よ

う
と

す
る

技
術

又
は

輸
出

し
よ

う
と

す
る

貨
物

（
以

下
「

提
供

技
術

等
」

と
い

う
。
）

が
、

リ
ス

ト
規

制
技
術

又
は
リ

ス
ト
規

制
貨
物

に
該
当

す
る
か

否
か
を

判
定
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
10

)
大
量
破

壊
兵
器

等
に
関

す
る
確

認
 
取

引
の
相

手
先
（
技

術
を
提

供
し
よ

う
と
す

る
相
手

方
若
し

く
は
利

用
す
る

者

又
は

貨
物

の
輸

入
者

若
し

く
は

需
要

者
又

は
こ

れ
ら

の
代

理
人

。
以

下
単

に
「

取
引

の
相

手
先

」
と

い
う

。
）

の
事

業

内
容

、
研

究
内
容

等
に
関

し
て
入

手
し
た

情
報
に

基
づ
き

、
提

供
技
術

等
が
大

量
破
壊

兵
器
等

の
開
発

等
に
用

い
ら
れ

る
懸

念
の

有
無
に

つ
い
て

確
認
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
11

)
通
常
兵

器
に
関

す
る
確

認
 
取

引
の
相

手
先
（
技

術
を
提

供
し
よ

う
と
す

る
相
手

方
若
し

く
は
利

用
す
る

者
又
は

貨

物
の

輸
入

者
若

し
く

は
需

要
者

又
は

こ
れ

ら
の

代
理

人
。

以
下

単
に

「
取

引
の

相
手

先
」

と
い

う
。
）

の
事

業
内

容
、

研
究

内
容

等
に
関

し
て
入

手
し
た

情
報
に

基
づ
き

、
提

供
技

術
等
が

通
常
兵

器
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
懸

念
の
有

無

に
つ

い
て

確
認
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
12

)
取
引
相

手
等
確

認
 
取

引
の
相

手
先
が

、
輸

出
令

別
表
第

３
に
規

定
す
る

国
又
は

地
域
以

外
に
住

所
又
は

居
所
を

有

す
る

と
き

に
行
う

、
大

量
破
壊

兵
器
等

に
関
す

る
確
認

若
し
く

は
取
引

の
相
手

先
が
、
国
連

武
器
禁

輸
国
・
地

域
に
住

所
又

は
居

所
を
有

す
る
と

き
に
行

う
、
通

常
兵
器

に
関
す

る
確
認

を
い
う

。
 

 
(
13

)
取
引
審

査
 
該

非
判
定

の
内
容

の
ほ
か

、
取
引

相
手
等

確
認
の

内
容
を

踏
ま
え

、
取
引

を
本

学
と
し

て
行
う

か
否
か

を
審

査
す

る
こ
と

を
い
う

。
 

 
(
14

)
国
連
武

器
禁
輸

国
・
地

域
 
輸

出
令
別

表
第
３

の
２
に

規
定
す

る
国
又

は
地
域

を
い
う

。
 

 
(
15

)
大
量
破

壊
兵
器

等
 
核

兵
器
、
軍

用
の
化

学
製
剤

又
は
細

菌
製
剤

若
し
く

は
こ
れ

ら
の
散

布
の
た

め
の
装

置
若
し

く

は
こ

れ
ら

を
運
搬

す
る
こ

と
が
で

き
る
ロ

ケ
ッ
ト

若
し
く

は
無
人

航
空
機

で
あ
っ

て
、
射
程

又
は
航

続
距
離

が
３
０

０

キ
ロ

メ
ー

ト
ル
以

上
の
も

の
を
い

う
。
 

 
(
1
6
)
通

常
兵

器
 

輸
出

令
別

表
第

１
の

１
の

項
に

該
当

す
る

貨
物

（
大

量
破

壊
兵

器
等

に
該

当
す

る
も

の
を

除
く

。
）

を

い
う

。
 

 
(
17

)
開
発
等

 
開
発

、
製
造

、
使
用

又
は
貯

蔵
を
行

う
こ
と

を
い
う

。
 

 
（
適

用
範
囲

）
 

第第
３３

条条
 

こ
の
規

程
は
、
本

学
の

教
職
員

等
及
び

学
生
等

が
本
学

に
お
け

る
教
育

研
究
そ

の
他
の

活
動
と

し
て
行

う
す
べ

て

の
取

引
に

適
用
す

る
。

 
 

（
責

任
者
）

 
第第

４４
条条

 
本
学
は

、
こ
の

規
程
の

目
的
を

達
成
す

る
た
め

、
次
に

掲
げ
る

責
任
者

を
置
く

。
 

 
(
1)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
最

高
責
任

者
（
以

下
「
最

高
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
2)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
統

括
責
任

者
（
以

下
「
統

括
責
任

者
」
と

い
う
。
）
 

 
(
3)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
部

局
等
責

任
者
（

以
下
「

部
局
等

責
任
者

」
と
い

う
。）

 

 
（
最

高
責
任

者
）

 
第第

５５
条条

 
最
高
責

任
者
は

、
学
長

を
も
っ

て
充
て

る
。

 

  ２
 
最

高
責
任

者
は
、
次

の
各

号
に
掲

げ
る
事

項
を
任

務
と
し

、
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
最

高
責
任

と
権
限

を
有
す

る
。

 

 
(
1)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
基

本
方
針

の
決
定

 

 
(
2)

 
外
為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
違

反
す
る

事
実
が

発
生
し

た
場
合

の
対
応

及
び
再

発
防
止

に
関
す

る
こ
と

 

 
(
3)

 
安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
経

済
産
業

大
臣
へ

の
許
可

申
請
手

続
 

 
(
4)

 
次
条
第

１
項
に

規
定
す

る
統
括

責
任
者

の
担
当

す
る
活

動
の
決

定
 

 
(
5)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
重

要
事
項

に
関
す

る
こ
と

 

 
（
統

括
責
任

者
）

 
第第

６６
条条

 
最
高
責

任
者
の

下
に
、
次
に

掲
げ
る

統
括
責

任
者
３

名
を
置

き
、
そ

れ
ぞ

れ
国
際

連
携
活

動
、
研

究
活

動
及
び

教

育
そ

の
他

の
活
動

に
か
か

わ
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
を
担

当
す
る

。
 

 
(
1)

 
副
学
長

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
す
る

者
２
名

 

 
(
2)

 
副
教
務

部
長
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

１
名
 

２
 
統

括
責
任

者
は
、
次

の
各

号
に
掲

げ
る
事

項
を
任

務
と
し

、
担

当
す
る

活
動
に

係
る
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
関

す
る
統

括
的

責
任
と

権
限
を

有
す
る

。
 

 
(
1)

 
事
前
点

検
、
該

非
判
定

及
び
取

引
相
手

等
確
認

を
行
う

際
の
実

施
手
順

の
策
定

 

 
(
2)

 
第
１
２

条
第
４

項
に
規

定
す
る

再
点
検

及
び
第

１
４
条

第
４
項

に
規
定

す
る
再

確
認
 

 
(
3)

 
取
引
審

査
に
係

る
実
施

手
順
の

策
定
及

び
実
行

 

 
(
4)
 
教

職
員

等
及

び
学

生
等

に
対

す
る

外
為

法
等

そ
の

他
の

安
全

保
障

輸
出

管
理

に
関

す
る

重
要

事
項

の
周

知
及

び
こ

れ
ら

の
遵

守
に
必

要
な
指

導
の
実

施
 

 
(
5)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
全

学
的
課

題
の
検

討
及
び

対
応
の

実
施
 

３
 

統
括

責
任

者
の

任
期

は
、

２
年

と
す

る
。

た
だ

し
、

任
期

途
中

に
交

代
す

る
場

合
は

、
前

任
者

の
残

任
期

間
と

す
る

。
 

４
 
統

括
責
任

者
は
、

再
任
さ

れ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
 

（
部

局
等
責

任
者
）

 
第第

７７
条条

 
統
括
責

任
者
の

下
に
、

部
局
等

責
任
者

を
置
く

。
 

２
 
部

局
等
責

任
者
は

、
教

職
員

等
が
所

属
す
る

部
局
等

の
長
を

も
っ
て

充
て
る

。
た

だ
し

、
研

究
・
知

財
戦
略

機
構
及

び

国
際

連
携
機

構
の
部

局
等
責

任
者
は

、
当
該

機
構
長

が
指
名

す
る
副

機
構
長

１
名
を

も
っ
て

充
て
る

。
 

３
 
部

局
等
責

任
者
は

、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
項

を
任
務

と
し
、
部
局

等
の
活

動
に
係

る
統
括

責
任
者

の
指
示

の
下
、
安

全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
業

務
の
適

正
な
処

理
に
関

す
る
責

任
を
有

す
る
。

 
 

(
1)

 
調
査
並

び
に
事

前
点
検

、
該
非

判
定
及

び
取
引

相
手
等

確
認
に

関
し
必

要
と
な

る
業
務

 

 
(
2)

 
教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
研
修

の
実
施

 

 
(
3)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

係
る
業

務
 

４
 
部

局
等
責

任
者
の

任
期
は

、
職

務
上

部
局
等

責
任
者

と
な
る

者
を
除

き
、
２
年

と
す
る

。
た

だ
し

、
任

期
途

中
に
交

代

す
る

場
合
は

、
前
任

者
の
残

任
期
間

と
す
る

。
 

５
 
部

局
等
責

任
者
は

、
再
任

さ
れ
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
（
安

全
保
障

輸
出
管

理
委
員

会
）

 
第第

８８
条条

 
本
学
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
を
審

議
す
る

た
め
、
安
全

保
障
輸

出
管
理

委
員
会
（
以

下
「

委

員
会

」
と

い
う
。
）
を

置
く
。

 

２
 
委

員
会
は

、
安
全

保
障
輸

出
管
理

に
関
す

る
次
の

事
項
を

審
議
す

る
。

 
 

(
1)

 
取
引
審

査
及
び

不
服
申

し
立
て

に
関
す

る
事
項

 

 
(
2)

 
教
職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
す

る
周
知

、
指
導

及
び
研

修
に
係

る
事
項

 

 
(
3)

 
そ
の
他

安
全
保

障
輸
出

管
理
に

関
す
る

重
要
事

項
 

３
 
委

員
会
は

、
次
に

掲
げ
る

委
員
を

も
っ
て

組
織
す

る
。

 

   
(
1)

 
統
括
責

任
者
３

名
 

 
(
2)

 
学
長
室

専
門
員

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
す
る

者
５
名

以
内
 

 
(
3)

 
専
任
教

職
員
の

う
ち
か

ら
学
長

が
指
名

す
る
者

５
名
以

内
 

 
(
4)

 
教
務
事

務
部
長

、
研
究

推
進
部

長
、
国

際
連
携

部
長
、

中
野
キ

ャ
ン
パ

ス
事
務

部
長
及

び
人
事

部
長

 
４

 
委

員
の
任

期
は
、
職

務
上
委

員
と
な

る
者
を

除
き
、
２

年
と
す

る
。
た
だ

し
、
任
期

途
中
に

交
代
す

る
場
合

は
、
前

任

者
の

残
任
期

間
と
す

る
。

 
５

 
委

員
は
、

再
任
さ

れ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
６

 
委

員
会
に

、
委
員

長
及
び

副
委
員

長
各
１

名
を
置

く
。

 
７

 
委

員
長
は

、
統
括

責
任
者

の
う
ち

か
ら
学

長
が
指

名
し
、

副
委
員

長
は
、

委
員
の

う
ち
か

ら
委
員

長
が
指

名
す
る

。
 

８
 
委

員
長
は

、
会
務

を
総
理

し
、
会

議
の
議

長
と
な

る
。

 
９

 
副

委
員
長

は
、
委

員
長
を

補
佐
し

、
委
員

長
に
事

故
あ
る

と
き
は

、
そ
の

職
務
を

代
行
す

る
。

 
 

（
会

議
）

 
第 第

９９
条条

 
委
員
会

は
、
必

要
に
応

じ
て
、

委
員
長

が
招
集

す
る
。

 
２

 
委

員
会
は

、
委
員

の
過
半

数
が
出

席
し
な

け
れ
ば

、
会
議

を
開
き

、
議
決

す
る
こ

と
が
で

き
な
い

。
 

３
 
委

員
会
の

議
事
は

、
出

席
委
員

の
過
半

数
で
こ

れ
を
決

し
、
可

否
同

数
の
と

き
は
、
委

員
長
の

決
す
る

と
こ
ろ

に
よ
る

。
 

４
 
委

員
会
は

、
必
要

に
応
じ

て
、
委

員
以
外

の
者
を

出
席
さ

せ
、
意

見
を
聴

く
こ
と

が
で
き

る
。

 
 

（
事

務
）

 
第 第

１１
００

条条
 
委

員
会
に

関
す
る

事
務
は

、
研
究

推
進
部

及
び
国

際
連
携

部
が
行

い
、
教

務
事
務

部
、
中

野
キ

ャ
ン
パ

ス
事
務

部
及

び
人

事
部
が

こ
れ
に

協
力
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
調

査
）

 
第 第

１１
１１

条条
 
部

局
等
責

任
者
は

、
安

全
保

障
輸
出

管
理
を

適
正
か

つ
効
果

的
に
実

施
す
る

た
め
、
所

属
す

る
教
職

員
等
に

対

し
、

必
要

に
応
じ

て
、
次

の
各
号

に
つ
い

て
調
査

を
行
う

も
の
と

す
る
。

 
 

(
1)

 
リ
ス
ト

規
制
技

術
又
は

リ
ス
ト

規
制
貨

物
の
取

扱
い
の

有
無
 

 
(
2)

 
大
量
破

壊
兵
器

等
及
び

通
常
兵

器
の
開

発
等
に

用
い
ら

れ
る
恐

れ
が
特

に
強
い

貨
物
又

は
そ
の

設
計
、
製

造
若
し

く

は
使

用
に

係
る
技

術
の
取

扱
い
の

有
無
 

 
(
3)
 
経

済
産

業
省

が
公

表
す

る
外

国
ユ

ー
ザ

ー
リ

ス
ト

に
掲

載
さ

れ
て

い
る

機
関

か
ら

の
教

職
員

等
又

は
学

生
等

の
受

入
れ

の
有

無
 

 
（
事

前
点
検

）
 

第 第
１１

２２
条条

 
取

引
を

行
お

う
と

す
る

者
（

以
下

「
取

引
予

定
者

」
と

い
う

。
）

は
、

当
該

取
引

が
外

為
法

等
に

抵
触

す
る

可

能
性

の
有

無
に

つ
い

て
の

事
前

の
点

検
（

以
下

「
事

前
点

検
」

と
い

う
。
）

を
行

い
、

そ
の

結
果

（
以

下
「

事
前

点
検

結

果
」

と
い

う
。）

に
つ

い
て
部

局
等
責

任
者
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
２

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
部

局
等
責

任
者
は

、
事

前
点
検

結
果
に

係
る
不

明
な
点

又
は
疑

義
（

以
下
「

疑
義

等
」
と

い
う

。）

が
あ

る
場
合

、
取
引

予
定
者

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。

 
３

 
部

局
等
責

任
者
は

、
事

前
点

検
結
果

に
係
る

疑
義
等

が
あ
る

場
合
、
関

係
す
る

所
管
の

統
括
責

任
者
（
以

下
「

当
該

統

括
責

任
者
」

と
い
う

。
）

に
報
告

す
る
も

の
と
す

る
。

 
４

 
前

項
の

報
告

を
受

け
た

当
該

統
括

責
任

者
は

、
適

切
な

方
法

に
よ

る
再

点
検

（
以

下
「

再
点

検
」

と
い

う
。
）

を
行

う

も
の

と
す
る

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、
該

非
判
定

並
び
に

第
１
４

条
第
１

項
及
び

第
２
項

に
規
定

す
る
取

引
相
手

等
確
認

が
必

要
と
認

め
ら
れ

た
と
き

は
、
当
該

統
括
責

任
者
は

、
部

局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取
引

予
定
者

に
対
し

、
こ
れ

を
行

う
よ

う
命
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

５
 
再

点
検
に

よ
り
、
該

非
判
定

並
び
に

第
１
４

条
第
１

項
及
び

第
２
項

に
規
定

す
る
取

引
相
手

等
確
認

が
不
要

と
認
め

ら

れ
た

場
合
、

当
該
統

括
責
任

者
は
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取

引
予
定

者
に
通

知
す
る

も
の
と

す
る
。

 
 

（
該

非
判
定

）
 

  第 第
１１

３３
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
事

前
点

検
又
は

再
点
検

に
よ
り

必
要
と

認
め
ら

れ
た
場

合
、
該

非
判
定

を
行
い

、
そ

の
結
果

（
以
下

「
該
非

判
定
結

果
」
と

い
う
。
）
に

つ
い
て

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
当

該
統
括

責
任
者

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

 
 

 
ら
な

い
。

 
２

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
該
非

判
定
結

果
に
つ

い
て
、
適

切
な
方

法
に
よ

る
再
確

認
（

以
下
「

該

非
判

定
再
確

認
」
と

い
う
。
）
を

行
う
も

の
と
す

る
。

 
３

 
当

該
統
括

責
任
者

は
、
該

非
判

定
再
確

認
の
結

果
に
つ

い
て
、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、
取

引
予
定

者
に
通

知
す
る

も
の

と
す
る

。
 

 
（
取

引
相
手

等
確
認

）
 

第 第
１１

４４
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
事

前
点

検
又
は

再
点
検

に
よ
り

必
要
と

認
め
ら

れ
た
場

合
で
あ

っ
て
、
か

つ
、
取
引

の
相
手

先
が

輸
出

令
別
表

第
３
に

規
定
す

る
国
又

は
地
域

以
外
に

住
所
又

は
居
所

を
有
す

る
者
で

あ
る
場

合
、
大

量
破

壊
兵
器

等

に
関

す
る

確
認
を

行
わ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

 
２

 
前

項
の
場

合
に
お

い
て
、
取
引

予
定
者

は
、
取

引
の

相
手
先

が
国
連

武
器
禁

輸
国
・
地

域
に
住

所
又
は

居
所
を

有
す
る

者
で

あ
る
場

合
、
通

常
兵
器

に
関
す

る
確
認

を
行
わ

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
３

 
取

引
相
手

等
確
認

を
行
っ

た
取
引

予
定
者

は
、
そ

の
結

果
（

以
下
「
取

引
相
手

等
確
認

結
果
」
と

い
う

。
）
に
つ

い
て

、

部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、
当

該
統
括

責
任
者

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
た

だ
し

、
該

非
判

定
の
結

果
、
リ
ス

ト

規
制

技
術
又

は
リ
ス

ト
規
制

貨
物
に

該
当
す

る
こ
と

が
明
ら

か
な
場

合
は
、

こ
の
限

り
で
は

な
い
。

 
４

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
取

引
相

手
等
確

認
結
果

に
つ
い

て
、
適

切
な

方
法
に

よ
る
再

確
認
（
以

下
「

取
引
相

手
等
再

確
認
」

と
い
う

。
）
を

行
う

も
の
と

す
る
。

 
５

 
当

該
統
括

責
任
者

は
、
取

引
相

手
等
再

確
認
の

結
果
に

つ
い
て

、
部

局
等
責

任
者
を

通
じ
て

、
取

引
予

定
者
に

通
知
す

る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
取

引
審
査

）
 

第 第
１１

５５
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
行

お
う

と
す
る

取
引
が

次
の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該
当

す
る
場

合
で
あ

っ
て
、
か

つ
、
取

引

の
実

施
を

希
望
す

る
と
き

は
、
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、
当

該
統
括

責
任
者

に
取
引

審
査
の

実
施
の

申
請
（
以

下
「
取

引
審

査
申

請
」
と

い
う
。
）
を

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
1)

 
該
非
判

定
に
よ

り
、
リ

ス
ト
規

制
技
術

又
は
リ

ス
ト
規

制
貨
物

に
該
当

す
る
と

判
定
さ

れ
た
場

合
 

 
(
2
)
 
取

引
相

手
等

確
認

に
よ

り
、

大
量

破
壊

兵
器

等
（

国
連

武
器

禁
輸

国
・

地
域

に
あ

っ
て

は
通

常
兵

器
を

含
む

。
）

の

開
発

等
に

用
い
ら

れ
る
恐

れ
が
あ

る
こ
と

が
確
認

さ
れ
た

場
合
 

 
(
3)
 
大

量
破

壊
兵

器
等

又
は

通
常

兵
器

の
開

発
等

に
用

い
ら

れ
る

恐
れ

が
あ

る
と

し
て

経
済

産
業

大
臣

か
ら

許
可

申
請

を
要

す
る

旨
の
通

知
を
受

け
た
場

合
 

 
(
4)

 
該
非
判

定
再
確

認
又
は

取
引
相

手
等
再

確
認
の

結
果
、
第

１
号
若

し
く
は

第
２
号

に
該
当

す
る
場

合
又
は

該
当
す

る

か
否

か
に

つ
い
て

不
明
若

し
く
は

疑
義
が

あ
る
場

合
 

２
 
当

該
統
括

責
任
者

は
、
取

引
審
査

申
請
が

あ
っ
た

場
合
、

委
員
長

に
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
委

員
長
は

、
委

員
会
に

お
い
て

、
取

引
の
可

否
に
つ

い
て
速

や
か
に

審
査
を

行
い
、
そ

の
審
査

結
果
（
以

下
「

取
引

審
査
結

果
」
と
い

う
。
）
を

最
高

責
任

者
に

報
告
す

る
と
と

も
に
、
当

該
統
括

責
任
者

に
通
知

す
る
。

 
４

 
取

引
予

定
者

が
委

員
会

の
委

員
で

あ
る

場
合

は
、

前
項

の
審

査
に

加
わ

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

委
員
は

、
委
員

会
に
お

け
る
出

席
委
員

の
数
に

算
入
し

な
い
。

 
５

 
当

該
統
括

責
任
者

は
、
取

引
審

査
結
果

に
つ
い

て
、
部

局
等

責
任
者

を
通
じ

て
、
取
引

予
定
者

に
通
知

す
る
も

の
と
す

る
。

 
６

 
日

本
国
内

に
お
け

る
取
引

で
あ
っ

て
も
、
取

引
後

に
第
２

条
第
４

号
ア
、
イ
又

は
ウ
に

規
定
す

る
技
術

の
提
供

が
行
わ

れ
る

こ
と
が

明
ら
か

な
場
合

に
は
、

第
１
項

の
規
定

を
適
用

す
る
。

 

 
（
不

服
申
立

て
）

 
第 第

１１
６６

条条
 
取

引
審
査

結
果
に

不
服
が

あ
る
場

合
、
取
引

予
定
者

は
、
前

条
第
５

項
に
規

定
す
る

通
知
を

受
け
た

日
か
ら

１
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４
日

以
内

に
、
委

員
長
に

対
し
、

文
書
で

不
服
申

立
て
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
２

 
委

員
長
は

、
不

服
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当
該

申
立
て

の
内
容

を
精
査

し
、
必
要

に
応
じ

て
、
委

員
会
に

お
い
て

、

取
引

の
可

否
に

つ
い

て
の

再
審

査
（

以
下

「
取

引
再

審
査

」
と

い
う

。
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

委
員

長
は
必

要
に
応

じ
て
、
当

該
取

引
に
関

係
す
る

部
局
等

責
任
者

及
び
取

引
予
定

者
を
委

員
会
に

出
席
さ

せ
、
意
見
を

聴
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

３
 
前

条
第
３

項
か
ら

第
５
項

ま
で
の

規
定
は

、
取

引
再
審

査
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
同
条

各
項
中

「
審

査
」
と

あ
る
の

は
「
再

審
査
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 
４

 
取

引
予
定

者
は
、

取
引
再

審
査
の

結
果
に

つ
い
て

、
再
度

の
不
服

申
立
て

を
行
う

こ
と
が

で
き
な

い
。

 
 

（
外

為
法
等

に
基
づ

く
許
可

の
申
請

等
）

 
第 第

１１
７７

条条
 
最

高
責
任

者
は
、
取

引
審

査
の
結

果
、
当

該
取
引

の
実
施

が
承
認

さ
れ
、
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許

可
を

必
要
と

す
る
場

合
、
当

該
取
引

に
つ
い

て
、
経

済
産
業

大
臣
に

対
し
て

許
可
申

請
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

２
 
取

引
予
定

者
は
、
前
項

の
申
請

が
行
わ

れ
た
場

合
、
経

済
産

業
大
臣

の
許
可

が
下
り

る
ま
で

は
、
当
該

取
引
を

行
っ
て

は
な

ら
な
い

。
 

３
 
最

高
責
任

者
は
、
経

済
産

業
大
臣

か
ら
当

該
取
引

に
関
す

る
諾
否

の
結
果

を
受
領

し
た
と

き
は
、
当
該

統
括
責

任
者
及

び
委

員
長
に

通
知
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
４

 
前

項
の
通

知
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
部

局
等
責

任
者
を

通
じ
て

、
取

引
予

定
者

に
速

や
か
に

諾
否
の

結
果
を

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（
技

術
の
提

供
管
理

の
実
施

）
 

第 第
１１

８８
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
技

術
の
提

供
を
実

施
す
る

場
合
、
第

１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
た

手
続
が

完

了
し

て
い

る
こ
と

及
び
提

供
す
る

技
術
の

内
容
が

、
こ

れ
ら
の

手
続
に

お
い
て

確
認
さ

れ
た
も

の
と
同

一
で
あ

る
こ
と

を

確
認

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
第
１

２
条
第

１
項
の

事
前
確

認
に
よ

り
手
続

き
が
不

要
と
承

認
さ
れ

た
場
合

に

は
、

第
１

３
条
か

ら
第
１

５
条
ま

で
の
手

続
き
の

確
認
は

要
さ
な

い
。

 
２

 
前

項
に
規

定
す
る

も
の
の

ほ
か
、
取

引
予

定
者
は

、
当

該
技
術

の
提
供

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許
可

が
必

要
な
技

術
の
提

供
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
取

引
予
定

者
は
、

前
２
項

の
確
認

が
で
き

な
い
場

合
、
当

該
技
術

の
提
供

を
行
っ

て
は
な

ら
な
い

。
 

 
（
貨

物
の
輸

出
管
理

の
実
施

）
 

第 第
１１

９９
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
貨

物
の
輸

出
を
実

施
す
る

場
合
、
第

１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
た

手
続
が

完

了
し

て
い

る
こ
と

及
び
輸

出
す
る

貨
物
の

内
容
が

、
こ

れ
ら
の

手
続
に

お
い
て

確
認
さ

れ
た
も

の
と
同

一
で
あ

る
こ
と

を

確
認

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
第
１

２
条
第

１
項
の

事
前
確

認
に
よ

り
手
続

き
が
不

要
と
承

認
さ
れ

た
場
合

に

は
、

第
１

３
条
か

ら
第
１

５
条
ま

で
の
手

続
き
の

確
認
は

要
さ
な

い
。

 
２

 
前

項
に
規

定
す
る

も
の
の

ほ
か
、
取

引
予

定
者
は

、
当

該
貨
物

の
輸
出

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許
可

が
必

要
な
貨

物
の
輸

出
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
取

引
予
定

者
は
、

前
２
項

の
確
認

が
で
き

な
い
場

合
、
当

該
貨
物

の
輸
出

を
行
っ

て
は
な

ら
な
い

。
 

４
 
取

引
予
定

者
は
、
貨

物
の

輸
出
を

行
う
際

の
通
関

時
に
事

故
が
発

生
し
た

場
合
、
直

ち
に

当
該

輸
出
の

手
続
を

取
り
や

め
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
当
該

統
括
責

任
者
に

そ
の
旨

を
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

５
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
事

実
関

係
を
把

握
し
、
当
該

取
引
を

所
管
す

る
部
局

等
責
任

者
に
、
対

応
措

置
を
指

示
す
る

と
と
も

に
、
遅

滞
な
く

最
高
責

任
者
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
実

施
手
順

等
）

 
第 第

２２
００

条条
 
こ

の
規
程

に
基
づ

く
安
全

保
障
輸

出
管
理

の
円
滑

な
実
施

を
図
る

た
め
の

手
順
・
様

式
等
は

、
部
局

等
の
活

動

に
係

る
統

括
責
任

者
の
指

示
の
下

に
、
別

に
定
め

る
。

 
 

（
教

職
員
等

に
対
す

る
研
修

等
）

 
第 第

２２
１１

条条
 
本

学
は
、
教

職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
し

、
安
全

保
障
輸

出
管
理

の
重
要

性
を
認

識
さ
せ

、
そ

の
確
実

な
実
施

  

を
図

る
た

め
、
最

新
の
外

為
法
等

の
周
知

、
そ

の
他
関

係
法
令

の
規
定

を
遵
守

す
る
た

め
に
必

要
な
指

導
及
び

研
修
を

行

う
も

の
と

す
る
。

 
 

（
監

査
）

 
第 第

２２
２２

条条
 
各

部
局
等

は
、
内

部
監

査
規
程
（
２

０
０
０

年
度
規

程
第
２

３
号
）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
に
基

づ
き
、
本

学

に
お

け
る

安
全
保

障
輸
出

管
理
が

、
外

為
法
等

及
び
こ

の
規
程

に
基
づ

き
適
正

に
実
施

さ
れ
て

い
る
こ

と
を
確

認
す
る

た

め
、

監
査

を
定
期

的
に
受

け
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
文

書
及
び

記
録
媒

体
の
保

存
）

 
第 第

２２
３３

条条
 
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
係

る
文
書

及
び
電

磁
的
記

録
媒
体

は
、
技
術

が
提
供

さ
れ
た

日
又
は

貨
物
が

輸
出
さ

れ

た
日

の
属

す
る
年

度
の
翌

年
度
の

４
月
１

日
か
ら

起
算
し

て
、
１

０
年
間

保
存
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
報

告
）

 
第 第

２２
４４

条条
 
教

職
員
等

は
、
本
学

が
か
か

わ
る
取

引
に
つ

い
て
、
外

為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
対

す
る
違

反
の
事

実
又
は

違

反
の

恐
れ

が
あ
る

こ
と
を

知
っ
た

場
合
、
速

や
か

に
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、
当
該

統
括
責

任
者
に

報
告
し

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
当

該
報
告

内
容
を

調
査
し

、
違

反
の

事
実

が
判

明
し
た

場
合
又

は
違
反

の
恐

れ
が
あ

る
と
認

め
ら
れ

た
場
合

、
速
や

か
に
最

高
責
任

者
に
そ

の
旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
３

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
最

高
責
任

者
は
、
当

該
統

括
責
任

者
に
対

応
措
置

を
指
示

す
る
と

と
も
に

、
遅

滞
な
く

関
係
行

政
機

関
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 
４

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
最

高
責
任

者
は
、

そ
の
再

発
防
止

の
た
め

に
必
要

な
措
置

を
講
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
学

生
等
が

取
引
を

す
る
場

合
の
取

扱
い
）

 
第 第

２２
５５

条条
 
学

生
等
が

、
第

３
条

に
規
定

す
る
範

囲
に
お

い
て
取

引
を
行

お
う
と

す
る
場

合
、
当

該
取
引

に
関
係

す
る
教

職

員
等

の
協

力
を
得

て
、
こ

れ
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）

 
第 第

２２
６６

条条
 
こ

の
規
程

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
本

学
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
の

運
用
に

関
し
て

必
要
な

事
項
は

、
別
に

定

め
る

。
 

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第 第

２２
７７

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附 附
  

則則
（

２
０
１

８
年
度

規
程
第

３
３
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
９

年
１
月

３
１
日

か
ら
施

行
し
、
２
０

１
９
年

４
月
１

日
以
降

に
行
わ

れ
る
取

引
か
ら

適
用
す

る
。

 
 

（
任

期
の
特

例
）

 
２

 
こ

の
規
程

の
施
行

後
、
最

初
に
委

嘱
さ
れ

る
第
６

条
第
１

項
第
１

号
及
び

第
２
号

の
統
括

責
任
者

、
第

７
条
第

２
項
た

だ
し

書
き
の

部
局
等

責
任
者

並
び
に

第
８
条

第
３
項

第
２
号

及
び
第

３
号
の

委
員
の

任
期
に

つ
い
て

は
、
そ
れ

ぞ
れ
第

６

条
第

３
項
本

文
、
第

７
条
第

４
項
本

文
及
び

第
８
条

第
４
項

本
文
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、
２
０

２
０
年

３
月
３

１
日
ま

で
と

す
る
。

 
（

通
達

第
２
６

０
５
号

）
 

附 附
  

則則
（
２
０

２
１

年
度
規

程
第
２

３
号
）

 
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

５
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２
８

３
３
号

）
（
注

 
技

術
の
提

供
に
係

る
定
義

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 
 

 
 

附 附
  

則則
（

２
０
２

３
年
度

規
程
第

２
５
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

１
月
２

５
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２
９

６
６
号

）
（
注

 
文

部
科
学

省
及
び

経
済
産

業
省
の

指
摘
事

項
に
対

応
す
る

た
め
の

改
正
）
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４
日

以
内

に
、
委

員
長
に

対
し
、

文
書
で

不
服
申

立
て
を

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

 
２

 
委

員
長
は

、
不

服
申

立
て
が

あ
っ
た

と
き
は

、
当
該

申
立
て

の
内
容

を
精
査

し
、
必
要

に
応
じ

て
、
委

員
会
に

お
い
て

、

取
引

の
可

否
に

つ
い

て
の

再
審

査
（

以
下

「
取

引
再

審
査

」
と

い
う

。
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

委
員

長
は
必

要
に
応

じ
て
、
当

該
取

引
に
関

係
す
る

部
局
等

責
任
者

及
び
取

引
予
定

者
を
委

員
会
に

出
席
さ

せ
、
意
見
を

聴
く

こ
と
が

で
き
る

。
 

３
 
前

条
第
３

項
か
ら

第
５
項

ま
で
の

規
定
は

、
取

引
再
審

査
に
つ

い
て
準

用
す
る

。
こ

の
場
合

に
お
い

て
、
同
条

各
項
中

「
審

査
」
と

あ
る
の

は
「
再

審
査
」

と
読
み

替
え
る

も
の
と

す
る
。

 
４

 
取

引
予
定

者
は
、

取
引
再

審
査
の

結
果
に

つ
い
て

、
再
度

の
不
服

申
立
て

を
行
う

こ
と
が

で
き
な

い
。

 
 

（
外

為
法
等

に
基
づ

く
許
可

の
申
請

等
）

 
第第

１１
７７

条条
 
最

高
責
任

者
は
、
取

引
審

査
の
結

果
、
当

該
取
引

の
実
施

が
承
認

さ
れ
、
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許

可
を

必
要
と

す
る
場

合
、
当

該
取
引

に
つ
い

て
、
経

済
産
業

大
臣
に

対
し
て

許
可
申

請
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

２
 
取

引
予
定

者
は
、
前
項

の
申
請

が
行
わ

れ
た
場

合
、
経

済
産

業
大
臣

の
許
可

が
下
り

る
ま
で

は
、
当
該

取
引
を

行
っ
て

は
な

ら
な
い

。
 

３
 
最

高
責
任

者
は
、
経

済
産

業
大
臣

か
ら
当

該
取
引

に
関
す

る
諾
否

の
結
果

を
受
領

し
た
と

き
は
、
当
該

統
括
責

任
者
及

び
委

員
長
に

通
知
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
４

 
前

項
の
通

知
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
部

局
等
責

任
者
を

通
じ
て

、
取

引
予

定
者

に
速

や
か
に

諾
否
の

結
果
を

通
知

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
（
技

術
の
提

供
管
理

の
実
施

）
 

第第
１１

８８
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
技

術
の
提

供
を
実

施
す
る

場
合
、
第

１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
た

手
続
が

完

了
し

て
い

る
こ
と

及
び
提

供
す
る

技
術
の

内
容
が

、
こ

れ
ら
の

手
続
に

お
い
て

確
認
さ

れ
た
も

の
と
同

一
で
あ

る
こ
と

を

確
認

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
第
１

２
条
第

１
項
の

事
前
確

認
に
よ

り
手
続

き
が
不

要
と
承

認
さ
れ

た
場
合

に

は
、

第
１

３
条
か

ら
第
１

５
条
ま

で
の
手

続
き
の

確
認
は

要
さ
な

い
。

 
２

 
前

項
に
規

定
す
る

も
の
の

ほ
か
、
取

引
予

定
者
は

、
当

該
技
術

の
提
供

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許
可

が
必

要
な
技

術
の
提

供
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
取

引
予
定

者
は
、

前
２
項

の
確
認

が
で
き

な
い
場

合
、
当

該
技
術

の
提
供

を
行
っ

て
は
な

ら
な
い

。
 

 
（
貨

物
の
輸

出
管
理

の
実
施

）
 

第第
１１

９９
条条

 
取

引
予
定

者
は
、
貨

物
の
輸

出
を
実

施
す
る

場
合
、
第

１
２

条
か
ら

第
１
５

条
ま
で

に
規
定

さ
れ
た

手
続
が

完

了
し

て
い

る
こ
と

及
び
輸

出
す
る

貨
物
の

内
容
が

、
こ

れ
ら
の

手
続
に

お
い
て

確
認
さ

れ
た
も

の
と
同

一
で
あ

る
こ
と

を

確
認

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
た

だ
し
、
第
１

２
条
第

１
項
の

事
前
確

認
に
よ

り
手
続

き
が
不

要
と
承

認
さ
れ

た
場
合

に

は
、

第
１

３
条
か

ら
第
１

５
条
ま

で
の
手

続
き
の

確
認
は

要
さ
な

い
。

 
２

 
前

項
に
規

定
す
る

も
の
の

ほ
か
、
取

引
予

定
者
は

、
当

該
貨
物

の
輸
出

が
外
為

法
等
に

基
づ
く

経
済
産

業
大
臣

の
許
可

が
必

要
な
貨

物
の
輸

出
で
あ

る
場
合

、
当
該

許
可
を

得
て
い

る
こ
と

を
確
認

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

３
 
取

引
予
定

者
は
、

前
２
項

の
確
認

が
で
き

な
い
場

合
、
当

該
貨
物

の
輸
出

を
行
っ

て
は
な

ら
な
い

。
 

４
 
取

引
予
定

者
は
、
貨

物
の

輸
出
を

行
う
際

の
通
関

時
に
事

故
が
発

生
し
た

場
合
、
直

ち
に

当
該

輸
出
の

手
続
を

取
り
や

め
、

部
局
等

責
任
者

を
通
じ

て
当
該

統
括
責

任
者
に

そ
の
旨

を
報
告

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

５
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
事

実
関

係
を
把

握
し
、
当
該

取
引
を

所
管
す

る
部
局

等
責
任

者
に
、
対

応
措

置
を
指

示
す
る

と
と
も

に
、
遅

滞
な
く

最
高
責

任
者
に

報
告
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
実

施
手
順

等
）

 
第第

２２
００

条条
 
こ

の
規
程

に
基
づ

く
安
全

保
障
輸

出
管
理

の
円
滑

な
実
施

を
図
る

た
め
の

手
順
・
様

式
等
は

、
部
局

等
の
活

動

に
係

る
統

括
責
任

者
の
指

示
の
下

に
、
別

に
定
め

る
。

 
 

（
教

職
員
等

に
対
す

る
研
修

等
）

 
第第

２２
１１

条条
 
本

学
は
、
教

職
員

等
及
び

学
生
等

に
対
し

、
安
全

保
障
輸

出
管
理

の
重
要

性
を
認

識
さ
せ

、
そ

の
確
実

な
実
施

  

を
図

る
た

め
、
最

新
の
外

為
法
等

の
周
知

、
そ

の
他
関

係
法
令

の
規
定

を
遵
守

す
る
た

め
に
必

要
な
指

導
及
び

研
修
を

行

う
も

の
と

す
る
。

 
 

（
監

査
）

 
第第

２２
２２

条条
 
各

部
局
等

は
、
内

部
監

査
規
程
（
２

０
０
０

年
度
規

程
第
２

３
号
）
第
２

条
第
１

項
の
規

定
に
基

づ
き
、
本

学

に
お

け
る

安
全
保

障
輸
出

管
理
が

、
外

為
法
等

及
び
こ

の
規
程

に
基
づ

き
適
正

に
実
施

さ
れ
て

い
る
こ

と
を
確

認
す
る

た

め
、

監
査

を
定
期

的
に
受

け
る
も

の
と
す

る
。

 
 

（
文

書
及
び

記
録
媒

体
の
保

存
）

 
第第

２２
３３

条条
 
安

全
保
障

輸
出
管

理
に
係

る
文
書

及
び
電

磁
的
記

録
媒
体

は
、
技
術

が
提
供

さ
れ
た

日
又
は

貨
物
が

輸
出
さ

れ

た
日

の
属

す
る
年

度
の
翌

年
度
の

４
月
１

日
か
ら

起
算
し

て
、
１

０
年
間

保
存
す

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
報

告
）

 
第第

２２
４４

条条
 
教

職
員
等

は
、
本
学

が
か
か

わ
る
取

引
に
つ

い
て
、
外

為
法

等
又
は

こ
の
規

程
に
対

す
る
違

反
の
事

実
又
は

違

反
の

恐
れ

が
あ
る

こ
と
を

知
っ
た

場
合
、
速

や
か

に
部
局

等
責
任

者
を
通

じ
て
、
当
該

統
括
責

任
者
に

報
告
し

な
け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

２
 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
当

該
統
括

責
任
者

は
、
当

該
報
告

内
容
を

調
査
し

、
違

反
の

事
実

が
判

明
し
た

場
合
又

は
違
反

の
恐

れ
が
あ

る
と
認

め
ら
れ

た
場
合

、
速
や

か
に
最

高
責
任

者
に
そ

の
旨
を

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 
３

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
最

高
責
任

者
は
、
当

該
統

括
責
任

者
に
対

応
措
置

を
指
示

す
る
と

と
も
に

、
遅

滞
な
く

関
係
行

政
機

関
に
報

告
す
る

も
の
と

す
る
。

 
４

 
前

項
の
報

告
を
受

け
た
最

高
責
任

者
は
、

そ
の
再

発
防
止

の
た
め

に
必
要

な
措
置

を
講
ず

る
も
の

と
す
る

。
 

 
（
学

生
等
が

取
引
を

す
る
場

合
の
取

扱
い
）

 
第第

２２
５５

条条
 
学

生
等
が

、
第

３
条

に
規
定

す
る
範

囲
に
お

い
て
取

引
を
行

お
う
と

す
る
場

合
、
当

該
取
引

に
関
係

す
る
教

職

員
等

の
協

力
を
得

て
、
こ

れ
を
行

う
も
の

と
す
る

。
 

 
（
雑

則
）

 
第第

２２
６６

条条
 
こ

の
規
程

に
定
め

る
も
の

の
ほ
か

、
本

学
の

安
全
保

障
輸
出

管
理
の

運
用
に

関
し
て

必
要
な

事
項
は

、
別
に

定

め
る

。
 

 
（
規

程
の
改

廃
）

 
第第

２２
７７

条条
 
こ

の
規
程

を
改
廃

す
る
と

き
は
、

委
員
会

の
議
を

経
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
 
 

附附
  

則則
（

２
０
１

８
年
度

規
程
第

３
３
号

）
 

 
（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
１
９

年
１
月

３
１
日

か
ら
施

行
し
、
２
０

１
９
年

４
月
１

日
以
降

に
行
わ

れ
る
取

引
か
ら

適
用
す

る
。

 
 

（
任

期
の
特

例
）

 
２

 
こ

の
規
程

の
施
行

後
、
最

初
に
委

嘱
さ
れ

る
第
６

条
第
１

項
第
１

号
及
び

第
２
号

の
統
括

責
任
者

、
第

７
条
第

２
項
た

だ
し

書
き
の

部
局
等

責
任
者

並
び
に

第
８
条

第
３
項

第
２
号

及
び
第

３
号
の

委
員
の

任
期
に

つ
い
て

は
、
そ
れ

ぞ
れ
第

６

条
第

３
項
本

文
、
第

７
条
第

４
項
本

文
及
び

第
８
条

第
４
項

本
文
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
、
２
０

２
０
年

３
月
３

１
日
ま

で
と

す
る
。

 
（

通
達

第
２
６

０
５
号

）
 

附附
  

則則
（
２
０

２
１

年
度
規

程
第
２

３
号
）

 
 

こ
の

規
程
は

、
２
０

２
２
年

５
月
１

日
か
ら

施
行
す

る
。

 
（

通
達

第
２
８

３
３
号

）
（
注

 
技

術
の
提

供
に
係

る
定
義

の
変
更

に
伴
う

改
正
）

 
 

 
 

附附
  

則則
（

２
０
２

３
年
度

規
程
第

２
５
号

）
 

 
こ
の

規
程
は

、
２
０

２
４
年

１
月
２

５
日
か

ら
施
行

す
る
。

 
（

通
達

第
２
９

６
６
号

）
（
注

 
文

部
科
学

省
及
び

経
済
産

業
省
の

指
摘
事

項
に
対

応
す
る

た
め
の

改
正
）

 

   
 
 

附附
  

則則
（

２
０
２

５
年
度

規
程
第

４
２
号

）
 

（
施

行
期
日

）
 

１
 
こ

の
規
程

は
、
２

０
２
６

年
１
月

２
２
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

（
任

期
の
特

例
）
 

２
 

こ
の

規
程

の
施

行
後

、
最

初
に

選
任

さ
れ

る
統

括
責

任
者

の
任

期
に

つ
い

て
は

、
第

６
条

第
３

項
の

規
定

に
か

か

わ
ら

ず
１
年

と
す
る

。
 

３
 

こ
の

規
程

の
施

行
後

、
最

初
に

選
任

さ
れ

る
第

７
条

第
２

項
た

だ
し

書
き

に
規

定
す

る
部

局
等

責
任

者
の

任
期

に

つ
い

て
は
、

同
条
第

４
項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず
１

年
と
す

る
。
 

４
 

こ
の

規
程

の
施

行
後

、
最

初
に

選
任

さ
れ

る
第

８
条

第
３

項
第

２
号

及
び

第
３

号
の

委
員

の
任

期
に

つ
い

て
は

、

同
条

第
４
項

の
規
定

に
か
か

わ
ら
ず

１
年
と

す
る
。

 

（
通

達
第

３
１

９
１

号
）
（

注
 

私
立

学
校

法
の

改
正

に
伴

い
委

員
等

の
任

期
を

役
員

等
に

対
応

さ
せ

る
た

め
の

改
正

）
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